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◎ 招 集 告 示

嵐山町告示第２１６号

平成２６年第４回嵐山町議会定例会を次のとおり招集する。

平成２６年１１月２５日

嵐山町長 岩 澤 勝

１．期 日 平成２６年１２月３日

２．場 所 嵐山町議会議場



- 2 -

◎ 応 招 ・ 不 応 招 議 員

〇応招議員（１３名）

１番 森 一 人 議員 ２番 大 野 敏 行 議員

３番 佐久間 孝 光 議員 ４番 長 島 邦 夫 議員

６番 畠 山 美 幸 議員 ７番 吉 場 道 雄 議員

８番 河 井 勝 久 議員 ９番 川 口 浩 史 議員

１０番 清 水 正 之 議員 １１番 安 藤 欣 男 議員

１２番 松 本 美 子 議員 １３番 渋 谷 登美子 議員

１４番 青 柳 賢 治 議員

〇不応招議員（なし）
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平成２６年第４回嵐山町議会定例会

議 事 日 程 （第１号）

１２月３日（水）午前１０時開議

日程第 １ 会議録署名議員の指名

日程第 ２ 会期の決定

日程第 ３ 諸般の報告（青柳議長）

日程第 ４ 行政報告（挨拶並びに行政報告 岩澤町長）

（行政報告 小久保教育長）

日程第 ５ 常任委員会所管事務調査報告

日程第 ６ 広報広聴特別委員会所管事務調査報告

日程第 ７ 請願の委員会付託について
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〇出席議員（１３名）

１番 森 一 人 議員 ２番 大 野 敏 行 議員

３番 佐久間 孝 光 議員 ４番 長 島 邦 夫 議員

６番 畠 山 美 幸 議員 ７番 吉 場 道 雄 議員

８番 河 井 勝 久 議員 ９番 川 口 浩 史 議員

１０番 清 水 正 之 議員 １１番 安 藤 欣 男 議員

１２番 松 本 美 子 議員 １３番 渋 谷 登美子 議員

１４番 青 柳 賢 治 議員

〇欠席議員（なし）

〇本会議に出席した事務局職員

事 務 局 長 山 岸 堅 護

書 記 岡 野 富 春

書 記 久 保 か お り

〇説明のための出席者

岩 澤 勝 町 長

安 藤 實 副 町 長

井 上 裕 美 総 務 課 長

中 嶋 秀 雄 地域支援課長

中 西 敏 雄 税 務 課 長

山 下 次 男 町 民 課 長

石 井 彰 健康いきいき課長

青 木 務 長寿生きがい課長

植 木 弘 文化スポーツ課長

大 塚 晃 環境農政課長

山 下 隆 志 企業支援課長

根 岸 寿 一 まちづくり整備課長

新 井 益 男 上下水道課長
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内 田 勝 会計管理者兼会計課長

小 久 保 錦 一 教 育 長

簾 藤 賢 治 教育委員会こども課長

農業委員会事務局長大 塚 晃 環境農政課長兼務
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◎開会の宣告

〇青柳賢治議長 皆さん、おはようございます。第４回定例会にご参集いただきまして、

大変ご苦労さまでございます。

ただいま出席議員は13名であります。定足数に達しております。よって、平成26年

嵐山町議会第４回定例会は成立いたしました。これより開会いたします。

（午前 ９時５９分）

◎開議の宣告

〇青柳賢治議長 直ちに本日の会議を開きます。

これより議事に入ります。

◎会議録署名議員の指名

〇青柳賢治議長 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議規則第120条の規定により、

第12番議員 松本 美子 議員

第13番議員 渋谷 登美子 議員

を指名いたします。

◎会期の決定

〇青柳賢治議長 日程第２、会期の決定を議題といたします。

会期の決定につきましては、さきに議会運営委員会を開きましたので、委員長より

報告を求めます。

安藤議会運営委員長。

〔安藤欣男議会運営委員長登壇〕

〇安藤欣男議会運営委員長 おはようございます。議会運営委員会から報告を申し上げ

ます。

第４回定例会を前にして、11月26日に議会運営委員会を開会いたしました。当日の

出席委員は、議会運営委員のほか委員外議員出席者として青柳議長並びに出席要求に

基づく出席者として岩澤町長、安藤副町長、井上総務課長にご出席をいただきまして、
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提出されます議案について説明を求めました。

長提出議案については、上程７件、予算３件及びその他４件の計14件ということで

ございます。なお、議員提出議案も予定されています。

その後、委員会で慎重に協議した結果、第４回定例会は本日12月３日から12月９日

までの７日間とすることに決定いたしました。

会期予定並びに議事日程につきましては、お手元に配付のとおりでございます。

また、一般質問につきましては受け付け順として、12月４日に１番の佐久間孝光議

員から５番の渋谷登美子議員、５日に６番の川口浩史議員から10番の私、安藤といた

します。

以上、議会運営委員会から決定しましたことをご報告いたします。

〇青柳賢治議長 お諮りいたします。

会期につきましては、委員長報告のとおり本日12月３日から９日までの７日間とい

たしたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 ご異議なしと求めます。

よって、会期は本日から12月９日までの７日間と決定いたしました。

◎諸般の報告

〇青柳賢治議長 日程第３、諸般の報告をいたします。

初めに、今定例会中の予定及び本日の議事日程をお手元に配付しておきましたので、

ご了承願います。

次に、今定例会に提出されました議案につきまして報告いたします。

町長提出議案、条例７件、予算３件及びその他４件の計14件であります。提出議案

一覧表をお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

なお、議員提出議案も予定されております。

次に、今定例会に説明員として出席通知のありました者の職、氏名を一覧表として

お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

次に、監査委員から現金出納検査結果の報告がありました。お手元にその写しを配

付しておきましたので、ご了承願います。

次に、９月定例会から11月までの間の議会活動状況につきましては、お手元にして
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おきましたので、ご了承願います。

次に、議員派遣について報告いたします。平成26年10月17日、吉見町の「フレサよ

しみ」において、埼玉県町村議会議長会主催の議員研修会に議員の９名が出席いたし

ました

平成26年10月21日、千代田区のシェーンバッハ・サボーにおいて、全国町村議会議

長会主催「第81回町村議会広報研修会」に、議会報編集委員４名が出席いたしました。

以上、議員を派遣いたしましたので、報告いたします。

次に、さきの定例会において可決されました議員提出議案発議第19号 危険ドラッ

グ（脱法ハーブ）の根絶に向けた総合的な対策の強化を求める意見書の提出について

の件、発議第20号 奨学金制度の充実を求める意見書の提出についての件、発議第21号

産後ケア体制の支援強化を求める意見書の提出についての件及び発議第22号 微小

粒子物質（ＰＭ2.5）に係る総合的な対策の推進を求める意見書の提出についての件、

以上４件につきましては、内閣総理大臣、衆参両議院議長及び関係大臣に提出してお

きましたので、ご了承願います。

次に、本職宛て提出のありました請願第２号 消費税をこれ以上上げないよう求め

る請願書の写し及び請願第３号 年金削減の中止に関する意見書の提出を求める請願

の写しをお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

最後に、議会基本条例の規定に基づき、第６回議会報告会を11月８日に開催いたし

ました。詳細につきましては、後ほど広報広聴特別委員長より報告いたします。

以上で、議長よりの諸般の報告を終わります。

◎行政報告

〇青柳賢治議長 日程第４、行政報告を行います。

まず、町長に報告を求めます。

なお、町長から行政報告にあわせて本定例会招集の挨拶を求められておりますので、

この際、これを許可します。

それでは、挨拶、行政報告の順でお願いいたします。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議長のお許しをいただきましたので、挨拶並びに行政報告を申し上げ
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ます。

本日ここに平成26年嵐山町議会第４回定例会を招集申し上げましたところ、議員各

位には何かとご多用の中、ご健勝にてご参会を賜り、当面する諸案件につきましてご

審議を賜りますことは、町勢進展のためまことに感謝にたえないところでございます。

本議会に提案いたします議案は、条例７件、予算３件、そのほか４件の計14件であ

ります。各議案の提案理由並びに説明につきましては、日程に従いましてその都度申

し述べる予定でございます。何卒慎重なるご審議を賜り、原案どおり可決、ご決定賜

りますようお願いを申し上げる次第でございます。

次に、平成26年８月から10月までの主要な施策に関しましては、地方自治法第122条

による事務に関する説明書でご報告申し上げましたので、ご高覧を願いたいと存じま

すが、主なものにつきましては嵐山町コバトンお達者倶楽部を挙げさせていただきま

す。

町内の登録店や町の一部公共施設にお出かけをいただき、そこで押してもらうスタ

ンプが10個たまるとプレゼントがもらえる、このような事業でございます。８月から

のスタンプ達成者は、一月約50人の増加が見られます。

楽しみや目的を持った定期的な外出、これは気軽な健康づくり、介護予防、そして

地域の活性化につながるものと期待をしております。

今後も地域活性化、広域観光の推進、情報発信に取り組んでまいりたいと存じます。

議員各位のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、挨拶並びに行政報

告を終わらせていただきます。

〇青柳賢治議長 ご苦労さまでした。

次に、教育委員会に関する報告を教育長に求めます。

小久保教育長。

〔小久保錦一教育長登壇〕

〇小久保錦一教育長 議長のお許しをいただきましたので、行政報告をさせていただき

ます。

40ページをお開きください。

教育委員会関係。こども課、２、学校教育関係。就学時健康診断につきまして、菅

谷小学校、志賀小学校、ここには記載してございませんけれども、11月に七郷小学校

受診が終わりました。全員元気で受診をしております。
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２、工事関係。嵐山幼稚園グラウンド整備工事、菅谷中学校バックネット等修繕工

事等。概要、請負金額等は、記載のとおりでございます。

（３）、業務委託関係でございますが、学校給食センター厨房機器点検業務委託。

概要、委託業務料等は、記載のとおりでございます。

また、備品関係ですが、両中学校の教材用パソコン等賃貸借契約、これは、５～６

年に１度契約をしている状況でございますけれども、パソコン一式、概要のとおりで

ございます。

幼稚園関係でございますが、10月17日に入園説明会を行いました。当日、41名全員

応募いたしまして、後に若干名ふえる予定でございます。

４、児童福祉関係の（２）、医療費支給事業でございますが、こども医療費、ひと

り親医療費等、記載のとおりでございます。

なお、児童手当支給事業等につきましては、40、41ページに掲げてあるとおりでご

ざいます。

以上で、報告を終わりにいたします。

〇青柳賢治議長 ご苦労さまでした。

以上で、行政報告を終わります。

◎常任委員会所管事務調査報告

〇青柳賢治議長 日程第５、常任委員会所管事務調査報告を行います。

総務経済常任委員会の調査報告を委員長に求めます。

吉場総務経済常任委員長。

〔吉場道雄総務経済常任委員長登壇〕

〇吉場道雄総務経済常任委員長 総務経済常任委員会より報告いたします。朗読をもっ

て報告といたします。

嵐山町議会議長 青 柳 賢 治 様

総務経済常任委員長 吉 場 道 雄

所管事務の調査報告

本委員会は、所管事務の調査下記のとおり中間報告いたします。

記

１ 調査事項
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「観光の推進とそれに付随するインフラ整備について」及び「土地利用と開発行為

等について」

２ 調査結果

本委員会は、閉会中の特定事件として「観光の推進とそれに付随するインフラ整備

について」及び「土地利用と開発行為等について」を調査するため、10月29日及び11月

７日に委員会を開催し、調査研究しました。

（１）10月29日の委員会について

当日の委員会は、観光の推進とそれに付随するインフラ整備について協議した。そ

の結果、平成27年３月定例会で最終報告とし、下記のとおり３つに分けまとめること

とした。

内容について主な意見は、

ア 小千代山

（ア）管理の問題があるので、嵐山モウモウ緑の少年団とタイアップしていくこと

を考えられないか。

（イ）規制が厳しく施設を設置するのは難しいため、散策コースを整備する。ベン

チ、パラソルの設置、子どもたちも遊べるような憩いの場所にしてはどうか。

（ウ）小千代山だけでは集客できるよう考えたほうがよい。山ツツジの里、ユリの

里、アジサイの里など四季を通して集客できる里山に変えていく。

イ 直売所の西側の民家（農地）

（ア）保全管理が３筆あり、何らかの形でコスモス、菜の花の摘み取りができるよ

う町は考えてもらいたい。

（イ）四季折々のものをつくり集客するには、各種農業団体の協力を仰いでいく。

（ウ）観光は１年、２年でできるものはないので、将来にわたって考えていく。先

のことを考えていけば、前もって地権者に理解を求める協力も得やすい。

ウ 農産物直売所

（ア）町内観光施設の問い合わせ、アピールは、観光協会でできるよう町は指導し

てもらいたい。

（イ）北部地区の観光を考えて６カ所調査してきたが、どのように考えていけばよ

いか。

（ウ）地元の食材を使った食事ができる施設が必要。
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（２）11月７日の委員会について

当日の委員会は、土地利用や開発行為の現時点での動向について説明を受けた。

初めに山下企業支援課長より、大規模開発については、最近事業者からの相談はな

いとの説明があった。

続いて、大塚環境農政課長より、以下のとおり説明を受けた。

吉田地区の太陽光発電施設は事業面積４万2,000平方メートル、発電規模は1.995メ

ガワット。林業事務所との協議の中で、森林を事業面積の25％残すこと及び調整池を

設けることなどの指導があった。

花見台工業団地内、第３調査池の太陽光発電計画については、開発事業者の太陽ホ

ールディングス株式会社及び建設業者の三菱化学エンジニアリング株式会社が、10月

25日に勝田区長、区長代理同席のもと勝田土地改良組合に対し、説明を行った。

事業のスケジュールは、９月で現地調査が終了、11月までに詳細設計を行い、来年

４月から８月にかけて施工、10月１日から売電を開始し、以後20年間の予定で売電し

ていく。

以上を報告し、中間報告といたします。

〇青柳賢治議長 ただいまの委員長報告につきまして、何かお尋ねしたいことはござい

ませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 ないようでございますので、お引き取り願います。ご苦労さまでした。

次に、文教厚生常任委員会の調査報告を委員長に求めます。

川口文教厚生常任委員長。

〔川口浩史文教厚生常任委員長登壇〕

〇川口浩史文教厚生常任委員長 文教厚生常任委員会の所管事務の調査報告を行いま

す。朗読をもって報告にかえさせていただきたいと思います。

「記」とあります下から朗読いたします。

１ 調査事項

「子ども子育てについて」及び「少子化と学校のあり方」について

２ 調査結果

本委員会は、閉会中の特定事件として「子ども子育てについて」及び「少子化と学

校のあり方について」を調査するため、10月９日、10月20日及び11月19日に委員会を
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開会し、調査研究を行いました。

（１）子ども子育てについて

10月20日、茨城県守谷市の「放課後子どもプラン」の実施状況を視察いたしました。

当日は、守谷市の豊谷教育部長、古谷生涯学習課長、高野生涯学習係長、下村生涯

学習係長に対応いただいたわけです。

説明では、平成16年度から３年間、文部科学省委託事業である「放課後子ども教室

推進事業」として、子どもの居場所づくり事業について初めに３校が取り組み、平成

17年度、平成18年と３校ずつ取り組んできて、市内９校全てで実施をしてきておりま

す。

教育委員会が主導し、福祉部局と連携を図り、文部科学省「放課後子ども教室推進

事業」及び厚生労働省「放課後児童健全育成事業」を一体的に放課後対策として推進

しておあります。

続いて、事前の質疑に対し、次のとおり回答をいただいております。

（問） 学校との協力関係の状況について。放課後子どもプラン事業で、施設長が

学校長となっていますが、どの程度校長や教員はかかわっていますか。また、施設の

管理的な部分でもどの程度かかわっていますか。

（答） 校長は、実行委員会や運営委員会に毎回出席し、意見やアドバイスをいた

だき、子どもたちを見守る立場から活動場所を訪問しています。また、施設の管理は

教頭が行い、学校行事がなければ放課後子どもプラン事業を優先して施設の使用がで

きるようにしています。

（問） 児童クラブの利用者と放課後子ども教室の利用者から、問題点等意見が出

されていますか。

（答） 児童同士のトラブルやけがなどに対して苦情があります。また、合同活動

時にイベントを実施していますが、もっとイベントをふやしてほしいという要望があ

ります。

（問） 放課後子ども教室と児童クラブが一体的に活動していることのメリットと

デメリットについて

（答） ふだんは異学年同士の活動が余りないので、上級生と下級生が一緒に活動

することは、子供たちにとってプラスになっていると思います。デメリットは、児童

数が多くなるので指導員の見守りが手薄になり、事故の発生は合同活動中が多いです。
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（問）児童数に対し、放課後子ども教室に通っている子どもの比率について

（答）下記の表のとおりです。

守谷市放課後子ども教室利用状況。

児童数は4,179人です。子どもプラン、これは児童クラブ、学童保育ですね、プラ

ス子ども教室のことをいいますが、利用人数は1,155人です。比率は27.6％。

子ども教室に限りますと、無料の部分が567人、13.6％。有料の部分が228人、5.5％

です。

児童クラブ、学童保育ですが、588人、14.1％という状況でした。

続いて、当日の質疑応答が次のとおりありました。

（問） 運営事業費と助成金について。

（答） 児童クラブ運営事業費は8,808万円。1,000円以下は、これ以下もそうです

が、切り捨てております。そのうち、助成金は2,455万円であり、保護者の負担金は

2,740万円です。したがって、残りの3,613万円が市からの繰り入れになっております。

また、放課後子ども教室事業費は5,603万円、助成金は1,295万円であり、保護者負

担金が391万円です。残りの3,917万円が市から繰り入れています。

最後に、守谷小学校の仲町児童クラブ及び放課後子ども教室もりっこひろばを訪問

し、視察を終了しております。

（２）少子化と学校のあり方について

町内小中学校の建築年数を調査いたしました。これは、次の建てかえはいつごろに

なるか、そのとき学校のあり方は現状のままでよいのかを調べるためであります。

簾藤こども課長に出席を求め、説明では、各学校は鉄筋コンクリートづくりであり、

耐用年数についてはおよそ50～60年であります。各学校の建築年次は下記の表のとお

りでありますということで、次のページです。

菅谷小学校、教室棟の建築年次ですが、昭和47年２月、管理棟は昭和56年です。耐

震大規模工事は平成８年に実施し、普通教室数17、特別教室数10です。

七郷小学校、昭和49年３月に教室棟を建築しております。耐震大規模工事は平成

10年、教室数は普通教室が６、特別教室が８です。

志賀小学校、教室棟、管理棟ともに昭和54年３月です。耐震大規模工事は平成15年

に実施し、普通教室が13、特別教室が10です。

菅谷中学校、昭和50年３月に教室棟を建設し、昭和61年３月に管理棟を建設してお
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ります。耐震大規模工事は平成12年に実施し、普通教室11、特別教室13です。

玉ノ岡中学校、昭和59年３月に教室、管理棟ともに建設しております。耐震大規模

工事はしておりません。普通教室７、特別教室12ということでありました。

以上のことから、次はまとめであります。

本委員会は、少子化が進行している中で、現況の学校のあり方でよいのかという観

点から調査研究を進めてきました。その結果、小学校の新入生は総じて減少傾向にあ

ることが明らかでありました。

今回の調査研究では、学校のあり方までを提言するまでには至りませんでした。し

かし、次の時期は、検討あるいは実施するべきだと考えております。

七郷小学校は、平成31年には新入生が８人になります。これが翌年も８人以下であ

れば、平成31年の児童が３年生になると複式学級になることになります。複式学級が

一概に悪いわけではありませんが、学校のあり方を考える機会にはなると考えます。

また、鉄筋コンクリートづくりの耐用年数を仮に60年とした場合、七郷小学校は

42年、菅谷小学校は44年が経過しております。したがって、今後十数年のうちには建

てかえを考えなくてはならず、こうしたときが学校のあり方について検討する時期に

なると考えます。

なお、子ども子育ては、今後も調査研究したいので中間報告とし、少子化と学校の

あり方については最終報告といたします。

３ 要望及び改善事項

・各学童保育と放課後子ども教室の連携

「学童保育」と「放課後子ども教室」、それぞれの特色を生かした活動は、子供た

ちの成長にとって必ずやプラスになると、視察研修などを通じ、この間の調査研究を

行う中で確信したところです。

具体的な方法としては、各学童保育と放課後子ども教室が月１回、連携した活動が

できればよいと考えますので、ご検討ください。

以上、委員会報告といたします。

〇青柳賢治議長 ただいまの委員長報告につきまして、何かお尋ねしたいことはござい

ませんか。

２番、大野敏行議員。

〇２番（大野敏行議員） 県外のほうまで出かけて、よく活動されていると思います。
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４ページの守谷市でお聞きになった子ども教室の無料と有料の違いは何たるか、教

えていただければというふうに思いますが。

〇青柳賢治議長 答弁求めます。

川口文教厚生常任委員長。

〇川口浩史文教厚生常任委員長 ２日以上に有料というふうに、ちょっときょうは資料

を持ってこなかったのですが、２日以上の利用は有料ということで書いてありました。

以上です。

〇青柳賢治議長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 ないようでございますので、お引き取り願います。ご苦労さまでした。

以上で、常任委員会所管事務調査報告を終わります。

◎広報広聴特別委員会所管事務調査報告

〇青柳賢治議長 日程第６、広報広聴特別委員会所管事務調査報告を行います。

調査報告を委員長に求めます。

長島広報広聴特別委員長。

〔長島邦夫広報広聴特別委員長登壇〕

〇長島邦夫広報広聴特別委員長 指名が出ましたので、広報広聴特別委員会の委員会報

告を行います。

朗読をもってかえさせていただきたいと思います。

平成26年12月３日

嵐山町議会議長 青 柳 賢 治 様

広報広聴特別委員長 長 島 邦 夫

所管事務の調査報告

本委員会は、所管事務の調査を下記のとおり報告いたします。

記

１ 調査事項

議会報告会及びＩＣＴ（情報通信技術）について

２ 調査結果

本委員会は、11月８日に実施された議会報告会及びＩＣＴについて、９月30日、10月
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15日、10月28日、11月18日に委員会を開催し、調査研究を行いました。

（１）９月30日の委員会について

ア、報告会マニュアル、報告資料作成について

第６回議会報告会資料作成に当たり、まずマニュアル案に沿い順次進め、主な確認、

決定事項としては、役割分担、字体、字の大きさ。報告資料は、概略的であっても報

告会参加者の保存資料として使用できるように作成すること。

前回報告会の反省及び試みとして、議会に対しての質問事項は口頭ではなく、質問

書の提出をお願いすることとし、後日、議会で検討、回答することが確認された。

意見交換会はフリーテーマとし、極力、参加者のテーマを採用し、問題点を掘り下

げる進行に配慮、他は司会の判断とする。

広報は、前回同様に区長会にも依頼するが、イベント時の広報は今回のみ中止をす

る。報告資料の提出期限を10月10日までと確認し、閉会する。

（２）10月15日の委員会について

ア、報告資料作成について

前回の委員会で議会報告会マニュアルが決定され、各担当より報告書が委員会に提

出、議会議員全員で確認、精査、大きな修正はなく終了しました。なお、資料をより

正確なものにするため、各担当課へ確認を正副委員長、議長、パワーポイント担当で

行い、リハーサル時に再度確認することとなった。

イ、ＩＣＴ（情報通信技術）の進め方について

ＩＣＴの取り組みの１つとしてタブレット端末の研修を実施した。今後の進め方の

主な意見では、

ア、タブレット端末の活用を始めた議会を視察し、その活用状況、費用対効果も含

め検討を始めては。

イ、広報広聴の委員会であるとすれば、議会だよりの調査研究の機会もほしい。

ウ、ＩＣＴ全般の調査研究とし、どのような効果があるのか認識を深める視察を進

めては。

上記意見に基づき先進地視察を行うこととなり、目的を広報広聴全般に関すること、

ＩＣＴ活用に関することとし、視察先の候補を委員長、事務局で選定をする。

（３）10月28日の委員会（リハーサル）について

図書館を利用しての報告会は初めてであり、前半の議会報告の部分については、映
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像の見やすさから視聴覚室で行い、後半の意見交換は、２グループで行うための２会

場を選定しました。

次に、一部修正した資料を議員全員で再度確認し、説明担当の移動方法、報告時間

等を確認しました。

（４）11月８日の議会報告会について

今回の報告会は、住民により近い場所で開催することを基本に進めたが、参加者増

加に結びつかず、前回と比べ減少となり、図書館で７名、ふれあい交流センターで７

名、合計で14名という結果となった。

参加者からは、議会報告については「わかりやすい」の感想もいただき、意見交換

ではテーマを参加者に求めたこと、素朴なテーマ、生活に密着したテーマなど意見が

出やすいこともあり、活発で充実した報告会となった。

参加者からのアンケート結果では「報告会広報活動の見直し等が必要と感じます」

との意見もいただきました。他議会の状況等参考にし、再考が必要である。

（５）11月18日の委員会について

ア、委員会視察について

視察目的を広報広聴全般に関することと決定していることから、先進自治体議会を

下記のとおり視察する。

（ア）平成27年１月22日（木） 午後１時30分から 神奈川県開成町議会

（視察内容 広報広聴活動、議会報告会等について）

（イ）平成22年１月23日（金） 午後１時から 東京都立川市議会

（視察内容 タブレット端末の導入の経緯、効果について）

同日、午前中の研修も予定しているが、現時点では視察先が未定、今後の選定等は

委員長、事務局長に一任となった。

イ、第６回議会報告会報告書について

参加者からの質疑、要望については広報広聴委員長、意見交換内容については交換

会書記が報告書（案）を作成した。（１）報告会の概要、（２）報告会の内容について

は、異論なく決定。（３）参加者からの質問（質疑応答）は、一部修正し決定した。

口頭での議会に対する要望については報告書に掲載、対応は議長に一任となった。

意見交換報告については、意見交換会終了後、内容確認がされているが、各項内に設

問及び意見内容を精査し、一部修正の上、決定をしました。
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報告書の公表は、議員全員の最終確認終了後、ホームページにアップし、議会事務

局窓口、ふれあい交流センターで配布する。また、町執行部に提出する。

以上、委員会報告といたします。

〇青柳賢治議長 ただいまの委員長報告につきまして、何かお尋ねしたいことはござい

ませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 ないようでございますので、お引き取り願います。ご苦労さまでした。

◎請願の委員会付託

〇青柳賢治議長 日程第７、請願の委員会付託を行います。

本職宛て提出されました請願第２号 消費税をこれ以上上げないよう求める請願書

は総務経済常任委員会に、請願第３号 年金削減の中止に関する意見書の提出を求め

る請願は文教厚生常任委員会に、会議規則第92条第１項の規定により付託いたします

ので、ご了承願います。

なお、お諮りいたします。請願第２号及び請願第３号の審査につきましては、会議

規則第46条の規定により、今会期中に審査を終わるよう期限をつけることにしたいと

思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 ご異議なしと認めます。

よって、請願第２号及び請願第３号につきましては、今会期中に審査を終わるよう

期限をつけることに決しました。

◎散会の宣告

〇青柳賢治議長 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。

ご苦労さまでした。

（午前１０時４０分）



- 21 -

平成２６年第４回嵐山町議会定例会

議 事 日 程 （第２号）

１２月４日（木）午前１０時開議

日程第 １ 一般質問

第３番議員 佐久間 孝 光 議員

第４番議員 長 島 邦 夫 議員

第６番議員 畠 山 美 幸 議員

第２番議員 大 野 敏 行 議員

第13番議員 渋 谷 登美子 議員
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〇出席議員（１３名）

１番 森 一 人 議員 ２番 大 野 敏 行 議員

３番 佐久間 孝 光 議員 ４番 長 島 邦 夫 議員

６番 畠 山 美 幸 議員 ７番 吉 場 道 雄 議員

８番 河 井 勝 久 議員 ９番 川 口 浩 史 議員

１０番 清 水 正 之 議員 １１番 安 藤 欣 男 議員

１２番 松 本 美 子 議員 １３番 渋 谷 登美子 議員

１４番 青 柳 賢 治 議員

〇欠席議員（なし）

〇本会議に出席した事務局職員

事 務 局 長 山 岸 堅 護

書 記 岡 野 富 春

書 記 久 保 か お り

〇説明のための出席者

岩 澤 勝 町 長

安 藤 實 副 町 長

井 上 裕 美 総 務 課 長

中 嶋 秀 雄 地域支援課長

中 西 敏 雄 税 務 課 長

山 下 次 男 町 民 課 長

石 井 彰 健康いきいき課長

青 木 務 長寿生きがい課長

植 木 弘 文化スポーツ課長

大 塚 晃 環境農政課長

山 下 隆 志 企業支援課長

根 岸 寿 一 まちづくり整備課長

新 井 益 男 上下水道課長
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内 田 勝 会計管理者兼会計課長

小 久 保 錦 一 教 育 長

簾 藤 賢 治 教育委員会こども課長

農業委員会事務局長大 塚 晃 環境農政課長兼務
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◎開議の宣告

〇青柳賢治議長 皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員は13名であります。定足数に達しておりますので、平成26年嵐

山町議会第４回定例会第２日の会議を開きます。

（午前 ９時５９分）

◎諸般の報告

〇青柳賢治議長 ここで報告をいたします。

初めに、本日の議事日程はお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

◎一般質問

〇青柳賢治議長 日程第１、一般質問を行います。

一般質問は、通告順に従い、順次行います。

なお、お一人の持ち時間は、質問、答弁及び反問を含め100分以内となっておりま

す。

◇ 佐久間 孝 光 議 員

〇青柳賢治議長 それでは、本日最初の一般質問は、受付番号１番、議席番号３番、佐

久間孝光議員。

それでは、質問事項の危機管理体制と町民意識の向上についてです。どうぞ。

〔３番 佐久間孝光議員一般質問席登壇〕

〇３番（佐久間孝光議員） 議席番号３番、佐久間孝光、議長のご指名をいただきまし

たので、通告書に従いまして一般質問をさせていただきたいと思います。

大項目１番、危機管理体制と町民意識の向上について。危機管理とは、事前の対策

を中心にリスクを効率的に管理するリスク・マネジメントとクライシスへの対処法

（直前・事後策）を中心に悪影響のコントロール等を行うクライシス・マネジメント

によって、危機の発生を防止し、または危機による被害を最小限に抑え、適切に回復

を図ることであります。

嵐山町におきましても、本年２月の大雪に見られますように、自然災害とは無縁の
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地域とは考えづらい、あるいは考えてはいけないような状況も出始めております。現

に、町内41カ所が土砂災害危険箇所に指定されており、また隣接する市や町では竜巻

の被害も受けております。

①といたしまして、本年２月の大雪の教訓、これは除雪のおくれであったり、ある

いは必要な情報がスムーズに提供することができなかった、そういった教訓を踏まえ

て、除雪体制並びに情報提供の体制をどのように改善されたのか、お伺いをいたした

いと思います。

２番目といたしまして、嵐山消防団特別点検、本年も11月9日に実施をされまして、

私も毎年消防団のあのきびきびとした行動、それには感動させられております。あの

日を迎えるために消防団の方々は40日を超える訓練をされているとお聞きしておりま

す。そういった地域に密着した消防団の活動を町内の児童生徒に見て、知ってもらう

機会をもっとふやしていくことは非常に意義あることだと考えますけれども、町の考

え方を伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 それでは、順次答弁を求めます。

初めに、小項目（１）について、根岸まちづくり整備課長。

〇根岸寿一まちづくり整備課長 それでは、質問項目１の（１）の除雪体制につきまし

てお答えいたします。

今年２月の大雪では、１、２級などの主要な町道の除雪を９社に依頼をしておりま

したが、依頼した業者だけでは除雪が間に合わず、作業機械をお持ちの建設業者や個

人の方にも除雪を行っていただきました。また、多くの町民の皆様にも自発的に除雪

作業を手伝っていただき、大変助かり、感謝しているところであります。

この大雪の教訓を踏まえまして、除雪依頼業者を９社から15社にふやし、除雪作業

の迅速化、効率化に取り組みたいと考えております。

また、町内の舗装されている道路だけでも約210キロあり、依頼業者だけでは全て

の舗装道路の除雪を行うことは難しいと考えられます。したがいまして、通学路はせ

めて歩行に必要な範囲を取り急ぎＰＴＡの皆様や地元の皆様に除雪のご協力をいただ

ければ大変ありがたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 私のほうからは、質問項目１の（１）の情報提供体制の改善



- 27 -

についてお答えをさせていただきます。

本年２月には、２回の大雪に見舞われました。２月８日の大雪は積雪が43センチと、

これは60年振りの記録であり、２月14日から15日未明にかけた大雪では積雪が62セン

チと、過去120年ほど続く熊谷気象台観測史上最大の積雪になりました。議員ご質問

のとおり、この大雪を例外としてでなく、今後さらに起こり得るものと認識し、対策

を講じることが必要であると考えております。

２月の大雪では、大雪に対する準備不足とともに多くの教訓を得ました。特に職員

の召集体制をはじめ、情報発信のあり方についてなどであります。また、同時に、議

員の皆さんや区長さん、あるいは民生委員さんから寄せられた情報が大きな力となり、

さらには地域で積極的に行っていただいた除雪作業や、要援護者への支援が大きな力

となったことも実感させていただきました。

町では、２月の大雪を教訓とするため５月13日に自主防災会代表者の方々にご参加

をいただき、大雪検証会議を開催いたしました。この中で出された意見の中心的なも

のは、防災無線の放送内容をより具体的なものとしてほしいというものでした。

例えば除雪の進捗状況、地域での除雪協力の呼びかけ、通学路の安全確保の協力な

ど、情報提供はより具体的なほうがよいということでした。このような意見を踏まえ、

情報発信に当たっては、より具体的に、かつ躊躇なく必要な情報を発信していきたい

と考えております。

また、情報発信の方法といたしましては、従来の防災無線とホームページに加え、

３月には「ツイッター」を開始し、さらに今月12月１日からはメール配信サービスの

「嵐山町あんしんメール」をスタートさせました。このような情報発信ツールを活用

し、よりリアルタイムの情報発信を行ってまいります。なお、来年１月号の広報には、

大雪に対する警戒記事も載せる予定といたしております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、小項目（２）について、小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 質問項目１の（２）につきましてお答えさせていただきます。

11月の嵐山消防団特別点検等での訓練の成果を発表する各団の雄姿に大変感動いた

しました。児童生徒にとって防災教育の視点から、災害時に備えて率先して行動する

消防士の規律あふれる整列、操法、「はい」の声高い返事、敬礼の格調高いしぐさ等

は、模範たる規律ある態度そのものでありました。
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子供たちに見て、知ってもらう機会を設けることはよいことでございますが、日曜

日に実施、全校生徒を対象に指導することは難しいと思います。そこで、次のような

方法が考えられます。

１つとして、菅谷小中学校合同避難訓練で分団訓練の一部を披露し、消防団の活動

を分団長に話していただくようにするということでございます。子供たちにとって嵐

山町を火災から守るために日夜努力されている消防団の活動を理解し、一層防火、消

防に興味関心を持ち、将来、消防団に入って安心安全のまちづくりに貢献したいと考

える者も出ると思います。

また、消防団員にとっても、自分たちの役割を子供たちに伝え、特別点検の一部を

見てもらうことは一層の励みとなり、やりがいのある大事な役割を担っているという

存在感、達成感を持つことができると思います。

２つ目は、地区防災訓練、総合防災訓練に児童生徒を積極的に参加させるというこ

とでございます。昨年11月の七郷地区防災訓練を玉ノ岡中学校で実施し、80名の中学

生が参加しました。本年は、役場駐車場での総合防災訓練で玉ノ岡中学校ブラスバン

ド部が協力し、生徒にとってもいい経験になりました。

そのようなとき、消防車に乗せてもらえるような機会や、児童生徒の代表者が一日

防災訓練長に抜てきされ、指揮をとる場面も設定できれば、体験型に力を入れたイン

パクトの強いものになり、学校と地域のきずなが一層強化されることと思います。

今後地域の力をかりて、学校が率先して防災教育に一層邁進するよう指導してまい

ります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 第３番、佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） それでは、①の除雪に関することに関しまして再質問をさ

せていただきたいと思います。

〇青柳賢治議長 どうぞ。

〇３番（佐久間孝光議員） まず、今課長さんのほうからお話がありましたけれども、

町内業者のほうを９社から15社にふやしていただいたと。これは本当に日ごろからそ

ういった、今回は急にお願いをした経緯がありますけれども、事前にそういった形で

あれば、業者一人一人が認識を高めていただくことができるかなというふうに思いま

すので、ありがたいと思います。



- 29 -

ただ、民間の、一般の個人のお宅の中でも、そういった除雪だとかそういったこと

ができるような重機だとか、そういったものをお持ちである方もいるというふうにも

聞いておりますので、そういった方々との連携は今、進めているのかどうか確認をさ

せていただきたいと思います。

あと、２点目といたしまして、旧の254号線……

〔「一問一答で」と言う人あり〕

〇３番（佐久間孝光議員） はい、わかりました。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

根岸まちづくり整備課長。

〇根岸寿一まちづくり整備課長 お答えいたします。

現在、15社にふやすという業者に関しましては、建築業者とか建設業者等で考えて

おりまして、民間の方は現在15社の中には含まれておりませんが、雪の量によりまし

てはこの15社だけでは足りない場合もございますので、２月のときに依頼をいたしま

した皆様には、またお願いのほうをするようになるかと思いますので、よろしくお願

いいたします。

〇青柳賢治議長 第３番、佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） 了解いたしました。

今言いかけたのですけれども、旧の254号線、それとあとは嵐山の駅からさいしん

のほうに抜ける道、ここは非常に交通量も多い。今まで雪が降ったときには、こうい

った道路というのはもう本当に、一番最初にきれいになっていたのかなというふうな

印象を持つぐらい除雪が早かったと思うのですけれども、今回は一番遅かったのでは

ないのかなというふうに思えるぐらい、非常に除雪が進まない現状がありました。

もちろん、これらの道路は今県道になっておりますので、そういった意味において

は県との連携というものが非常に大切になってくるかなと思いますけれども、その県

との連携はどうでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

根岸まちづくり整備課長。

〇根岸寿一まちづくり整備課長 お答えいたします。

埼玉県では、今年２月の大雪の対応の検証を行うために大雪庁内検証委員会を設置

いたしました。この委員会の検証結果の概要としまして、情報収集の共有、発信、そ
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れと災害対策に係る体制、道路機能の確保が必要であるという検証結果になったとい

うことでございます。

それを受けまして、埼玉県県土整備部では、雪氷対応といたしまして埼玉県県土整

備部雪氷対策基本方針及び雪氷対策実施要領を作成いたしました。これによりまして、

埼玉県内でも各県土整備事務所の単位におきまして、事務所管内の市町村、警察、建

設業者協会等で除雪連絡協議会を設置することになりました。

この除雪連絡協議会の設立の目的としまして、大雪における連絡交通機能確保に関

する災害対応について諸条件を協議し、今後も災害対策に役立てるものであるという

ことになりました。

東松山県土整備事務所管内では、今までに２回の会議を開催いたしまして、災害対

応の連絡体制について、優先除雪道路について等の説明をいただきまして、今後もこ

の除雪連絡協議会を開催するということになっております。

この除雪連絡協議会につきましては、県道の緊急輸送道路を優先といたしまして除

雪のほうを考えているということでございまして、今の254ですとかそういう緊急道

路を優先的にしまして、その後、そのほかの県道を除雪するということだそうです。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 第３番、佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） ありがとうございました。

それから、あともう一点ですけれども、今年の雪は本当に雪の量も多くて、除雪を

していただいたその雪をそこのところに置いておくということも、なかなかままなら

ないような状況もありました。そういう中で、この雪をどこに持っていくのか、捨て

る場所がなかなか見つからずに、除雪も進まなかったというような経緯もあったと思

いますけれども、その雪を捨てる場所等もある程度確保されているのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

根岸まちづくり整備課長。

〇根岸寿一まちづくり整備課長 お答えいたします。

雪を運ぶ先でございますけれども、この除雪連絡協議会の中で、雪捨て場等につき

ましても一応検討をしていくということになっておりまして、今のところ河川棟そう

いう場所に持っていくかどうかということを今検討しております。

それによりまして、県道の除雪した雪ですとか、市町村道の除雪した雪を、その雪
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捨て場を確保しまして、そこへ持っていくという今検討をしている最中でございます。

〇青柳賢治議長 第３番、佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） それでは、①の情報提供体制に対しまして再質問をさせて

いただきたいと思います。

〇青柳賢治議長 どうぞ。

〇３番（佐久間孝光議員） 私もこの２月の大雪のときには、いろいろな方から立腹し

た電話をいただいたり、お叱りの電話をいただいたり、あるいはまた不安を覚えるよ

うな電話をいただいたりしましたけれども、そういったものを集約してみますと、や

はり町のほうがどこまで状況をつかんでいるのか、そしてまた今どのような対応をし

ているのか、そしてまた除雪はしてもらえるのかもらえないのか、こういった基本的

な情報が全く伝わってこないというようなことに対して、いら立ちだとか不安を覚え

たと、そういったことが主だったかなというふうに思っております。

そういった方には、一応私のほうで得た情報として、いろんな職員の方たちは前日

から泊まり込みで情報収集をしていただいておりますよと、除雪に関しても、今まで

30分で終わっていたところ、３時間４時間やってもまだ終わらないのですよと。ある

いは、県のほうの対応もおくれて、県から依頼をされている企業さんというのは比較

的規模が大きい企業さんが多いですから、そうするとその重機の運転手がほかの市町

村から通ってきていると。そうすると、その方が、会社すらも行けないような状況で

おくれている。

また、町内には透析等、生死にかかわるような方たちがいますので、その人たちを

優先して除雪を行っていますというような情報提供をしますと、ほとんどの方は、あ

あ、そうですかと、わかりました。これだけの雪が降っているのだからしょうがない

ですよね、では我々も少し頑張ってみますということで、ご納得をいただけたかなと

いうふうに思っております。ですから、情報がないということが最も大きな不安要素

になると。

今、課長のほうの答弁にもありましたけれども、早速、自主防災会のほうの会議を

やっていただいて、本当に今、私が受けたような不安要素を払拭するような情報提供

をしていただくような準備をしていただいている。また、嵐山町あんしんメール配信

ですか、これはもう今の時代に非常にマッチした、大変スピーディーな効率のよい情

報提供かなというふうに思っております。
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ただ、嵐山町の中には区長会という組織もありますので、自主防災会のほうのいろ

いろな方々に対する一般の人たちの認知度と、それから区長さんの認知度というのは、

私が住民として感じるのは、区長さんの認知度はやっぱり非常に高いのですね。です

から、区長会との情報連携というか、その辺はどうなっておりますでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 お答えさせていただきます。

もちろん区長会の区長の皆様方には、自主防災会の会長さんと同様の理解をいただ

くということが当然必要だというふうに思っておりますし、また４月の区長会の会議、

あるいは役員会、そういった中でもこの大雪についても報告をさせていただき、また

区長さんからもそういったご意見をいただきました。

それと、２月の15日の夕方でございますけれども、区長さんに対しましては、今佐

久間議員おっしゃられたいわゆる今の除雪の状況について、全ての区長さんにお電話

をさせていただいて、現在、町ではこのような形で除雪作業をしておりますが、大変

進んでいないと。あす早朝からも全部の、出られるところについては出ていただいて、

早朝から除雪作業を始めますということでお話を、電話連絡でさせていただきました。

やはり、区長さんからも、後ほどのお話の中で、あの電話をいただいたので、非常

にやっぱり区民に対して説明がしやすかったと、今佐久間議員おっしゃったとおりで

ございます。

今こうやって町もやってくれているのだけれども、進まないほど今の状況はこうい

うことなのだと。だから、自分たちで、地域でやろうよということで話ができたとい

うことで、その辺についてはその情報提供はありがたかったということで、お話をい

ただきました。

そういったことを踏まえて、やはり民生委員さん、それから区長さん、自主防災会

の会長さん、こういった方たちには、今回もこの防災メールの登録に関して、ぜひ全

員の皆さんにご協力をいただいて登録をしてくださいということで、町民とは別に呼

びかけを行っております。

こういったことを通じて、情報提供を今後ますますやっていきたいというように考

えております。

〇青柳賢治議長 第３番、佐久間孝光議員。
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〇３番（佐久間孝光議員） それでは、②のほうに移らせていただきたいと思います。

〇青柳賢治議長 どうぞ。

〇３番（佐久間孝光議員） 特別点検というのは、やはり子供たちにとっても身近な方

たち、先輩たちが自分たちを守ってくれる、あるいはその自分たちの町を守ってくれ

ているのだということを本当に知る大変いい機会かなと。

こういったことを通して防災意識の向上ですとか、あるいはその町に対する誇り、

あるいはその先輩たちに対する憧れというか、これも示されておりましたけれども、

そういったことにつながっていくかなというふうに思っております。

これだけの素晴らしい体制をつくっていただく、あるいはその事前の対策を講じて

いただくということがあっても、現実問題として自然災害というのは、それの想定を

超えるような形で起こってくるのが、やはり多々あるわけであります。

ですから、こういった計画をしっかりと機能させるということにおいて一番大切な

のは、やはり一人一人の住民の意識の向上だというふうに考えます。

先日、長野県の白馬村であれだけ大きな地震が起こりました。また大きな災害も出

ました。しかし、あの中で一人の死亡する方も出なかったということは、本当に奇跡

的だと思います。当然その方たちは日ごろからコミュニケーションをとっていて、そ

して隣の人の家族構成、名前もそれから間取りもわかっているから、この時間帯だと

おじいちゃん、あの辺にいるのではないかと、おばあちゃんはこの部屋にいるだろう

というようなピンポイントが適切な情報提供があったおかげで、非常にそのスピーデ

ィーな救済ができた、そのおかげだというふうな報道がなされておりました。

ここまでやはりきめ細かい対策を講じるというのは、町がやれるかと、なかなかそ

こまではいかないと思うのですね。ですから、やはり子供たちも巻き込んだ形で意識

を変えていく。そういった意味においては、その特別点検の彼らの姿を見てもらうと

いうことは、知識ではなくて彼らの感性に訴えることができる、大変その意識を変え

る絶好のチャンスだと私は考えます。

今、教育長のほうからもう既に具体的にその小中学校の合同避難訓練のときですと

か、あるいはまたいろいろな総合防災訓練のほうに児童を連れてきていただくように

検討するとかいうようなことを示していただきましたけれども、私は本当に大きな成

果につながっていくのかなというふうに考えますけれども、最後に町長のほうのご助

言をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
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〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えさせていただきます。

危機管理に関連する状況で、消防団の状況を子供たちに知ってもらう、いいことで

はないかというお話でございます。相対的に危機管理、この自然災害等について感じ

といいますか、相対的な考え方を述べさせていただきますけれども、想定外というの

は、東北の大震災を受けてから想定外、想定という言葉がよく出てまいりました。想

定というのは、私たちが経験をしてきたその経験値、そういうものが一番基準になっ

て、それでどうなるのかこうなるのかという仮の状況を考えている、これが想定なの

かなという感じはします。

しかし、今まで私たちが経験をしてきたその経験値のもとになるもの、これが全く

今はことごとに覆されていく状況にあるわけです。ですから、経験値というか、想定

外というものの基本になる数値が変わってきてしまっているわけですから、想定がで

きない状況が続いてきているのかな、私はそんなふうに思っています。

ですので、何かをこう思うときに、想定をするというのは危険だなと考えておりま

す。ですので、今の新しい数値、大震災とか雨量だとか、風力だとか火山爆発だとか

地震のことだとか、いろんなことで数値が、新しい数値がどんどん積み重なってきて

いるわけですけれども、新しい数値を入れた中をそれで経験値を新しくつくっていか

ないと、想定ができないのではないかなというふうに思っています。

ですので、今まで頭の中にあったものは全てゼロにして、どういうものに対応をし

ていくのかという新しい想定ができるような数値を私たちはしっかりつかんでいかな

ければいけない。それには、おっしゃるように情報をしっかりつかむ、そしてそれら

を行政としては、いち早く町民に伝播する方法はどうしたらいいのかというようなこ

と。そして、私どもがいろいろ経験をしてくる中で、個人のその防災力の力というも

のが、全く個々人によって違う。ですから、先日の雪についても、１人で５メートル

きりできない人と10メートルも50メートルもやってくれる人たちがいるわけです。

ですから、地域の中で、地域力というのも、何人いるからこれだけできるというこ

とは、全く危険だというふうに思うのですね。ですから、想定を新しくもとに戻して

考えて、それで個々人は全く違う防災能力しかないのだと。そうすると、この地域に

あっての地域力というのは、人数だけでなくて全く違った状況になってくるのだとい
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うようなことを全て新しく確信をさせられました。

それから、機械力、重機の話もございました。重機というのは、今の社会はこうい

うふうになっているのだなというのを改めて教えられた。というのは、一番だめだっ

たのが国です。もう高速道路というのが全くだめになったわけです。それで、その次

にだめだったのが県です。県道は雪がかけませんでした。町道のほうが早く雪がかけ

た。こういう状況ですね。ですから、交通量が多いところほどだめだったわけです。

こういうような状況はなぜかと。今その建設業者というのは、長い期間、建設とい

うものが停滞をしてきて、建設業者の中で重機が少なくなり、そして働く人たちが高

齢化をして少なくなってきて、それでしかも今重機というのは、リースが多くなって

いるというのを今度で学習をいたしました。ですので、一旦ことがあったときに、リ

ース屋さんにがっと注文が来るのだけれども、リース屋さんが持っている重機の数も

限られている。ということになると、注文を出しても一番もとのところの重機という

のは限られている。ということになると、業者を何社かき集めても一番もとの重機と

いうのはふえるわけではなくて、もうこれっきりないというのを私たちは学習をした

のではないかと思うのです。ですから、大変根は深いというふうに思います。

そういう中で、私たちはそれらの情報をしっかりつかんで、それでどう対応してい

くのかということをまざまざと教えられたというか、いうことではないかなというふ

うに思っています。

今、課長が答弁いたしましたように、嵐山町でもいろんな角度から住民の皆様方の

お力をかりながら、知恵をかりながら、これからの災害に、いわゆるクライシス、危

機管理、これに対応を図っていきたいというふうに考えています。

〇青柳賢治議長 第３番、佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） ありがとうございました。

１点だけもう一度お願いしたいと思うのですけれども、子供たちの意識が変わるこ

とが、やはりその地域全体の意識向上にも大きく私はつながるというふうに思って、

今回も質問をさせていただいて、その点だけひとつよろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 全くそのとおりだと思うのです。

それで、議員さん、もうごらんになっていると思うのですけれども、小中一貫の嵐



- 36 -

山町の報告書の中の大きな写真というのは、中学生が小学生を連れて登校するときで

すか、下校する写真が出ておりまして、これが嵐山町の小中一貫の報告書になりまし

た。こういう意識をそれぞれ持つことっていうのは必要だと思うのです。

しかし、今回、大変残念だったのですけれども、雪のときには、小中一貫の写真に

飾られているような状況というのはできませんでした。ですので、今おっしゃるよう

に、そういう意識をしっかり、全ての子供たちも、あるいは学校も、地域も、家庭も、

みんなそういうものを持って、こういうふうになったら、それっ、あの写真のように

というようなことができる体制、そういう意識づくり、子供たちを含めた、家庭を含

めた、地域を含めた人たちで、しっかりつくっていく必要があろうというふうに思っ

ています。

〇青柳賢治議長 どうもご苦労さまでした。

◇ 長 島 邦 夫 議 員

〇青柳賢治議長 続いて、本日２番目の一般質問は、受付番号２番、議席番号４番、長

島邦夫議員。

初めに、質問事項１の自主財源の確保、拡大についてからです。どうぞ。

〔４番 長島邦夫議員一般質問席登壇〕

〇４番（長島邦夫議員） ４番議員の長島邦夫でございます。今回の一般質問は３項目

でお願いをしたいというふうに思います。順次質問をしますので、明快なるご答弁を

よろしくお願いいたします。

それでは、質問を始めさせていただきます。

初めに、自主財源の確保、拡大についてということでお伺いをいたします。財務省

は、これは新聞の見出しでございますけれども、11月10日、いわゆる国の借金が９月

末時点で1,038兆9,150億円となったと発表がありました。人口で割ると国民１人当た

り817万円の借金であるということです。まさに危機的な状態、考えられないような

状況でございます。地方自治体も大変厳しい財政運営を強いられているわけでござい

まして、国も少子高齢化、人口減対策、また最近地方創生という事業を積極的に進め

ようとしているわけでございます。

やはり、それに当たり、地方自治体が事業を進めるに当たり、頼りになるのはやは

り自主財源、家庭であっても貯えでございます。その自主財源の豊富さがあればこそ
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いろんな事業ができるわけでございまして、確保に当たりその点をお伺いしたいとい

うふうに思います。

その関係から、初めに企業誘致条例の制定後の効果についてお伺いをしたいと思い

ます。

２点目が、ミニ工業団地、工業がなければ商業団地を推進についてお伺いをいたし

たいというふうに思います。

それでは、よろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 それでは、小項目（１）、（２）について答弁を求めます。

山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、質問項目１の（１）それと（２）につきまして、

あわせましてお答えさせていただきます。

企業誘致条例が今年度より施行されましたが、これまでに２件の申請をいただいて

おります。内容としましては、建て替えに伴う企業奨励金に関する申請が１件、増設

に伴います企業奨励金に関する申請が１件であります。これにつきましては、平成27年

度に固定資産税として課税されますので、翌28年度から３年度分に限り全額を奨励金

として交付することになります。

効果でありますけれども、この条例設置によって町外に移転を模索していた工場が

当地にとどまる決断をして、新工場の建設につながったということが最大の効果であ

ると思っております。

次に、小項目（２）につきましての関係でございます。初めに、川島地区でありま

すが、都市計画マスタープランの修正が必要となることから、一部改定に向けた手続

に入っているところでございます。議会決定及び知事承認をいただいた後には、都市

計画道路の線形の決定に向け、県との調整に入る予定であります。

さらに、都市計画上の変更決定に向けた作業や下水道の幹線の用地に確保など、課

題も残されているわけでございますが、今後とも県当局のご指導をいただき、また関

係地権者との協議、連携を図りながら、事業を推進してまいりたいと考えております。

次に、杉山地区でありますが、現在、民間ディベロッパーによる開発に向けた説明

会が開催され、地権者との個別協議に入っているものと思われますが、正式に整った

という話は、今のところ町には届いておりません。今後は、正式に整った時点で開発

の手続に入っていく考えでございます。
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次に、鎌形大ヶ谷地区でありますが、企業からの問い合わせ等、具体的な動きは今

のところございません。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） それでは、（１）から再質問をさせていただきたいと思いま

す。

今ある町内の中小企業さん、どこでも同じですけれども、非常に厳しい事業を新た

に拡大するというよりは、事業をなるべく縮小していって、何とかうまくおさめてい

きたいという、そのような意向の方が大半でございます。

そのような中、３月の議会でこれは決定したわけでございますが、その後、我々た

またま工業の集まりがあったときに、課長さんにも来ていただいて、説明をしていた

だきました。そのときの反応も、非常にいい反応があったというふうに思います。そ

れでは、そのようなことがあるのであれば、その企業が外に出ていくとかそういうこ

とではなくて、今後の計画の中の一環に入れさせていただきますといった業者さんが、

企業さんが、何社かありました。

その効果が、実際、期間的にはまだ幾らもたっていないですから、どのような効果

が出ているのかなというふうなことで、今回質問をしたわけでございますけれども、

何件があると。先ほど私が冒頭言ったとおり、企業を縮小して、なるべく赤字で夜逃

げしないように何とかおさめていくのだという会社が多いですから、非常に難しいと

ころだというふうに思います。特に製造業は、やはりこの一時期非常に円高があった

ときに、その親となる企業は外へ外へ、外はいいのですけれども、海外ですね、早い

話が、随分知り合いの企業も外へ出て行きました。逆に、こちらの企業が今１とすれ

ば、向こうは2.5だとか３だとか、そのような規模でやって、ほとんどこっちは研究

状態だとか研究所の状態だとか、一部特殊なものを進めるのだとか、そのような状況

でございます。

これが状況でございますから、なかなかこの嵐山町に残っている企業さんが、そこ

でこの企業支援をいただいて前へ進むということは非常に難しいかというふうに思い

ますけれども、さらなる拡大を目指して、ここに今企業誘致条例がございますが、そ

のほかに何か、この点はいろんなお話を聞いた中で、さらに改定しなくてはならない

ようなものがあるかどうか、あったらお聞きできればというふうに思いますが、よろ
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しくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、内容に関しましては改定というお話でございます

けれども、この条例に関しましてはこの４月から動いておりまして、既に申請を先ほ

ど申し上げましたけれども、いただいてございます。

今のところはその改定と内容に関しましては、特に変えていくというふうな考えは

特に持ってございません。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） 私に特段考えがあるわけではございません。

ですけれども、私は当事者ではないですから、当事者というか、何か事業の拡大を

考えている人間ではないですから、よくわかりませんけれども、やっぱり見させてい

ただきましたというふうな、企業には申し上げることはできませんが、そのような話

も聞きました。

虫のいい考え方ですから、それに沿った考えというのはなかなか難しいかというふ

うには思いますけれども、もうちょっと緩和してほしいですとか、やはりその方は、

いわゆる余り機械化ではなくて、人を使う企業さんですから、やはりその雇用の面に

対してのもうちょっと手厚いものが欲しいだとか、そのようなことをおっしゃってい

ましたので、やはり企業のいろんな機会で情報を仕入れるときがあるかというふうに

思います。もう少し突っ込んでお話を聞いていただくのも、この効果を出していくに

は重要かなというふうに思いますので、お願いをしたいというふうに思います。

それでは、２番に移らせていただきますけれども、よろしいでしょうか。

〇青柳賢治議長 どうぞ。

〇４番（長島邦夫議員） ミニ工業団地の推進ということで再質問をさせていただきま

すが、本当になかなか事業継承ができない、特に製造業の場合は本当にそうです。い

わゆるずっとあったものが、この値段でやってくださいと、できなければ海外へ持っ

ていきますと。そういうふうなもう義理も恩義も、そのようなものも感じたり感じら

れたりするような状態ではありません。

ですから、それでいってそこに投資をしていって、それでひっくり返されるのだっ

たらどうにもならないのだから、やっぱり締めていきましょうというふうなことにな
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ったときに、やはり事業統計を見ていればわかるかと思うのですが、製造業はどんど

ん、どんどん少なくなっているというふうに思います。

そういうときに、町では、やはりここには鹿島の例が出ておりますけれども、今度

のマスタープランで面的整備を進めていくのだと。それで面的整備というのは、私が

理解するには、今度は道路をつくります。それで、開発をする、その次には下水を整

備します。そういうことではなくて、一体的に進めていくのだと。それで、県と協力

をしながらやっていくのだというふうなことだというふうに思います。

ですけれども、やはりこれだと非常に時間がかかるかと思うのですよね。私は、実

際、知り合いが出た企業が寄居にあるのですけれども、４社ぐらいで用地を選定をし

て、場所をある程度町のほうで決めていただいて、それで４社ぐらいでそこのところ

を整備をしていくと。そんなに膨大な土地ではないです。

だから、そういうふうな形にしていけば、町のそのＰＦＩといいますが、民間指導

によるものというのも考えられていくのではないかなと。余り膨大だと、とてつもな

い金額ですから、誰も寄りつかないでしょうし、そういうことも考えていく必要があ

るのではないかなというふうに思うのですよね。ですから、県の企業局、それを信頼

して待ってプッシュしていくのも結構でしょうけれども、そうではなくて、町の指導

で少しずつ、小さな面積のところで。

昔、花見台を進出するときも、地元の企業さんを優先しますよということで、小さ

な会社が何社か集まっていきましたですよね、一画ですよ、それも。そういうことも

いい例なので、それが花見台の近所であろうとどこであろうと、私は大ヶ谷というふ

うには別に全然考えておりませんので、今回の質問の中には入っていません。ですけ

れども、町内の指定してあるところ、もう少しそのように町が積極的に進めていく、

何ていうのかな、施策をもうちょっと企業さんが進出しやすくなるように、おいでく

ださいよというふうな、ぜひここだったら事業ができますよというふうな方向に、ぜ

ひ進めていただきたいと思うのですが、副町長でも町長でも少しご答弁いただければ

と思いますが。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 長島議員さんがおっしゃられていることは、本当に我々が痛切に感

じていることでありまして、また町の将来にとっても大変大事なことだというふうに
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考えています。

現在、町も、皆さんご承知のとおり、総合振興計画で土地利用構想というのがござ

います。今後10年間に嵐山町は、まちづくりはどういう土地利用をやっていくのかと。

その中で工業用地、工業開発はこの場所でこういう範囲でやりますよという位置づけ

があるわけです。そこのところについて、町のほうでは工業の位置づけをして、外か

らの問い合わせについても対応しているというふうな現状があるわけですけれども、

現実の話とすると、ここに企業が立地をしたいという話があっても、その種地がない、

今ですね、そういう状況です。種地がない状況ですから、いかにスピーディーに今土

地利用構想にある場所に、企業が進出できる環境をつくっていくかというのが最大の

テーマです。

しかし、やはり議員さんおっしゃられるように一朝一夕にはいかないわけでござい

まして、最低でも、花見台の場合は規模も大きかったですから、効果が出るまで10年

かかりました。ミニ工業でも恐らく５年、最低５年はかかるのではないかというふう

に考えています。

円安が進んで、あるいはこのまま円安が進めば企業が国内に回帰するのではないか

とか。圏央道の周辺には、いろんな流通系の企業が進出をし始めています。いろんな

環境が変わってきていて、これから嵐山町も、ある面では震災にも大変地盤が、地震

にも強いというふうなことも明らかになってきましたので、企業が進出してくれる可

能性、ポテンシャルが非常に高くなってくるのではないかと思います。

そういったことを考えますと、今課長が申し上げた場所を一日も早く企業が立地が

できるような対応をとっていくと。これが今、町に課せられた責任ではないかなとい

うふうに思っています。

それともう一つ、長期的に見ますと、嵐山町の今都市計画上の土地利用の規制です

ね、都市計画法の規制がある。例えば今ある福祉施設が、福祉施設を周辺に拡張した

いというふうな、高齢化の時代を迎えてそういう計画を持っても、土地利用構想上、

都市計画法上そこの周辺に施設ができないと、そういうふうなこともございます。

それから、農村地域に、私は農村地域に住みたいのだと、ぜひ農村地域に家をつく

りたいのだけれども、どうだろうという話を外からお話をいただいて、いろいろ研究

してみても、嵐山町ではある一定の場所しかその家をつくる場所がないと。隣町の滑

川町は広範囲に、農村地域であっても家をつくる場所が指定をされていると。そうい



- 42 -

うふうな差もあって、これから将来を考えますと、その開発の規制、土地利用の規制、

これをもうちょっと嵐山町も、町の活性化を図るために考えていかなければならない

時期に来ているのだろうと、そういうふうに考えています。

以上です。

〇青柳賢治議長 第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） 多分そういう規制的なものというのは、町が考えても打ち当

たるところではないかなというふうに思います。また、膨大な資金が町で何かを進め

ることになれば必要なわけでございますから、その点についても打ち当たるところが

あるかというふうに思います。

私も十分わかっていて質問しているわけでございますので、大きな開発が望めない

のであれば、やはり小さくてもいいですから進めていくような方法をとらないと、時

代はいいほう、いいほうに必ず向かうというわけではございませんので、山あり谷あ

りですよ。だから、そのいいときに、これからよくなるなと思ったときには、大胆な

政策を打って進めていただいたほうが、今後、嵐山町によい企業が、または商業につ

いても同じだというふうに思いますが、やはり大型店舗等が近隣には随分これから何

か進出してくるみたいです。やはり都内が飽和状態ですから、この不採算というか余

り採算を生まないものというのは、下に下ってくるのだというふうに思いますよ。

実際、嵐山町にしてもこれからいろんなことが考えられるでしょうから、ぜひその

点も考えていただいて、ミニ工業団地というのは一つの例でございますから、いろん

なものについて積極的に進んでいただきたいなというふうに思いますので、よろしく

お願いいたします。

それでは、２番目に移らせていただきます。よろしいでしょうか。

〇青柳賢治議長 どうぞ。

〇４番（長島邦夫議員） 嵐山町のフィルムコミッションの事業の推進、誘致活動につ

いてということで大項目にいたしました。フィルムコミッションとは、撮影場所の情

報提供やエキストラの手配など撮影がスムーズに進むよう映像制作を支援する機関で

あります。下記の３点についてお伺いをいたします。

１点目として、嵐山町の背景でさまざまなテレビ番組等が制作されているが、町は

全て把握しているのかどうかということ。

２点目は、協力依頼の問い合わせに対し、対応を行政としてはどのようにしている
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のかと。

３点目に、嵐山町の素晴らしい風景または文化遺産等が多くの方にＰＲされるわけ

であり、積極的に推進、誘致し、経済効果を図れればというふうに考えますが、現状

はどのようになっているかお聞きをしたいというふうに思います。

〇青柳賢治議長 それでは、小項目（１）から（３）について答弁を求めます。

山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、質問項目２の（１）、（２）、（３）につきましてあ

わせてお答えいたします。

今年度４月から11月末までの番組等の制作協力の状況でありますが、地上波テレビ

が３件、ケーブルテレビが１件、ＤＶＤビデオ撮影が１件、そして映画撮影が１件で

あります。また、これ以外に、直接代表者に連絡をお願いしたものが２件ございます。

これは神社の利用により撮影をしたいというものでありました。

当町におきましては、観光協会を紹介させていただき、撮影の打ち合わせ、エキス

トラの募集等についてお骨折りをいただいているのが現状であります。

長島議員さんおっしゃるように、当町には豊かな自然と文化遺産等歴史のある建造

物等もあることから、撮影場所のＰＲをすることによって撮影場所としての認知度も

上がり、その相乗効果として当町の経済効果は大きいものと思います。

今後は、観光協会との連携をさらに深めてＰＲを充実させ、知名度のアップや経済

効果にも寄与したいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 一般質問の途中ですが、暫時休憩いたします。

再開の時間は11時10分といたします。

休 憩 午前１０時５７分

再 開 午前１１時１０分

〇青柳賢治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

長島邦夫議員の一般質問を続行します。

質問事項２の再質問からです。どうぞ。

第４番、長島議員。

〇４番（長島邦夫議員） ご答弁いただきましたので、それについて質問させていただ
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きます。

まず、（１）から進めたいと思います。ご答弁によると、全て把握しているのです

かということで質問をしましたので、町では全て把握していますということでよろし

いのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 先ほどもお答えをさせていただいておりますけれども、全て

町のほうでも把握をさせていただいております。

観光協会さんを紹介という形をとっておりますけれども、町のほうとしては把握を

しているという状況でございます。

よろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 第４番、長島議員。

〇４番（長島邦夫議員） 例えば自分の所有するところに直接電話をされて、依頼者が

直接電話をして、そこで済ましてしまっているという例は、ないということでよろし

いのですか。だから、全てフィルムコミッションとしてする場合、やっぱり町の、幾

ら個人のものであっても町のものですよね、町がかかわるものですよね。そういうも

のについて、直接その辺のところの接触した方が、こちらの町のほうに連絡もせずに

そういう映像とか撮影等をやっている場合は、ないということでよろしいですね。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 お答えをさせていただきます。

直接町に連絡を撮影業者さんのほうから頂戴いたします。町のほうは関係する部署

のほうを紹介させていただいて、連絡をとっていただいているという形をとってござ

います。

お願いいたします。

〇青柳賢治議長 第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） 私の質問がいけないのかもしれないけれども、直接電話が町

のほうになければ把握はできないわけですから、そういうことはないというふうに思

いますということだというふうに思うのですけれども、これについては確認でござい

ますので、それで結構です。
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それでは、２番に入っていきますが、２番、３番と、同じ答弁書になっていますの

で、ひとつ一緒に質問をさせていただきますけれどもよろしいでしょうか。

〇青柳賢治議長 どうぞ。

〇４番（長島邦夫議員） それでは、フィルムコミッションというのは、さっき私も言

いましたとおり、町も幾ら個人の持ち物であっても、町のものですよね、町のものが

かかわりますよね、当然。そういうふうな考えからいくと、必ずフィルムコミッショ

ンというか、町に問い合わせをしていただいて、業者は進めていただかなければなら

ないというふうに思うのです。そういう体制ができているのであればＯＫなのですけ

れども、そのように外に、嵐山町のそういう映像等撮影をする場合は、町もこのフィ

ルムコミッション、こういう課で扱いますと、そのようなあれが外にＰＲはできてい

るのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、お答えをさせていただきます。

長島議員おっしゃるように、フィルムコミッションとして町のほうは、今現在ＰＲ

はしてございません。ただし、問い合わせが必ず町のほうにございます。その場合に、

観光協会さんを紹介して段取りをとっていただくと。連絡はとり合っていただいて、

エキストラ等の手配をしていただいているという状況でございます。

〇青柳賢治議長 第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） 大きな町ではなくても小さな町でも、全てのその撮影場所の

提供ですとか、エキストラについてのあれですとかというのは、行政がやる場合もあ

りますし、民間にそれを全て、問い合わせがあっても、こういう方がやっていますか

らというので、嵐山町では、よその町では、その町の姿勢としてフィルムコミッショ

ンに関するものについてはその違う団体が持っていて、そちらに任す場合があるわけ

ですよね。

例えば、今、観光協会とおっしゃいましたですけれども、観光協会は依頼されたも

のについて対応するということで、全て対応するわけではないですよね。だから、フ

ィルムコミッション全てを、観光的なものであればこっち、違うものについては、ま

たいわゆる文化財の関係であれば、観光協会ではないと思うのですよね。そういうと

ころに、また違う団体にお願いをするとか、そういうふうなことを町ではやっている
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というふうに思うのですが。

私が一番心配をしているのは、直接やられてしまうとうまくないと思うのですよ。

直接接触されて、その中で撮影等がされて、内々に、テレビに今度は出るのだよとか

なんとかというふうなうわさがかかってきますけれども、そういうふうになってくる

と、非常にそれはまずいと思うのです、私は。

ですから、そのフィルムコミッションと言われる嵐山町の対応をするところは、ま

ず１カ所でないとうまくないと思うのです。そこから枝分かれをしてどこへ頼むかを

頼むというのなら、全然問題ないというふうに思うのですけれども、その体制が、何

か私が感じている限りでは、そうでもないように思うところがあるので、それは私の

間違いかもしれませんので、これ以上は言いませんが、ぜひ体制としては、フィルム

コミッションというのは町を非常によくイメージアップしてくれる場合もあるけれど

も、逆の場合だって考えられるわけですよ。

ですから、町がそのフィルムコミッションに限っては全てを把握しているという状

態をつくらないとうまくないというふうに思いますので、ぜひ、町のどの課にかかっ

てくるかわかりませんけれども、必ず企業支援課長のところが全て統括しているとい

うのだったらわかりますけれども、その点ちょっと、いろんなところがかかわってく

るかと思いますが、ちょっとお聞きします。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 この件につきましても、議員さんよくご理解されてのご質問だとい

うふうに思います。

埼玉県では、市町村にフィルムコミッションがある市町村が28ございます。それ以

外の市町村、それから県の観光課、県行政も含めて埼玉県の観光連盟、町でいえば町

の観光協会が県では観光連盟という組織になっておるわけですけれども、ここが統括

をする埼玉県ロケーションサービスという組織がございます。ここが各市町村に、取

材の申し込みがあった場合は市町村と連絡をとる、あるいはエキストラも必要だとい

うことになれば、そのエキストラの世話もする。それから資材等、その市町村から調

達をした、これが一番経済効果も伴いますので、市町村にとってはメーンとなるわけ

ですけれども、それもその市町村に委ねると。

そういうことで、埼玉県のロケーションサービスが間に入って、小さな町、フィル
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ムコミッションのない市町村、ここの取りまとめをやっていただいているというのが

今の現状でございまして、嵐山町にはフィルムコミッションはございません。したが

って、埼玉県ロケーションサービスとの連携によってさまざまな対応をしているとい

うふうなことでございます。

参考までにお話しさせていただきますと、埼玉県にいろんな、課長申し上げました

ようなロケをするような場所がございます。その中で、人気、アクセスがある１番は

どこかというと、嵐山町の嵐山渓谷のあの場所が、その中でも一番人気になっていま

す。それから２番目がどこ、３番目がどことここにありますけれども、５番目に学校

橋河原、埼玉県のベストファイブの中の２つに嵐山町の観光地が入っているというよ

うな現状もございます。それだけ問い合わせも多いのだと思うのですけれども、そこ

を観光協会と企業支援課が連携をとりながら対応しているというのが現状でございま

して、ロケに来たりいろんな写真の撮影もしたり、私が観光協会のお世話になってい

るときもそうだったのですけれども、いろんな問い合わせがございます。それについ

ては、町のほうは、町のメリットにつながるものについては、可能な限り対応させて

いただいていると。町と連携をとりながら観光協会としては対応させていただいてい

るというふうな現状でございます。

〇青柳賢治議長 第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） そのフィルムコミッション、嵐山町にはないということです

が、それを統括するところというのは、これからさらに重要になってくると思うので

す。町をプロモートするというか、よくこれから撮っていただくためには、そういう

注意も必要なのですよね。何でもいいから、どこでも撮って構いませんよ。それは構

いませんけれども、最後には字幕が出るわけですよ、協力いただいたところは必ず。

ですから、そこの評価にもつながっていくので、やはりどなたかが、例えばどこどこ

のフィルムコミッションと言えば、町のほうでこういう話があるからぜひやってくれ

と言えば、そこの責任になってくるわけですよね。

だから、非常に町を創造するとかイメージをアップしていく、まちづくりをこれか

ら進めていくには、映像として流れるわけですから、重要な部分になってくるので、

何しろ町と観光協会であれば、観光協会とよくタイアップをして進めていかないと、

逆にマイナスの面だって出てくるわけですから。

例えば、嵐山町は、悪い面を言ってもしようがないですから、いい面をより表現し
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ていただくには、非常に、その観光協会にタイアップするのも結構ですけれども、タ

イアップするのであれば諸事業ですよね、いろんな注意点等を町とよく話し合ってい

ただいて、マイナス面にならないように気をつけていただきたいものです。

それと、観光協会ということは、観光協会にお願いをすれば対応してくれるのだと

いうふうな聞き方もできますけれども、少々組織的にもしっかりはしていますが、人

的なこともありますし、もうちょっと商工会ともタイアップした活動、そこにはやっ

ぱり事業者の集まりですから、観光とはまた違ったノウハウもありますし、ぜひそこ

とも進めていただいたほうがいいのではないかなというふうに思います。

商工会は事業利益を得る団体ではございませんから、資金的にも非常に大変な部分

があるかと思いますけれども、人材的には豊富なところです。また、観光協会とは違

う面も多く持っていますので、商工会とも、特に商工会の若い人たち、寄居町なんか

はほとんど青年部の人間が動いています。そういうところのタイアップも必要なので

はないかな、新しいアイディアをどんどん出していただけるのではないかなというふ

うに思います。ぜひそれは進めていただきたいと思いますが、どうでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、お答えをさせていただきます。

議員さんがおっしゃいますように、商工会とのタイアップということでございます

けれども、内容によって商工会さんとの連携、タイアップというふうなことも今後は

視野に入れまして、寄与していきたいというふうに考えます。お願いいたします。

〇青柳賢治議長 第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） それでは、最後の再質問に移らせていただきますが、このフ

ィルムコミッションと言われるところがないということであれば、外に向けて嵐山町

のよいところ、それをＰＲしていくには、どのようなお考えを持ってこれから進めて

いくのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 嵐山町のＰＲということですけれども、大変恥ずかしい話ですけれど

も、嵐山町のＰＲ、広報力というのは、決して自慢できるレベルまではいっていない

というふうに考えております。
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それで、庁内でも常日ごろ、各課に広報の担当者、担当課というだけではなくて全

ての課が、それぞれ関係をするものについて発信をできなければならない。そして、

その発信をする意識がないとだめ。その発信をするには、情報をしっかり確保、自分

でわかっていなければ発信ができないわけですから、いかにその中で勉強してもらう

かということが一番大切だというふうに庁内では話しております。

そういう中で、フィルムコミッションということに関して言いますと、それぞれの

課が全部と言いましたけれども、そのとおりなのです。嵐山町を発信する。ですから、

嵐山町のこの観光名所、今話が出ましたけれども、そういうものをしっかり資源とし

て持っているわけですから。そのほかに嵐山町のいいところという衣、食、住、それ

と嵐山町が首都圏から60キロ圏、水が流れ、里山があり、そこのところに住んでいる

嵐山町民というのは、こういうような人たちで、こういう生活をしているということ

を発信ができないといけないというふうに思うのです。

それで、何がというのは、外から見る人というのは全く違うので、この間、教えら

れたのですが、横浜の方が言われたのだそうですが、友達に。「嵐山ってどこだい」

と、こういうふうに言われて、「嵐山インターっていうのがあるだろう、高速」にと。

そうしたら「ああ、関越に乗っていくと暗くなるところだね」と、こういうふうに言

ったっていうのですね。明かりがこういうふうに暗くなってくる、周りのところが。

それで、その横浜の人が言ったっていうのだけれども、明るいところを暗くするの

は莫大な金がかかるし、できないのではないだろうか。しかし、もう暗いのだから、

その暗さというものは資源だと。嵐山町というのは、沿線の中では暗くなるところだ

よ。そうすると、そこのところから見える夜の空というのは、ほかと違うよというよ

うなことをその人は言いたかったというふうに言っています。

そうすると、そこのところに流れる川が、空気が、水が、そういうところでとれる

農作物、山の楽しみ、川のせせらぎ、そこのところで詩をつくる、歌をつくる、ハイ

キングをする、そういうのはいいよなというような話をその人はしてくれたと、全く

その話を聞いて教えられる思いがしました。嵐山町の資源というのは、本当にもうい

っぱいあるのだなというのを改めて感じました。

それらが発信がなかなかできないというのが、嵐山町とするといま一つの弱点かな

と。ですから、それはカバーができることですから、町民こぞって、特に行政面では

そういうものが発信ができるように、さらに職員研さんを積んで努力をしていきたい
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というふうに思っています。

〇青柳賢治議長 第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） 地元に、地元を育てる、それを育てるのはここの地元に住ん

でいる人であるし、地元に自信を持って外から人を呼び込むということも、そういう

ふうに進むわけですから、まず自分の町のブランド化、住民の誇りや地元愛を根づか

せることが非常に重要なのではないかなと、そこからフィルムコミッション。ただ、

撮影場所を提供するとかなんとかという、そんな簡単な問題ではないのです。非常に、

これから嵐山町を外に知らしめていくには、地元のよさを知らしめていくには、最高

の、無料でやっていただけるわけですから、それでなおかつ地元にお金を落としてい

ただければ、またそれを見た人が、今度は嵐山町に越してみたいなんていう気持ちが

できれば、なおさらいいことでございますので、ぜひそこの一本化、フィルムコミッ

ション今はないということでございますけれども、時間をかけても、どこが主体的に

やっていくのか、タイアップも結構ですけれども、やはりタイアップとなると片方を

頼りにしてしまいますから、私がやるのだ、私の団体がやるのだというのを一本決め

ていただいて、そこから進んでいただけるようにぜひお願いをしたいというふうに思

いますので。余り片方を過信しますとそこで終わりになってしまいますから、ぜひ課

長さん、よろしくお願いしたいというふうに思います。

それでは、３番目に移らせていただきますので、よろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 どうぞ。

〇４番（長島邦夫議員） 公共施設、備品の活用についてということで質問をいたしま

す。

現存する公共施設及び備品について使用中止、また新たなものに変更する場合は、

住民のニーズに合っているか判断するのは非常に難しいと思われるが、下記の２点に

ついてお伺いいたします。両方の質問ともやすらぎのことでございますので、よろし

くお願いいたします。

やすらぎのお風呂は廃止された。利用者とすれば重要な部分と思われるが、利用者

の推移は現在どうなっているのかお伺いしたいというふうに思います。

２番目として、突然の事業中止であり、シャワーでなくお風呂を希望している人も

いるというふうに思います。町内、近隣にも民間事業者もあり、利用券補助の導入の

考えはあるかどうか、お伺いをいたします。
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〇青柳賢治議長 それでは、小項目（１）、（２）について答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 それでは、まず質問項目３の（１）につきましてお答え

をさせていただきます。

本年６月13日に当該施設浴槽水の水質検査を実施し、同月18日に西側浴室浴槽水よ

り基準を超える大腸菌群が検出されたことに伴い、利用者の安全を重視し利用を休止

しておりましたが、今後の運営方針を検討した結果、給湯設備の老朽化に伴い現状の

設備では改善することが困難であるため、浴槽を廃止するに至りました。

利用者数の推移につきましては、利用の休止前の５月と本年10月の利用者数を比較

いたしますと、月間の延べ利用者数が878人から581人に、おおむね３分の２程度にと

どまっている現状でございます。

次に、（２）についてお答えをさせていただきます。浴槽廃止に伴い、利用者から

再開を希望するご意見、あるいはシャワーの改装を歓迎する声などを頂戴しておりま

すが、現状をご説明させていただいたところでは、おおむねご理解を得られているも

のと考えております。

やすらぎの開館から10数年を経過し、この間、高齢者の趣味趣向の多様化が進むと

ともに、介護予防に関する取り組みも併用してまいりました。こうしたことから、浴

槽を活用した取り組みはひとまず役割を終え、新たな取り組みに移行していくことが

重要と考えております。このためご提案の民間施設の利用券補助につきましては、現

在のところ考えておりません。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） 大変な残念なご答弁なので、どう質問しらいいかよくわかり

ませんけれども、まず利用者の推移はやはり減っていると、３分の２程度にというこ

とでございます。私も近くに住んでいるわけではないのですが、そうそうよくわかり

ませんけれども、お風呂に入るというのは、やっぱりトレーニングジム等に行けば当

然汗をかくわけですから、お風呂にというか、汗を流したいというのは当然だという

ふうに思います。これは、介護施設の中のところ、介護ではなくてトレーニングルー

ム等があって、若い者にも多く利用されると。そういうところから、汗をかいてもか

きっ放しで、それですぐ家が近くであればそれもいいでしょうけれども、帰るという
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場合には、ちょっとふぐあいがあるのではないかなと、そのような関係から減ってい

るのではないかなというふうに推測はつきます。

これについては、再質問というよりも、私の質問がどうですかということでござい

ますので、少なくなっているということで２番に移らせていただきます。

〇青柳賢治議長 どうぞ。

〇４番（長島邦夫議員） それで、もちろんアンケートをとれば再開をしてほしいとい

うのは当然あると思いますよね、アンケートについてはとったのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

利用者のアンケートにつきましては、議員さんご案内のとおり、このやすらぎの浴

槽施設につきましては、たびたび故障を繰り返しておりまして、利用者の皆様にご迷

惑をおかけしてきていると。また、それとともに、修繕について多額な経費等も過去

にかかっているということで、大変課題があるというような認識をしておりました関

係から、実は昨年、平成25年の10月から11月にかけまして利用者の方からアンケート

を頂戴しております。

その結果を見まして、幾つかこうご質問をさせていただいたのですけれども、その

中の一つの質問として、お風呂について老朽化が進んでいるということもありまして、

例えば今後、風呂を廃止した場合に、このやすらぎ施設を皆さんどうされますか、引

き続きお使いいただけますかというようなご質問をいたしました。そうしたところ、

引き続き利用するとお答えいただいた方は全体の34％、風呂がなくなってしまっては

利用は控えたいとお答えの方は全体の４割、それ以外の方はどちらとも言えないとい

うようなお答えをいただいております。

今回、風呂の廃止を決定するに際しましても、こういったアンケートについても当

然ながら町長のほうには報告をし、検討をいただいたという結果でございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） いつも利用している人は、その状態を見ていれば、やはり残

念だけれども廃止なのかと、そういう感想なのではないかなというふうに思います。

アンケートをとれば、ぜひそのまま継続してほしいという人が多いのではないかなと
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いうふうには思います。ですけれども、たびたびの故障では余り当てにならないから、

それでは、この３分の１減った人は、ではよそに行こうかという結果になるのではな

いかなというふうに思います。

それで、非常に料金的にも安いですし、町外から、町外の人が幾らか私よくわから

ないですけれども、私がたまたま北部交流センターを使っていたら、滑川のほうの人

が来て、きょうは何ですかと言ったら、お風呂に入りにきましたと昔ありましたです

けれども、やはり民間のところでなくても、公的なところは安いですから、やはり隣

町でも行きますよ。

そういうふうな考えを持って大いに結構だと思うのです。嵐山町になくなって、私

はもう中止だということですから、中止に前回の補正予算のときに賛成しているわけ

ですから、それ以上のことについては申し上げませんが。でいえば、隣町または町に

ある民間のものを大いに利用していただいて、それを補っていく考え方というのが必

要だというふうに思うのです。

例えば、私はそんなによくは利用はしませんけれども、東松山の神戸にありますよ

ね、健康増進センター、あそこは市民であれば100円だとか200円だとかそういうふう

な感じで、市外は400円なのです。また、隣のときがわにおいても、施設が、公的な

ものも随分ありますから、そこの補助もしていると。

ただ、どんな人でも全て補助しているというわけではなくて、60歳以上の方ですと

か、あとは病気を持っている方とか障害者手帳を持っている方とか、限定はあります

けれども、補助を出しているわけです。または、ほかの町村においても、そのような

ことがございます。

やはり、ないのだったらないなりに、今まで使っていた人もいるわけなので、満足

するというところとまでいきませんけれども、やはり町から少しいただいてお風呂に

入ることができるのだと、そういうふうにやっていただくのが、やはり住民サービス

の、中止するのですから、やっていく必要があるというふうに思うのですが、考えは

ありませんということですけれども、ぜひお願いをしたいと思うのですが、最後にお

答えをもう一個お願いしたいと思います。町長、どうですか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 それでは、私のほうから答弁をさせていただきます。
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ご承知のように、この施設は介護予防施設ということでスタートいたしました。そ

して、そのときの詳しい話が、ちょっと不勉強であれなのですが、補助率がかなり高

かったという話です。それで、そのころには、介護施設の中には、この風呂、これが

必須条件みたいな形で書いてあった。それで、その施設ができたということなのです。

それが、課長答弁にもありましたように、介護の環境というのが変わってきた。どう

いう介護予防がいいのかという世の流れの中で、だんだん、だんだん介護施設の中の、

介護予防施設の中の浴槽というウエートが下がってきた。それで、ほかのものがやっ

てくる。そして、ご承知のように、いつも話していますけれども、嵐山町の介護度の

進み方、それから健康、高齢者の健康づくりというものというのは、ほかの近隣の市

町村に比べても決して負けていない、いい状況に来ているということなのです。

ですので、ここのところの介護予防施設のお風呂、それと公衆の浴場ということも

書いてありますけれども、銭湯なのか介護施設のお風呂なのか、ここのところが境目

だと思うのです。公衆浴場ではないのですね、あれは、最初から。そういうことをあ

れした中で、あれをやめて、何かこうじり貧な感じを与えると全く不本意なので、あ

えて話をさせていただきますけれども、これは介護予防というのは健康づくりと一体

だと思うのです。健康づくりがあって介護につながっていくわけですから、健康づく

りが進んでいけば介護もさらに質がいい、成績のいい町民がふえてくるということに

なるわけです。

ですので、健康づくり、これをどういうふうにしたらいいのか、前にも話したこと

がありますけれども、健康づくりにもしプールだとか浴場だとかいうような、そうい

う施設が効果的だと、さらにいいのだということであれば、健康づくりの中に広げて

いって、さらに嵐山町の健康度を上げていく。そして、結果として介護予防に貢献を

して、介護予防についてもいい結果が出てくるという形で、総体に健康づくり、介護

予防についてセットに考えて、さらに嵐山町ではそういった事業を強化充実をして、

成果を上げていくというふうな考え方というのをこれからはとっていくべきだという

ふうに思います。

そういう中で、あそこのところも、ただやめたというだけでなくてさらに、健康の

器具がついているわけですけれども、あそこのところに補充のできる器具類というの

はないものなのか、介護予防施設としてさらにそういったものは必要なのか必要でな

いのか、そういうものがあるのかないのかさらに検討を重ねていって、あそこのとこ
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ろに介護予防の施設としてさらに充実強化が図れるような形に、お風呂でないものの

展開が図られていくのではないかというふうに考えております。

そういう形で、健康事業、介護予防事業、これらをさらにグレードを上げていける

ように、行政としても町民の皆さんと相談をしながら進めていければというふうに考

えています。

〇青柳賢治議長 第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） 利用者が、お風呂を利用していた方が介護の関係の方だとす

れば、やはりお風呂というのは重要な位置なのだと思います。最初から介護施設とい

うのはお風呂というのは重要だったのですよ、それが基本にあったのですよというこ

とになればそうなのですけれども、だんだんあそこが何か、本当に介護施設なんかい

なというふうに私なんかは、スポーツ機器があれだけ並んでいて、やっぱり利用して

いる人は若い人ではないかなというふうに思うのです。だから、徐々に変わっていく

のではないかなと思います。そういうところも廃止の一つにはあるのではないかなと

いうふうに思いますが。

お風呂を楽しみにしていた人が、嵐山町の中ではなくなってしまったと、一つでも

あればそちらに行くでしょうけれども、低料金で利用できるところがないのだと。そ

ういうことになると非常に寂しい面もありますから、これからいろんな要望が出てく

るかというふうに思いますが、ぜひ、嵐山町に住んでいて住民サービスそのものがな

くなっちゃったというより、多少幾らかでも出していただいて、住民としてよかった

なと言えるようなサービスのあれも、補助を出すということでなければ、それができ

ないのであればまた違うことも考えていただいて、ぜひお願いをしたいというふうに、

継続的にお風呂と利用している人ががっかりしないように進めていきたいというふう

に思いますので、お願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。

どうもありがとうございました。

〇青柳賢治議長 どうもご苦労さまでした。

この際、暫時休憩をいたします。

昼の再開の時間は１時30分といたします。

休 憩 午前１１時４９分

再 開 午後 １時３０分
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〇青柳賢治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◇ 畠 山 美 幸 議 員

〇青柳賢治議長 ここで報告をさせていただきます。

次の一般質問は畠山美幸議員でございますが、一般質問の通告書でございます。大

項目の２点目に「子育て支援について」というふうな質問事項、表題になっておりま

すが、こちらのほうを「サタデースクールについて」ということで訂正をさせていた

だきます。本人より申し出がありました。大項目でございます。

それでは、畠山美幸議員の一般質問、お願いいたします。

〔６番 畠山美幸議員一般質問席登壇〕

〇６番（畠山美幸議員） 議席番号６番、畠山美幸、議長のご指名がございましたので、

通告書に基づいて一般質問をさせていただきます。

まず、大項目の１項目でございます。公共のお風呂について、９月議会補正で、や

すらぎのお風呂が廃止、シャワーのみの利用になりますという説明がありました。一

部の方々からお風呂復活の要望のお声を聞いておりますが、町として別の場所での設

置もしくは民間施設等の活用による補助券配付についてのお考えはあるか、お伺いい

たします。

〇青柳賢治議長 それでは、答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 質問項目１につきましてお答えをさせていただきます。

浴槽廃止に伴い、利用者から再開を希望するご意見、あるいはシャワーの改装を歓

迎する声などを頂戴しておりますが、現状をご説明させていただいたところでは、お

おむねご理解を得られているものと考えております。

やすらぎの建設当時は、健康保持増進のための施設といたしましてこのような浴槽

を備えた施設が一つのはやりでもあり、建設費の10割を国の財源で建設することがで

きました。しかし、10数年を経過し、高齢者の趣味趣向の多様化が進むとともに、介

護予防に関する取り組みも変容してまいりました。こうしたことから、浴槽を活用し

た取り組みはひとまず役割を終え、新たな取り組みに移行していくことが重要と考え

ております。このため、ご提案の他の場所での新設や利用券補助につきましては、現

在のところ考えておりません。
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以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 私の前の長島議員さんも同じような質問をされておりました

ので、細かい内容については先ほど伺っておりますが、しかしながら、やはり町民の

方が本当に残念がっておられて、補正予算で私たちは廃止のほうで賛成をしているわ

けですから、蒸し返すつもりはないのですけれども、別な方法で何か提案ができたら

と思いまして、今回質問に入れさせていただきました。

それで、隣町のときがわ町は、ときがわ町指定保養温泉補助券の配付というものを

やっておりまして、指定保養所としましては、旧玉川温泉保養所、ニューサンピア埼

玉おごせ、ゆうパークおごせ、都幾川四季彩館ということで、町を超えての施設を保

養所として利用するようにしていらっしゃいます。

内容のほうが、あらかじめ交付された利用券を使うと300円の補助となります。こ

ちらが最大で20回利用ができますというような町の取り組みが載っておりました。で

すので、なかなか、10割補助でお風呂の設置があったということも先ほどの答弁にご

ざいましたとおり、今財政も厳しい中で、町の負担でお風呂をつくれというのは、や

はりいかがなものかなとは思います。

しかしながら、今まで本当にいろんな介護の仕方はあると思うのですけれども、や

っぱり介護の補助の中にもお風呂というのがありますよね、介護で車にお風呂が設置

してあって、お風呂に入れていただける、もう本当に高齢者の方は気持ちよさそうに

入っている、やはり介護の一環としては、やはりお風呂というのは切っても切れない

ものではないのかなと私は思います。

運動ができる方は運動で介護予防をすればいいのだけれども、やはりお風呂に入っ

て精神をリラックスさせるというのも、介護の一点ではないのかなと私は思うので、

すっかり、しっかりとやめていくのではなくて、やはりこの補助券というものを利用

していくというやり方がよろしいのではないのかなと思うのですけれども。

今まで光熱水費ですとか施設の修理などにかかったもろもろのそういう経費は、今

まで幾らぐらい年間でかかったのか、課長にお伺いしたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。
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光熱水費につきましては、ちょっと手元に資料がございませんので、お答えのほう

は控えさせていただきますが、やすらぎ施設の修繕ですね、やはりこういった施設を

持っていますと、いろんなところが壊れてまいります。特に、先ほど長島議員の答弁

の中でもお話をさせていただきましたが、浴槽関連設備についての修繕額というのは

かなり多額に上っています。

以前、統計をとったことがございまして、平成18年から平成25年度までの８年間、

この８年間でどれだけの修繕料がかかったかということを見ました。ざっくりした数

字で恐縮なのですけれども、８年間で修繕の全体が450万円ほどだったというふうに

記憶をしております。その450万円ほどのほぼ９割、400万円程度が浴槽関連施設、ボ

イラーであるとかあるいはその浴槽内の修繕、こういったものにかかったというふう

に記憶しております。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） ８年間で400万円ということですと１年で50万円、単純に割

ると１年間で50万円の修繕費がかかったという内容でよいのか。先ほど光熱水費はわ

からないと言うのですけれども、大体でいいのですけれども、大体このぐらいかかっ

たのだよというのがわかれば教えていただきたいと思いますけれども。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

本当におおよそで大変恐縮でございますが、光熱水費は100万円以上はたしかかか

っているというふうに記憶をしております。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） そうしますと、150万円ないし200万円ぐらいがお風呂にかか

っていたお金なのかなと、今ざっくりですけれども思います。

町内の60歳以上の高齢者ですと、大体ですけれども5,000人ぐらいでいいのかな、

ちょっと人数、間違っていたらまた教えていただきたいと思いますけれども、75歳以

上ですと2,000人前後なのかなと思うのです。そういう中で、例えば75歳以上の方に

300円の補助をしたと算定します。300円を12カ月、2,000人の方に配付をすると720万
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円という金額が確かにかかってしまいます。しかしながら、デマンド交通もそうです

けれども、ご利用になられる方が３割程度としますと、年間で216万円という金額が

出ます。ですので、先ほどのお風呂の修繕費、光熱水費、合わせると200万円程度の

お金がかかっていたものが、大体同じぐらいで賄えるのではないのかなと思うのです

けれども、人数に間違いがあったらまた訂正していただきたいと思いますけれども、

そのようなお考えで、そういう形でのお風呂の提供というのですか、をしていただく

というのは、ちょっと課長に、数字的なものが、私いい加減なことを言っているとあ

れなので、ちょっと確認したいと思いますけれども。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

まず、人数的なお話でございますが、今年の11月１日の数字でございますが、町内

の65歳以上の方が5,211人、75歳以上の方が2,178人いらっしゃいます。こうした方々

に今議員さんのご質問のような形で配付をしたとすれば、250万円から300万円ぐらい

の経費がかかってくるのではないかというふうには思います。

ただ、これは現状こういった人数でございますが、ご案内のとおり少子高齢化とい

うのはますます進行していくと、国の推計によりますと嵐山町では75歳以上人口とい

うのは、今は総人口に対して12.0％という数字が出ていますが、2025年はこれが20.1％

になるというような推測が出ています。人数といたしますと、現状よりも1,200人程

度ふえていくと。これがもう2025年、すぐそこに迫っていると。今後こうした傾向が

より強まるという中にあって、また社会保障費が、これは国全体で見ても年々増嵩し

ていると。やはり、こうした今嵐山町が置かれている状況を鑑みれば、なかなか今議

員さんのご提案のような形で町民の方にご利用いただくというのは、大変厳しいもの

があるのかなというふうに思っております。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 確かに、人数が2025年で1,200人ふえてしまうような推計も

あるというお話になると、さっきの計算が300万円ぐらいになってしまうのかなとい

うあれもありますけれども、しかしながら、さっきは補助券を300円で計算しました

から、その辺をまた200円にするとかそういうふうにちょっと絞りながらも、やっぱ
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りまるっきりお風呂がない生活に高齢者の方を戻すのではなくて、少しでも何らかの

お風呂の移行を考えていただきたいと思うのです。

それで、東松山の市民健康増進センター、神戸にございますけれども、こちらが市

外在住の方が400円で利用ができる。今まで、やすらぎのお風呂は、町内の方であれ

ば200円払って入れる。ですので、例えばこれ200円を補助すれば200円で入れるとい

う形になるのかなと思います。

それと、パテリアですね、パテリアですと町外の65歳以上の方は300円で入れると

いうことになっておりますので、またこれも200円補助してしまうと100円で入れます

し、いろいろと近隣のそういうお風呂の金額を見ながら、利用者の方も検討していっ

ていただけるのかなと思いますので、ぜひともそういうお考えを持っていただきたい

と思います。

町内に平成桜がございますが、こちらが２時間利用コースですと650円ということ

で、３時間だと760円とか金額が上がってきます。だから、これは650円っていう金額

もございますし、あと玉川温泉というのが隣にありますけれども、玉川温泉ではない

都幾の湯ですか、820円とかいろいろと金額があるので、そういうのは利用される方

が金額に合わせて、またその施設に合わせて考えていただければいいと思うので、ぜ

ひともやはり補助券、幾らかの補助券で対応していただきたいと思いますけれども、

町長は、長島さんにも答弁をなさっていたのを午前中伺いましたけれども、考え方の

変化はないのか、そのままやはり別のものにかえていくのだよということなのか。

今、いろいろと計算式を私も私なりに考えてお示しさせていただきましたけれども、

何らかの方法でぜひとも検討していただきたいと思うのですけれども、いかがでしょ

うか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 考え方としては、先ほど答弁させていただいた内容で、課長答弁もあ

りましたけれども、そのような形で進めさせていただけるとありがたいなというふう

に思っております。

それで、一番肝心なことというのは、答弁の中にもありましたけれども、10割補助

でそれでお風呂というのを、あのころつくったときには、考え方、介護予防の考え方

というのは、腰が痛い、膝が曲がった、手が痛い、温めればいいのではないだろうか、
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お風呂に入ってやったら伸びるのではないだろうかというような考え方があって、そ

れでこれは施設の中でもつくるものだというような状況の社会状況だったと思うので

す。それが今、変わってきまして、介護予防の中でもいろんな形で運動をして、筋肉

でも少しつけたらいいのではないかとか、あるいは何をしたらいいのではないかと。

だから、発生してしまってどうにかするというのではなくて、発生させないような方

向に介護予防も方向が変わってきているわけです。ですから、そういうような方向に

嵐山町でも行ったらどうか。それには、やっぱり先ほども言ったように、健康づくり

それと介護予防というようなものを一体化させていったほうが、国の施策に、方向に

もそうですし、現在の方向に、そして平均年齢が上がってきているわけですから、体

力も違うと思うのです。そういうような状況も踏まえた中で、やっぱりやっていった

らどうなのかなと。

それと、費用対効果ということを今年の監査の報告でもご指摘をいただいておりま

すので、行政とすると一番それを念頭に置いて、事業展開をするときに基本的に考え

ていかなければいけないというふうに思っていますので、効果というようなものを考

えたときに、そういう方向のほうがいいのではないかという指導があるわけですから、

今議員さんらともう一度考え直しながら進めていければなと。ただ、基本はそういう

考え方で思っております。

〇青柳賢治議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 今、町長の答弁の中で、もう一度考え直しながらという言葉

が入っていたので、いい方向に、前向きに考えていっていただきたいと思いますが、

対象となる方ということで、ときがわの先ほどお話した中に、疾病の治療に温泉の利

用が効果的であると医師が認めた方というような内容が入っていたりもするのです

よ。ですので、まるっきりお風呂だめではなくて、例えば高齢者の方でも、ちょっと

足が不自由だよとか何かしらの疾病で、そういう温める効果がいいよと言われたよう

な方の、例えばもう本当にお金が厳しくて大変なのだと言って、介護の考え方が変わ

ってきたといいながらもそういう方向での考え方というのを導入するという、前向き

に、全体的に考えていただきたいのですけれども、最悪の場合はせめてそのくらいの

ところも考えていただきたいと思いますけれども、町長、いかがでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。
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〇岩澤 勝町長 介護予防というのは、こういうふうにすればと、一つあるだけではな

いわけですから、いろんな方にいろんな対応の仕方があると思うのです。ですけれど

も、多い人数をどういう方向に導いて方向をつけていくかということだと思うのです

よ。

ですから、多い人数の方も少ない人数の方も、いろんな形で対応しなければいけま

せんけれども、行政でできる中というのは、多いところが中心になるのかなと。小さ

いところは、ですから知恵を働かせて、どうにかそういう方向がとれるかとれないか

という方向があると思うのです。

それともう一つ、これは全く違う方向ですけれども、大きな流れとして、国の中で

も、いろんな予算の使い方というのが、高齢者に対する福祉予算の使い方と、若年層、

若い人たちに使うあれというのが大分ちょっと変わって、進んできて、差が出ている

わけですね。それで、この税に対する考え方だとかいろんなものについても、なかな

か若い人たちはそういうものに賛成をしない状況が来ているわけです。だから、世代

間の公平さというようなものも考えていかなければいけないかなと、全体的なことを

考えるとですね。そういう中にいろんなことを考えていかないといけないし、そこの

中で費用対効果とか指摘をされておりますので、非常に難しい中の選択ですけれども、

いろんな形でまたご指導をいただけるとありがたいなと思っています。

〇青柳賢治議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） わかりました。先ほどの答弁の中に、新たな取り組みに移行

していくことが重要と考えますということで、課長から答弁があったのですが、新た

な取り組みとは何か考えているような取り組みは、町長がお答えいただければありが

たいです。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えさせていただきます。

行政は停滞しているわけではありませんから、次々に、去年やったところをそのま

まやっているわけではありませんので、今年は新しい展開ができないかということで、

全ていろんなものに挑戦をしております。そういうことでございます。

〇青柳賢治議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） ぜひとも前向きに考えていただきたいと思いますので、よろ
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しくお願い申し上げます。

次に移らせていただきます。

〔「議長、いいですか」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 どうぞ。

〇10番（清水正之議員） ２項目めの話ですけれども、私は項目事項の変更だけで済む

というふうには思いません。昨日、文教厚生委員長のほうから所管事務の調査報告で、

子ども・子育てについて及び少子化と学校のあり方についてということで報告があり

ました。そういう面では、畠山議員はその文教厚生委員会の委員でもあります。嵐山

町の議会は、所管事務の調査に関する一般質問はしないという慣例があります。それ

は、所管事務の各常任委員会の中で十分提案もできると、常任委員会そのものをより

充実するということからそういった方法をとっています。

この項目については、それに触れるのではないかというふうに思うのですが、先ほ

ど、議長は、調査事項の変更でということで話がありましたけれども。

〇青柳賢治議長 質問事項の変更です。

〇10番（清水正之議員） 質問事項の変更でという話がありましたけれども、私はそれ

だけでは済まないというふうに思うのですが。

議会運営委員会でこの件について協議をしたのであれば、まず議会運営委員会の委

員長の報告を、調査結果の報告を受けたいというふうに思います。

〇青柳賢治議長 暫時休憩いたします。

休 憩 午後 １時５３分

再 開 午後 １時５６分

〇青柳賢治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

これより安藤議会運営委員長の説明を求めます。

〔安藤欣男議会運営委員長登壇〕

〇安藤欣男議会運営委員長 それでは、先ほどの清水議員のご指摘について、議会運営

委員会として協議したことをご報告申し上げます。

清水議員からのご指摘のとおり、嵐山町の議会が所管で特定事件で上げているもの

については、一般質問では質問項目に入れるにはそぐわないということできておりま

す。そんな関係もございまして、実は午後１時から議会運営委員会を開いたわけでご
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ざいますが、この子育て支援についてということについては、まさにこの特定事件で

上げていることでございまして、実は正副議長、委員長会議のときにこの問題につい

て、中身のものについては子育て支援とは離れるという判断の中で議論をしませんで

した。ただ、子育て支援についてというこの表題について欠落をしておりまして、ご

指摘のとおりだということの中で会議を開きまた。

清水議員さんは、この中身に入っているのではないかという、委員長報告に学校教

育のこともあるのだから、入っているのではないかというご指摘でございますが、広

く考えればそうかもしれませんが、サタデースクールという新たな考え方の中での提

案でございますので、そこの内容については許可してもいいのではないかということ

に議会運営委員会はなりました。

ただ、表題については、これ決まりがあるわけではないのですが、あるというか、

これにつきましては、表題の変更はどうするのだというもので、議会事務局長にも全

国の議長会にも問い合わせていただいたところでございますが、議長に申し出て議長

が許可することによっての変更でしたら、さしたる問題はないということの中で、表

題だけを変えるということの取り扱いに決定をさせていただきました。

そういうことですので、ご理解をいただきたいというふうに思います。

〇青柳賢治議長 質疑でしょう。

清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 今委員長の報告があったのですが、経過についてはそういう

ことなのだと思うのです。したがって、各常任委員会をより充実させるということか

ら、常任委員会の所管については、その常任委員会の中で提案をしていくということ

で、今までやってきました。そのことが各常任委員会が、より充実するのだというこ

とから始まったことだと思うのです。最終答申というか、その中にも十分反映できる

ということから、そういう措置をとってきたわけです。

今の委員長の話ですと、中身については協議をしていないのだという話ですので、

もう一度議会運営委員会を開いて、きちんと議論をしてほしいというふうに思います。

〇青柳賢治議長 安藤委員長。

〇安藤欣男議会運営委員長 中身については、サタデースクールという、学校教育の問

題について……

〔「協議してないと言っているんだから、それ
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は安藤さんの意見です。だから、その協議

をしてくれということです」と言う人あり〕

〇安藤欣男議会運営委員長 ですから、清水議員おっしゃるのは、特定事件の中でこの

問題は協議できるだろうというご意見なのだと思うのです。

〔「そうじゃないです。中身についてはきょう議

会運営委員会で協議を｣｢議長が説明して」と

言う人あり〕

〇青柳賢治議長 ちょっと私が説明をしますので、議会運営委員会では中身については

問題がないというように協議が決まりました。安藤委員長の報告にそれを追加させて

いただきます。

〔「協議をしていないと｣｢だってそういうふ

うに言ってない」言う人あり〕

〇青柳賢治議長 ここにいらっしゃるわけです、議会運営委員の皆さん。

〔「ですから、協議はしてないと……」言う人

あり〕

〇青柳賢治議長 安藤委員長、どうぞ。

〇安藤欣男議会運営委員長 いいですか、協議はしていないというのは、中身について

は､この一般質問に対するやり方には、配慮すべきだというものには触れないだろう

という捉え方なのです。

ですから、広く考えればそれは何だって広くなりますよ。ですから、これはサタデ

ースクールということの中で、これからの学校のその学力向上について所管の、確か

に所管の委員です。でも、質問を上げたわけですけれども、結局は、そのことについ

ては、学校教育については、中間報告でももうやらないというふうな報告はしていま

す。委員長報告。ですから、あえて、既に……

〔「休憩してください」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 暫時休憩いたします。

休 憩 午後 ２時０３分

再 開 午後 ２時４３分

〇青柳賢治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。



- 66 -

さきに行われました議会運営委員会の報告を安藤議会運営委員長より報告いたしま

す。

〔安藤欣男議会運営委員長登壇〕

〇安藤欣男議会運営委員長 それでは、議会運営委員会からご報告申し上げます。

貴重なお時間を浪費して、申しわけなく思っております。

議会運営委員会では、この畠山議員の２項目めの質問について議論をいたしました。

中身については、このままで議会運営委員会としてはやむを得ないだろうという結論

に至っております。表題は変更するという申し出でございましたので、表題の変更を

させていただきます。

なお、この特定事件の取り扱いをしている内容に抵触を含めたものについては、一

般質問にはそぐわないという今までの嵐山町議会の合意的なものがあるわけですの

で、今後それについては各議員が心して対応していただきたいと。

なお、詳しくは、また全協等でも議論をしてみたいというふうに思いますが、本日

は議会運営委員会といたしましては、表題の変更で質問を続けていただくということ

になりましたので、ご報告申し上げます。

以上です。

〇青柳賢治議長 ご苦労さまでした。

それでは、畠山美幸議員の一般質問を続行いたします。

質問事項２のサタデースクールについて、どうぞ。

〇６番（畠山美幸議員） 大変質問事項の内容が、紛らわしく書いてしまったがために

お時間をとらせてしまって、大変申しわけございませんでした。

第２項目めは、「サタデースクール」についてという表題にかえさせていただきま

した。町立小中学校の児童生徒を対象に、自習形式の補習授業「サタデースクール」

の導入のお考えを伺います。

この取り組みは、児童生徒を対象に、基礎的な学力の向上による学力格差の解消が

目的です。「サタデースクール支援員」を配置し、児童生徒らがつまづいた際に支援

員が学習をサポートするものです。お考えを教育長に伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 それでは、答弁を求めます。

小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 質問項目２につきましてお答えをさせていただきます。
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現在、県内ではサタデースクール、土曜の補修を深谷市、蕨市、朝霞市、狭山市等

で実施しています。深谷市を例に述べてみますと、平成14年度から「がんばルーム」

と呼称して実施しているところでございます。平成14年度は、学校週５日制の完全実

施のスタート年度に当たります。毎週土曜日が休日になるに伴いまして、深谷市では

教えてくださる「ちいきの先生」を公募し、土曜日の午前中につき２回程度、市内19小

学校の児童に国語と算数の学習や遊びを行っています。参加は、児童の自由意思によ

ると伺っております。

現在の状況でございますけれども、「ちいきの先生」によりますと、よい点は、小

学校１年生から６年生まで通った児童がおりまして、１年生のときは落ち着きがなか

ったけれども、継続するうちに落ち着いて学習に取り組めるようになった姿を見て、

やりがいを感じているところ、また反面、４年生になるとスポーツ少年団に移る児童

が増加し、学習に参加する者が減少する。現在10校で「ちいきの先生」が不足してい

る状況でございまして、たびたび募集をするが集まらず、実施できない場合も生じて

いるとのことでございます。

嵐山町について考えてみますと、土曜日にスポーツ少年団に通っている者、学習塾

に行っている者、おけいこごと等に定着していること、また公募で元教員、主婦、大

学生等が年間を通して確保できるか等を鑑みて、現状では実施導入は考えておりませ

ん。将来、土曜日の授業日導入も視野に入れ、国の動向を見据えながら、検討の余地

があれば考えてまいります。夏期休業日、冬期休業日、放課後に実施している先生方

による補充指導を一層充実してまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 教育長のほうでは、県内で取り組んでいらっしゃるサタデー

スクールの例題を挙げていただきましたけれども、私のほうで調べたところは、青梅

市でございました。

青梅市では、小学校４年生から中学校３年生までを対象に、基礎的な学力の向上に

よる学力格差の解消が目的ということです。毎月の第２、第３土曜日の午前９時から

11時まで２時間、実施されているということです。

教科は算数、中学生は数学、国語の２科目、２学年下の内容から始めることで、子

供に自信を持ってもらい、学習意欲を高めることが狙いということで取り組んでいる
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ということが書いてあります。

同スクールでは、各教室ごとに教員免許を持つ青梅サタデースクール支援員を配置

し、基本的には自主形式で行われるが、児童生徒らがつまづいた際は、支援員が学習

をサポートするというものだそうです。

現在、比較的人数の多い２つの中学校区で同スクールを試験的に実施、これには

143人の申し込みがあり、現段階では基本的に希望者全員を受け入れているというこ

とです。2016年中には市内の全中学校区で実施をする予定だということが書いてあり

ました。

この日、この日というのは、これは視察に行った方のお話なのですけれども、スク

ールに参加した生徒らは、計算力がついた、自分のペースで勉強を進められるので楽

しいと笑顔を見せていたという、そういうような内容が書いてありました。

ですので、先ほどの深谷市の取り組んでいらっしゃるサタデースクールというもの

は、「ちいきの先生」ということで、大学生の方、主婦の方、ある程度、お勉強が見

られるような地域の方を利用されているから、ボランティアの方で取り組んでいらっ

しゃるのかなと思いますけれども、私のほうの考え方は、できればこういう支援員さ

んを導入をしていただいて、予算がかかることにはなってしまうとは思うのですけれ

ども、やはり今、貧困格差とかと言われておりますし、勉強におくれている子供さん

がいたりする場合に、こういうものが、土曜日がもう毎週、週４日お休みがあるとい

うことを考えると、すごくそのときが狙い目で、勉強ができるのかなと思います。

ですので、先ほどの答弁の中に、土曜日の授業導入も視野に入れということで、将

来的にはまた復活するときが来るのかどうなのか、その辺は何か見通しがついている

のか、教育長に確認をまたしておきたいと思いますけれども、何か確認ができており

ますでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 私の最後のところで申し上げた土曜日の授業日導入ということに

つきましては、全国的に行われているところの例を聞きますと、データではあるので

すが、平均年３回というのが圧倒的に多い。前にもお答えしたような気がするのです

けれども、これは土曜日に授業参観をして、そして保護者会をやって、月曜日を休み

にするというのが３回なのです。学期に１回ということですよ。本来の土曜日の授業
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ではないと私は思います。だから、本格的に授業をやると、やっぱり３時間やって、

以前のあれに戻すのが本来の土曜日です。

だから、私どもは今後、国の動向に沿わなかったのはそういうことなのです。その

ほうがいいと思います。そうすると、土曜日は復活するということになりますが、そ

れにつきましては、埼玉県内で現在、土曜日に授業をやっているところは１カ所ぐら

いあったかと思うのですが、ちょっとあとで確認をしてみたいと思いますが、現状で

はないのです。

それはどういうことかと申しますと、平成14年のときに、国が土曜日は全部休みで

すよと、子供は家庭に返しますよ、地域で教育するのですよ、そしておけいこごとの

好きなことをやってくださいよ、パパもママも一緒になってってと、そういう視点で

やったところが、10年たったここに来て、また土曜日を復活しようという、こういう

ことなのですよ。

だから、それについていいか悪いか、やっぱりいろんな人の意見を聞き、アンケー

トを聞き、嵐山町をどうするかといったら、やはり私はまず保護者の意見、地域の意

見、そういったものを総合的に判断してやっていくことが、土曜日の導入かなと。

比企郡の校長会でも話題にしたことがありますかと聞きましたら、全くない、今の

段階では。しかし、国ではそういうことができるように、今年の６月ごろ地方教育行

政法を改正いたしまして導入できるようにしたのです。だから、やってくださいよと

いうことが本音だと思います。しかし、やるには、先ほど申しましたように、社会体

育、いろいろなものがもう定着してしまっていますので、とてもこれが非常に難しい。

前にも申し上げましたけれども、例えば、少年野球にしろサッカーにしろ、深谷の

ほうは第１、第４が休みです。こっちは第２、第３がといったら、試合にならないで

すね。そういうこともありまして、これを導入していくのは非常に、いろんな課題を

クリアしていかなくてはいけないということで、現状ではいろいろ検討しながら考え

て、今のところはだから土曜日授業は考えておりません。そのかわりに、やはり学力

差はございます。もうこれは当然です。よく下の学力のいかない子供に目を向けるこ

とももちろん大事なことです。そういうやっぱりできない、力のない子に補修をして

あげる、これはふだんの授業でも本来は必要なのです。そして、多分、今後やっぱり

学校でも先生方と校長会、教頭会とも連絡をとりながら、ふだんのときにも、例えば

きょうの授業でわからなかったら先生が見てやるよと、そういった嵐山町の学校にし
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たいと思っています。

これは、先生方の指導の中で、何かあると中学校はすぐ部活、部活、部活と、こう

いうふうに、何でも部活となるとそういうことができなくなってしまう。だから、例

えば一つの方法としては、週１回ぐらいは、これは理解が得られるかどうかわかりま

せんよ、これは私の個人的見解で、部活をなしにして補修をしましょうとか、それは

可能だと思います。

今後の、これはいろんな考え方があるので、児童、生徒が減っていく中で、嵐山町

の中学校は県の大会にもなかなか団体戦で活動できないような状況になってきている

わけです。そういった中で、大会そのもの今後検討されると思いますし、子供たちも

学力の問題については、夏期休業、冬期休業、春期休業等を使いながら、可能な範囲

でそういった時間をとれればと。そこに今言ったサタデースクールにあるような地域

の方で、例えば一緒になって春休みとか夏休みやりますよと言えば、それは可能かも

しれません。

例えば学校応援団、学校応援団は県教育行政重点施策の中に、既に学校応援団では

学習活動への支援というのがあるのです。その一つが補修支援であります。これは今

嵐山町では、小中学校とも学校応援団が非常に盛んになりました。朝の登下校のいろ

いろ見守りから始まって、でもこの学習については、まだ多分導入されていないと思

います。しかし、この学習支援も、やはり誰でも教えられますよということではあり

ません、人間関係ですから。やはり教育に経験のある方とか、そういうやっぱりトラ

ブルないようにするには、やはりもと教員のほうがやりやすいかもしれません。しか

し、深谷市は公募して、青梅市も公募して、それなりの方を集めてやっているという

ことですから、素晴らしいと思います。しかし、これとサタデースクールを結びつけ

るかということについては、今のところ嵐山町ではサタデースクールは考えておりま

せん。しかし、ふだんの中で、補修はまず第一に学力のすぐれていない児童生徒に対

する対応は、今後検討していかなければいけない。あわせて、学力のある子に対して

も、やはり、さらにという指導も必要かもしれません。

これは、やはり一人一人の目指す教育というのはそういうことです。その辺につい

てもいろいろと検討しながらやっていきたいかなと思っていますので、まだまとまっ

ていませんけれども、一応考えを述べさせていただきました。

以上です。
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〇青柳賢治議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） すぐすぐの導入は厳しいということで、しかしながら本当に、

前にも私は貧困の子供にということで、学校で補修をやってもらいたいというときに

答弁をいただいたのが、さっき教育長からも答弁いただいたとおり、夏期休業日とか

冬期休業日の補修授業とか、そういうのに声をかけてやっていますという答弁をいた

だいておりましたので、本当に嵐山町の中学校区におかれましては、よくやっていた

だいているのかなと思いました。しかしながら、こちらのサタデースクールというも

のも、土曜日やはりちょっと子供さんによっては、行くところがなくてふらふらして

しまっているお子さんとかもちょっと見受けたものですから、こういうのがあると週

１回でも集中してそういうところに行けて、お勉強ができるといいのかなと思いまし

たので、今後検討していただければと思います。週２回、３回はなくて、先ほど教育

長もおっしゃったとおり、週に土曜日１回とか考えていただければなと思っておりま

すので、また今後よろしくお願いしたいと思います。

こちらは以上で終わりにいたします。

次の３番目に移らせていただきます。

〇青柳賢治議長 どうぞ。

〇６番（畠山美幸議員） 第３番目は、選挙の投票率アップ対策ということについて質

問をさせていただきます。

この20年間で、公職選挙法の改正により期日前投票制度の創設や投票時間の延長等、

投票しやすい環境づくりが進められてきました。しかし、町民の皆さんの行動範囲と

生活パターンも変化していること、高齢化が進んでいることなどから、それらに見合

った投票の見直しが必要と思います。有権者の皆さんにとって「政治参加の原点」で

ある「投票に行っていただきやすい環境」を整えることが必要であります。

そこで伺います。（１）、駅構内や大型スーパーなどでの投票会場、（２）、投票啓発

のＰＲについて、（３）、期日前投票の宣誓書の事前配布（パソコンにアップするなど）。

以上です。

〇青柳賢治議長 それでは、小項目（１）から（３）の答弁を求めます。

井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 それでは、質問項目の３の（１）からお答えをいたします。

投票所の指定につきましては、公職選挙法第39条の規定により「投票所は、市役所、
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町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける」こととされておりま

す。現在、嵐山町は投票所は町内12カ所を指定しております。また、期日前投票所に

つきましては、役場町民ホールの１カ所を指定しております。

ご質問いただきましたその他施設につきましては、人員、会場の確保、二重投票を

防止するための住基ネットワークの設置等、幾つかの課題がございますので、今後、

実施市区町村を状況調査等を行い、検討してまいりたいと思います。

今後とも投票環境の改善、選挙人の利便性の向上に努めてまいりたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。

次に、質問項目３の（２）につきましてお答えいたします。啓発活動につきまして

は、毎年の成人式におきまして選挙管理委員会の委員長が出席をし、選挙に関する話

と啓発チラシの配布を実施しております。一般の選挙人の方に対しましては、嵐山町

の会場で標語、ポスター入りポケットティッシュ等を配布しております。若年層に対

しましては、中学校の生徒会の役員選挙に際して、投票記載台、投票箱の貸し出しを

行い、選挙を身近に感じてもらえるように働きかけをするとともに、県選挙管理委員

会による選挙啓発出前講座も実施しております。

また、小中学生及び高校生に、夏休みの課題として標語、ポスターを作成していた

だき、コンクールを実施し、提出された作品につきましては、毎年、エントランスホ

ールに掲出を行い、一般の方への啓発を実施しているところでございます。

選挙時啓発につきましては、ホームページ、町広報紙あるいは町内回覧、防災行政

無線、公用車ドアへのマグネットシールの活用、町内公共施設には大型ポスターの掲

示、選挙名入りのポケットティッシュ等の啓発物資の配布を実施しているところでご

ざいます。

今後とも以上のような啓発活動を重ねていくとともに、若年層や有権者の皆さんに

選挙に関心を持っていただけるように、啓発の効果を検証し、さらにインパクトのあ

る啓発に向けての方策を検討してまいりたいと思います。

次に、質問項目３の（３）につきましてお答えいたします。現在、嵐山町で使用し

ております宣誓書兼請求書につきましては、埼玉県選挙管理委員会連合会による期日

前投票事務処理カード、Ａカードを利用しております。連合会の様式といたしまして

は２種類ございまして、嵐山町で使用しておりますものと期日前投票宣誓書兼請求書、

Ａ４判のものがございます。宣誓書の事前配付につきましては、ホームページに掲載
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されたＡ４判の様式をダウンロードして記載後、期日前投票所に出向くという方法を

とっている市区町村選挙管理委員会がございます。

ご提案の期日前投票の宣誓書の事前配付につきましては、実施している市区町村の

状況調査等検討を行いまして、選挙人の利便性の向上に努めてまいりたいと考えてお

ります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） では、（１）から再質問をさせていただきます。

駅構内や大型スーパーなどにも投票会場をということでお話をさせていただきまし

たが、本町におかれましては12カ所も設置していらっしゃるということで、本当に広

範囲に設置していただいているなということで、安心はしました。

しかしながら、そうはいってもなかなか投票率がどうなのかなと思いまして、きの

う資料のほうを総務課のほうからいただきまして、平成19年の知事選では34.53％、

23年が31.67％で、県の平均は27.67％ということで、本町より全然低いのですけれど

も、でも19年と23年を比較すると、やはり2.86ポイント下がっている。そして、平成

21年、24年の衆議院選挙も、比較をしてみますと、21年のほうでは71.2％、国と県は

69％、66％ということで、嵐山町におかれましては71.2％ということで、県や国に比

べると平均を上回っています。しかしながら、やっぱり24年のほうは63.28％という

ことで7.92ポイント下がり、でも国と県から比べると10ポイントまではいかないです

けれども、８ポイントぐらい上回っているということで、嵐山町としましては、投票

率は毎回下がってはきているものの、国や県の平均は超えているなということで、先

ほどの（２）のほうのことと一緒になってしまいますけれども、いろいろな啓発、広

報をしてくださっているおかげなのかなとも思いますので、これにつけ加えてどうの

こうのということは、私のほうでは何も用意してはいないのですけれども、嵐山町に

おいてはなかなかいい数値で頑張ってくれているなと思いました。

ですが、やはり若い人とか投票に行かない人が多く見受けられますので、できれば

目につくような駅構内ですとか、大型スーパーなどでやっていただくのも手ではない

のかなと思いますけれども、何かこういうところでやるに当たり、こういうところが

難しくでできないとか、こうだからできるとか、何かそういうようなお話があれば伺

いたいと思います。
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〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 お答えいたします。

まず、投票所を設置するに当たりまして検討する事項といたしまして、投票の秘密

が侵されることがないか、投票の秩序が確保できるか、受付等能率的に処理できるか、

そういった観点が考えられますので、そうすると一定面積の施設が必要になるという

ものでございます。

また、同時にその施設が投票所として、一定期間、優先的に使わせてもらえるよう

な施設でなくてはいけないと、そういうこともございます。さらに、利便性のいい場

所、それから二重投票を防止するため、先ほどもちょっと申し上げましたように、住

基ネットワークの名簿対象がございますので、そこのネットワークの敷設もしなくて

はいけない。さまざまな今申し上げた問題がございますので、そういった場所が確保

できればそういったことも可能ということでございます。

ただ、町内の今スーパー等を考えた場合、今も私が申し上げましたその条件に合致

するようなところが、ちょっと合致しないのではないかなという、私の個人的な意見

としてはそういうふうに感じております。

以上です。

〇青柳賢治議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） いろいろ厄介なことがあるようなので、現状のままで、今後

検討していただけたらと思います。

また、マイナンバー制度も29年から始まりますので、またそのときに合わせていろ

いろまた検討していただきたいと思います。

周知の仕方ですけれども、（２）のほうに移らせていただきます。

〇青柳賢治議長 どうぞ。

〇６番（畠山美幸議員） こちらにはポスター、嵐山まつりでの標語だとかポスターだ

とかポケットティッシュを配布しているだとか、コンクールをやっているとか書いて

ありますし、あとホームページ、町広報誌、あと公用車にいろいろとマグネットを利

用されて、公用車に健診をしましょうとか、選挙に行きましょうとか、そういう形で

啓発してくれていて、これはいい取り組みだなと思っておりました。

ここに書いていないのが、先ほど言ったのは、民間でも投票ができればというお話
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はしたのですが、いろいろな問題点もあるみたいなので、できればそういう大手スー

パーさんなどに、投票に行きましたかとかそういうような立て看板ですとか、そうい

うものは立てられるのでしょうか。一応そういう検討をなされたのか、お伺いしたい

と思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 お答えいたします。

立て看板等の大型スーパー等の依頼については、考えておりませんでした。ただ、

今のお話の中で、今区長さんのところにお願い、地域担当でつい先日伺ったわけです

けれども、各区には大型のポスターを張っていただくようにお願いをしてございます

ので、各集会所あるいは目につくような場所に張っていただけるのだというふうに思

います。また、スーパーにも、ポスターの掲示依頼ということは多分できると思いま

すので、その辺についてはちょっと検討をさせていただきたいなというふうに思いま

す。

以上です。

〇青柳賢治議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） ぜひよろしくお願いしたいと思います。

（３）のほうに移りますが、宣誓書なのですけれども、これはやはり高齢者の方が

多いのですけれども、こちらに来てその宣誓書を書くのがすごく緊張するのだよって

いうお話を伺いました。しかしながら、町の対応は緊張して書けない方の代筆はして

いるのですよというお話は伺ってはいるのですけれども、やはり手間をかけさせるっ

ていうことで、高齢者の方々もすごく気にかけてくださるので、できれば近隣市町村

でもわりかし期日前の宣誓書をパソコンなどにアップをしたりとか、あと、はがきが、

今１枚のぺらで、さっきお話ありましたうちの形は、Ａカードという種類ということ

で伺っております。

ぺらの１枚のはがきで２人の選挙者が投票できる選挙カードがついているわけなの

ですけれども、例えばのりづけになっていて、広げるタイプになっていて宣誓書がつ

くというような形にした、近隣でそういう町もあるようですので、その辺の検討など

なさったかどうなのかお伺いしたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。
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井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 今回の選挙に関しては、今ご指摘のような点については、考えて

おりませんでした。また、近隣でそのはがきを圧着して、そのような方法を使ってい

るというようなことはお聞きしたことはございますが、今回そのような形にしますと、

たまたま持ってきましたけれども、これが入場券でございます。これはＴＫＣという

会社が、埼玉県の住基ネットワーク、クラウド化した関係で、ＴＫＣが今やっている

わけですけれども、そこの統一の様式でございます。

そこのところに、みんな今こんな形になっていると思います。その違う様式で配布

したところは、そこにまだ加入ができていないところ、県内でほとんどの市町村がそ

のクラウド化に参加するわけですが、平成25年の10月から始まりまして、最終は28年

くらいまで、それぞれの市町村の都合により、契約等の都合により、参加する時期が

ばらばらになっております。

今回、仮にもしこれをＴＫＣのほうに嵐山町だけ特注で発注するとすると、金額が

随分はね上がってしまう。費用についてもはね上がってしまいますし、これを作成す

るに当たって圧着するということは別の様式になりますので、そういった費用が加算

されてしまう。

そういうこともございますので、先々そういった方法も一つの方法だとは思います

ので、これからの課題とさせていただきたいなというふうに思います。

以上です。

〇青柳賢治議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 今、本当に市町村でクラウド化を進めておりますので、28年

ごろに一斉に、加入が済んだ時点で、そういうところの検討をなさってくださるとあ

りがたいなと思います。

ですけれども、先ほどお話ししましたように、ホームページへのアップなどできれ

ば、これは簡単なことだと思いますので、早急にやっていただけたらと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。

こちらは以上で終わりたいと思います。

そして、大項目の４に移らせていただきます。

〇青柳賢治議長 どうぞ。

〇６番（畠山美幸議員） 鬱・自殺者対策についてでございます。
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鬱病の患者さんは、実際に自殺を実行する前に、さまざまなサインを発することが

あります。家族など周囲の人は、そうしたサインに気づくことで自殺を未然に防ぐこ

とが可能となります。

そこで、そんなときに本人、もしくは家族が簡易なチェックができて、専門機関に

つなげるためのこころの体温計があります。これはパソコンもしくはスマートフォン

から診断できます。導入のお考えはあるかお伺いいたします。

〇青柳賢治議長 それでは、答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 それでは、質問項目４につきましてお答えをいたします。

鬱・自殺者対策につきましては、今年度は県の地域自殺対策緊急強化事業補助金を

利用して、心の健康度がチェックできる「ストレス反応レベルセルフチェックシート」

等が記載されたリーフレットを作成し、広報９月号とあわせて毎戸配布をさせていた

だきました。また、広報には、「埼玉県こころの電話」や「埼玉いのちの電話」等の

電話相談窓口も紹介をさせていただいております。

ご質問のありました「こころの体温計」につきましては、埼玉県内では13市町で導

入をしており、近隣では吉見町が導入し、町民の心の健康について活用しているとい

うことであります。

当町におきましても、町民の鬱病や自殺者への対策という観点から、県内市町での

利用状況や活用状況等をよく確認、検証した上で、導入について検討していきたいと

考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 先ほど課長のほうから答弁をいただきました心の健康大事に

していますかという、これが県で補助率100％でつくったものだと思いますけれども、

こちらのチェックでもいろいろと調べることはできるのですが、こちらを見る限り、

これをチェックしたからではどこに、自分はちょっとストレスが感じているなといっ

たときのつなげる場所が、これには何も記載がないというのが、ちょっと残念だった

なと思いました。内容は全然いいのですけれども、その点についてがちょっともった

いないなっていうのがありました。

私が今回提案しました「こころの体温計」といいますのは、先日８月１日に認知症
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チェックというのがパソコンにアップするように、嵐山町はなったと思うのですけれ

ども、あれと同じような形式で鬱病の自分の心の状況、また「赤ちゃんママモード」

というのがございまして、赤ちゃん、育児をしているお母さんの産後の不安な心の健

康状態を簡単にチェックをするという機能もあります。そして、今問題になっていま

すアルコール依存症とか薬物依存症とか、そういう関係のものも、そちらでチェック

ができる。

やはり、周りの人がちょっとおかしいなと思ったときに、私も今年のお盆休みの後

だったのですけれども、町内の方で、ご主人がお盆休みに入った途端に、毎日毎日お

酒を飲んで、もうお金を隠してもどこかからか見つけて、夜お酒を買いに行って、仕

事に行かなくなってしまったという相談を受けました。それを町のほうに問い合わせ

ましたら、そういう窓口は保健所しかないということで、保健所に行っていただくよ

うにお話はしたのですけれども、なかなか保健所に夫を連れていくことができないと

か、いろいろとちょっと大変だったのですけれども。

結局のところは、何とか抜けて、今は更生をされましたけれども、そういう方が町

内におられました。そのときに、何かどういうふうに相談をしたらいいのかなとか、

どういうところにアドバイスをもらったらいいのかなということが、本当にこのパソ

コンとかスマートフォンから入っていき、今こういう状態だというと、全国精神保健

福祉センター電話相談ですとか、アディクション問題を考える会、アルコール依存、

薬物依存、摂食障害、ギャンブル依存、買い物依存のアディクションに関する相談を

受けておりますというところにつなげてくれたりとか、あと断酒会、全日本断酒連盟

とか、そういうようなところが、自分がアンケートに答えていくと紹介をしていただ

けます。ですので、やはり取りかかり、こういうものがツールがあるということは、

いろんな今心に不安を抱えている方が多いので、必要だと思うのですけれども。

鬱病のことをお話ししますと、精神疾患が原因で自殺した人のうちの約３割が鬱病

に該当したという結果が報告されています。つまり、鬱病は死にかかわる問題なので

すということで、世界保健機構、2002年のちょっと古い資料にはなっているのですけ

れども、自殺の原因とされる精神疾患の割合が、鬱病というものが30.2％、そしてア

ルコール依存症を含む物質関連障害が17.6％、あと統合失調症が14.1％、パーソナリ

ティ障害、人格的障害13.0％、その他が25.1％ということで報告がありました。

鬱病の患者さんはよく消えてしまいたい、車にでもはねられたら楽になるだろうと
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いった言葉を口にします。これは、希死念慮といって自殺を考えることはあってもす

ぐに行動に移る段階ではありませんという、またすぐ自殺をするという行動に走らな

い状態だけれども、車にはねられたら楽だろうなとか電車に飛び込んだらどうだろう

なとか、そういうことを口にするときがやはり危険信号で、こういうときに家族が気

がついたりして、こういうところにつなげていくというのが大事なことだと思うので

すけれども、町長どのようにお考えになるのでしょうか。導入についてどのようにお

考えでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 尊厳をされるべき人の命、そして一番大切にしなければいけない親か

らいただいた大切な命、これをその病気だとかあるいはそのほかの理由で、自分から

絶たなければならない大変な状況下に追い込まれている、そういう状況だと思うので

すね。そういう状況をご指摘のように、町でもしかも県でもご指導をいただく中でや

っているわけですけれども、町でやったものはちょっと欠陥があるではないかという

ご指摘をいただきました。おっしゃるような状況だと、そういうことになるかなとい

うふうに思います。

ですから、これをさらに効果的なものにするのには、後で相談体制がしっかりでき

ていなければいけないということだと思うのです。そして、今お話の「心の体温計」

等も含めた対応策ということについては、答弁をさせていただきましたように、いろ

いろほかのところでもやっているということでございますので、確認、検証と話しま

した。そういうことを重ねて、それで今後導入について検討していくという係の答弁

がございました。そういうことで、町としては進めていければというふうに考えてお

ります。

〇青柳賢治議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 本当にぜひともよろしくお願いいたします。

以上で終わりたいと思います。

〇青柳賢治議長 一般質問の途中でございますが、この際、暫時休憩いたします。

再開の時間を３時40分といたします。

休 憩 午後 ３時２７分
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再 開 午後 ３時４０分

〇青柳賢治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◇ 大 野 敏 行 議 員

〇青柳賢治議長 本日、４番目の一般質問は受付番号４番、議席番号２番、大野敏行議

員。

それでは、質問事項、地域の環境整備についてです。どうぞ。

〔２番 大野敏行議員一般質問席登壇〕

〇２番（大野敏行議員） ２番議員、大野敏行です。通告書に基づきまして一般質問を

させていただきます。

私の質問は１点でございます。地域の環境整備についてということでございます。

特にその中でも自助、共助、公助、これらの点に絞った中での質問をさせていただき

たいというふうに思います。

一昔前の地域では、農道や水路、公園等の整備を自分たちの手で自主的に行ってい

ました。まさに自助、共助を実践していたわけです。ここ近年では、少しのことでも

行政にお願いする傾向にあるように見受けられます。町で行われなければいけないこ

と、まさしくこれが公助でございます。そして、地域にやっていただきたいこと、自

助、共助でございます。こういった点から町の考え方をお聞かせいただきたいと思い

ます。

記としまして、誰が、いつ、どこで、何を、どのようにしてほしいのか、またする

のか、同時に町ではどのようなバックアップをしていただけるのか、この点について

お尋ねしたいと思います。

〇青柳賢治議長 それでは、答弁を求めます。

初めに、根岸まちづくり整備課長。

〇根岸寿一まちづくり整備課長 それでは、質問項目１につきましてお答えいたします。

現在、町では道路の路肩の草刈りにつきまして、１、２級町道や主要な町道につい

て路肩管理事業として草刈りを実施しておりますが、嵐山町の道路延長は約439キロ

メートルあり、全ての町道の草刈りを行うことは不可能な状況にあります。しかしな

がら、以前の道普請のような活動により、地域住民が連携して町の草刈りを行ってい

る地区もあると聞いております。また、区長からの要望により町で砂利を支給し、地
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域住民が連携して町道の敷砂利を行っている地区もあります。

埼玉県では、県が管理する道路の清掃美化活動を行う、彩の国ロードサポート制度

を実施しております。地域住民等が団体登録をして清掃活動等を行っており、県では

この活動を行う団体に対し、軍手の支給や活動に必要な範囲での協力を行っておりま

す。町でも、道普請のような活動を復活していただき、地域に密着する生活道路の路

肩の草刈り等を行っていただければ大変ありがたいと考えております。

このような活動を行うことにより、生活道路の健全活動を通じて地域住民相互のき

ずなが深まり、住みよい地域コミュニティーづくりにも貢献できるのではないかと考

えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 質問項目１につきましてお答えいたします。

農村地域では、以前から水田の用水を利用する方々が水利組合をつくり、ため池や

用水路の草刈り、しゅんせつ等の保全管理を行っていただいております。しかしなが

ら、近年の農村地域の過疎化、高齢化、混住化等の推進に伴う集落機能の低下により、

地域の共同活動によって支えられているこれらの保全管理に支障が生じつつありま

す。

一方で、町内に多数存在するため池の草刈りといった保全管理を町が肩がわりする

ことも困難な状況でありますので、水利組合等の農業者の方のみならず、地域の方々

が協働、連携して農村環境の保全に努めていただければ大変ありがたいと思っており

ます。

バックアップということでございますが、農業者と農業者以外の方々が協働して農

地、農業用水等の保全管理と農村環境の保全の取り組みに対して助成される「多面的

機能支払交付金」の制度があります。現在、土地改良区、土地改良組合を中心に、７

地区でこの交付金を活用して、農業用水等の保全管理が行われております。

７地区以外の農村地域につきましても、農業用水等の保全管理が円滑にできるよう、

支援できる仕組みづくりを検討してまいります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 第２番、大野敏行議員。

〇２番（大野敏行議員） 町には住宅がいっぱい建ち並んでいる都市部と言われるとこ
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ろと水田とか畑のある農村部という２つに分けられるかなというふうに思います。

都市部においては、より皆さんが使われる頻度が高いものですから、公助でやって

いただく割合が多いのかなというふうには考えます。しかし、農村部に目を転じます

と、そこを利用する方はより農業に関連する方が特に使っているかなということでご

ざいます。そこに対して、絞った形の中で再質問をさせていただきたいなというふう

に考えております。

まず、今この答弁にもありましたように、土地改良区、土地改良組合を中心に７地

区でこの交付金を活用してということで保全管理が行われていますという答弁でござ

いました。この土地改良区、土地改良組合は、その農村地域の中のどの範囲までこの

金を使ってそういった活動が許されておるのか、まず実態をお聞きしておきたいと思

います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 活動の範囲でございますが、農地ののり面の草刈り、あるい

は水路の泥上げ、ため池等の草刈り、それから農道等への砂利などの砂利敷き、それ

からあと環境整備といたしましては、花壇の植栽、こういったものが活動範囲に入っ

ております。

以上です。

〇青柳賢治議長 第２番、大野敏行議員。

〇２番（大野敏行議員） ちょっと聞き方が一歩踏み込んでいなかった聞き方をしてお

ったものですから、以前は土地改良をされた範囲の中で使えますよといった交付金が

あったような気がします。今は、町が主体となって出していただいておるものですか

ら、土地改良されなかった部分、要するに谷津田であったり、そういった部分でもこ

の金を使った活動はできるのか、そこは土地改良組合の範疇ではないよということに

なるとできないのか、それをちょっと確認だけさせてください。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 土地改良区以外の部分につきましても、例えば谷津にあるた

め池等ございます。そういったものにつきましても、ため池になる水は改良区のほう

に流れ込んできますので、そういった部分につきましても当然対象になります。
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以上です。

〇青柳賢治議長 第２番、大野敏行議員。

〇２番（大野敏行議員） そうすると、ほぼ全地域をカバーできるものというふうに考

えます。

そこで、今その土地改良組合やその水利組合と呼ばれる中で、公の大きなところは

組合活動の中で結構自分たちの手でその金を使って修理、保全管理をしておるのです

けれども、より細かいところについてはなかなか恐らく手が入っていかなくて、町の

ほうに、うちのこういったところが壊れてしまったので、直してもらえないだろうか

というようなこと、これは道の部分を含めてそういう要請が結構来ているのではない

のかなというふうに思うのですけれども、割合としてはどのぐらい来ていますでしょ

うか。

それぞれ道の部分、それからそういったあぜでも、実はどの地域でもそうなのです

けれども、土地改良組合の中に俺は入らないよと、自分のことは自分でやるのだとい

う者がどこにもいるのですね。入らない範疇の中で、なかなか組合ができないでいる

のですよ。そう人は恐らく町のほうに、何とかしてくれよと言ってきているのではな

いのかなというふうに思うのですけれども、その辺の実態をちょっと教えていただけ

ればありがたいかなというふうに思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 農政関係のほうなのですけれども、ちょっとそういった実態

については、全体としては把握しきれておりません。

以上です。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

根岸まちづくり整備課長。

〇根岸寿一まちづくり整備課長 道路関係につきまして年間を通して約10件から15件ぐ

らい、路肩の草刈りですとか道路の崩れとかの修理の依頼があります。路肩の草刈り

につきましては、現地を確認して委託業者にお願いをして草刈りをしたりとか、道路

の崩れたところにつきましては、業者に依頼をして修繕をしたり等しております。

以上です。

〇青柳賢治議長 第２番、大野敏行議員。
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〇２番（大野敏行議員） 一番最初の質問でも言ってありますように、昔はそれぞれの

地域に小集団がありまして、小集団活動を盛んにしていたわけです。一般企業でもＱ

Ｃサークルというものがあって、品質管理を中心に、私は営業マンでしたけれども、

やっぱりＱＣサークル活動をしておりました。

この自治体においても、それから住民においても、その小集団活動というのはやっ

ぱり必要な部分なのですね。その小集団活動をいかにするか、させるか、行政として

そういったものを指導していくかによって、町に委ねてしまう、町にお願いをしてし

まうことが、それぞれの中でもっとできるのかなというふうに、私は考えております。

今、町で、例えば地域に対して、そういったものを依頼をかけるとした場合に、ど

この部分にご依頼をかけるのでしょうか、町のほうは。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

根岸まちづくり整備課長。

〇根岸寿一まちづくり整備課長 お答えいたします。

昔の道普請のような活動に関しまして、最初は地区ですとか、先ほどちょっと答弁

の中にもありましたが、草刈り等を実施している地区もあるということですので、そ

ういう地区に対しまして協力の依頼をまず最初にしたいと考えております。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 第２番、大野敏行議員。

〇２番（大野敏行議員） 今それを実践している地域は、地区長さんに対してでしょう

か、それを実施している団体の責任者に対してでしょうか。そこの実態を知りたいの

ですよ。次の質問に関連していきますので、ぜひそこらがわかれば教えてほしいなと

思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

根岸まちづくり整備課長。

〇根岸寿一まちづくり整備課長 お答えいたします。

最初にその草刈り等を行っている地域の代表の方というのですか、そういう方をち

ょっと教えていただいて、その方に最初お話をさせていただければと考えております。

〇青柳賢治議長 第２番、大野敏行議員。

〇２番（大野敏行議員） なかなか、地域には区長さんという方がどこの地域にもいら

っしゃいますよね。区長の範囲は広範囲に渡っていて、大変かなというふうにも思っ
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ております。今、現在、実施している地域にはもうそういう組織があるものですから、

その取りまとめをしているようなリーダーがいらっしゃって、できているのですね。

まだまだそういうリーダーがいない地域が、恐らくたくさんあるのだろうなというふ

うに思います。それぞれの地域で自主活動をするためには、リーダーをやっぱり養成

をしていかなければ活動は無理なのではないのかなというふうに、私は感じておりま

す。

今、私の頭の中にある嵐山町の農村部分で一番細かな、小さな集団は何かといった

ら、農家組合なのですね。農家組合というのは、菅谷部に27組合、七郷部に22組合あ

ります。大体１組合が５人から10人くらいの組合です。これは、埼玉中央農協の組織

なので、行政は絡んでおりません。昔は、農税組合というのがあって、それは農家組

合とダブっていたというか、そこを通じて小集団活動をしておったのですよ、実は。

農税をしよう、しようというだけではなくて、地域の小集団活動がその農家組合とリ

ンクしていたのです。こういった活動組織がありますので、町も積極的にそこいらに

話しかけて、地域の小さな問題点ですね、特にこれから農村部で草刈りが本当に大変

な問題になってくると思います。

私の住んでいる地域でも、農家で田んぼを持っている、畑を持っている、前にも話

したと思いますけれども、自分ではどうしてもそこの草刈りができなくなっているの

で、町に寄附したいと、でも町も寄附されても困りますよね。町は、農地は受けつけ

ないということでお断りをしたのですね。当時、私は志賀の水利組合長で、そういう

ところを何とかどうにかできないかねと言われました。地域のある方にお願いをして、

管理をしてくれるかいと言ったら、やりますよと、無償で貸してくれるならやります

よということだったのですけれども、それがそういうことでこちらからヒートバック

をしたら、当然兄弟からおじさんからおばさんからいまして、ただで町に提供したと

いうのは、欲しい人も多いのだから困るよというので、その話はなくなったのですけ

れども、でもそういう話は１件だけではなくて、恐らくこれからどんどん出てきます

よ、町のほうに。そこでやっぱりそういった活動を、地域の環境整備を自分たちの手

でしていく、させる、この算段をやっぱりしていかなければいけないのかなというふ

うに思います。

先ほど、実際にやられているという地域があるというふうにお聞きしました。町で

は全体にそういったことをお願いすると同時に、こういった地域をモデル地域として、
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モデル地域としてそのモデル地域がやっていることを顕彰した、成功事例として顕彰

した発表会でも全体の中でやられていたらいかがなのでしょうか。そこいらのお考え

があるかどうかちょっとお尋ねしたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 大変いいご提案をいただきました。大変不勉強で、農家組合というの

は何名ぐらいいて、菅谷地区27とかいうお話、七郷で、北部地区は幾つとか、そうい

った小集団活動をもっと活性化させると、それにはどうするという一つの提案でござ

います。それで、実際やっているところも、こういうのは小集団が中心になってやっ

ているのかどうかあれですけれども、もしそういうようなことであったり、あるいは

そうではなくても、そういった活性化が図られているところをもっとＰＲをして、そ

のほかのところにも見ていただいたり発表会をしたりとか、あるいは何か、インセン

ティブと言うとちょっと違うかなと思うのですけれども、そういうようなものをやっ

て、やりやすい雰囲気をほかの地域にも誘導していくということというのは、大変貴

重なのかなというふうに思います。

この話の前提として、大野議員さんなんかもいつも思ってくれているのだと思うの

ですが、嵐山町のこの豊かな自然、そして田んぼ、畑、山、こういうものをどう次の

世代に引き継ぐか、それには今言ったような骨折りを今やっておかないと次の世代に

引き継ぐことができない。今だめになってしまったらだめなわけですから、どう今を

こう生かしていくか、大変大きな課題です。

ちょっと話は横にそれますけれども、先日、シルバー人材センターの話を聞きまし

た。草取り、草刈り、こういう人たちの人数が減ってきてしまった。それで新しい人

が入ってくれないというようなことで、受けているものを全て消化するのがどんどん

おくれていってしまうという話を聞きました。

嵐山町でも区画整理の地域をはじめとして、脇の道路の草刈りだとかいろんなとこ

ろの草刈りをお願いしたり、通学路の草刈りをお願いしたり、いろいろやっていただ

いておりますけれども、それらもそういう状況です。

ですから、今までやっていただいていた人も、もうできないよというシルバーの人、

そして１週間５日出ていたのが１週間を３日にしてくれ、２日にしてくれというよう

なことになってくるというようなことになってきますと、町にお願いをして、町はシ
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ルバーにお願いをして、さっきの重機の話ではないですけれども、一番最後のところ

の行き着くところというのは、やる人が足りない、いない、できないということにな

りはしないかということになってしまう。

ですから、その前に、今お話をいただいたようなこの地域の小集団、これをどうに

か活性化を今のうちの図れるように、町のほうでもいろんな形で担当を中心として研

究を重ね、また地域の皆様方のご意見、ご指導をいただきながら、ぜひ生きた地域活

動ができるようにやっていきたいというふうに思いますので、議員さんもさらにご指

導いただければありがたいというふうに思っています。

〇青柳賢治議長 第２番、大野敏行議員。

〇２番（大野敏行議員） ただいま町長から前向きなご回答をいただきました。もう一

つだけちょっと伝えておきたいというか、しゃべっておきたいことがありまして、農

家組合長さんも１年ずつでかわっていってしまうのですよ、実は。１年ずつでかわっ

ていってしまうものですから、俺のときにはぐずぐずしていて次に回しちゃうべとい

うような傾向があるのですね。私は、地域のリーダーは区長さんだと思っているので

すよ。どこも自分たちの地域のことですから、私がああではない、こうではないとと

やかく言う必要はないのですけれども、やはり複数年、最低でも２年、どんな役でも

やっていかないとなかなかうまくそれが回っていかないと、いろんな経験の中から私

はそう思っております。ぜひそういったリード役を町にやっていただきたいというふ

うに思います。

まちづくりは町長が一人でするのではないし、職員でやるのでもない、また我々議

員がやるのでもない、町民が全体となってまちづくりしていくということが一番大事

であるし、それが自分たちの地域に愛着を持って誇りを持てることだなというふうに

感じております。ぜひ軌道に乗るまでの間は、どんなことであっても、やはり町が先

頭に立って旗振り役をやっていただきたいと。これだけは切にお願いをしておきたい

というふうに思います。

やってくれるでしょうから回答は結構でございます。よろしくお願い申し上げまし

て、質問を終わります。

〇青柳賢治議長 どうもご苦労さまでした。

◇ 渋 谷 登美子 議 員
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〇青柳賢治議長 続いて、本日、最後の一般質問は受付番号５番、自席番号13番、渋谷

登美子議員。

初めに、質問事項１番、障害者支援の今後についてからです。どうぞ。

〔13番 渋谷登美子議員一般質問席登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） それでは、第１番に、障害者支援の今後についてから始め

ます。

第２期障害者計画は平成24年から29年までとして策定され、第３期障害者福祉計画

は平成26年度までであり、第４期障害者福祉計画は平成27年から29年度までとして策

定されます。

（１）ですけれども、第３期障害者福祉計画は今年度で終わるわけですけれども、

その評価、検証はどのようにするのか伺います。

その次、（２）ですけれども、障害者雇用促進法による町事業者の障害者雇用状況

をどのように検証するか、町事業者が障害者雇用を促進しやすくするために町の就労

支援を援助する方法を伺います。

これなのですけれども、２のほうなのですけれども、資料をおつけしているのです

けれども、これはこの一般質問をするに当たって、健康いきいき課等にお願いしてつ

くったものをさらに私が加工した資料なのですが、障害者の雇用状況については、健

康いきいき課は実は知らないということで、町内企業にアンケートをしたのがあって、

そして送付したのが69社、うち回答したのが34社で、法定雇用率を満たしているのが

７社、障害者を雇用しているのが14社で25人ということで、35社はわからない状況に

なっています。

そして、これは50人以上がそうなのですけれども、実際に50人以上いる会社がどの

ぐらいいるかわからないのですが、とりあえず法定雇用率２％を達しているかどうか

ということなので、50人以上いる会社が69社あったのだと思って考えています。

次に行きますけれども、障害者優先調達法の対象となっているサービスや物品購入

の町の状況、県内の対象の事業者を聞く。公共施設の管理等については、総合管理か

ら、日常の清掃業務等について障害者優先調達法の対象にし、町内、町外の障害者の

就労を促進すべきだが考えを聞くということなのですが、これについては、ごちゃご

ちゃになっていますけれども、４番目のところで障害者優先サービス調達法が嵐山町

は目標額が100万円だったのですけれども、実績として物品が障害者作品展記念品が
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４万円で、トイレ清掃３カ所で90万9,090円だったということで、残念ながら25年度

は目標額を達成していませんでしたという状況でした。

次ですけれども、町民の障害者への心のバリアフリー化を促すために、積極的な文

化交流・スポーツ交流を公民館事業として捉えるべきだが考えを聞く。障害者スポー

ツは、子供や高齢者世代にとっても有意義なものであり、町行事や小中学校授業等に

も加えるなどの工夫が必要であるが考えを聞くという形なのですが、これちょっとば

らばらになって申しわけないのですけれども、この６番で見ますと、障害者の公共施

設の利用実績が、これは団体なのですけれども、25年度が６件で26年度が５件で、こ

れはデイセンターウィズが利用されていたようです。北部交流センターは、25年度が

５件、ふれあい交流センターが25年度で20件、南部交流センターが２件で27件という

状況で、多分それぞれ団体が活用していらっしゃることで、それぞれが普通の方と一

緒に何かをやったという事業ではないのですけれども、こういった形で出てきていま

す。実際にＢＧなんかも使っているわけですけれども、では障害者のスポーツ交流と

かそういった形は、今嵐山町では行われていないのではないかというふうな感じで考

えています。

２番のほうなのですけれども、この一般質問の資料の２のほうなのですけれども、

現実には嵐山町は全ての人、障害手帳を持っている方は860人になるのです。それで、

これは嵐山町の人口からすると4.5％ぐらいになります。実際に日本の人口の中で障

害のある方は６％なので、1.5％ぐらいが介護保険関係で、そしてここにカウントさ

れていない状況かなと思うのです。4.5％といいますと、20人から25人に１人なので、

大体この議場に１人は障害者の方が本来ならばいるという形になるのですけれども、

日本の場合は、障害のある方と健康な方が交わる場所がほとんどなくて分かれて生活

をしている状況なので、それを何とか解決していかなくてはいけないだろうというふ

うに考えております。

嵐山の場合とてもいいなと思うのは、在宅の方が828人で施設の方が14人、それで

グループホームの方が18人で、在宅の方が96％というのは、とてもいいことなのだろ

うなというふうに考えています。それをどういうふうにして進めていくかということ

で、第４期障害者福祉計画策定はどのように進めるのか伺いたいと思います。

これは特に、障害者総合支援法になってからどのような形でやっていくか、第４期

についてはどのように考えているのか伺いたいと思います。



- 90 -

６番目ですけれども、重度心身障害者医療費助成についての方法ですね、今現在の

方法を伺います。

〇青柳賢治議長 それでは、順次答弁を求めます。

初めに小項目（１）から（３）について、石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 それでは、質問項目１の（１）につきましてお答えをい

たします。

計画の評価、検証については、計画書の「計画の点検・評価体制」に記載しました

とおり、障害者計画策定委員会委員を構成員に含めた委員会である「障害者計画及び

障害者福祉計画評価委員会」を設置しております。委員会は、年１回の開催で、平成

25年度は６月に開催し、平成24年度における取り組み状況や障害福祉サービス等の利

用実績の点検・評価及び情報交換を行いました。今年度は12月の開催を予定しており

ます。

次に、（２）につきましてお答えをいたします。障害者雇用の状況については、平

成23年度、平成25年度において町内企業を対象としたアンケート調査を実施いたしま

した。法定雇用率は理解していても達成していない企業もありましたが、そのため障

害者を積極的に採用していきたいという姿勢も伺えました。

障害者の就労に関しては、障害サービスの一つとして「就労移行支援」があります。

これは、一般就労を希望し、実習や職場探しを通じて適性に合った職場への就労が見

込まれる65歳未満の障害のある方を対象に、有期限、基本は24カ月でありますが、の

プログラムに基づき、生産活動やその他の機会を通じて、就労に必要となる知識や能

力の向上に必要な訓練を提供するものであります。障害のある方自身にはこのような

支援を利用していただき、雇用する事業者には法定雇用率の達成とともに障害者雇用

への理解促進の啓発活動を実施してまいります。

次に、（３）につきましてお答えをいたします。国等による障害者就労施設等から

の物品等の調達の推進に関する法律、障害者優先調達推進法は、平成25年４月から施

行され、嵐山町でも優先調達推進方針を定めました。平成25年度は目標額100万円で、

実績額94万9,090円でありました。内訳としましては、物品が４万円、トイレ清掃な

どの役務が90万9,090円でございます。平成26年度は、目標額を105万円に設定してお

りますので、目標を達成できるよう優先調達の推進に努めてまいります。

以上、答弁とさせていただきます。
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〇青柳賢治議長 次に、小項目（４）について。

初めに、植木文化スポーツ課長。

〇植木 弘文化スポーツ課長 それでは、１の（４）につきましてお答えをいたします。

障害者をはじめとするさまざまな弱者を取り巻く社会インフラとしてのバリアは少

しずつ解消されるようになってきておりますが、障害者が社会へ出ていこうとすると

きの、またそれを受け入れるべき社会の側からの心のバリアは、依然として大きな課

題となっております。

パラリンピックに見られるように、生き生きとした障害者の活躍が心のバリアフリ

ー化を促す大きな社会的影響力となることは知られておりますが、それを身近なレベ

ルにまで浸透させるために公民館事業等の社会教育や社会体育の果たす役割が期待さ

れます。

町では、昨年度のボランティアセンター主催によります公開講座で、視覚障害をお

持ちの講師をお迎えし、自らの体験からお話をいただきました。80人を超える受講者

があり、大きな反響がありました。また、町民体育祭や文化展、人権フェスティバル

などの機会を通じて、障害者の方々との交流事業にも取り組んでおります。

今後も心のバリアフリー化を促すための取り組みについて、文化事業やスポーツ事

業等、あらゆる機会を模索してまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 それでは、私から小中学校の取り組み状況等につき

ましてお答えをさせていただきます。

社会科、道徳、特別活動を中核に、学校教育活動全体で人権教育を実践していく中

で、障害者への思いやり等も学習しており、特に避難訓練等でも身障児やけがをして

いる人への配慮等を学ばせております。

また、先般ニュースになりました川越駅で白いつえの女子高校生が転倒させられた

事件の後は、朝の会等で取り上げ、それぞれの学年に合った指導を行っており、こう

いった事件等がニュースになったときを捉え、差別を見抜き、差別をさせない、許さ

ない知識と態度と実践力を身につけさせるよう取り組んでおります。

しかしながら、現在、障害者スポーツを小中学校の授業に加えることは特に行って

おりませんので、今後検討課題として捉えてまいりたいと考えております。
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以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、小項目（５）、（６）について、石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 それでは、続きまして質問項目１の（５）につきまして

お答えをいたします。

第４期障害福祉計画は、平成27年度から平成29年度を計画期間として、障害福祉サ

ービスの見込み量を地域の実情に応じた数値目標として設定するものです。現在、平

成25年度までの実績及び国の指針に沿ってサービス見込み量を算定しており、12月実

施の「障害者計画及び障害福祉計画評価委員会」において協議をしていただく予定で

す。

次に、（６）につきましてお答えいたします。重度心身障害者医療費は、１カ月の

医療費によって健康保険から払い戻される高額療養費や付加給付金等を除いた額を給

付するため、現物給付を行うと給付額の誤りが生じるおそれがあります。また、専門

医などを受診する方も多く、医療機関が広範囲となることも現物給付を難しくする要

因の一つです。対象者の方には、一旦費用負担をしていただくことと、町へ申請して

いただく手間が生じますが、町内の医療機関ではこども医療費の申請書回収の際に、

重度医療費の申請書も回収させていただいております。

また、申請に係る負担を軽減するために、平成25年７月から申請用封筒、料金は町

負担でありますけれども、用意しており、利用者もふえている状況でございます。こ

のため、重度心身障害者医療費の助成については、今後も償還払いでの助成を実施し

ていく予定であります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） １番から行きます。第３期嵐山町障害福祉計画をじっくり

読んだんです。よくできているなと思ったのです。ですけれども、残念なことに、嵐

山町の場合、この地域障害者福祉計画というのは、地域の実情に応じてその福祉計画

を立てるものですから、障害者の実情、本当に欲しいものというのは、地域になけれ

ばそれがないわけですよね。で、障害者の就労、これは何というか、(２)にもなるの

ですけれども、障害者の就労支援のＡ型というのはこの地域にはないので、Ｂ型で全

部施設就労になっていくと。そうすると、工賃が１時間当たり100円以下というのが

現状ではないかなと思うのです。それを何とかして変えていかなくてはいけないかな
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というふうに思うのですけれども、町の就労支援に関しては、今現在お話をしていた

だきましたけれども、実際には就労状況というのは、例えば雇用していなかったら、

200人以上の施設だったら５万円の納付金を出さなくてはいけない、人数以上に雇用

していたら２万7,000円ですか、企業のほうが出していくというふうな形のものが出

ていますけれども、それが嵐山町の場合は、把握できない状況ですよね。それをどの

ようにして把握していくか、50人以下の企業は何社あって、それでどの程度のものか、

具体的にどのようになっているか。障害者枠で雇用されているのか、一般枠で雇用さ

れているのか、大体審議はどんなふうになっているのかということ自体がわかってき

ていないわけなのですけれども、そのような場合、嵐山町では障害者の人をもっと雇

用してくださいというふうな形で入っていくのが難しいかなと思うのですが、その点

について、(１)と(２)を含めて伺いたいと思うのですが、いかがでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 就労に関しましてなのですけれども、町では一般就労と

いう形でされている方は本当に何人いるかというのは、町自体では把握をしておりま

せん。しかし、就労につなげるために、町では雇用、就業に対する近隣の相談機関と

いたしまして、東松山市にあります障害者就労生活支援センター、通称ザックと言わ

れるものですけれども、このようなところ、あるいはハローワーク東松山等ですね、

障害者の特性に応じた雇用への手助けをしているところでございまして、この東松山

にあります就業・生活支援センターは嵐山町のほうから３名、今通っていまして、こ

ちらのほうは今就労ができるような形でそういった、24カ月ですけれども、訓練等を

行いまして、そういったところの施設で学んでいるところでございます。

この障害福祉計画なのですけれども、あくまでもこちらのほうの計画は障害サービ

スの数値、実績等、また目標等を掲げている計画でありますので、また今年度、これ

からつくる障害福祉計画は、これから先の３年間分の数値目標等を検討してまた作成

をしてまいりたいと思っております。

以上です。

〇青柳賢治議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 障害者の雇用促進法にかかわる問題なのですが、（２）に

なりますけれども、私自身も障害者の人というのは期間が短い、パートタイムであっ
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たら働ける方とかいろいろあると思うのですね。そういったものが、なかなかうまく

雇用に結びつかなくて、例えば社会福祉協議会などでも仕事をしようと思ったら、シ

ルバーなんかだと半日で何時間とかいうような形があると思うのですけれども、そう

いった形のパートタイムだったらこのぐらいの仕事、この程度の仕事だったらできる、

体が弱くてもできるというふうな形のものがあるのではないかなというふうに思うの

ですけれども、それはザックですか、比企郡のところで考えていって、嵐山町は直接

難しいのかなと思うのですけれども、そういった形の雇用形態というのをもっとどん

どんつくっていくべきだと思うのですけれども、それがなかなか難しいのではないか

なというふうに考えているのですが、いかがなものでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 障害の方はやっぱり一般就労というのは、なかなか重度

の方とかということになりますと大変厳しいものがあると思います。それで、一応町

内には、先ほど議員さんお話のありました就労継続支援のＢ型の作業所というところ

も４カ所ございまして、フルタイムで働くということができない方もそういったＢ型

作業所で雇用というか、その契約はしていないのですけれども、自由な時間を選べて

作業ができるという施設もございます。そのようなところにうちのほうもいろいろか

かわって、うまく経営というか、その作業所が成り立つように手助けをしていければ

というふうに思っております。

以上です。

〇青柳賢治議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） これは、例えば嵐山町で、この３番にかかわってくるかも

しれないのですけれども、そういった施設に嵐山町で特別に発注するということはで

きるのかなと思うのですね。例えば、嵐丸君のストラップですか、ああいうものをつ

くってひもを通してもらうとか、それから何か絵を書いてもらうような形のもの、ち

ょっとした発想の転換をして、障害者の人がつくれるようなものを嵐山町で特注して

いく、それをＢ型のところに発注していくと、少しずつ賃金が、１時間当たりの工賃

が上がっていく、いろんなことが考えられると思うのです。障害者の人がＴシャツを、

嵐丸君のＴシャツをつくって、そしてそれをたたんでもらって袋に入れていただくと

か、そしてそれを10枚とか20枚とか重ねていって、それを発注していくというふうな
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形の、一つの嵐山町のほうでやっていくという展開があってもいいかなと思うのです

けれども、そういうふうな点についてはいかがでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えいたします。

その点につきましては、関係課等またいろいろと話をお聞きして、また考えさせて

いただきたいと思っております。

以上です。

〇青柳賢治議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） ３番に行きます。

３番で、障害者雇用優先調達法の対象となっているサービスで、嵐山町の場合は何

を障害者の方から買ったのか、ちょっと今わからないのですが、障害者作品展記念品

という形で何を、障害者の作品を記念品でどこから持ってきたのか、勝手におもらい

になったのかわからないのですけれども、トイレの清掃が３カ所という形であります。

今嵐山町の役場庁舎の管理の総合委託が決まったところなのですけれども、その中で、

例えば役場庁舎の前の庭ですか、前庭って言うのですか、舗装してある部分、そうい

ったところだけは障害者の方にお願いをするとか、日常的な清掃のある部分だけは障

害のある方にお願いをするという形で、雇用をつくっていくということはできると思

うのですね、町の中でやっていく。

例えば図書館でしたら、図書館の日常的な清掃業務をやってもらう、階段の清掃を

してもらうとか、そういった形ですよね。そういった形をちょっと分けてやっていく

と、雇用ができるのではないかなと思うのですけれども、今は全面的に、全部お願い

をする形になっていますよね。それをそういうふうな形ではなくて、障害者の人が働

きやすくするという形で、Ｂ型就労の方の職場にしていくというのですか、そういう

ようなことはあり得るなと思ったのですが、埼玉県の障害者優先調達法の出している

ものというのは、結構清掃が多かったですね。深谷のほうで、これはきょう今持って

きていないのですけれども、深谷のほうか何かの会社が清掃でやっているという形が

ありまして、なるだけ障害者の方の就労を側面支援していくために、役場の中でどん

なことができるかということを考えていくべきだと思うのですが、それについて伺い

たいと思います。清掃が一番やりやすいのではないかと思うのですが、いかがでしょ
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う。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えいたします。

健康いきいき課のほうで把握しているのは、今、優先調達推進法ですけれども、こ

ちらのほうはその清掃の関係ということで３カ所行っていただいているのですけれど

も、フィットネス21パークトイレ清掃がデイセンターウィズ、また町内公園で菅谷公

園あるいは志賀二区公園等のトイレ清掃が夢・フレンズ、あと花見台工業団地内の公

園トイレ清掃で嵐山郷と、この３カ所にお願いをしているところでございます。こち

らのほうは週１回実施をしているということでございます。

また、役場の関係のその清掃に関しましては、また担当課ともお話をさせていただ

かないと、ちょっとこちらでは答弁できないと思っております。

以上です。

〇青柳賢治議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 障害者優先調達法の対象というのは、なかなか埼玉県でも

余り、実際にある場所が、会社が少ないのですけれども、嵐山町の場合は役場ですの

で、公共施設ですので、そういった形はできるのではないかなと思うのです。

ですから、今のは全部総合管理委託になっていますけれども、それを分けて少しず

つ、本当に障害者の人というのは時間給100円とか150円を200円ぐらいにしていくと

か、そういうふうな形にできるのかなと思うのです。

らんざん苑でこの前伺ったのですけれども、らんざん苑では丸Ａの重度障害者の人

を洗濯物を畳むのに１時間350円で雇用することにしたら、そうするとその嵐山郷で

は一番最高額の給与をもらっているような形になったというふうに聞いたのです。で

すから、そういうふうな形で、少しずつ障害者の人がお金を得るような形で仕事を、

嵐山も厳しい状況ですけれども、そういったことは私は役場だからこそできる一つの

方法ではないかと思いますので、この点については第４期障害者福祉計画の策定につ

いてのところでも伺いたいと思いますけれども、それを考えていただきたいと思いま

す。

次に、４番の町民の障害者への心のバリアフリー化については、いろんなことがあ

ると思うのですけれども、私はこの前、南部工業センターで障害者アート展というの
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を見せていただいたのですけれども、とてもよかったなと思っています。それは本当

にデイセンターウィズが多分主になって主催されたんだと思うのですけれども、全国

からの美術品が出ていて、こんなに生き生きとした作品が展示されるものかと思うと、

障害者の作品をつくることの指導をしていらっしゃる方とお話をしたのですが、やっ

ぱり障害のある方はそのことにだけ集中をして、よく見せたいとかそんなことが余り

ないので、とてもいい作品ができてくるということなのです。嵐山町では、これはい

い機会だなと思ったのです。本当にいい機会で、これをどんどん進めていきたいなと

思うのですけれども。

今まで、25年度までは、住民の方と障害のある方のふれあいフェスタみたいなのが

24年度まであったのですよね。ですけれども、25年度からなくなって、それはそれで

構わないかなと思うのですけれども、もっと積極的に文化交流やスポーツ交流をする

ことが必要だなと思っているのですが。

これだけ860人も障害の方がいて、そして全盲の方、視覚障害の方が40人いらっし

ゃるわけなのですけれども、嵐山町では。実は１人の方しかお会いしていないという

感じで、実際にボランティア活動をしていらっしゃる方は１人の方で、ほかの方もも

っといろんな生活をしていらっしゃるのだろうなというふうに思うのですけれども、

そこの部分が全く嵐山町で余り人が、障害のある方が町の中に出てこない状況という

のがあるのかなというふうに思っています。

例えば体育祭ですけれども、体育祭でしたら、今ある中で、車椅子を、一つの項目

ですけれども、ふれあい体験リレーとかいうのをやってみて、例えば車椅子を押して

みるとか、押してそしてアイマスクをつけて、１人の人がガードして１周してみると

か、そういうふうなふれあい体験リレーとか、ふれあい体験ゲームというようなこと

はできるのではないかなと思うのです。それは体験ですから、障害者の人がいるわけ

ではないのですけれども、そういった形のことができますし、障害者のスポーツとい

うのは、結構いろいろなものがあるなというのがわかりまして、私がおもしろいなと

思ったのは、ボッチャーというゲームがあるのですけれども、それはボッチャ―とい

うのは丸いこれくらいのボールなのですけれども、脳性麻痺の人のためにつくったス

ポーツなのですが、今はパラリンピックの競技の一つになっていますけれども、ころ

ころころっと転がしていって、いろんな、昔のビー玉ですね、ビー玉をやっているよ

うな、大きなものでやっている感じのが障害者スポーツとしてパラリンピックに入っ
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ているのです。

これは、高齢者のスポーツの中ではどうしても外でのスポーツが多いわけなのです

けれども、車椅子の方も利用できるとなると、ちょっと足が悪くなった方とかできる

ので、そういった形もできるかなと思ったり、フリスビーで１、２、３、４、５、６、

７、８、９、10と点数をとれるようになっていまして、輪投げのような形のフリスビ

ーがあるのですけれども、そのフリスビーをやっていくとか、それからブラインドサ

ッカーといってアイマスクをしてサッカー、ボールの中に鈴が入っていてサッカーを

するというふうなものもあるようなのです。それはかなり体育指導の中でも実際にで

きるし、やってみると高齢者の人も子供たちも一緒にやれるようなスポーツで、パラ

リンピックというのは、本当は障害者の人のためのスポーツなのですけれども、オリ

ンピックになってしまったので競争がありますけれども、触れ合いということを重視

すると、子供も一緒にやれるような種目なので、ひとつやってみてはどうかなと思う

のですけれども。

ボッチャーというのは、一式で７万円ぐらいでした。私も買ってみようかなと思っ

て調べてみたらそのぐらいなものなので、体育館やそれからふれあい交流センターな

どでやってみて、実際にやっていくということができるかなというふうに思うのです。

また、嵐山郷ではミュージックベルというのがあるのですけれども、それを音楽療

法で指導している人がいるらしいのですけれども、それも高齢者と一緒にやれるとい

う形ができるので、そういった点について、ひとつやっていただけるような方向を持

っていただきたいのですけれども、それは小中学校ともにできると思うのですが、い

かがでしょうか伺います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

植木文化スポーツ課長。

〇植木 弘文化スポーツ課長 現在、障害者の参加をしていただいているスポーツ交流

については、唯一ですけれども、町民体育祭においてオープン種目の玉入れに障害者

のチームの参加をいただいているところでございます。

ご提案をいただきました新しい種目の導入ということでございますが、種目によっ

ては、具体的な数字も上げていただきましたけれども、施設の設備ですとか用具の整

備というものが必要になってくるかと思います。しかし、障害者の参加のみでなく、

障害者の立場に立って、健常者が疑似体験するというような方法で、障害者スポーツ
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の導入を行うということが心のバリアフリー化を促すことに貢献できると考えられま

すので、今後の課題でございますけれども、どんな取り組みができるか、町のほうで

はスポーツ推進会議あるいは体協の評議員会等がございますので、そういうところで

今後調査研究をさせていただきたいというふうに考えております。

以上です。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 学校の体育の授業にということでございます。ボッ

チャ―ですか、ほかにもあるのかと思いますけれども、体育の授業となりますと教育

課程でかなりほとんど決められている状況でございますけれども、体育の授業にかか

わらず特別活動とか、そういった中で取り入れることができるかどうか、今後学校等

とできればお話をさせていただきたいと、このように考えております。

以上です。

〇青柳賢治議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 次に行きます。５番なのですけれども……

〔何事か言う人あり〕

〇青柳賢治議長 失礼しました。答弁を求めます。

小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 ただいまこども課長も答えておりましたですけれども、スポーツ

でなく、今度は学校の活動の中で、例えば嵐山郷の方たちを学校の文化祭にお呼びし

て、一緒になって歌を歌ったり、あるいはアイマスクをして疑似体験とかをやった例

がございます。また今後、そういったけがのない中でやるにはどうしたらいいかとか、

それらも検討しながら、小中学校でそういった交流ができればいいかなというのが１

点。

先日、日曜日でございましたですけれども、菅谷２区の歩こう会に参加させていた

だきまして、日赤社屋のただいま渋谷議員のお話にあった美術展を見てまいりました。

大変私も、すごい作品で感動いたしましたし、午後２時からは今度はヌエックの講堂

のほうで、これは東松山の昴かな、の方たちが中心で、まさしく障害者一緒になって

歌を歌ったり、嵐山の小中学生のあるグループが参加をして、一緒にやった姿を見ま

して、すごいことをやっているなということで、私も感動しました。
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ただ、ああいうものを見ていますと、主催者側の意向と幾分ずれちゃったものがあ

りまして、自分たちもまた帰ってしまうのですね。もっと全員で見て、やはりよかっ

たねとか頑張ったねとかそういう場面がなかったなと。これは別に、嵐山の公立の学

校が呼ばれたわけではなくて、大妻嵐山のグループが行ったり、あるいは町内の、多

分菅谷小、志賀小、七小の子が一つのグループに入っていますから、その中でそうい

った方たちと交流をしている姿を見て、これはやはり学校の教育活動以外の中でもこ

ういったことができるということはいいことだなというふうに、私も感じました。

今後、公と私とそれらがどういうふうにドッキングできるかわかりませんけれども、

この障害者に対する教育は非常に大事でありますので、そういった中で、検討する中

でできればいいかなというふうには考えております。

以上でございます。

◎会議時間の延長

〇青柳賢治議長 本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長します。

〇青柳賢治議長 渋谷登美子議員の一般質問の途中ですが、暫時休憩いたします。

再開の時間は４時55分といたします。

休 憩 午後 ４時４４分

再 開 午後 ４時５５分

〇青柳賢治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

渋谷登美子議員の一般質問を続行します。

（５）からお願いいたします。どうぞ。

〇13番（渋谷登美子議員） 第４期の障害者福祉計画の策定なのですけれども、具体的

には今までの数字的なものを入れていくだけなのかなと思うのですけれども、第２期

の障害者計画では、情報バリアフリー化の推進っていうのがあります。でも、実際に

見てみると、例えば「障害に応じたパソコン教室の開催等を検討します」とかいうふ

うになっていますけれども、それについては数値目標とかそういったものがないので

す。それを入れたりとか、それからもっと障害者の人を嵐山町で雇用していく、雇用

というのではないのですけれども、障害者優先調達推進法の金額を大きくしていくと
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か、そういった部分というのは考えられるのかなと思うのです。

それで、今までの、同じように第３期障害者計画をつくってくださった策定委員の

委員の方以外に、もっと積極的な、嵐山には有識者というのですか、いらっしゃると

思うので、そういった方も含めてもっともっと大きくして、第４期障害者福祉計画を

つくっていくことができるかと思うのですけれども、その点について伺いたいと思い

ます。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

今年度12月に開催をされるわけですけれども、既に今その評価委員さん９名いらっ

しゃるわけですけれども、こちらのほうの方は障害福祉の施設の代表の方、あるいは

身体障害者福祉会、あるいは知的障害の手をつなぐ育成会等の会長さん等、９名の方

に委嘱をしているところでございまして、またこれから先になりますけれども、その

ような委員さん、また優秀な方いらっしゃれば、また検討していきたいと思っており

ます。

以上です。

〇青柳賢治議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） すみません、先ほどの話なのですけれども、いろいろ１番

から４番で話したわけなのですけれども、そういったものを第４期障害者福祉計画の

中に盛り込むことができるのかどうか伺いたいと思うのです。

実際に、数値的な目標の中でそれは生活支援みたいな形が多いわけなのですけれど

も、数値目標ですとそうなのですけれども、そうではないものを入れていくというこ

とはできないものでしょうか。例えば、もう少し公民館事業の中にどのくらい障害者

の方が入っていくとか、地域のスポーツ教室みたいなところに障害者の人が入ってい

くという具体的な数値目標や、それから障害者団体の方がふれあい交流センターなど

をどのような形かで入れていくというふうな数値目標を入れていくと、実際に文化ス

ポーツ課のほうでも働きかけがしやすいかなと思うのですけれども、その点について

はいかがでしょう。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。
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〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

現在の、今までのこの計画の中には、そのスポーツ関係等は載せてはございません

けれども、今度の12月の委員会におきまして、そのようなお話もさせていただきまし

て、検討させていただきたいと思っております。

以上です。

〇青柳賢治議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） ６番ですけれども、重度心身障害者医療費助成法、やはり

償還払いというふうな形になっていますけれども、私も障害者の医療費の現物給付と

いうのはあるのかなと思ったら、実際にやっているところもあるのです、埼玉県で。

それは大きな市かというとそうでもなくて、普通の10万人ぐらいの町でやっているの

で、医療機関が多分嵐山町だといろんなところに行くという形なのですけれども、未

熟児医療に関しましては窓口払いではないですけれども、実際には無料化みたいな形

ができたので、そういった形も検討できないかどうか、今後の課題になってくると思

うのですが、お願いできないでしょうか。

障害者の方は窓口払い、いろいろやっていただいて、申請用封筒でやるというふう

な形もあるみたいですけれども、やはり現金を支払った後というのは厳しいのかなと

思いますので、その点について伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 障害者関係についていろいろご質問していただきました。そして、質

問の中でも、やっぱり町でもちょっと障害者対策、それからいろんな施策の進め方、

現状、そして一番感じたのが情報収集の少なさといいますか、方法の悪さというのか、

それがあるから対象者へのアプローチがなかなかうまくいかない。ですから、いろん

な就労にしてもそうですし、そのほかのスポーツ関係にしてもそうだし、いろんなこ

とというようなことを今質問を聞きながら感じたのですけれども。

私も、障害者へのアプローチというのは全くなくて、身体障害者福祉会というのが

あるのですけれども、この組織のいろんな行事にお招きいただいて、参加させていた

だいています。それが、なかなか障害のある方が新年会ですとか、カラオケの大会で

すとか、嵐山まつりもそうですが、いろんなところへ事業組んで出ていただくのです

けれども、出ていくだけでも大変なわけです。それで、そういうのを連絡する役員さ
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んも大変というような状況の中で、今800人という話ありましたが、800人の中で今会

員になっている人が40～50人でしょうか。それで、いろんなイベントがあるときに出

ていただける人というのは20人ぐらいでしょうか。そういう中で、いろんなものをみ

んなでサポートし合いながらやっている。そして、そこの中で一番「そういうことな

のか」と感じたのは、身体障害者福祉会の人たちが人数をふやしたいわけだけれども、

個人情報というようなところの範囲で、なかなかいろんなところにアプローチができ

ないという役員さんがいらっしゃったのです。「ああ、そういうことなのか」という

ことも、そこのところではっきり初めてわかるような状況の認識のなさというので、

お恥ずかしい次第なのですが、そういうようなこともある。

ですから、情報をいかに行政でとれるか、そしてその情報を共有ができるか、それ

が各課の中で生かせるかというようなことをやっぱりここのところでもつくっていく

ときですから、そういうことが一番必要なのかなと。

それで、今言った医療費の助成の仕方なんかについても、今度これを新しくつくる

ときですから、総体的にそういうものも、ほかのところも考えたり、身障者の皆様方

の状況を改めて勉強する中で、どうしたらいいのか検討していきたいというふうに思

っています。

〇青柳賢治議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） では、ぜひお願いしたいと思います。

次に行きます。今後の嵐山町のごみ処理と、埼玉中部広域清掃協議会についてです

けれども、新埼玉中部広域清掃協議会の新構想では、吉見町大串地区に建設されてい

ます。パブリックコメントでは、一部の方からのご理解をいただいておりませんとさ

れています。当町の可燃ごみと粗大ごみを町外で焼却処理を行うに当たっては、他町

の住民の負担を少なくするために、ごみ減量化が大前提です。今後のごみ減量化を伺

います。嵐山町の場合、ごみ減少化は少しずつ進んでいるのですけれども、さらに進

めなくてはいけないので、この点について伺います。

２番目ですけれども、小川地区衛生組合ではプラスチックごみは、マテリアルリサ

イクルと書いてありますが、これはサーマルリサイクルです。失礼しました。で、容

器包装リサイクル法によるリサイクルは行っていない。ところが、中部清掃協議会の

ごみ処理基本計画に対してのパブリックコメントの回答を見ると、容器包装リサイク

ル法を前提とし、残りのプラスチックごみについては焼却し、焼却残渣は再資源化で
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ある。このような焼却ごみと容器包装リサイクル法による分類の基準などについての

協議は、どの段階でどのように進めるのか伺います。

３番目です。施設の整備構想の中で、維持管理費が掲載されていません。箱物批判

が全国的に出た原因は、維持管理費が膨大にかかり、費用対効果が検証されていなか

ったことです。本施設も施設と費用対効果との十分な検証が必要です。基本構想に載

せなかった理由を伺います。改めて維持管理費を伺います。嵐山町としての長中期の

財政計画にどのように検討されているのか伺いたいと思います。

４番目です。施設建設予定の周辺住民との30年前の裁判で、今後の新施設は認めな

いとの和解があると聞くが、その内容の説明を伺います。同地への施設建設は、裁判

制度そのものを否定することになると危惧しますが、町長は裁判結果をどのように受

けとめるか伺います。

これなのですけれども、資料のほうに出したと思うのですが、これは私のところに

６月になってやってきたものです。これはどうしたらいいものかと思いながら、しか

しこれは新たに裁判をするという決意が書かれておりました。それで、全ての嵐山の

議員にも来ていると思うのです。ほかの８市町村全ての議員に行ったのではないかと

推測されます。その結果ですけれども、それでもなおかつ大串地区に建設するという

ふうな形になってきたわけですけれども、この場合、どのように考えていくのか伺い

たいと思います。これを私も今まで全く一般質問もしませんでしたけれども、このま

ま放置するわけにはいかないだろうということで質問します。

５番目です。焼却を灰溶融炉で溶融スラグの再資源化について、公設公営で行うか、

ＰＦＩの手法でどのように委託するか、白紙の状況である。このような状況で、地元

による反対が公的な土俵に上がった場合、現状の小川地区衛生組合の焼却炉の老朽化

度に対しての耐久年月の予測はどのくらいなのか。小川地区衛生組合の焼却が不可能

になった場合の対応はどのようにしていくのか、伺いたいと思います。

６番目です。10月22日の協議会の議事内容がアップされていません。当日パブコメ

の対象となったごみ処理基本計画と新ごみ処理施設整備構想の内容に誤りがあったと

報告されていますが、その内容とパブコメの結果の変更が新ごみ処理施設整備構想に

どのように反映されているかわかりません。訂正部分とパブコメを取り入れた説明に

ある新ごみ処理施設整備構想の提示を求めますということです。

〇青柳賢治議長 それでは、順次答弁を求めます。
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初めに、小項目（１）から（４）について、大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 質問項目２の（１）につきましてお答えいたします。

町では、平成25年に嵐山町環境基本計画兼ストップ温暖化地域推進計画を策定し、

この中で基本目標として「持続可能な循環型社会をめざすまち」を掲げ、ごみの減少

化に取り組む姿勢をお示ししております。

ごみの削減と適正処理の第一歩として５Ｒ、リデュース、リユース、リペア、リサ

イクル、リフューズの取り組みを促進し、分別の徹底等を普及啓発することで、一般

家庭から排出されるごみの削減を推進し、平成23年度で１人１日当たりのごみの排出

量が855グラムであったものを、平成35年度には800グラムまで削減できるよう個人の

取り組みを進めてまいります。

また、事業系一般廃棄物につきましても、事業者へごみの削減と分別の徹底による

適正処理、再資源化を働きかけ、地域全体としてごみの減量化が推進されるよう取り

組んでまいります。

続きまして、質問項目２の（２）につきましてお答えいたします。ごみ処理基本計

画では、構成市町村におけるごみの種類及び分別の区分は現状のままとするとされ、

可燃ごみ及び粗大ごみ以外のリサイクルされるごみにつきましても、現状を維持しつ

つ、将来的に統一を図るとされています。

循環型社会形成推進基本法では、廃棄物等の処理については、１、発生抑制、２、

再利用、３、再生利用、４、熱回収、５、適正処分の順に対策を進めることを原則と

していることから、本施設については、平成27年度予定している組合設立後のごみ処

理施設基本設計の策定にあわせて、将来的な統一に向けた協議が進められる予定です。

続きまして、質問項目２の（３）につきましてお答えいたします。ごみ処理施設の

維持管理費は、施設の内容や修理の考え方等によって大きく変わり、現時点で見込む

ことは困難なことから、施設整備構想には掲載されておりません。

参考までに、環境省の平成24年度廃棄物処理の３Ｒ化・低炭素化改革支援事業委託

業務報告書では、プラントメーカー６社による300トン規模の処理施設のランニング

コストの検討結果の平均は、20年間で160億4,882万1,000円、年平均８億244万1,050円

と報告されています。また、東京23区清掃一部組合のホームページでは、平成24年度

の維持管理費を確認したところ、処理規模200トンの渋谷工場は10億415万2,000円で

した。仮に、新ごみ処理施設で年間約８億円の維持管理費と想定した場合、これから
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審議いただく規約の経費の負担割合で試算すると、町の負担は年間約5,700万円にな

ります。長中期の財政計画の検討につきましては、現段階では財政計画に反映できて

おりません。今後事業計画が確定した時点で、維持管理費についても算定されるもの

と考えております。

続きまして、質問項目２の（４）につきましてお答えいたします。昭和61年２月25日

に成立したごみ焼却建設工事禁止仮処分申請についての和解条項は、12項目にわたっ

ております。ご質問の今後の新施設は認めないとの和解につきましては、埼玉県中部

環境保全組合と当時の債権者の皆様の間で結ばれたもので、内容につきましては、債

務者は吉見町飯島新田地区、荒子地区、大串地区及び川島町内にごみ処理施設を新設

または増設をしないというものです。また、この和解は、現在の埼玉中部広域清掃協

議会との間で結ばれたものではありません。

しかしながら、埼玉中部広域清掃協議会では、このことを理由に一方的に事業を推

進するものではありません。埼玉西部広域清掃協議会では、今後も情報の発信と住民

の皆様の意思聴取に努めるとともに、関係法令に定められた手続に沿って、引き続き

真摯に取り組んでいくものと考えております。

以上です。

〇青柳賢治議長 次に、小項目（４）について、岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 大項目２の（４）について、私の部分についてお答えをさせていただ

きます。

和解が成立してから今日まで、公害防止技術をめぐる技術革新には、目覚ましいも

のがあります。また、環境アセスメントなどの関係法令の整備が大きく進み、当時と

は状況が大きく変化をしてきております。これらの状況を丁寧に説明申し上げ、関係

住民の方々に一日も早くご理解いただけるよう最大限の努力をこれからもしていきた

い、これに尽きることと思っております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、小項目（５）、（６）について、大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 それでは、質問項目２の（５）につきましてお答えいたしま

す。

ごみ焼却施設は、焼却に伴う高温の排ガスや腐食性ガスに連続的にさらされ、設備

ごとに劣化する速度に相違がありますが、改修後おおむね７年から10年で更新時期を
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迎えます。また、焼却炉等については、毎年整備点検を委託により耐火れんが等の部

分補修を実施し、燃焼能力が低下しないよう維持管理しております。したがって、焼

却炉を含むプラント設備、ごみ焼却場を適正な整備を実施していけば、今後10年以上

使用可能だと伺っております。小川地区衛生組合の焼却が不可能になった場合の対応

につきましては、新ごみ処理施設が予定どおり供用開始できるよう努めてまいります。

次に、質問項目２の（６）につきましてお答えいたします。本年７月１日から７月

31日の間に実施いたしましたパブリックコメントでは、ごみ処理基本計画に対するご

意見は25件いただき、計画に盛り込むとしたご意見は１件です。内容は、災害時、災

害発生後もごみ処理は不可欠であり、浸水対策を考慮すべきであるとのご意見に対し、

災害に強い施設とする旨追記いたしました。

新ごみ処理施設整備構想に対するご意見は43件いただき、構想に盛り込むとしたご

意見は２件です。内容は、環境学習に資する見学コースを設けるべきとのご意見に対

し、環境学習に資する施設とします旨追記いたしました。

また、災害時、災害発生後もごみ処理は不可欠であり、浸水対策を考慮すべきであ

るとのご意見に対し、浸水対策について十分考慮し、災害対策拠点となる施設としま

すと追記いたしました。詳細につきましては、今後の施設計画の中で検討してまいり

ます。

訂正部分と取り入れた説明のある新ごみ処理施設整備構想及びごみ処理基本計画の

提示については、訂正箇所を明記した資料を配付させていただきますのでよろしくお

願いいたします。

以上です。

〇青柳賢治議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） １番からやっていきたいと思うのですけれども、私はごみ

処理基本計画を見ていて気がついたことがあるのですけれども、それはごみ処分量な

のですが、東松山の清掃工場は水分が少ないのです。それで、嵐山町の小川地区衛生

組合のほうは47.1、平成24年ですけれども東松山のほうは39.2で、小川地区衛生組合

は47.1、そして桶川市が50.3なのです。小川地区衛生組合と東松山クリーンセンター

を比べますと、小川地区衛生組合のほうが、畑とかがあるので堆肥化されているはず

であるにもかかわらず水分量が多いというのは、生ごみが多いということですよね。

生ごみをどのようにして減量化していくかというのが、ここの鍵になるのではないか
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なというふうに思っているのですけれども、ごみ処理の補助金では嵐山町は一番高額

なお金を出しているわけなのですけれども、それがうまくいっているのかどうかよく

わからないのですが、小川町ですとバイオマスエネルギーをやっていたりするわけで

すけれども、その点についてやはり嵐山でも無理やりながら取り組んでいく姿勢が今

後必要かなと思うのですが、特にこれは中部広域清掃になったらそれがなくなってき

たりするとちょっと問題なのかなと思って、その点を伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 現在、町ではコンポスト、それから電気式の生ごみ処理機の

購入に対して補助金を行っております。そういったことで現在やっておりますが、今

度の中部清掃協議会におきましても中間処理の計画というところにおきまして、将来

的にはバイオマス利活用等により処理量及び熱回収量等の変更が考えられ、その都度

適正に中間処理をするようにしますというふうな形で、バイオマス活用についても検

討されているようでございます。

〇青柳賢治議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 次なのですけれども、２番に行きます。
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〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長

〇青柳賢治議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員）

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長
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〇青柳賢治議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） では、４番、５番になっていくわけなのですけれども、私

もこれはどういうふうに考えたらいいのだろうというふうな形で、このごみ焼却場反

対の代表の方のものを出したわけなのですけれども、これが全部の議会の議員に配ら

れているわけです。多分、町長たちも理事者ですから、配られているのだろうなと思

うのです。裁判をしますよというふうに、準備を進めていますというふうなものが来

ている中で、その中でこの準備ができているわけなのですけれども、どうも話を伺っ

ていますと、聞いていると、29年前になるのですか。それは、土壌の問題というので

すか、洪水の多いところであるというふうなことが一番大きな問題であって、ケミカ

ルな問題というのはその後の問題ではないかというふうに考えているのです。

そうすると、確かにダイオキシンも今ではないですし、多分環境ホルモンなどの問

題は出てくると思うのですけれども、この問題は、これが出てきてしまったら、全て

終わりなのではないですか。裁判にかかってしまったら、仮処分申請ですから、その

まま仮処分やっていくのだろうと思うのですけれども、裁判したときに。それでやっ

ていって、裁判に勝つかどうかはわかりません。ですけれども、全く対象が違うとし

ても、同じ場所で、そして相手は吉見町が入っているわけです。そこのところで、こ

この場所を選んでしまったというのは、私はちょっと議会の議員としても非常にこれ

は申しわけないなと思っていて、どこかに必ずつくらなくてはいけないものなのです

けれども、これで進めていくのはちょっとまずいのではないかなというふうに思って

います。
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それで、このまま進めていって、理解していただきます、理解していただきますと

いう形で、理解していただけない場合のほうが、これを見ていると６月10日で、12月

だから、もう半年たったわけです。そろそろの段階で出てくるのかな、時期を見て裁

判を起こすように準備を進めておりますという形で、その後、来ていないわけなので

すけれども、どのようにしていくのか。

そして、これが一番最低で、今の予定ですと平成32年に焼却場が完成する予定です

けれども、10年間ということなので、36年ぐらいは小川地区衛生組合の焼却場も何と

かうまく稼動してくれるのかなというふうな感じはあるのですけれども、そこのとこ

ろでもう少し、地元の人と紛争になるような場所ではないところを選択して、再度持

ってくるということは、同じ時間をかけるのなら、４年間ぐらい引き延ばす感じがあ

るのならば、そうしたらそういうふうな形でもう一回見直してみるほうが、よほど住

民感情もいいのではないかと思うのです。その点についてどのようにお考えになるか、

伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えさせていただきます。

和解の条項といいますか、その件ですけれども、話がここのところに来ているわけ

です。それで、地域の皆様方に、吉見の町長を先頭にして個々のところに丁寧に説明

をして、ご理解をいただく努力をしているということです。

そして、一番最終的なものというのは、前にも何かのときにお話し申し上げました

けれども、司法制度の中の判断をあおぐということです。その中で、和解条項が前の

ときにはできて、それは前の組織だという説明を受けて、私たちもそうなのかという

ふうに理解をして、それなら今度のところは選定をするのに、それなりの道筋といい

ますか、手順を踏まえて、そしてご理解いただけるような段取りを経て、そして結論

を出して進めていけばご理解がいただけるのではないだろうかということで、ここま

で進んできているということです。ですので、ご理解がいただけない部分については

説明をしていく。しかし、今我々が進めているということは、理にかなった、法の上

にのっとった形で進めているというふうに理解をしております。

〇青柳賢治議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） これは、嵐山町のほうは吉見町にお願いするとふうな形な



- 112 -

ので、非常に難しいのかなと思うのですけれども、それでも組合をつくる段階のとき

に、こういった実際に理解されていない人たちがいて、理解がうまくいっていて合意

されているものだったらいいのだと思うのですけれども、そうではない形のものをこ

のまま進めていくというのは、私はちょっと問題があり過ぎるかなというふうに思っ

ているのですけれども、それについては、持ってくるのが早過ぎるのではないかとい

うふうに思うのです。なぜ、こんなに32年につくらなくてはいけないのか。そして、

合意がされていてその形に持ってくるのならばいいのですけれども、そうではないと

いうことはどういうことなのかということなのです。やはりそれは、デュープロセス

にはかなっていないですよね。そこの点について、吉見町にお願いしているからとい

う形ではなくて、全てもう一回ゼロにして考えていくということは、もうできないこ

となのですか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 手順を踏んでここのところまで来ていると、先ほど答弁させていただ

いたとおりです。ですので、これは法にもかなった形で進めさせていただいている。

そして、これは微妙なところですので、確たることは言えませんけれども、ご理解

をいただけないというふうな形にはならないだろうということで進めさせていただい

ているわけですので、そこのところがちょっとすぱっといかないところですけれども、

そういう状況で、粛々と進めさせていただいている。

それで、中についてはだんだん今度、来年度できて、今度熱処理工場もそれなりに

内容が固まってきますので、さらに詳しい情報を出しながら、それで各自治体の負担

をはっきりする方向に進めながら、この計画は進められていく。そういうことでござ

いまして、嵐山町とすると一日も早く建設をするようにひらすら願っておりますし、

そういう方向で、今一会員として、組合員として頑張っていると、そういうことでご

ざいます。

〇青柳賢治議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） これは議案にも出てきますので、次に行きます。

第６期介護保険計画についてです。（１）です。計画策定の課題を伺います。

（２）ですけれども、認知症への対応、特に若年性認知症についての支援相談をど

のように進めていくか伺います。
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３番目です。医療と介護の連携の進め方をどのように展開するか伺います。

〇青柳賢治議長 それでは、答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。（１）から（３）の答弁を求めます。

〇青木 務長寿生きがい課長 では、質問項目３の（１）につきましてお答えをさせて

いただきます。

第６期介護保険事業計画は、国において地域包括ケア計画と位置づけておりますよ

うに、いわゆる団塊の世代が75歳以上になる平成37年度に向けて、第５期計画で推進

してまいりました高齢者の有する能力に応じて自立した日常生活を営むことが可能な

支援を包括的に確保する地域包括ケアシステムの実現のための取り組みを一層発展さ

せていていくことが最大の課題でございます。

具体的には、介護予防の推進、介護保険サービスの基盤の充実とともに、認知症施

策、在宅医療との連携、生活支援サービスの充実強化といった新しい地域支援事業の

充実により、地域包括ケアシステムの構築を図る必要がございます。

次に、（２）につきましてお答えをさせていただきます。認知症施策は、国におい

て定めております第６期介護保険事業計画策定の指針において、地域包括ケアシステ

ム構築のための重点的取り組み事項に位置づけられ、今後増加する認知症高齢者を地

域で支えるため、早期診断、対応等、本人、家族への支援を実施する体制を構築する

ことを基本理念としております。

現在、第６期計画を策定中でございますが、認知症施策推進５か年計画、いわゆる

オレンジプランでございますが、これを踏まえ、引き続き認知症サポーターの養成等

により地域で支える体制づくりを推進することに加え、新たに次の３事業を計画期間

中に順次取り組むことを検討しております。

まず、１つ目でございますが、認知症地域支援推進員を設置をいたしまして、医療、

介護の連携強化や相談、支援体制の構築を図るものでございます。次が、集いの場を

開設し、認知症の方やその家族等が情報交換や介護負担を軽減できる場を提供をいた

します。最後、３点目でございますが、認知症初期集中支援チームを配置をし、早期

診断、早期対応に向けた支援体制を構築するというものでございます。

また、65歳未満に発症する若年性認知症や脳卒中後遺症による高次脳機能障害では、

働き盛りであったり、子育てや親の介護であったりと、高齢者とは異なる環境に置か

れ、抱える問題も異なるものもございます。若年性認知症や脳卒中後遺症による高次
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脳機能障害に対する理解の啓発や、福祉、医療等関係機関と連携した支援についても

取り組んでいきたいと考えております。

次に、（３）につきましてお答えをさせていただきます。病気を抱えても自宅等の

住みなれた生活の場で療養し、自分らしい生活を続けるため、地域における医療、介

護の関係機関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療、介護の提供を行うことは、

地域包括ケアシステム構築のための重要な取り組みとなっております。

第６期介護保険事業計画策定の指針では、在宅医療、介護の連携推進事業は、地域

支援事業の包括的支援事業に位置づけられ、平成30年４月には全ての市町村で実施す

ることとなりました。

具体的には、在宅医療連携の拠点を設置し、医療に関する専門的知識を有する者が

介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関、その他の関係者の連携

を推進する事業を行うこととなっております。この事業を実施するに当たり、医師会

や近隣市町村間との調整等が課題となっております。県の支援を得ながら、事業の円

滑な実施に向け取り組んでいきたいと思っております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 地域包括支援センターでいろいろなことがやられるわけな

のですけれども、フォーマルなサービスと、それからインフォーマルなサービスがあ

ります。インフォーマルなサービスの構築はとても重要だと思うのですけれども、そ

れはどのようにして把握していって、今地域の見守りという形が少しずつはできてい

るのかなと思うのですけれども、もっとしっかりしたインフォーマルサポートが必要

なのかなというふうな形ではいるのですが、その点についてどのようにお考えになっ

ているのか。これが推進員とか集いの場とか、集中支援というふうな形のことが、イ

ンフォーマルサポートになってくるのか、伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

今回の介護保険の改正というのは、これまでの介護保険制度の中でも一番大きな改

正が行われるというふうに言われております。

その一つが要支援の関係でございますが、要支援の関係の中では、新たな総合事業
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に移行するというようなことが決められています。新たな総合事業の中では、従来の

ような訪問介護、従来のサービスに準じたサービス、あるいは基準を緩和したサービ

スに加えて住民が主体によるサービスです。あとは、集中支援的なサービスというも

のが位置づけられています。今後は、住民主体によるサービスというものをいかに構

築をしていくか、そういったところが大きな課題だというふうに思っております。

こういったものについては一朝一夕にできるものではございませんので、ある程度

準備を踏んで、時間をかけて構築をしていければなというふうに思っております。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） すみません、そうすると住民主体のサービスについては、

町のほうで仕掛けていくのか。仕掛けるのならばどのような形で仕掛けていくのか、

伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

こういった生活支援サービスというものでございますが、これを進めるに当たり国

が示しているプランの中では、そういった専門の相談員さん、支援員を各市町村にま

ず置きましょうというようなことが言われています。今、考えているものについては、

今後町としてどのようにこういったサービスを構築していくかということを関係機

関、そういったところと協議をする場を設けまして、その中で方向性をまず見出して

いきます。その方向性を見出したものの中から、支援員さんが中心となって、実際い

ろんなところに働きかけてサービスをつくっていくと、そのような手順で進めていき

たいというふうに考えております。

以上です。

〇青柳賢治議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 次に行きます。

認知症への対応なのですけれども、推進員、集いの場、集中支援について、その３

つをやるということなのですが、若年性の認知症に関しましては、全国で４万人ぐら

いが発症しているというので、嵐山町だとどのくらいになるのかな、ちょっと計算が

できないのですけれども。
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嵐山で、若年性の認知症が多くなってきた場合、相談事業というのはどういうふう

な形で進めていくのか。これは、認知症が始まっていて、若年性で仕事をしながら認

知症になっていくということはなかなかわかりにくく、そして仕事をしている以上収

入もなくてはいけないわけですけれども、それについての支援というのはどのような

形でしていくか。それは、具体的にどのような相談支援の場をつくっていくのかとい

うことについて伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

若年性認知症につきましては、たしか平成22年の統計で国の発表によりますと、全

国で３万7,800人、およそいるのではないかと。発症率からしますと、人口10万人当

たり47人程度でしょうか。というような統計が出ているというふうに言われています。

今、議員さんがお話しのとおり、やはり若年性認知症の方については、それぞれの

環境、置かれている状況が、高齢者とはまた異なる部分があります。子育て中の方で

あったり、現役世代で仕事をやっている、そういった中で発症するということになり

ます。発症の平均年齢は、たしか51歳ぐらいだと思うのですけれども。

一つの問題として、やはりそういった病気にかかっているということが、本人が自

覚しにくいというのが問題点だというふうに言われています。要は、気づかないとい

うのでしょうか。例えば現役で仕事をしている方は、仕事のミスが重なってくる。そ

れが、認知症が問題で仕事のミスが出ている、本来であればそうであったとしても、

それが例えばいろんなストレスが過剰であったり、あるいは疲れていたり、そういっ

たことが原因で、違う病気だというふうに認識をして、なかなか認知症の医療に結び

つかない、こういったことも原因だというふうに言われているというふうに聞いてお

ります。

今そういった現役世代の方が認知症にかかった場合に、経済的な支援、そういった

ものはどのようなことがというお話かと思いますが、こういった若年性認知症にかか

った方については、障害者分野の支援というものが、さまざまなものがあろうかとい

うふうに思っています。一例を申し上げますと、手帳をとることによって自立支援医

療があったり、傷病手当金があったり、障害年金があったり、こういったいろんな福

祉的な支援、こういったものが実際にございますので、要はいかに早く意識をして、
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自覚をして、そういった専門の機関に相談をして医療につなげていくか、こういった

ところが重要かと思っています。

町の地域包括支援センターは、さまざまな相談を受けております。当然、若年性認

知症の方の相談もお受けできますので、もしそういった方が相談においでになった場

合には、専門の機関につなげていけるように努めておるところでございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） ３番に行きます。

医療と介護の連携については拠点をつくるということでしたが、拠点はどこら辺に、

嵐山町ではどういうふうな形でつくっていくのか伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

今、拠点のお話でございますが、この部分というのは大変町においては難しい部分

かなというふうには、正直なところ思っております。やはり、答弁の中でも申し上げ

ましたが、町単独ということではなくて、より広域で、具体的にいえば医師会単位で、

ここで言えば比企医師会、そういったところと連携を図りながらやっていかざるを得

ないのかなというのが現状でございます。

これはまだ確定したお話ではございませんが、介護の施策に先んじて医療の分野で、

これは県が主導で行うことになろうと思いますが、県で医療、介護の連携ということ

を前提にした取り組みを行っていくというような話も県のほうから伺っておりますの

で、そういったものの推移を見ながら、今後町としても進めていければというふうに

思っております。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） ありがとうございました。では、次に行きます。

平成27年度予算策定についてです。平成27年度当初予算策定についての課題を伺い

ます。

住民要望についての把握及び予算策定段階での住民への情報公開と協議について伺

います。これは、昨年度も質問しているのですけれども、どうもうまくいっていない
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ような思いがあるのですが、伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 それでは、答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 それでは、お答えをさせていただきます。

初めに、当初予算策定についての課題でありますが、町を取り巻く経済、社会情勢、

政府の方針など状況は日々変化しており、その変化に対応することが求められており

ます。近年では、少子高齢、人口減少、公共施設の老朽化等、喫緊の課題として取り

上げられておりますが、本町も同様な状況でございまして、これに対応する経費も当

然必要となってまいります。

本年度も通年の予算編成スケジュールにのっとりまして、各課局から９月に平成

27年度の新規事業の要望を受け付け、同時に概算要求額を算出してもらいました。結

果は、約14億2,000万円の財源不足となる見込みでございます。

町の財政状況の特徴は、税収はあるが借金が多く、基金が少ないというものでござ

いまして、財政調整基金を取り崩しながら予算編成を行っていると、こういう状況で

ございます。したがいまして、歳入の確保が一番の課題というふうになっております。

次に、住民要望についての把握及び予算策定段階での住民への情報公開と協議との

ことでございますが、住民要望につきましては、毎月の区長訪問、町民の声、ホーム

ページからの意見、各種団体等との懇談会等々、日ごろからさまざまな形で伺ってお

りますが、それらについては内容を精査し、迅速に対応できるものは迅速に、時間の

かかるものは優先順位を定めて計画的に実施するように努めております。

予算策定段階での住民への情報公開につきましては、先進的な自治体では予算要求

と予算確定の比較等を公開しているようでございます。町でも、平成21年度から当初

予算書のホームページの公表、平成25年度からの議会基本条例第９条に基づく新規事

業の事前説明等を行っています。また、平成26年度からは、嵐山町の予算の概要とい

う冊子を作成し、ホームページで公表しております。その中で、町の予算がどのよう

にできあがっているのかを簡単に説明をしております。

前回も申し上げましたとおり、財政担当職員の増員も難しい中、その事務量を考え

ますと、引き続き現在の嵐山町の予算の概要等により概要説明を行い、周知していく

こととしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

また、予算策定での協議においても、先進的な自治体は一部の事業について公開説
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明会を行っているようでございます。現在町では、住民要望や住民の代表でございま

す議員の皆様からさまざまなご意見をいただき、できるものについてはその後の予算

に反映してきております。今後におきましても、この方法を引き続き行ってまいりた

いと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 14億2,000万円の財源不足ということですが、これはどの

ようなものが主に大きなものとして出てくるのか伺いたいと思います。本年度からも

引き続きある問題とか、いろいろあると思うのですけれども、近々にやっていかなく

てはいけない課題というのはどのようなものか伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 予算要求額と歳入として見込める現段階でのものとの差ということ

でございまして、どういうものがどうかということはなかなか答えにくいのかなと思

います。

ただ言えることは、議員さんよくご承知のことと存じますけれども、国の予算編成、

これは越年になりそうです。特に地方創生の予算の行方が非常に中身が見えてこない

ということで、地方創生の予算で、地方単独の財源をひと・まち・しごと何とか基金

とかと言っていますけれども、こういうものを予定をしているということでございま

すけれども、果たしてどのくらいの財源が来るのか、自由に使える財源なのか、ひも

つきなのか、さまざまなことがありまして、非常に予算編成上、担当者が苦慮してい

るというふうな状況でございます。

〇青柳賢治議長 渋谷登美子議員に申し上げます。一般質問の時間、５分前です。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） それでは、予算要望の中では特に目玉というふうになるよ

うなものがあるのかどうか伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 目玉といいましょうか、今は固まってはおりませんけれども、こん

なことを新年度は考えているというのをちょっと申し上げてみたいと思います。
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１つは、きょうだったでしょうか、ご質問にも出てきましたけれども、交通弱者の

問題、これにどう対応していくのか。それから、北部交流センター、いよいよ新年度

改修事業に着手してまいります。それから、駅周辺のにぎわいづくり事業、これも新

年度に考えております。それから、安全安心、定住促進、介護予防、これをキーワー

ドとした新たなリフォームができないのかどうなのか。それから、空き家バンクの問

題。それと、道路照明灯の全町ＬＥＤ化がどうしたら進められるか。川のまるごと整

備事業、川島地区の都計道、この進捗どう進めていったらいいか。それから、町長が

唱えております子育て日本一のまちづくりを進めるにはどういう施策を網羅したらい

いのか等々でございます。

〇13番（渋谷登美子議員） どうもありがとうございました。

〇青柳賢治議長 どうもご苦労さまでした。

◎散会の宣告

〇青柳賢治議長 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。

ご苦労さまでした。

（午後 ５時５６分）
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◎開議の宣告

〇青柳賢治議長 皆さん、おはようございます。ただいま出席議員は13名であります。

定足数に達しておりますので、平成26年嵐山町議会第４回定例会第３日の会議を開き

ます。

（午前 ９時５９分）

◎諸般の報告

〇青柳賢治議長 ここで報告をいたします。

本日の議事日程は、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

◎一般質問

〇青柳賢治議長 日程第１、一般質問を行います。

◇ 川 口 浩 史 議 員

〇青柳賢治議長 本日最初の一般質問は、受付番号６番、議席番号９番、川口浩史議員。

初めに、質問事項１の路線バスについてからです。どうぞ。

〔９番 川口浩史議員一般質問席登壇〕

〇９番（川口浩史議員） おはようございます。日本共産党の川口浩史です。一般質問

を行ってまいりたいと思います。

まず初めに、路線バスについてであります。先日の全員協議会でご説明があったわ

けでありますが、別の場でありますので、１から伺いたいと思います。

（１）といたしまして、路線バスの運行が見直されるとお聞きいたしましたが、こ

れは事実なのでしょうか。

そして、（２）といたしまして、事実であれば、どのような見直しなのでしょうか、

伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 それでは、小項目（１）、（２）の答弁を求めます。

中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 それでは、お答えをさせていただきます。

まず、質問項目１の（１）についてでございます。路線バスについては、運行事業
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者であるイーグルバス株式会社より、路線の一部廃止を含めた大幅な運行見直しをせ

ざるを得ず、その方向で路線の変更手続を進めさせていただきたいとの説明がござい

ました。見直しがあることについては事実でございます。

続きまして、（２）についてお答えをさせていただきます。現在イーグルバス運行

の路線バスは、武蔵嵐山駅西口発のときがわ町せせらぎバスセンターへ向かう１路線

と駅東口発の市内循環線、花見台工業団地行き及び県立循環器・呼吸器病センター行

きの３路線が運行されております。これらの路線のうち、駅西口発のときがわ町せせ

らぎバスセンターへ向かう路線については、ときがわ町と嵐山町が案分により赤字補

填を行い、駅東口発の市内循環線及び県立循環器・呼吸器病センター行きの２路線に

ついては嵐山町単独で赤字補填を行っております。

イーグルバス株式会社からの説明では、町の補助対象ではない花見台工業団地行き

の路線において、年間1,000万円程度の赤字が経常的に生じていること並びに現在の

運行形態を維持するために必要な乗務員の確保が極めて困難な状況にあることから、

社の判断として現状での路線維持は難しく、平成27年３月末をもって駅東口発の３路

線について廃止したいとの内容でございます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 大変大きな見直しというか、一気に３路線が廃止になるとい

うことで、やはり利用者にとっては影響は大きなというふうに思うのです。ただ、一

方で1,000万円の赤字があるということで、民間企業では赤字を抱えての運行という

のも難しいなということは理解したいと思います。

それで、花見台の工業団地の路線も廃止になるということですけれども、工業会、

これどっちに聞いたらいいかな。企業支援課のほうに聞いたほうがいいですか。こっ

ちでいいですか。工業会への話というのはきちんとされているのでしょうか。いるの

であれば、どういうことをおっしゃっているのか、伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 お答えさせていただきます。

当然イーグルバスさんおいでになったときに、まず町にどのような形の影響が出る

かということで、その分析をお願いいたしました。それともう一方、一番やはり利用
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されているのは工業団地の通勤の皆様ということであるというふうに、そのときも想

定できました。そういったことで、工業会あるいは企業への説明ということについて

は、イーグルバス会社としてどのように考えているのかということでご質問をさせて

いただきました。イーグルバス株式会社といたしますと、まず工業団地内の企業の中

でも既に単独で、企業独自で通勤体制を、通勤の足の確保を行っているという事業者

がございます。それと一方、イーグルバスを利用しての事業者があるということで、

その大手の利用企業、そちらについては個別にイーグルバスとして、その廃止に至る

理由と内容についてご説明を申し上げたいと。それから、それ以外の企業につきまし

ては管理センター、工業会のほうへ伺って、その旨をご説明させていただきたいとい

うことでございまして、その点については既に説明がなされているというふうに思っ

ております。

また、と同時にその通勤者の足の確保ということについては、イーグルバスとして

もそれぞれの企業さん、あるいは工業会としての対応、そういったものについて対応

の提案をさせていただくと。さまざまな方法があるようでございます。例えばそれぞ

れの会社と契約をして、委託を受けて、イーグルバスと契約をした中での足の確保、

それからあるいは工業会、あるいは複数の社とその通勤の足の確保というような契約、

さまざまな方法があるので、そういったことを提案しながらご説明を申し上げたいと

いうことでございました。既にイーグルバスのほうからは説明がなされているという

ふうに考えております。

〇青柳賢治議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 企業支援課のほうでは、企業に説明をされているのだという

ことで、今ご説明があったわけですけれども、工業会は、あるいは特定の企業でもい

いのですけれども、何かこの問題でおっしゃっていることはあるのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、お答えをさせていただきます。

特定の企業さん、あるいは工業会さんを通じて等の申し出等は、今まで私どものほ

うにはございません。よろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） ないということで、ただないと言うけれども、まだ考えが固
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まっていないのかなと、会社自体がね。ただ、従業員がどのように今度通勤するか、

独自に考えなくてはならないわけですから、やっぱりどうしようという今段階なのか

なというふうに、今ちょっと聞いて想像するにそう思ったのですけれども。

ただ、これは企業支援課としては困ったことだなという考えではございますか。わ

かります、意味が。意味がわかります。わからない。

〇青柳賢治議長 これは、やっぱり質問の要旨の中であるので、地域支援課のほうの形

でどうでしょうか、川口議員。地域支援課のほうへの質問という形でどうですか。

〇９番（川口浩史議員） 企業支援課……

〇青柳賢治議長 さっき答えられたとおりではないですか。

〇９番（川口浩史議員） 独自で、だってこれも企業支援をするための課ですから、従

業員が通勤できないような事態が発生したら、やっぱり企業支援をするということが

できなくなるのではないですか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 それでは、私のほうから答弁させていただきます。

バス会社の立場、それから工業会の立場、それと企業、工場のそれぞれの立場、そ

して行政の立場というそれぞれの立場があるわけですけれども、その中で一番話が発

端で出てきたのは、運行している企業、バス会社から話が出てきたわけです。そして、

当然企業ですから、営業を主体として、それが利益が生み出せない状況であるという

現状を報告いただいたわけです。それで、企業とすると今後の方向というのを当然考

えるわけで、これから先、業績の回復が見込めるか、それには乗降客がふえるか、そ

れから経費が削減ができるか、あるいは運転士等の状況が好転をするか、いうような

ことで企業とすると判断をすると思うのです。そして、それを受けた行政とすると工

業会、それから会社側に利用している企業等についての丁寧な説明はしていただきた

いという方向で今まで来たわけです。

それで、それぞれが工業会は工業会として、そして企業は企業として、それぞれの

考え方を受けざるを得ない状況になってきて、現在に至っている。その状況は、昨日

の説明会でも話をしたとおりでございまして、それらが好転が見込めないような状況

でございますので、バス会社の意向を受けざるを得ないのかなというのが、行政をは

じめとして工業会、そして各企業、企業というのは工場ですね、花見台の工場もそう
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いうような状況で、個々の対応をこれから考えざるを得ないというような状況かと思

うをです。ですので、行政とすると企業支援課も含めて、地域支援課も含めて、今ま

でのやるべき、行政がやるべきことについては手順を踏んでしっかりやってきたとい

うふうに考えております。

〇青柳賢治議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 私が言いたいのは、予想したというか、予定したというか、

答えとして、やっぱり企業支援課としては困っているということを答弁としていただ

きたかったのですけれども、それはちょっとなかったわけです。なかったというか、

しなかったわけです。困っているのであれば、４月１日からの足がなくなってしまう

わけですから、工業会の要望にどこまで応えられるかは別にしても、最大限努力をし

ていってほしいと、そこをお話したかったのですよ。わかります。議長が、ちょっと

企業支援課に答弁を拒否されたから、私は議長に……

〇青柳賢治議長 町長が答えられたではないですか、答弁されたではないですか。町長

が答弁されたではないですか。

〇９番（川口浩史議員） いや、いや。町長は今までの経過を説明されただけですから、

私は企業支援課に質問したことを拒否されたから、そういうことで私は質問したかっ

たのだということでお話したのですよ。わかります。

〇青柳賢治議長 わかりますよ。

〇９番（川口浩史議員） わかりますね。そういうことなのですよ。

町として工業会と今後どういう要望が上がってくるかわからないのですけれども、

町としての支援というのを考えていってほしいと思うのですけれども、それはいかが

なのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 お答えをさせていただきます。

工業会のほうでは、自主的に今動きあるようでございまして、この間の中でもちょ

っと説明をさせていただきましたが、工業会は工業会としてイーグルバスの路線廃止

に関してアンケート調査を行っております。その結果をいただきました。イーグルバ

ス路線の路線バスを利用して通勤する従業員がおりますかというような質問。対象の

40社に対してアンケート調査を行い、今回答があったというのが33社ということでご
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ざいますが、その中の数字でいきますと、路線バスを利用して通勤する従業員がいる

というお答えになった会社が11社、利用者数については72人、イーグルバスを利用し

ていないという会社が22社でございます。さらに、従業員の送迎用として10社、また

は委託等の方法で車を使っていますかという質問に対して、いるという会社が10社、

利用者数が121人、いないという会社が23社というようなアンケート調査が上がって

きております。こういったことで、工業会といたしましても利用実態を調査しながら、

工業会がさらにそういった中でどう動く必要があるのかないかのか、その辺を工業会

としても今検討されているのではないかないというふうに考えております。

その内容については、町のほうには今現在はどのような形で、例えば町に支援をお

願いするとか、あるいは自分のところで何とかなるとか、そういった結論についても

町のほうには情報としては来ておりません。川口議員がおっしゃるように、工業会か

ら何らかの町へのそういった要望ですとか、そういったものがありますれば、先ほど

町長の答弁のとおりでございますが、町としてその手順を踏んで、どんな形でできる

のかできないのか、その辺を判断していくという形になるのではないかというように

考えております。

〇青柳賢治議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 最後の検討していただけると、工業会との答弁をいただきま

したので、わかりました。まあ、いいです。

それと、あと全協の中で出てきたのが、古里の福祉作業所、ふるさと牧場であそこ

に障害者の方が通っているわけですね。これ何人ぐらい通っているのか、それはわか

りますか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 お答えをさせていただきます。

この間全員協議会でお示しをさせていただきました資料、これはその月ごとにバス

停をどのような形で利用しているかということで、町民利用あるいは通勤者利用がど

のくらいあるのかというのを分析したものでございまして、その中で今ご質問のふる

さと牧場のところ、そこについての乗降客の６月平均ということでございますけれど

も、ふるさと牧場の入り口でおりている方、これが2.07人ということです。要するに

１日２人ぐらいの方が駅から乗って、ふるさと牧場でおりられているのかなと。その
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障害者雇用の人数というのはちょっと私把握しておりませんが、バスの利用について

は１日平均２人ぐらいの方がそこでおりられているという、このバス利用の実態でご

ざいます。そういうことでご理解いただきたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 工業団地の従業員の方の今回のこの問題について、ちょっと私のほ

うからお話をさせていただきたいと思います。

工業団地ができた当時、バス路線も全くなくて、この工業団地のいかに道路交通網

を整備して、企業が立地しやすくするか、これは町の最大の責任でございました。イ

ンターチェンジを開設することもそうですし、東武東上線を複線化することもそうで

すし。企業が立地しやすくする環境、これは町が進めてまいりました。現時点に来る

までに、企業が花見台に立地をし出してから、従業員の方の交通の面をどうするのか、

あるいは近くに食堂やコンビニが欲しいとか、工業会からもいろんな要望が町にあり

ました。その中で、町としてやらなければならない仕事、それから民間の企業等にや

っていただくこと、そういったことを区別して考えて、当時ある会社でございますけ

れども、森林公園と嵐山駅と、両方の駅に自分のところでバスを出していたりしたわ

けです。ほとんどが、企業が従業員を確保する、いい従業員を確保する点もございま

して、そういうふうな従業員の足のことについては各企業の責任でやっていただいて

おりました。

それから、一般的に役所もそうですけれども、職員の交通の便というのは、これ役

所が通勤手当を支給しながら、役所の責任で町の職員の交通はそのおのおのが確保す

るというふうなことになっております。各会社も、それぞれ従業員の足の確保はその

会社が果さなければならない責任でもあるわけです。ただ、一方的にそうに言うので

はなくて、町のほうでもその辺をどういう交通網ができるのか、民間の会社に働きか

けたりは、これは町のほうの仕事になると思いますけれども、そういうふうな役割分

担をしながら、現在に来たということがございます。

その中で、課長からお話が出ておりますように、大きな時代の流れの中で運転手の

確保が難しくなったというのが一番の大きな理由のようでございます。そういった環

境の中で、これを踏まえて会社がどうするのか、工業会がどうするのか、そういうこ

とが対応の中心になるのではないかなというふうに考えております。ただ、町のほう
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では手をこまねいているわけではなくて、新しい予算、国の予算の編成の中で、この

路線も人口減少を踏まえて日本の各地でこのバス路線網が廃止になると、そんなこと

もございまして、国が新しい対策を講じようとしているらしいと、そういうふうな情

報をつかみまして、それならば町としてどういう対応ができるのか、その研究も今行

っております。

それから、今回企業とのかかわりでございますけれども、このバス網に町民の方も

かなりかかわってきたわけです。人数が少ないとはいえ、町民の足の便でもあったわ

けです。その対策としては、今地域支援課を中心にプロジェクトチームをつくって、

そういった形の人たちへの対応をどう図っていったらいいのか、今あるデマンド交通

も含めて、新しい嵐山町の交通弱者対策をどう考えていったらいいのか、その辺の検

討も新年度に向けて検討が始まっているというふうな状況でございます。

決して町のほうで手をこまねいているということではなくて、きちっと対策を準備

をしているということでご理解いただきたいと思います。

〇青柳賢治議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） ありがとうございました。企業の関係、ちょっと終わりにし

ようかと思ったのですけれども、やっぱり一気に廃止になるわけですから、若干縮小

で済むのではなくて、全部廃止になるわけですから、企業誘致というところにも影響

するのではないかというふうに危惧するのです。そういうことでいいですね。企業誘

致にも影響すると。余り関係ないですか。ちょっとこれは聞くことを前もって言って

おいたので、いいですか。何かありますか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 お答えをさせていただきます。

先ほども手を挙げて、指名がなかったものですから私答えられなかった。すみませ

ん。大変失礼いたしました。

企業誘致の関係というふうなことでございますけれども、今現在誘致可能な場所、

幸いにしてこの路線沿いにないものですから、その影響ということで考えますと、な

いのかなというふうに考えております。よろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 余りここ踏み込みたくなかったのですが、でも花見台は全部
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埋まっているわけではないですね、会社が。そうですね。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 お答えをさせていただきます。

更地の状態で１筆ございますけれども、所有という形態では埋まってございます。

以上でございます。よろしくお願いします。

〇青柳賢治議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 余り踏み込みたくはなかったのですけれども、でも更地があ

るので、やっぱりそこを埋めていくことをやっていかないと。

〇青柳賢治議長 川口議員、路線バスの質問でございますね。お願いしますよ、その辺

は。

〇９番（川口浩史議員） いや、そこに広がるから言っているのですよ、広がるから。

それはしようがない範囲ですよ、それは。それはいい。ちょっとやり合ってもしよう

がないのだけれども。

要は、このバス路線が廃止になることで、企業誘致にも影響するのではないかと、

私はそういう危惧したのですけれども、ないというので、本当にないのかなと。花見

台だって１筆あいているわけですから。それは、影響ないというような考え方で、担

当課長がそういう考えでいいのかなと、ちょっと私は思います。いいですよ、ないの

であれば、それはそれでいいです。

私は、ちょっと福祉のほうにいきたいのですけれども、前に２人ぐらいの方が乗っ

ているということでありましたね。その２人の方は、足は今度なくなるとどういうふ

うになりますか。どういうふうにしたらいいか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

現在、古里にありますななさと福祉作業所へ通っている方が３名いらっしゃると思

います。その方は駅からバスを利用しておるのですけれども、今現在この３名の方、

行きはバスを利用しておりますけれども、帰りにつきましては作業所の職員が車で駅

まで送ってきている状況でございます。

以上です。
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〇青柳賢治議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そうすると、その３名は迎えの作業所の人が行けば済むとい

うことなのですか、ちょっと。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えいたします。

確認はしておりませんけれども、現在時間の関係でバスを利用しているという状況

でございまして、その辺の時間の調整がつけば、送迎ということも可能かなというふ

うに思っております。

以上です。

〇青柳賢治議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） ぜひバス路線の廃止になるのだということを、そうするとま

だお伝えはしていないわけですね。そうですよね。ぜひお話しして、きのうも障害者

の雇用促進法の関係で質問があったわけですけれども、このお立場でぜひこの３人の

方が作業所で引き続き仕事ができるようにやっていっていただきたいというふうに思

いますので、向こうの要望も聞いていただきたいというふうに思います。

ちょっと私も何かいろいろ言われて、まとまらなくなってしまったのですけれども、

そうすると今副町長が新年度からの新たな対応もしていくというようなお話があった

わけですけれども、ある程度の対応はしていくということで、ちょっと確認なのです

が、そういうことでよろしいのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 今国の新年度の予算の情報等も断片的ですけれども、入ってきてお

りまして、そこにバスの路線網の廃止の対応という活字があるわけですね、新聞情報

によりますと。それが、果たしてこの嵐山町の今の現状に合うのかどうなのか。それ

はわかりませんけれども、研究をして、場合によったら、それによって何らかの対応

ができるのかできないのか、あるいは工業会としてどう考えているのか、そういうこ

とも頭に置きながら、町が直接運行するという意味ではございません。国のそういう

対策が、今度のこのバスの路線網の廃止に何かつながってきて、何か国から援助がい

ただけて対応ができるのかどうなのか、そういう研究をしていると、検討をしている
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ということでございまして、今議員さんおっしゃられるような、町のほうで対応を考

えていると、今のこの問題について、工業団地に行く人たちの足の問題を考えている

ということではなくて、バス路線網の廃止によって生じる問題点について国が対応し

ようとしていると、これ全国的にですね。これが本町に当てはまるのかどうなのか、

そういった検討を始めているということでございますので、よろしくお願いいたしま

す。

〇青柳賢治議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そうすると、来年４月には当てはまっても間に合わないとい

うこともあり得るということなのですか。ちょっと確認で申しわけないのですけれど

も。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 新年度からこうなるというお約束はできないわけですけれども、国

が本当に不確定のお話で恐縮なのですけれども、そういう情報を少しでも早くつかみ

ながら町が対応していかないと、なかなか町政の課題に対応できないものですから、

いろいろ手探り状態で研究をしているということでございます。

〇青柳賢治議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） わかりました。いずれにしても、嵐山の町民がそんなによく

利用はしていないというのが、全協の中で表で示されたわけですけれども、そうはい

っても利用者いたわけですので、そういう方たちにとってはなくなるということは大

変な、その方にとっては影響は大きいわけですので、そういう方の意見も吸収できる

ようなことをしていっていただいて、対応をお願いしたいというふうに思います。で

きれば、４月からその対応ができればというふうに要望したいと思います。

以上で、２番目に移りたいと思います。

〇青柳賢治議長 どうぞ。

〇９番（川口浩史議員） ふれあい交流センターの駐車場についてです。

ふれあい交流センターで催しが重なると、駐車場がすぐにいっぱいになり、後から

来た方は駐車できない状況であります。したがって、駐車量をふやしていくために、

２階建ての駐車場を建設していくことが必要ではないかと考えますが、いかがでしょ

うか。
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〇青柳賢治議長 それでは答弁を求めます。

植木文化スポーツ課長。

〇植木 弘文化スポーツ課長 質問項目２につきましてお答えいたします。

ふれあい交流センターの駐車場は、一般59台、障害者専用３台の合計62台でありま

す。センターの設計上の収容人員は700人でありますので、一時的に駐車場が満車と

なってしまう場合がございます。特に団体の発表会や講演会などの大きなイベントの

行われるときに満車となる場合があるようでございます。町主催の事業で100人を超

えるような来場者が見込まれる場合には、駅前にある職員の駐車場や農協倉庫の駐車

場などの利用を手配するなどの調整を行っております。

平成25年度の統計ですが、仮に全ての来場者が自家用車の利用と想定し、１台当た

りの来場者をこれも仮にですが、２人と想定した場合、瞬間的に120人を超える利用

状況を抽出してみましたところ、１年間に26日でございました。この中には、窓口を

ご利用の来場者は含まれておりません。今年度につきましては、そうした利用人数の

多い団体が定期的に利用する曜日の混雑を予想いたしまして、お近くの方は徒歩で、

また車は乗り合わせでご来場いただくようお願いをする張り紙を掲示させていただい

ております。それでも事前の調整等が困難な場合がございまして、まれにですが、満

車にとなり、ご迷惑をおかけしているのが現状でございます。

一方、町では現在北部交流センターの大規模改修を実施しております。来年度の改

修後には、現在ふれあい交流センターを利用している多人数の団体や舞台発表を伴う

イベント等が北部交流センターを利用するなど、利用者の分散化が予想されます。そ

うした状況をも見極めた上で、ふれあい交流センターの駐車場の確保については、ご

提案をいただいた２階建て駐車場を含めて、今後の検討課題とさせていただきたいと

存じます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そうですか。北部交流センターがこれでできて、どういうふ

うな流れになるかということであるわけですね。

ただ、北部交流センターは現在も使われているわけです。大きくなるとはいえ、や

はり中心にあるふれあい交流センターの利用というのは、そんなには私は変わらない

のではないかなというふうに思うのです。向こうに行くだろうという予想ですけれど
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も、何かそこに根拠があるのか、ちょっと伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

植木文化スポーツ課長。

〇植木 弘文化スポーツ課長 昨年度、今申し上げました、必ずしもこの日が満車にな

ったということではございませんが、26日間、120台、120名を超える利用がございま

した。これは、利用団体の申し込み人数から割り出したものでございますので、必ず

しも実態を映しているというわけではないかと思いますけれども、その利用団体は例

えば叙情歌を歌う会ですとか、あるいは合唱団ですとか、40人、50人を超えるような

団体さんがお使いになる日に、ほかの利用者と合わせて120人を超えるということで

ございまして、26日間のほとんどが、そうした人数の多い利用団体がご利用いただい

ていると。しかも、音楽関係ですとか、そうした発表会ですとか、ステージを使うよ

うな利用目的というものが予想されますので、そういう団体につきましては、今後北

部交流センターの多目的ホール等をお使いいただけるのではないかと、そういう予想

を含めての先ほどの答弁でございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 根拠はないわけですね。26日、そのくらいなのかなとは思う

のですけれどもね、年間いっぱいになるのは。私も毎回見ているわけではないですが。

この前、催しがあって私も参加したときに、私は自転車で近いから行きましたけれど

も、もういっぱいで置けないのだということがありました。私が参加したものと、１

階ではまた別のものをやっておりましたので、いっぱいになったわけなのですけれど

も。

やっぱり少し様子見たいということで、それはいいのですけれども、どうでしょう

か。何カ月間か見て、余り変化がないなということであれば、これは２階建てをして

いくということで、そういうことでよろしいのでしょうか。来年４月から何カ月間見

て、変化がなければ建てていくという、そういうことで理解でよろしいのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

植木文化スポーツ課長。

〇植木 弘文化スポーツ課長 北部交流センターの改修が終わりますのが来年度の、平

成28年の１月ごろを今のところ予定しております。それ以降、再オープンということ
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になりますので、それ以後の数カ月の状況を経過を見させていただくと。それ以後、

もしふれあい交流センターのほうの駐車場が、さらに頻繁に満車になるというような

ことが確認できれば、その時点でまた駐車場の確保について検討させていただきたい

と思います。

以上です。

〇青柳賢治議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 町長、ではそういうことでよろしいですか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 基本的な考え方を申し上げさせていただきます。

きのうからお話をしておりますように、施設整備も含めて監査から指摘を受けてお

りますのは、費用対効果ということを一番に言われたわけです。きのうも話しました

ように。そういう線でいきますと、中央公民館を改修して、今の交流センターに改修

した。これは、監査の先生方からも褒められるのではないかというほど使っていただ

いているわけです。ですから、大成功だったと思うのです。それで、そういう線から

いきますと、各担当にも話をしているのですけれども、ほかにもいろいろな施設があ

るわけです。それで、そのほかの施設と今の中央の交流センターの利用率というのを

見てくださいと言っているのです。それで、ここのところがいっぱいだったら、こっ

ちが使えますというようなものもほかにもあるわけですから、それの一つが北部の交

流センターです。そのほかにも増進センターもあります。そういう中で、いろんなと

ころを使っていただく中で、例えば健康事業をやりますよというのを中央の交流セン

ターで計画したのだけれども、あるいは増進センターを使ってもらえないでしょうか。

北部を使ってもらえないでしょうか。南部はいかがでしょうかというようなことで、

当面課長が言っているように、様子を見させていただく、それがどこも満杯でどうし

ようもないということになったときには、やっぱり次の手段を考えなければいけない

というふうに思います。

でも、今係に、担当に話をしているのは、健康事業なんかの場合には、増進センタ

ーの利用率というのはまだ余裕があるのではないかと。ですから、そういうところを

使うように。逆に言いますと、利用率が少ないからもっと使うような事業も考えてく

ださいというような話もしております。ですので、そういう総体的なことを考えた上
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で、どうしても全部が満杯ということであれば、やっぱり次の手段を考えなければい

けないなというふうに思います。ですから、費用対効果ということを言われますと、

まだほかのところがあいているではないかと言われたときに、ではどう答弁するのだ

ということに、今はそういう状況なのです。ですから、そういうところを使う方法を

今考えているというような状況もありますので、ご理解をいただきたいと。

〇青柳賢治議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） わかりました。では、少し私も様子を見て、また改めて余り

変化がなければご質問したいと思います。

〇青柳賢治議長 ご苦労さまでした。

◇ 清 水 正 之 議 員

〇青柳賢治議長 続いて、本日２番目の一般質問は、受付番号７番、議席番号10番、清

水正之議員。

初めに、質問事項１の残土埋め立てについてからです。どうぞ。

〔10番 清水正之議員一般質問席登壇〕

〇10番（清水正之議員） 日本共産党の清水正之です。一般質問を行います。

最初に、残土の埋め立てについてです。町長のほうにも担当課長のほうから話がい

っているかと思います。今、志賀地内に130万立米という埋め立ての計画がされてい

ます。場所は、嵐山ドライブインの裏山ということで、この130立米という数字とい

うのが、どのくらいの数字かということなのですけれども、これ10立米のトラックで

13万台、７立米のトラックだと20万台と。１日100台の運搬で、月20日間やって７年

間という数字だそうです。埋め立てた後をどう利用するかということなのですが、ハ

ウス栽培でトマトやイチゴをつくるという計画です。

私たちは、いち早くまた対策協議会を再開いたしました。そういう面では対策協議

会は、この計画については反対をしていこうという協議をこの間重ねてきました。同

時に、寄居林業事務所のほうにも職員の人も同席をしていただいて、相談もしてきま

した。手法は林地開発ということだそうです。この林地開発を進める要件としては、

まず地権者の同意が必要だと。これは、サイン、印鑑、印鑑証明も必要になると。そ

れから、当然のこの中には、町長ご存じだと思うのですが、町道が入っています。し

たがって、管理者の同意が必要になる。これ町の同意だと思うのです。それから、水
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源の管理者、これは水利組合の同意が必要になると。当然それに伴う町の同意が必要

になってくると。それから、周辺地権者の同意も必要になると。それから、関係市町

村との環境保全協定の締結が必要になるというお話をいただきました。

そういう面では、この間この志賀地内についてはバイパス沿いを中心にしながら、

西森土木の中間処理施設、それからホンダに関するモータープールの造成ということ

で、バイパスを含めた志賀地内の造成が計画をされてきました。こうした中で、私た

ちもこの対策協議会を通じて町のほうにもお願いをしながら、町の姿勢としては地元

の意見を尊重するという形で町のほうに対応をしていただきました。そういう面では

非常に心強かったというふうにも感じています。今回のこの計画についても、こうし

た町の姿勢を持っていただけるのかどうか、まずお聞きをしておきたいというふうに

思います。

２つ目は、この埋め立てをする地域が、県立の比企丘陵自然公園内という地域であ

ります。この県立自然公園内の地域に埋め立てをするという関係から、この規制とい

うものがあるのかどうか、お聞きをしておきたいというふうに思います。

３つ目は、この地域というのは、先ほどの西森土木の中間処理施設もそうですし、

モータープールもそうだったのですが、志賀土地改良区内の非常に重要な水源です。

今度の埋め立ての場所も旧国道254沿いの２つの池、水境沼のすぐそばまでが埋め立

ての区域ということで、志賀土地改良区内ではあの場所が一番大きな水源になってい

るのです。そういう面では、この間もそうした動きは出てきている。私たちは、ぜひ

それを守っていかなければいけないし、町のほうで守っていただきたいというふうに

も感じています。そういう面では、あの地域を一つの規制をかけていただきたいとい

うのが、私たちの願いです。

そういう点では、前回のモータープールのときもそうでしたけれども、水源を守る、

その規制をつくってもらいたいと。町のほうでつくってもらいたいと。一定の規制を

かけていく。そして、あの水源を守ってもらいたいというふうに感じています。そう

いう点では、この水源の保全条例というものを研究し、つくっていっていただけるか

どうか、お聞きをしておきたいというふうに思います。

〇青柳賢治議長 それでは、順次答弁を求めます。

初めに、大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 私のほうからは、質問項目１の中段、開発に関する要件につ
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きましてお答えいたします。

志賀、平沢地内の埋め立てにつきましては、本年の６月に相談があり、ため池を移

転し、埋め立ての進入路を確保したいというものでした。このときは、下流域の水利

組合に確認し、移転することはできないと伝えました。その後、８月に沼を移転せず

にＨ鋼を設置し、沼の上に橋をかけて進入路をつくりたいとの相談がありましたが、

沼の提体を損傷し、漏水の可能性があるため、認められない旨伝えました。８月に入

り、ほかの方から、全体面積が15.4ヘクタールで埋め立てを行い、約5.4ヘクタール

の農地を造成したいとの相談がありました。その後、９月に再度来庁がありましたが、

内容は地元地権者を集めて説明会を行いたいとのものでありました。以上が主な経緯

であります。

ご質問の開発に関する要件といたしましては、森林法に基づく林地開発の許可が必

要となります。申請には、関係地権者の同意、また水利組合の同意が必須の要件とな

っております。また、県立比企丘陵自然公園の普通地域に指定されており、自然公園

内では自然の風致景観を保護するため、土地の形状変更などをしようとする場合は、

届け出が必要となります。

次に、総合振興計画の土地利用との関係におきましては、森林系と位置づけられて

おりますので、農地への転換は望ましい土地利用のあり方とは考えておりません。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、安藤副町長。

〇安藤 實副町長 初めに、今回この問題に議員さんはじめ皆様方には地域の前面に立

って対応していただいておりまして、心から厚く御礼を申し上げる次第でございます。

最初に、町の考え方、開発規制の考え方についてお答えをさせていただきます。ご

質問の町の姿勢でありますが、地権者や土地改良組合の方々等、地元の皆様のご意見

を尊重して対応するという基本的な町の姿勢に変更はございません。

次に、水質保全条例についてでありますが、森林は水を育む大切な資源であること

から、埼玉県では平成24年に水源地域保全条例を制定いたしました。対象となる市町

村は18市町村でございます。嵐山町も対象になっておりまして、このうち嵐山町の大

字のうち鎌形、志賀、千手堂、遠山、平沢の５地区がこの条例の水源地域に指定され

ております。水源地域内では、山林の売買等に当たっては、県知事へ事前に届け出る

ことが義務化されました。しかしながら、埋め立て等を規制するものではございませ
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ん。全国では、森林及び水資源を保全するために25の自治体が条例を制定しておりま

すが、詳しい内容は不明でございます。県条例と同等以上の効果が期待できる場合に

は、市町村が条例化することも可能となっておりますが、課題もあると思われますの

で、今後さまざまな面から検討し、対応してまいります。

以上、答弁させていただきます。

〇青柳賢治議長 一般質問の途中ですが、暫時休憩いたします。再開の時間を11時10分

といたします。

休 憩 午前１０時５５分

再 開 午前１１時０９分

〇青柳賢治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

清水正之議員の一般質問を続行します。どうぞ。

〇10番（清水正之議員） まず、町のトップである町長に町の対応を明確にしていただ

きたいというふうに思います。

そういう意味では、先ほどこの間のお話もさせていただきました。基本的には、地

権者や土地改良組合の意見を尊重すると、地元の意見を尊重するという答弁であった

わけですけれども、地域の対応としては、11月の６日に寄居林業に先ほど行って説明

を受けました。そして、15日の日に調整池の草刈り、農地の草刈り等があって、そこ

に40人近くの人が協力をしていただいて、そのときにもこのお話をさせていただきま

した。反対をしていくという確認もとらせていただきました。16日には、埋め立てを

する場所の現地も調査もいたしました。23人の人が参加をしていただいて、山の水の

保全というのがやはりすごいなという感じもしました。山があるから、やはり洪水等

が守られているという認識もしました。非常に深い山だったわけですが、頂上近くま

で歩いて調査もしました。そういう点では、ここにこれだけの、あの嵐山ドライブイ

ンの敷地から70～80メートル上がると、その高さまで埋め立てるというのが今度の計

画です。

そういう面では、今ここのところの跡地利用として井関農機がハウス栽培をするの

だということなので、それが実際本当なのかどうかということで、本社にも確認を今

郵送でとっています。そういう点では、地元の考えは、水源を守るという考えは、そ

れぞれのところで確認をしてきています。そういう面では、トップである町長が、こ
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の地元の意見を尊重するというものをぜひ表明していただきたいと思うのですが、い

かがでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 これもちょっと毎回出てきて、出てきてというか、何か事が起こると

そういうことになってくるということで、副町長のほうも答弁ありましたけれども、

大変地元で先頭に立って地域を守るという意識でまとまっていただいてやっていただ

いていることに本当に感謝をしますし、敬意を表する次第です。

そして、そういう中にあって、今も言いましたように、何か業者が入ってくると事

が起こってしまうという現状があります。そして、この現状というのは、多くはそこ

の土地は以前は嵐山町の方が持っていた場所。しかし、その土地に対する価値観の変

化というのがあって、あっただと思うのですが、手放してしまったり、権利がほかに

移ってしまうような状況の場所が多いわけです。それで、そういった嵐山町の地域を

守っていくと最初議員さんおっしゃったそのことを、どう嵐山町の中に広げていくか

ということがないと、何か業者が出てくるたびにもう。それで行ってみると、今回の

場合も中心で活躍いただいている人からの、ある方からの話ですと、志賀側でない平

沢側のところでは手放してもいい、貸してもいい、権利が移ってもいいというような

方があるというようなことで話が進んできてしまったと。だけれども、地域の皆さん

が誠意を持って話し合いをしたら、志賀の皆様が同意をしなければ判は押さないとい

う確約をいただいたというような話も、まだこれ不確定ですけれども、そういう話も

聞いています。

ですから、何かあるたびにそういうことが起こってしまうわけで、それをこれから

先どうやってこの地域で、全体で守っていくか、それにはやっぱりいろんなそういう

価値観を、いろんな価値観を持たないで、嵐山町の地域を守る、絶対に守っていくと

いう考え方の人が多くないと、100％にならないと、１％でもそういう方が出てしま

うと、そこのところに問題が出てしまうということだと思うのです。それで、嵐山町

の中の地域を守る皆様の意見というものを、行政としてはしっかりそれを外に発信を

していく。町民の皆さんにわかるように発信をしていく。これが今の行政、町に課せ

られている一番大きな責任であり、仕事かなというふうに考えております。そういう

中にあって、答弁をさせていただいたように、地域の皆さんのご意向を守って、嵐山
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町の土地を守るという前提のもとで、法に従って粛々とそういう形で行政の執行をし

ていきたいというふうに、それ以外答弁のしようがないのですけれども、そういう形

で進めていきたいと思っています。

それで、ここのところは答弁でもさせていただいたように、総振の関係もあります

し、それから関係の地権者、それから水利権者、その人たちのご意見を尊重する。そ

して、ここのところは森林系であり、農地への転用は難しいところであるとか、ある

いは指定がされている土地だからというようなことも、山林だからというようなこと

もありますし、そういうことを行政としたらしっかり法に基づいて守っていくという

考え方は以前と同じで変わりがありません。

〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 確かにそうなのです。そういう面では、協議会の対応として、

一つは地権者については協議会にお任せするということで、同意書を、全ての地権者

から同意書をもらおうということで今進めています。

もう一つ、確かに平沢の地権者の方々もいるわけですけれども、これも区長さんや

後ろにいますけれども、河井さんの力もかりて、平沢のほうにも対応をお願いをして

いこうと。同時に、今度埋め立てるところというのは、山を切り崩して埋め立てると

いうことでなくて、全て外から搬入をしてくるという埋め立てだけの方法なのです。

したがって、嵐山ドライブインの地盤から70～80メートル上がるというふうな計画で

す。したがって、今年みたいな大雨のときに、あるいは県道を越して、カインズやベ

イシアのほうにも雨水が流れていくのではないかということで、カインズやベイシア、

あるいは進入路が志賀のほうからではなくて、太陽インキのほうから進入路をつくる

という計画変更もしています。したがって、現状３者には話して、理解を求めていこ

うという動きも考えています。そういう面では、今町長が言いましたように、そうい

う対応もこの協議会ではとっていこうというふうに考えています。

そういう点では、一つ確認をしておきたいということですけれども、町長の考えと

しては地元の意見を尊重するという考えは変わりはないということで確認をさせても

らってよろしいでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 そうでございます。
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〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） それでは、課長のほうにお聞きをするのですが、県立比企丘

陵自然公園内ということで、形状変更については届け出だけということで、ほかの規

制はないということなのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 先ほども答弁で申し上げましたとおり、この地域は普通地域

ということになっておりますので、土地の開墾や形状変更等につきましては届け出が

必要な地域ということでございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） ということは、届け出をするだけで、規制についてはないと

いうことなのだと思うのですが、ではもう一つ、町の総合振興計画の土地利用の中で

森林系ということで位置づけられていると。回答では、農地の転用は望ましい土地利

用のあり方とは言えないのだということですけれども、この埋め立てた後、先ほど話

をしましたように、ハウス栽培でイチゴ、トマトの栽培をするということになると、

こうした土地については農地になるという考え方でよろしいのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 埋め立てた土地につきましては、地目変更等しないと、すぐ

には農地になるものではないというふうに考えております。

以上です。

〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） そうすると、いずれにしてもハウス栽培をするということに

なると、地目変更をして農地にしないとハウス栽培はできないということなのでしょ

うか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 農地としてのところにハウス栽培をするということであれ

ば、そういうことになるかと思います。
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以上です。

〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 農地以外のハウス栽培というのは認められるのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 基本的には、農作物、イチゴだとかトマトをつくるというこ

とになれば、農地に耕作というか、栽培していただくことになるかと思います。

以上です。

〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） ということは、今回の埋め立ての後の土地利用については、

農地転用をしないとハウス栽培はできないと、基本的にね。できないということでよ

ろしいのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 そのように承知しております。

〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 次ですけれども、先ほど副町長のほうから埼玉県で24年に水

源地域の保全条例は制定がなったと。嵐山町では、鎌形、志賀、千手堂、遠山、平沢

の５地区がこの条例の水源地域に指定をされているというお話があったわけですけれ

ども、志賀の県が指定いる水源地域というのは、志賀のどこが該当になっているので

しょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 志賀の森林の区域全域でございます。

〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） ということは、今度の埋め立ての箇所も県の水源地域の指定

になっているという理解でいいと思うのですけれども、そうしますとこの条例によっ

て、今回の埋め立て計画との関係で、どういう規制がされるのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

安藤副町長。
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〇安藤 實副町長 ちょっと経過からお話をさせていただければ思うのですけれども、

この水源の問題は非常に大切な問題である中で、この外国資本がこの水源地を買収を

したり、水質の汚濁、これが大変大きな問題になっている状況の中で、国が今年の３

月に水循環基本法というのをつくったのです。これは、水の公共性、これを将来にわ

たって守っていくために法的な位置づけ、基本法がついている、法的な位置づけをし

たというふうなことなのです。

そういう状況がある中で、水源地域を持つ市町村が集まって、佐久でサミットを開

いたのです。その中には、嵐山町長も呼びかけ人の一人としてここに入っているわけ

ですけれども。そういう動きがあったりして、埼玉県においては条例をつくっていく

わけなのですけれども、その条例は初めて、国の法の中には所有者に責務を設けてい

ないのです。あくまでも考え方というか、理念的な法律でございまして、埼玉県にお

いては水源地域を持つ、先ほど申し上げました18の市町村の中で、その市町村の大字

で指定をして、そこの森林区域については所有権を移転するときに一定の届け出をす

ると、所有権ばかりではなくて地上権ですとか、土地にまつわる権利を移転しようと

するときには、知事に届け出をするというふうな届け出制を採用したということでご

ざいまして、それによって例えば埋め立て等を行う場合の規制をするとか、そういう

目的までは踏み込んでいない条例になっています。

〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） ということは、県が水源地域の保全条例を制定し、志賀の森

林全域がその地域に入っているとはいいながら、あくまでも届け出ということで、規

制はないということなのですね。

だとすると、こうした埋め立てをどう守っていくかということになると、やはり町

が一定の規制をしていかざるを得ないというふうに思うのです。一つは、総合振興計

画の中できちっと254バイパス沿いについては、先ほど言いましたように、志賀の土

地改良区はあそこが一番大きな水源なのです。それをどう守っていくか。モータープ

ールのときもそうなのです。あそこも志賀の土地改良区の水源なのです。それ以外に

志賀は水利権は持たないのです。市野川はあるのですが、市野川には水利権がないと

いうことで、水利については一番大きなところが今度の埋め立ての場所の２カ所と。

それから、お寺のところの寺沼、それから小川寄りの沼というのが志賀の唯一の農地

の水源なのです。その一番大きいのが水境沼という、今度の埋め立てのところの２つ
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の沼になっているわけで、そこをどう守っていくかというのは町が規制をしていかな

いと、志賀の荒地というものは守れないのですね。そういう面では、総合振興計画の

土地利用の中で、きちっとそういう規制をしていっていただきたいと。

小川環境センターの向こうは文教系に指定されているという話も聞いたのですけれ

ども、昔、昔というか、前にあそこの開発をするということもあって、文教系という

ことで大学誘致みたいなものの開発をという動きがあったわけですけれども、そうい

う面では総合振興計画の土地利用で一つは規制をしていくと。もう一つは、やはり町

が水源を守るという、そうした条例制定で守っていかざるを得ないのかなと。それし

か守れないのかなというふうに思うのですが、先ほどの回答ですと条例制定は可能と。

問題もあると思われるので、検討していきたいという回答だったわけですけれども、

そういう点では条例制定をしていくという考え方というのは持っているのでしょう

か。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 この県条例の所管はやはり寄居林業事務所でございまして、担当課

でこの条例の考え方について問い合わせをしてみました。先ほど申し上げましたよう

に、規制をするものではないということですけれども、一定の手続をとることによっ

て、いろんな困難な問題の、一つ仕事がふえるわけですから、一つのハードルにはな

るだろうというふうにおっしゃっていました。

それから、総合振興計画ですけれども、議員さんよくご存じだと思いますけれども、

規制をするというよりも、まちづくりの方向、これを町とそれから事業者、団体等々

が協働のまちづくりの中で尊重をすると。一つの指針でございまして、規制というよ

りも、それを尊重してまちづくりに当たるというようなことでございますので、ちょ

っと違うのかなというふうに考えておりまして、規制をするとすれば条例でもって規

制をすると。市町村でその権限を持っているわけですから、それを行使するかどうか

ということになるわけですけれども、今の問題となっているこの埋め立てですね、古

里でやはりメガソーラーで埋め立ての問題があって、その埋め立てをした、現実に同

時期に埋め立てをした隣町の状況を町でも見てきました。平らな森林に大きな泥を盛

って、その上にメガソーラーをつくる。どうもなかなか考えにくい。

今回の問題も、斜面のある小高い山に土を盛って農地にする。なかなか考えにくい。
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そういう状況があると思います。全国的な、特にこの関東のエリアにおいて現状のそ

の泥の問題、お聞きしましたところ、非常に放射性廃棄物も含めて泥の扱いが非常に

慎重になっていて、どこの市町村のこの泥の埋め立てについてはバリアを張っている

というふうな状況があるそうです。また一方では、一定の放射性の廃棄物の量、一定

の基準を下回れば、一般の産業廃棄物として処理できるというようなこともございま

して、そんな環境にあるというふうなことでございます。

町が、この条例を検討する場合、先ほど申し上げましたサミットに参加をしている

佐久市が加盟している市町村数が、最終的には149の市町村が加盟をいたしました。

今年の７月時点で。そこにアンケート調査を実施しておりまして、条例の制定状況、

それから地下水とか水源地の保護の状況はどうか、何か困っている、この水源の保全

の関係で困っていることはあるかないか、そういうふうなアンケートを実施して、今

取りまとめ中というふうに伺っています。それらも参考にしなければなりませんし、

基本的な問題としてこのバイパスに面した森林地域でございます。以前からＡ社が持

っているところは、例えばレジャー施設ですとか、モータープールですとか、さまざ

まな話が始まったり消えたり、過去にもございました。そういったことで、保存をす

るという条例をつくったときに、所有者に一定の権利の制限を課するわけですから、

所有者の同意というのが必要になってまいります。

それから、その条例をつくったときに、将来に向けて発展のために開発をするとい

うふうなことになったときには、またそれがちょっと荷物になるというふうなことも

ございまして、この問題については地域と町とでよく将来に向けてまちづくりの方針

を定めて、その中でこの道を選択すべきかどうか、その辺を検討すべきではないかな

というふうに考えております。

〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） ちょっと戻って申しわけないのですが、県の条例が届け出な

のだということですけれども、この届け出の書類というか、それには町や地元の同意

というものが必要になってくるのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 手続条例でございまして、土地売買等の契約を締結しようとする日

の30日前までにその届出書を知事に提出をするということで、同意書は添付義務にな
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っておりません。

〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） ということは、町の同意も要らない。それから、当然地権者

や水利組合の同意も要らなくなるということなのでしょうか。ただ、単の開発に対す

る、こうした内容で行われますという届け出だけで済むということなのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 議員さんお考えのとおりだというふうに思っています。

〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 条例の関係ですけれども、当然所有者の同意が必要になって

くると、一定の網をかけていく場合にね。それは当然なのだと思います。しかし、そ

ういったものをクリアしていかないと、毎回毎回同じような問題がその地域には起こ

ってくると。この所有者の同意ということになると、なかなか地元で対応するという

のが難しいという部分も出てくるのだと思うのです。これは、町がリーダーシップを

とってもらわないとなかなか難しいのだろうと。特に、農地を守るということになっ

ていきますと、一つのやっぱり農業振興という観点からその辺のリーダーシップを町

がとって、この条例を制定していくという考え方はないでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 ちょっと参考までにお話をさせていただきたいと思うのですけれど

も、４月から嵐山町にこのような問題で来ている箇所が全部で８カ所来てございまし

て、今の１回だけの窓口に来て、その後来ていないというところもございますので、

今も継続しているのが５カ所、このうちはっきり埋め立てと言っている箇所が２カ所、

埋め立てをするのかしないのか不明が２カ所、全く埋め立てはないというのが１カ所

ございます。

やはり我々とすると、警察署にお願いをして、来ている方の名刺に電話番号がなく

て携帯の番号だけですとか、なかなか資力信用調査ということをよくやりますけれど

も、果たしてこの業者は大丈夫なのかどうなのかというのを我々も調査をしてもらい

ました。そうしたところ、実態が不明、なかなかこう不明という方が本当に多くて、

警察署からのアドバイスによると、余り仕事が進んでしまってからだと、その背後に
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いる、言葉はいいかどうかわりませんけれども、反社会勢力等がいた場合に、そのお

金を取り戻そうとかなり強硬な手段に出てくると。したがって、早いうちに話をして、

ここは難しいよと、ここはだめだよということを早いうちにお話をしたほうがいいで

すねというアドバイスもいただきました。そういったこともあって、特に環境農政課

では先ほど１回で帰ってしまったというとこは３カ所あるわけですけれども、そこの

ところではっきり難しいですよという回答をして、その後来なくなったというふうな

ところもあるわけなのです。

それと、やはり町外の不在地主がいるところは本当に難しいということになるとい

うふうに思っています。先ほど条例をつくるときに、全国のネットワークの中でどう

いう課題があって、どういうことに悩のでいるのかというのがアンケート調査が明ら

かになってくれば、嵐山と同じように悩んでいる対応を考えているところに情報を得

ることもできるでしょうし、それから先ほど所有者の同意というふうに私申し上げま

したけれども、恐らく所有者に何らかの方法でお話をして、ご意見を伺わなければな

らないと思うのですけれども、果たして同意書までが必要なのかどうなのか、公聴会

程度でいいのか、その手続もはっきりしてくると思います。これを準備していくのに

はちょっとお時間をいただいて、我々にちょっと研究する期間を与えていただければ

大変ありがたいというふうに思っています。

以上です。

〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 実は、志賀の中でもここの場所以外にも計画されているとこ

ろがあるというのは担当課のほうからも聞いています。

ただ、今回の場合は、余りに計画そのものもずさん、ずさんというか、ずさんな部

分もあって、これを先行させているわけですけれども、東上線の反対側にも同じよう

な埋め立ての箇所の話も聞いています。そういう面では、嵐山の中でこの短期間の中

で８カ所、そういう部分があるということであれば、やはり町のリーダーシップで何

とかそういったものを、農地を守るという観点からも規制をしていくというものをつ

くっていかないと、そのたびに地元が対応するというのもなかなかはっきり言って大

変なのです。

そういう面では、志賀の場合は以前の西森土木からの関係から、そういった組織が

継続して持たれていましたから、早くにこうした立ち上げができたというのも一つの
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要因なのですけれども、地元が立ち上がるというのはなかなか難しい部分もほかの地

域でもあるのかなと。やはりそこの部分はどうしても町に頼らざるを得ない。それに

は、町がやっぱり一定の規制をかけていかないと、その都度、その都度こうした対応

を地元がしていくというのは非常に、先ほども言いましたように、大変な部分がある

のです。

私たちもこの間、この話が出てきて協議会を再開し、またそれこそ現地も見て、今

副町長が話をされた寄居林業の行った後、川本のところも見てきました。そういう面

では、あの広い荒地の中で30メートルぐらいあるのですかね、広大な残土が置かれて、

あそこに果たして本当にメガソーラーをつくるのかなという思いもしながら帰ってき

たわけですけれども、そういう部分ではやはり町が一定の規制をしていかないと、そ

ういう業者というのはいろんな形でやはり目を、嵐山町にそういう開発を持ってくる

ようになってきているのかなというふうにも思いますので、ぜひ早く方向性を出して

規制をする、その条例をつくっていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 町民の皆さんが、本当にこの問題で苦労なさっているわけですから、

町もその前面に立って、条例化ができるように研究をしていきたいというふうに思っ

ています。

以上です。

〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） ぜひ早い時期につくっていただきたいと。

これは、地元とすると先ほど話ししましたように、志賀地内だけでも３カ所、メガ

ソーラーも含めて、３カ所そういった開発が出てきているわけで、今副町長のほうか

らもお話がありましたように、古里でもある、吉田でもある。きちっとした開発なら

ばそれはいいですけれども、やはり埋め立てということになると、何をどういうもの

が持ち込まれるのか。これを毎日台数をチェックするというのは不可能なわけで、今

回の場合は川島の公共残土だという話をしていますけれども、それが本当かどうかと

いうものもわかりません。そういう面では、一日も早くこの条例制定をしていただく

と。そして、それこそ農地も含めた、今回の場合は洪水対策というものも考えざるを

得ないというふうに思いますし、そういう点では農地だけでなく、地域を守るという、
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その規制を早くに求めたいというふうに思うのですが、町長、いかがでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 議員さんのお気持ちというのは全くそのとおりでございます。それで、

町の取り組みというのも今副町長から答弁をさせていただいたような状況で、しっか

り検討を進めていきたいということでございます。

一つちょっとお話させていただきたいのは、先ほどもちょっと話に出ました水資源

の全国の組織ですね、ここのところで会議が何回ありましたか、東京でもありました。

そういう中で、呼ばれた講師が情報を提供ということで話がありました。全国の日本

地図が大きなもので示されて、北海道から九州まで外国資本で買われたところが赤印

でできているところなんか、これはもういっぱいあるのですね。それで、そこのとこ

ろに集まる首長というのは、今議員さんおっしゃるように、すぐにでも早く各自治体

ではなくて国にと言うことで、それぞれ自分たちが話ができる、お願いができる国会

の議員、関係する衆参の議員にも話をして、全国で、そして力をつけて国でというこ

とで話は来ているわけですけれども、何としても一つ問題は所有権、主権ですね、個

人の主権、これは本当にもう強い。ですから、副町長も説明あったように、国がつく

ってもそこのところに踏み込んだ法制度ができないという状況があるわけです。ただ、

そこのところをどうやっていくかというので、地域でもそれぞれ苦労しながらいろん

なところで条例もつくったり、いろんな形をやったりとかいうことをやっていますが、

最終的なところを歯どめができるその主権をとめるというのは、今の国の制度では、

というか、今の法制度ではできないわけです。ですから、国がそこを超えて、それで

最後の司法制度で判断を仰ぐところを、どう覚悟をして飛び込むかということきりな

い。ですから、冒頭申し上げたように、嵐山町の中でできることというのは、そうい

った価値観の相違というものを少なくしていかないと絶対だめだ。ですから、北海道

なんかにも、向こうの町長さんの話も出ていますけれども、ここの山は今私が守って

いくのより、今物やお金に変えたほうがいいのだという判断をしている日本国の所有

者が、そういう判断をされてしまうと、もうどうしようもないのだよなということな

のです。ですので、ぜひここのところで話をするだけでなくて、議員の皆さんが嵐山

議会一致団結をして、そしてほかの議会にも、あるいは全国の組織に、知り合いのと

ころにあれをして、こういう意識が本当に電波していくような形の取り組みをさらに
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やって、行政と議会で一体になったそういうことをやっていければ、少しはどうにか

なるのかなという感じもあります。町は、ですから副町長が言ったように、真剣にそ

の問題について何がどうできるか、しかも早くできるかを取り組んでいきたいという

ふうに思っています。

〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） それでは、次に移ります。

〇青柳賢治議長 それでは、清水正之議員、一般質問の途中ですが、この際、暫時休憩

いたします。再開の時間は１時30分といたします。

休 憩 午前１１時５２分

再 開 午後 １時２９分

〇青柳賢治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

清水正之議員の一般質問を続行します。

それでは、質問事項２の介護保険についてからです。清水正之議員、どうぞ。

〇10番（清水正之議員） それでは、２項目めの介護保険について質問をいたします。

昨日も質問があったわけですけれども、課長の答弁で介護保険発足以来、一番大き

い改革、改正になるというお話もありました。来年度が介護保険の第６期目になるの

ですかね、見直しに当たります。今度の介護保険は、要支援者を外し、介護保険制度

から外すということになります。同時に保険料の改定についても行われるということ

になるわけですけれども、今私たちは町民アンケートをとっています。その中でも税

金や公共料金の問題、それから特に医療、福祉、介護の問題に不安を抱いているとい

う方が多く見られます。同時にこれから力を入れてほしいという点についても、公共

料金の引き下げや税金の引き下げ、それから介護の充実、高齢者や障害者福祉の充実

という項目が多く寄せられています。その一つが介護保険であります。

先ほども言いましたように、今度の介護保険の改正は制度が始まって以来、一番大

きな改正になるというふうにも思いますし、その点ではどうサービスが変わっていく

のか、また保険料や利用料の推移がどう変わるのか、現段階でわかる限りでいいです

けれども、お答え願いたいというふうに思います。

〇青柳賢治議長 それでは、小項目（１）、（２）の答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。
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〇青木 務長寿生きがい課長 それでは、質問項目２の（１）につきましてお答えをさ

せていただきます。

今回の法改正により、要支援者の多様な生活ニーズについて、要支援者自身の能力

を最大限に生かしつつ、多様なサービスを総合的に提供可能な仕組みに見直し、介護

予防訪問介護及び介護予防通所介護が、介護予防・日常生活支援総合事業へ移行とな

ります。サービス内容といたしましては、現行の介護予防給付相当のサービスに加え、

多様なサービスとして提供する緩和した基準によるサービス、住民主体による支援及

び短期集中予防サービスに分類されます。また、介護予防ケアマネジメントにつきま

しては、訪問看護や福祉用具の貸与等、介護予防給付と併用する場合は介護予防給付

によるケアマネジメントとなり、総合事業のサービスのみの場合は地域支援事業の介

護予防ケアマネジメントとなります。

法改正に対する町の対応ですが、まずは生活支援体制整備事業への取り組みから始

め、地域資源開発や多様な主体によるサービス提供のネットワーク化を図った後に、

新たな総合事業へ円滑に移行していきたいと考えております。

次に、（２）につきましてお答えをさせていただきます。今回の法改正のもう一つ

のポイントといたしまして、費用負担の公平化が挙げられます。具体的には、低所得

者の保険料軽減を拡充するとともに、保険料の上昇を抑えるために所得や資産に応じ

て利用者負担を見直すものでございます。

まずは、保険料ですが、標準段階の見直しにより標準６段階であったものが標準９

段階と多段階化され、保険料負担の公平化を進めるものでございます。また、保険料

基準額ですが、第５期計画では第４期計画の基準額である月額4,000円を据え置いて

おり、この額は全国平均の4,972円、あるいは県内平均の4,506円と比較してもかなり

低い水準となっております。第６期計画につきましては現在策定中であり、また今後

報酬改定も見込まれるため、具体的な基準額は未定ですが、今後要介護率が高くなる

75歳以上の高齢者数の増加が見込まれる中にあっては、基金の取り崩しを行ったとし

ても、基準額の引き上げは避けられない状況と捉えております。

次に、利用料につきましては、保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、制度の持続可

能性を高めるため、これまで原則１割負担となっている利用者負担について、総体的

に負担能力のある一定以上の所得者の自己負担が２割となりますが、月額上限、すな

わち高額介護サービス費があるため、見直し対象者の負担が一律に２倍になるわけで
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はございません。自己負担２割とする水準は、被保険者の上位20％に相当する合計所

得金額160万円以上、単身で年金収入のみの場合は280万円以上を基本としますが、年

金収入以外の収入を中心とする場合の実質的な所得が一定金額に満たない場合や、二

人以上世帯における負担能力が低い場合には、１割負担に戻すこととなります。また、

利用者負担以外でも高額介護サービス費の自己負担限度額や補足給付の支給対象の一

部見直しが行われるものでございます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） まず、今課長が話をしましたように、今度の法改正は要支援

の１、２の人を介護保険制度から外して、日常生活支援事業に移行すると。現在の介

護保険制度では、介護予防事業ということで１次予防、２次予防事業が行われていた。

それを、今度は要支援の１、２を含めて日常生活支援事業に移行するという内容のも

のだというふうに思います。

そこで、この日常生活支援事業についてですけれども、まず訪問型サービスが具体

的にどうなるのか、それから通所型サービスがどういうサービス内容になってくるの

か、お聞きをしておきたいというふうに思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 それでは、お答えをさせていただきます。

先ほどの答弁の中でも若干申し上げさせていただきましたが、現段階で嵐山町の新

たな総合事業がこのようになるというような明確なものをお示しすることは現段階で

はいたしかねます。国のほうで示しています基準について、まず申し上げたいと思い

ます。基本的には、今回新たな総合事業に移行するものは、訪問介護と通所介護、こ

の２つのサービスが移行することになりますが、幾つか区分がなされていまして、ま

ず１つ目としては、現行のサービスに相当するサービスを行うと。それを総合事業の

中で行うというようなことになっております。

それと、もう一つが、多様なサービスというような位置づけがなされています。こ

の２つが大きく分かれています。その多様なサービスの中には、一つとして緩和した

基準によるサービスというような区分がございます。この緩和したというのは、通常

のサービスについては、例えば職員についてはこれだけの人数が必要ですというよう
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な基準が定まっているわけですが、そこ定まっている基準を若干緩くするというよう

なことを行い、費用面を少し下げるというような形で緩和した基準によるサービスと

いうようなものが設けられます。

それと次に、住民主体によるサービス、支援ですね。これは、ボランティアさんが

中心となって、従前の訪問介護に当たるサービス、そういったものを行っていただく

というものでございます。

それと、もう一つが短期集中予防サービスということでございまして、一時的に悪

くなった方に対して集中的にサービスを行うことによって改善を図ると。こういった、

今申し上げたような３つの多様なサービス、こういったサービスに移行をしていくと

いうことでございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） それでは、これから介護保険を受けようとする人、これがど

ういう手続を経るかということなのですけれども、一つは役場の窓口でチェックリス

トなるものを、これですみ分けをすると。チェックリストで介護の認定を受けなくて

はいけないだろうという人については、介護認定申請書から介護認定を行うと。この

チェックリストで落ちた人というか、介護に該当しなくてもいいのではないかという

ふうに言われた人は、サービス事業者の対象になる。これが、今度の新総合事業のほ

うに移行するということですけれども、この新総合事業に移る人が介護保険から除か

れる部分というふうになると思うのです。

このチェックリストの項目、このすみ分けをどういう内容で町は判断をするのか。

介護保険の認定が受けられる人と、介護保険の認定が受けられない、新総合事業のほ

うに移行していかざるを得ない、そのすみ分けは、町ではどういうすみ分けで判断を

するのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

まず１点申し上げておきたいのですが、今議員さん、要支援の方が介護保険から除

かれるというようなお話をされておりますが、地域支援事業というものも介護保険制

度の一つのものだというふうになっております。正確に申し上げれば、これまで予防
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給付として支給をしていたものが、給付ではなく、地域支援事業のほうに移行すると

いうことでございます。国、県、そういった財源についても、従前の予防給付のとき

と同じような形で地域支援事業、この新しい総合事業についても財源が保障されると

いうことが、まず１点申し上げたいと思います。

次に、窓口で申請においでになった方に対して町の対応ということでございますが、

正直なところ、現段階では細かな窓口の対応まではまだ検討のほうはされておらない

状況でございます。基本的な部分については、国から今議員さんからお話があったよ

う形で、現在使っているチェックリストをもとに、そのおいでになった方を区分して

いきなさいというような資料はいただいておりますが、それに対して具体的にこうと

いうところまではございません。ただ、基本的には今議員さんがお話をされたように、

相談にお見えになった方が、そのチェックリストを使って判断をする中で、これは明

らかに要介護として認定がとれそうだなという方については、介護保険の要介護認定

申請をしていただくと。

一方、その状態からしてほとんど自立の生活が営むことができている方、そういっ

た方については、その方のどういった部分が必要なのか、どういった支援が必要なの

か、そういったことを判断しながら総合事業につなげる。あるいは、予防の中であっ

ても、例えば訪問介護であったり、福祉用具であったり、住宅改修であったり、そう

いったものが必要だというような判断がなされれば、それは要介護の認定申請をして

いただき、要支援の認定をとっていただく。そういったことで、窓口である程度振り

分けていくというようなことになろうかと思います。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） そうはいっても、サービスの事業提供者やサービスの内容も

変わってくるわけですよ。要するに、新総合事業に移行された人は、今まではサービ

ス事業者もきちっとした資格を持った人がやられているわけですけれども、先ほど課

長が言われるように、今度の改正は住民のボランティアによる導入がされると。そう

いう面で介護保険から除かれるということなのだと思うのです。果たして住民のボラ

ンティアできちっとしたサービスが提供できるのか、非常に疑問が残るところだと思

うのです。

そこで、今県のほうからまだ詳しい基準が来てないのでよくわからないということ
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なのですけれども、ここの部分で新たに申請を受けようとする人は介護保険のほうに

移れるのか、あるいは新総合事業のほうに移らざるを得ないのか。今までは、少なく

も要支援１、２の人たちは介護保険の制度として該当してきたわけですよ。今度は、

このチェックリストによって介護保険制度から、新総合事業のほうに移らざるを得な

い。これサービスの中身も、サービスを提供する事業者も変わってくるということだ

と思うのです。そこのところをきちっと、私は介護保険のほうに移れるような窓口対

応をすべきだと思うのですが、いかがですか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

まず、この新しい総合事業につきましては、国が示しておるのは27年４月、来年の

４月です。ここから移行をできるところからしてくださいというような言い方をして

おります。というのは、その自治体によって体制が整うところ、整わないところが当

然ございます。そういったことを考慮して、２年間の猶予期間を設けております。遅

くとも平成29年４月には移行をしなさいというようなことが、まず言われています。

実は、埼玉県内でいつ移行をしますかというアンケートを過日とりまして、その結

果、まだこれは中間というのでしょうか、最終の決定ではどこもないと思います。そ

ういったアンケートの結果を見てみますと、来年の４月から移行するというようなこ

とを今現段階で考えている自治体は本当にごくわずかでございます。数字を申し上げ

ますと、埼玉県内61保険者あるわけでございますが、そのうちの３団体が来年４月に

移行しますと。それ以外の自治体については、４月ではなくて、おくれて移行します

というようなことが言われています。この移行できる団体は、もう既に総合事業をや

っている団体だというふうに思っています。ですから、もう体制が現段階である程度

整っているという団体でございます。それ以外の団体については、これから一定期間

をかけて、この新しい総合事業に移行できる体制を整えていき、移行していくという

ことがございます。

嵐山町においても来年４月ということではございませので、一定期間お時間をいた

だき準備をし、体制を整えて、移行をしていくということを今考えておりますので、

なかなか詳しいお話ができなくて申しわけございませんが、以上でございます。

〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。



- 160 -

〇10番（清水正之議員） 少なくも先ほど課長が言いますように、住民主体の多様なサ

ービスを受けられるようにするのだということですけれども、例えば訪問型サービス

のＡ、Ｂがそれに該当すると。特に訪問型サービスＢについては、ボランティアが主

体としてサービスを提供すると。それから、通所サービスについても通所サービスの

Ａ、Ｂが多様なサービスに該当すると。Ｂについてはボランティアが主体、Ａについ

ては雇用労働者とボランティアというのが内容ですね。そういう面では、サービスの

低下が起こるのではないかというふうに危惧をするわけです。

特に新総合事業になったときに、問題はケアプランがどうなるかと。チェックリス

トによって新総合事業に移ったときに、サービス事業対象者を除いて、ここでサービ

スを受けるのにケアプランを作成をすると。このケアプランの内容は、目標を持たさ

れる。改善方法を要求される。それによって達成できれば、サービスの提供からサー

ビスを終了するというふうになってくるわけです。そういう面では、新総合事業に移

ったときに、まず窓口でのチェックリストですみ分けをされる。また、ケアプランに

よって目標を持たされ、達成できればサービスが終了される。これ、２つの問題を背

負わされるのですよ。

まして先ほど言ったように、今までは社協のほうにもありますけれども、きちっと

した専門職員が、資格を持った専門職員がサービスを提供していたのが、今度はボラ

ンティアでそれを対応するということになるわけで、今まで介護保険の質問をしてき

たときに、サービスは後退させないのだというのが町の姿勢だったわけですけれども、

今度の新総合事業の中で、こういう状況の中でどうサービスを維持していくのか、サ

ービスの後退は招かないような体制がこの第６期の見直しの中で果されていくのか、

具体的にお聞きをしておきたいというふうに思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

議員さんも当然ご存じだと思いますが、今回のこの改正が行われる背景というのは、

社会保障費が年々増加をしていく、この介護保険制度というもの自体が、果たしてこ

のままで存続ができるのかどうか。保険料で申し上げますと、今の国の全国平均の保

険料が4,972円です。これが2025年、団塊の世代が皆75歳になる年、この年には

8,200円、基準額がなるというふうに言われています。このまま同じ制度を続けてい
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ったら、もうこの制度自体がもたないだろう。こういったことをもとに、今回の改正

が行われたというふうに私は認識をしております。

そういった中で、この要支援者の部分につきましては、今要支援サービスを使って

いる方の現状を見てみると、専門職でなくても十分なサービスが提供できるような、

そういった実態が見えてきたと。具体的に言えば、要支援者の方の例えばお宅の簡単

な掃除をするだとか、ごみ出しをするだとか、そういったサービスを専門の方がやっ

ているという実態が見えてきた。では、こういった部分をどうにかできないか。そう

いったことも国のほうでは考えたと。それが、今財政的な問題を言いましたけれども、

それはサービスを提供する側の問題もあります。というのは、介護者の確保が今後一

層難しくなるだろうと。現時点でもかなり福祉事業所の職員を集めるのは大変だとい

うふうな話は伺っています。ですが、今後生産年齢人口がますます減少する中にあっ

て、果たして今と同じサービスが事業所として提供できるのか。そういった課題もあ

るというふうに国のほうでは言っていると思います。

町の対応としては、今回国のほうでこのような改正をしますというような基本的な

システムをつくったわけですから、その中で町として最大限できるようなサービスを

整えていく。ここに例えばＡ、Ｂ、Ｃというふうにサービスがありますが、国のほう

で言うのは、この全てのサービスを整えなさいというふうな言い方はしていません。

そのサービスの中で、それぞれの自治体できる中でやってくださいというようなこと

でしています。ですから、その部分にあっては市町村の力量が問われるのかなという

ふうな認識はしています。最初の答弁の中でもありました。今申し上げたようなサー

ビスを提供できるために、今後十分検討していくと。そういった協議体を設け、サー

ビスを創出ができるような体制を整えていく。これが町のできることというふうに思

っております。

以上です。

〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 今の課長の答弁ですと、やはりサービスが後退せざるを得な

いというように聞こえます。

そういう面では、今度の法改正はサービスの低下を招く法改正だというふうに思い

ます。そういう面では、介護保険制度そのものがもう崩壊をしてきているというふう

に言わざるを得ない。今までもサービスの低下を招かないようにするのだというのが
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町の姿勢でした。今度の法改正の中でも、特にこの新総合事業の部分、今まで予防医

療として介護保険にかからない、予防医療として町はやってきたわけですけれども、

その部分をきちっと充実をさせていかないと、介護保険そのものが受けるのは住民で

すからね。サービスを受けるのは住民ですから、招かないようなサービスを充実させ

てほしいというふうに思います。

ちょっともう一つの問題があるので、そちらに移ります。保険料の問題です。先ほ

ど課長は、第５期の改正は月額4,000円ということで、支払い準備基金を使って町は

対応してもらいました。前にもお話をしたことがあるかと思いますけれども、県内で

も引き下げたのはときがわだけ、わずか数円だと思いますけれども、引き下げました。

４つか５つの自治体が据え置いたという、その一つだったわけですけれども、嵐山町

はその一つということで、今度の法律改正の中では全国的には全国平均で保険料が月

8,200円になるというふうに言われています。非常に高い保険料になるなというふう

に思うのですけれども、そういう面では嵐山町の介護保険の支払い準備基金、多分１

億3,000万円ぐらいあると思いますけれども、その支払い準備基金の年度末の予想で

支払い準備基金が幾らぐらいになりますでしょうか。その準備基金が、１人当たり幾

ら積み立てられているのか、お聞きをしておきたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

今年度、平成26年度末の残高見込みでございますが、たしか１億2,200万円ほどだ

ったというふうに記憶をしております。１人当たりということでございますが、およ

そ２万3,000円程度かというふうに思います。

以上です。

〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 前回もこの支払い準備基金を使って、保険料を据え置きをし

ていただいたと。今回１億2,200万円の支払い準備基金が積み立てられていると。１

人当たりにすると、被保険者１人当たり２万3,000円ということですから、この保険

料を今の段階だと、まだ具体的な数字はわからないにしても、引き上げざるを得ない

という回答でしたが、この支払い準備基金を使ってどの程度抑えられるというふうに

考えられるでしょうか。
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〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

先ほど答弁の中で申し上げましたが、現在第６期の計画を策定中でございます。今

後報酬改定を見込まれる中にあって、給付費の総額もまだ未定の部分がございます。

そういった中にあって、現在の時点で把握をしている金額で申し上げますと、今想定

をしておるのは基金の一部を取り崩し、保険料で申し上げますと月額400数十円程度

引き下げが可能かというふうに考えております。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） そうしますと、１カ月の保険料が4,000円から4,400円あるい

は500円の近くになるという予想ということでよろしいでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

第５期でも、先ほど議員さんがお話のとおり、基金を取り崩しまして、たしかその

ときも400円程度引き下げて月額4,000円。ですから、基金がなければ4,400円程度の

金額に設定をしたというふうに思っております。今回につきましては、基金を取り崩

したとしても若干数百円、現行よりも上げざるを得ない状況というふうに考えており

ます。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 支払い準備基金が、先ほど課長の答弁ですと、１人当たり２

万3,000円残っているというお話でした。被保険者１人当たり２万3,000円残るのであ

れば、単純な話として、据え置いても十分できるのではないかというふうに考えられ

るのですが、サービスの提供部分もあるでしょうけれども、据え置きという考えはあ

りませんか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。



- 164 -

今後65歳以上、第１号被保険者の数もそうです。要介護の認定率が高いと言われる

75歳以上の人口の数、これも急激にふえてまいります。こうした中にあって、今回の

改正を実施したとしても、保険給付費、この増嵩というのは避けられない状況にある

というふうに認識をしております。そういったことから再三申し上げますが、基準額

の引き上げは避けられない状況にあるというように考えております。

以上です。

〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 先ほど課長は、保険料の区分が６段階から９段階になるとい

うふうにお話になりました。特に７階層あるいは９階層の人たちは、現在の保険料よ

りも上がるのですね。６段階から９段階に変更する。その変更だけで７階層の人、９

階層の人は1.25倍から1.3倍、６階層の人は1.5倍から1.7倍に上がる。この階層を９

階層にするだけで、この部分は上がってしまうのです。

まして今被保険者の人たちは、多くが年金生活者です。年金そのものも国が引き下

げるというふうに言っている。やはり、住民の負担軽減ということを考えれば、この

支払い準備基金、１人当たり２万3,000円残されている準備基金を使って、むしろ引

き上げを行うのではなくて、据え置きあるいは引き下げるという方法を考えるべきだ

というふうに思うのですが、いかがですか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

仮に今持っている準備基金、これを全て使ったとしても、現在の金額は維持できな

いというふうに考えております。ですが、先ほど答弁の中でも申し上げましたが、現

行の基準額、これは県内他団体と比較をしてもかなり安い。下から数えて７番目です。

近隣の自治体の中でも本当に安いところに位置をしております。過日、近隣の自治体

の担当者が集まる機会がございまして、そこで保険料はどのくらいになるのかという

ような話題が出まして、そこで、これもよその団体もまだ仮の数字でございますが、

伺ったところでは、4,000円台の後半のところがたしか３団体ぐらい、5,000円台が２

団体、6,000円台もたしか何団体かあったというふうに思います。

そういったよその仮の金額でございますが、そういったものを聞いても、現行の嵐

山町は恐らく一番安い金額が維持できるのではないかというふうに考えております。
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そういった努力は今後も引き続き続けてまいりたいと。安易に引き上げを行うという

ふうに申し上げているのではなく、最大限の努力を行った上で、仕方なく上げざるを

得ないというふうに考えているということでございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 清水議員に申し上げます。一般質問の持ち時間３分となりました。ど

うぞ。

〇10番（清水正之議員） 住民の多くは、これは住民の人が私たちに、このアンケート

に寄せてくれた言葉なのですが、67歳のひとり暮らしのアパートのです。収入は年金

のみですと。生活が大変ですというふうに寄せてきています。年金生活であるが、天

引きがされる項目がやたらとふえて、生活が大変になってきているというふうにも書

かれています。そういう面では、多くの住民がこうした税金も含めた国保、介護保険、

そういう保険料の高さに大変な思いをしていると。これだけ多くの人たちが声を寄せ

てもらっています。私は、そういう面ではそういう声にしっかり向き合ってほしいと

いうふうにも思いますし、介護保険で言えば、支払い準備基金が１億3,000万、１人

当たり２万3,000円残されているというのであれば、その金額を使って、せめて据え

置くという方法をとってほしいというふうに思います。

以上で終わります。

〇青柳賢治議長 どうもご苦労さまでした。

◇ 松 本 美 子 議 員

〇青柳賢治議長 続いて、本日３番目の一般質問は、受付番号８番、議席番号12番、松

本美子議員。

初めに、質問事項１の農業の現状についてからです。どうぞ。

〔12番 松本美子議員一般質問席登壇〕

〇12番（松本美子議員） 議長の指名がございましたので、12番議員、松本美子でござ

いますけれども、大きく分けまして３項目について、一般質問を通告書に従い質問さ

せていただきますので、よろしくお願いをいたします。

まず、１項目めでございますけれども、農業の現状について。高齢化による農業後

継者不足は重要であるということは、それぞれの方が認識をなさっていると思ってお

ります。また課題であるといふうにも考えております。そういった中で、遊休農地や
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農地が管理できなくなり、耕作放棄地の農地が多くなってきています。

そこで、農業委員会との関係になりますけれども、全国農業新聞の特別賞の受賞を

いただいたり、あるいは農業者との意見交換会を行ったり、農業委員会だよりを出し

たり、活発な農業委員会さんでの活動等が行われておりますけれども、また10月から

では農地バンク制度の立ち上げ等も実施なされ、非常に敬意を表するような活動が行

われているというふうに感じているようなところでございます。そういったことを含

めまして、小項目に入りますけれども、何点かお尋ねをさせていただきます。

まず、①でございますけれども、農地バンク制度は賃借の対象者がいますけれども、

そういった中でどのような用件の方が登録できるのか、お伺いをいたします。

②になりますけれども、高齢化が進む中、後継者不足への取り組みが何としても最

重要であるというふうに考えております。今後の農政推進の方向性につきましてお伺

いをさせていただきます。

③になりますけれども、賃借は農地法人が嵐山町にはありますけれども、そこ、あ

るいは個人の経営者が頑張っている、大手で頑張っているというふうな方たちもいら

っしゃいます。そこでの賃借の割合の面積、または賃借権の設定にはどんなふうなこ

とがあるのか、お尋ねをさせていただきます。

④ですけれども、これは米の問題になりますけれども、平成30年には米の減反、廃

止と、あるいは補助金の見直しというようなことが発表されました。また決定をされ

ているようでございます。そうしますと、農業者への対応と今後について、町の考え

方あるいは方向性というもの伺わさせていただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。

〇青柳賢治議長 それでは、小項目①から④の答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 質問項目１の①につきましてお答えいたします。

ご案内とおり、平成26年９月１日に嵐山町農業委員会農地情報登録制度実施要綱（農

地バンク）を制定し、10月１日より施行いたしまいた。農地バンクの周知につきまし

ては、毎月発行しております農業委員会だより第56号及び町の公式ホームページに掲

載させていただいております。

お尋ねの登録のための要件でございますが、申請する農地が嵐山町内にあり、比較

的安易に作付できる状態の農地で、草刈りなどの保全管理がされていること。また、
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立地要件といたしまして、傾斜、接道など考慮しております。その理由といたしまし

ては、借り手の方が耕運等で容易に作付でき、トラクターなどの農機具が出入りでき

る道路に面していることを、利用権の設定を推進できるもの考えております。農地バ

ンクの登録申請書が提出された農地について、毎月の農地調査会において現地を確認

しております。

なお、登録できない農地につきましては、嵐山町農業委員会農地情報登録制度実施

要綱第４条の２の規定により、農地に抵当権または仮登記のあるものは、解除される

まで登録できないとしております。また、申請地が既に利用権の設定がされており、

期間が残っている場合や、日当たりが悪く農地の形状が悪い、農機具が入らない、急

傾斜でトラクターが使用できない等の場合も同様です。

続きまして、質問項目１の②につきましてお答えいたします。ご指摘のとおり、現

在農業をされている方の高齢化及び後継者不足問題につきましては、町だけにとどま

らず、国全体で深刻な状況にあります。国では、高齢化や後継者不足といった人の問

題、耕作放棄地の増加などの用地の問題を解決するために、人・農地プランの策定を

全国的に推進してまいりました。町でも人・農地プランを昨年度策定し、その中で農

地の受け手として位置づけられている中心経営体と呼ばれる農業者や法人の方を中心

に、引き続き耕作放棄地とならないように農地の活用をお願いしております。

また、町では農業法人の参入を支援するとともに、新規就農者に対しては個別の状

況に応じて相談を受け、極力本人の意向に沿った形で就農しやすい環境づくりに取り

組むとともに、国の制度で45歳未満の方が新規就農される場合に支払われる青年就農

給付費制度等を活用するなどの支援をしていきたいと考えております。

続いて、質問項目１の③についてお答えいたします。嵐山町の農地全体の面積は、

平成26年２月の現在で793万7,797平方メートルです。このうち利用権を設定している

面積は、平成26年11月現在で790件、1,226筆、面積は184万9,828平方メートルです。

農事組合法人の嵐山営農は514筆で、面積は76万5,070平方メートルです。株式会社四

季根彩は19筆で、１万2,416平方メートルです。株式会社ナガホリは27筆、２万6,684平

方メートルです。個人経営者は784件、666筆、104万5,658平方メートルです。割合は

56.53％です。法人の割合ですが、面積は80万4,170平方メートルで、全体の43.47％

を占めております。賃借権の設定につきましては、農事組合法人及び会社法人は全て

利用権を設定しております。また、個人経営者につきまいては、ほとんどは利用権を
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設定していただいておりますが、一部につきましてはみなしと言いまして、貸し手・

借り手の間で相対で行っている場合で、農業委員会では把握しておりません。農業委

員会では契約の期限が切れると、確実に貸し手に利用権の設定をしていただくようお

願いをしております。

続きまして、質問項目１の④についてお答えをいたします。ご質問のとおり、長き

にわたり国の農政の基本施策としてされてきた減反政策は、平成30年度から廃止され

ます。そもそも減反政策とは、国内で生産されている主食用米が過剰になることにな

り、これにより米価が低下することを防ぐことを主な目的として取り組まれている政

策であります。これまでの減反政策では、毎年度国から指示を受けた米の生産数量目

標面積に基づき、町内の農家の皆様へ戸別に米の生産数量目標のお願いをしてまいり

ました。これに対して、減反政策廃止後の平成30年度以降は、米の生産数量目標は地

域の実情を踏まえ、町が任意で設定できることとなりましたが、米を作付したいとい

う農家の皆様が多いことから、事実上の減反政策の廃止ということになります。

減反政策に伴う補助金につきましては、従来から米の作付を休んだ水田である休耕

田に米以外の作物と作付ける転作をすることで、国の食料自給率に寄与する取り組み

により、主食用米の販売価格との差額を補助金で穴埋めする制度が主流でありました。

これについては、国では今後も継続していきたいとの意向でございました。しかしな

がら、事実上、民主党政権時代から始まった主食用米の作付面積に応じて支払われる

補助金については、今年度より従来の10アール当たり１万5,000円から半額の7,500円

に減額され、平成30年度からは廃止が決定しております。

かつて町では、町内の広い地域の水田で圃場整備事業を積極的に取り入れ、農家の

皆様に使いやすいように広く耕地整理を実施してまいりました。それに伴い、減反政

策の実施や農業用水の不足を背景に、３年に１度休耕を行うブロックローテーション

を実施してまいりました。ブロックローテーションは、米の生産調整を行い、農業用

水不足に対応するとともに、病害虫の防除や転作作物の品質向上、農作業の負担と収

入の分散化が図られます。町では、今後平成30年度の事実上の減反政策の廃止に向け、

各土地改良区や土地改良組合を含め、多くの農業者の方々のご意見をいただきながら

検討していくとともに、国や県から有益な制度を有効に活用しながら、農業者の支援

に取り組みたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。
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〇青柳賢治議長 一般質問の途中ですが、この際暫時休憩いたします。再開の時間を２

時40分といたします。

休 憩 午後 ２時２７分

再 開 午後 ２時３９分

〇青柳賢治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

松本美子議員の一般質問を続行します。

それでは、質問事項１の再質問からです。松本美子議員、どうぞ。

〇12番（松本美子議員） それでは、随時再質問をさせていただきますけれども、まず

①の関係から、農地バンクの件について質問をさせていただきます。

ただいま答弁をいただきました。そういった中で、２～３再質問となると思います

けれども、お願いいたします。米製造の関係につきましては、この後で質問もさせて

いただくふうになると思いますけれども、やはり借りる要件といいましょうか、そう

いう中で傾斜した、あるいは道路の関係、草刈り保全というようなものが安易にでき

ると。あるいはトラクターなどが、農機具等が出入りができると。そういったところ

については、料金の設定をしながら賃貸の関係が出てくるということですけれども、

それはもちろんそうになるのかなというふうにも私解釈もしますが、そうしますとも

う少し谷津田のほうに関しましての関係が大切になっていき、そこが耕作放棄地につ

ながってき得るかなというふうにも思いますけれども、そのところについては町のほ

うのお考えがどうなのかと。１点はそういうことです。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 お答えいたします。

谷津田についてでの関係でございますが、先ほど答弁の中でもお答えさせていただ

きましたように、草刈りなどの保管、保全管理ができ、あるいは借り手が耕作しやす

い道路に面していたり、あるいはトラクターが入るというような条件が満たされれば、

農地バンクのほうへの登録は可能でございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） 尋ね方がちょっと悪かったかもわかりませんけれども、１回



- 170 -

目の答弁でそういったことは理解しております。そういった、それ以外のいわゆると

ころがかなり、耕地整理なんかしていないところですね、そういうところがあります。

そこに対してはどんなふうな考え方を持って、どういうような指導をしながらやって

いるのか、あるいはこれからもそういうふうな方向性があるのかということがちょっ

とお尋ねしたかったのですけれども。お答えいただければと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 圃場整備がされているかされていないかということではな

く、圃場整備がされていなくても、こういった先ほどのような条件が合えば、当然農

地バンクへの登録は可能でございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 第12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） そうしますと、それ以外のところではバンクのほうには登録

ができませんということが１点ですね。

そうしますと、ぜひ登録をしたいというような地権者の考え方があれば、そういっ

たことをクリアが、到底谷津田についてはできないわけですね。ですから、登録はで

きないと。そうすると放棄地になってくると。そういうふうな結論が出てくるのでは

ないかというふうに思っています。そこのところを、バンクとは別の考え方でも結構

ですけれども、お答えがいただければありがたいかなと思って、今質問をさせていた

だいているわけなのですが、あくまでも農地バンクについてということですから、そ

ちらの対応についてのお答えはいただけなければいただかなくても結構ですが、もう

一度、すみません、お答えいただければと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 失礼いたしました。

谷津田については登録できないということではなくて、谷津田でも比較的に安易に

耕作できる状態であったりとか、草刈り等の保全管理、あるいは農耕用のトラクター

が出入りできるような接道があるような場合には登録できるということでございま

す。谷津田であるからできないということではございません。

〇青柳賢治議長 第12番、松本美子議員。
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〇12番（松本美子議員） そうしますと、農地バンク制度というようなものが、非常に

しっかりしたようなものができて、この制度によって農地が動いてくるのかなという

ふうに、こちらのことがメリットの関係になってくるかなというふうに思うのですけ

れども、ある面ではデメリットというようなところが出てくるかなというふうに心配

をしているわけですが、なぜかといいますと、農業者の関係が少し減ってくると。先

ほど最初のときに申し上げたとおり、高齢化の関係、あるいは担い手がいないとか、

いろんなところが出てくるのかなというふうにも考えていますけれども、そこへの支

援といいましょうか、方向づけといいましょうか、そういったような考え方が何か町

には支援策といいましょうか、そういうものがありますか。この農地バンクのほうに

登録ができた方は別にそんなには心配はないかなというふうには思っているので、あ

えてちょっと何回か質問をさせていただいているわけなのですけれども。よろしくお

願いできますか。すみません。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 今回の制度につきましては、耕作放棄地の発生防止だとか、

あるいは農業振興ということで、農地を貸したい人と、あるいはまた農地を借りて規

模拡大を図ったりだとか、あるいは新規就農をしたいという、そういう人へのつなげ

るということが大きな役割でありますので、農業委員会としてもそういったことで貸

したい人、それから借りたい人をつなげるような支援をしていきたいと考えておりま

す。

以上です。

〇青柳賢治議長 第12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） はい、わかりました。では、農地バンクのほうの件について

は、課長の答弁のほうの関係で進めていくということで、私のほうの再度の質問につ

いては、ちょっと答えがかみ合っていなかったかなというふうにも私そのものは受け

とめていますけれども、これはではこれで、農地バンクの関係についてはぜひとも進

めていただき、多くの耕作放棄地ができないようにお願いをしたいというふうに考え

ております。

では、②のほうに移らせていただきますが、後継者不足への取り組みということ、

今後の農政の関係の推進の関係なのですけれども、答弁いただいました中にも人・農
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地プランの策定で全国的に推進してきている。嵐山町でも昨年度から取り入れており、

農業者とか法人の方には中心になっていただいて、それを活用し、耕作放棄地となら

ないように農地をお願いしているということでした。そういった中で、この後継者不

足の対応としては、青年の就農給付金制度というのが、答弁の中に45歳以上ですとい

うようなことでありましたけれども、これの内容をもう少し細部についてお尋ねと、

現在どのくらいの方たちがこの制度の実施人数といたしましては利用しているのか。

今後の方向について、これを町がどれぐらいしっかりと取り組んでいくのか、お尋ね

させていただきます。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 青年就農給付金についてでございますが、こちらにつきまし

ては２つ型がありまして、まず青年就農給付金の準備型といたしまして、45歳未満の

方で、県で認める研修期間で就農だとか雇用就農に向けた研修をしている者に対しま

して、１年間150万円を２年間給付するというものでございます。

それから、もう一つが経営開始型ということで、農業経営の不安定な就農初期段階

の青年就農者に対しまして、１年間150万円、最長で５年間給付されるというもので

ございます。

これの人数でございますが、本年度150万円ということで予算化をしておりますが、

現在までのところ相談等は来ていないというのが実情でございます。それからまた、

来年度の話になるのですけれども、来年度につきましては現在相談が来ておりまして、

嵐山町内で就農をしたいのだけれども、土地だとかをちょっと紹介してくれというこ

とで、来年６月からの嵐山町で就農する方で、この青年就農給付金に該当する方の相

談を１件受けております。

以上です。

〇青柳賢治議長 第12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） そうしますと、県での研修を認めた方ということで、２年間

で150万円ずつだというようなことの一つの制度。それに年度ですか、１年間で150万

円のみというような、２つの制度があるというようなことですが、そうしますと現在

では残念ながらというようなお話です。この研修を受け入れる側ですよね、要するに。

研修をしたいという側のことを聞いたのですけれども、反対に今度は受け入れて、そ
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れを研修をしていける、農業法人かどこかだかわかりませんけれども、そういったと

ころの受け皿といいますか、そこは町内では何カ所かあるのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 申しわけありませんが、ちょっとその点は把握しておりませ

ん。

〇青柳賢治議長 第12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） それでは、後で調べていただいて資料としていただければあ

りがたいと思っていますので、お願いいたします。

それと、もう一点ですけれども、明るい展望といいましょうか、27年度からは６月

より申し出があったということですけれども、この関係につきまして、もう少し細部

について、もし報告が、答弁ができるようでしたらば、ご答弁いただければと思って

ますので、お願いいたします。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 来年６月からの就農される方の情報ということでございます

が、その方につきましは現在小川町のほうで研修をされている方で、６月で研修の期

間が過ぎます。それで、嵐山町のほうでちょっと土地を探してということで、現在鎌

形あるいは広野っていうことで、担当者と、それから就農される方と今相談を進めな

がら、就農地については現在詰めているところでございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 第12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） 青年就農の給付金の制度、こんなに素晴らしい制度が国のほ

うからあるということになっているのに、残念でしたと思っています、今は。いない

ということでしたら。

そうしますと、啓蒙的なものが今後必要になってくるわけですね。それにつきまし

て、ただいないのだからしようがないやというような形で手をこまねいていたという

ような、担当課としてもわけではないと思いますけれども、そういった啓蒙啓発の関

係についてはどんなふうな取り組みをなされたのか、お尋ねをさせていただきます。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。
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大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 45歳未満の方で、また就農される方ということでございます

ので、なかなか現在こういった若い方でそういった条件に合う方がいらっしゃいませ

ん。そういった相談に来られまして該当されるような方があれば、こういった制度が

あるということで、そういった制度についてもご紹介しているところでございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 第12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） 町のほうの担当課のほうへの問い合わせがあれば、それにつ

いての対応を実施していたというふうな経緯だということのご答弁でよろしいでしょ

うか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 現在のところ、そういった相談の方が来れば、そういった制

度等をご紹介しているということでございます。

〇青柳賢治議長 第12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） そうすると、少しこの制度の利用としては甘いのかなという

ふうに感じています。すぐに広報で流すとか、あるいは町のほうのパソコンに流すと

か、いろいろ手立てはあったのかなというふうに思っています。年齢が若い方がなか

なかこちらのほうには来ていただけないというふうな観点もあるのかわかりませんけ

れども、何としても後継者をつくっていかなければ、農地の衰退というふうな形にな

ってくるのではないかというふうに感じますので、早速そういうものは実施ができる

か、ではできないかで、すみません、お尋ねします。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 そういった機会があれば、そういった制度についての紹介を

していきたいと考えております。

以上です。

〇青柳賢治議長 第12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） それでは、ぜひそういった方向性を考えていただき、毎月広

報等も発行しておりますので、ぜひともよろしく進めていただければというふうに思
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っていますので、お願いをいたします。

それでは、③のほうへと移らせていただきますけれども、こちらになりますと賃借

の関係になりますが、こちらのほうでも設定はしてあるところと、個人的なところで

は、最悪にはみなしというようなことも、そういう形で貸したり借りたりしていると

いうようなことのようでしたけれども、特に私の場合は、組合法人になっていると、

それなりの支援策等が今までもずっと出てきておりましたから、そんなに心配という

ようではありませんけれども、反対に個人でしっかりと頑張っている経営の方ですね、

そこへの手厚い支援がなければ、やはりそこも成り立っていかないと。それと、法人

と個人の経営の方が、大きくやっている方が何軒がありますけれども、そこがしっか

りとタイアップをとって、今いるわけですね。そういった中で、やっぱり個人対応の

方への何かこう支援というか、指導といいましょうか、そういったことをお話を聞き

ますと、余りそういうことがないというか。だから、個人はとても苦しいというか。

機械を１台買うのにの何百万という金額を、やっぱりどこからも来ないので、自分で

ローンですか、ああいうものを組んでやっているというようなことをよく伺うのです。

ですから、その辺がどうなのかなと。そういう支援はできないのかできるのか、ある

いは考え方があるのかないのか、伺わせてもらいます。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 ②のところで申し上げました。人・農地プランのところの策

定に当たりまして、その嵐山町で３つの人・農地プランを策定したわけなのですけれ

ども、そういった中で中心経営体として位置づけられた方につきましては、国からの

補助制度等もございますので、そういった人・農地プランの策定、あるいはまたその

後の聞き取りのときには、そういった国の補助制度につきましてもご案内、紹介して

いったところでございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 第12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） そうしますと、賃借の関係でということになって、私も先へ

移ってしまいましたからですけれども、これの設定につきましては、こちらでの答弁

には法人及び会社法人は利用権が設定があります。個人経営につきましては、ほとん

どやはり利用権の設定がしてある。この辺のみなしの件については、また質問させて
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もらいますけれども、ここの今質問しましたところにつきましては、やはりそこの土

地の県道沿い、あるいは町道沿い、あるいはその先というか、Ａランク、Ｂランクで

はないですけれども、そういうものがある程度はあって、きちっと利用権の設定がな

されているのですか。そういったことまでは把握していないですか。それとも、それ

は一律に決定がされているもので、賃借をやっているということでよろしいでしょう

か。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 それは、賃借料の額ということでしょうか。

〇青柳賢治議長 松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） すみません。賃借料の額の設定といいましょうか。すみませ

んでした。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 利用権に伴う賃借料の設定につきましては、基本的には相対

で決めていただいております。農業委員会では、基本的には相対で決定していただい

ているわけなのですけれども、農業委員会では料金設定に当たりまして提示されまし

た賃借料の田んぼ、畑の平均の賃借料、それから最高の賃借料、それから最低の賃借

料ということで、参考ということで情報は提供はさせていただいておりますが、個別

にここの田んぼが幾ら、ここの畑が幾らということではお示ししておりません。

以上です。

〇青柳賢治議長 第12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） そういった設定の方法というか、３つに分けているというこ

とですけれども、そこのところが地権者がしっかりと把握をしていないために、こう

いう話がちょこちょこ出てきている。私も農家のほうに住んでいますから、いろんな

お話が聞かれたり、お話ししたりすることが多いので、特にここのところを質問させ

てもらっていますけれども、いわゆる地権者が個人的にどなたさんに貸したらば、私

のところは畳当たりこれだけだったよ。あるいは、こちらの方はこちらへしたら幾ら

幾ら。その差額が大分出ているというようなお話も聞くのです。ですから、もう少し

しっかりと、そういうものはある面で相対というようなお話で答弁等もいただいてい
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ますけれども、農業委員会としてもそこら辺はきちっと打ち出して、今後いけたらい

いのかなというふうに感じるわけなのですけれども、今後の課題かな、今後の検討課

題かなんかになるかわかりませんけれども、方向としてはそういった考え方はどんな

ふうにお持ちですか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 先ほどもちょっと参考の額ということで、平均額とか最高、

最低は参考値ということで示させていただいているということはお話させていただき

ましたが、基本的には貸す人、借りる人、相対での金額の決定ということで、そこま

で農業委員会なりが介入するというか、立ち入るというものではないというふうに考

えております。

以上です。

〇青柳賢治議長 第12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） それぞれの立場、立場というものがやっぱりあるから難しい

というようなお話で、あくまでも相対で検討をしていっていただきたいと、そういう

ようなご答弁でしたので、わかりましたので、次へと進ませていただきます。

④につきましてですけれども、国の政策についてですから、こういった廃止、ある

いは見直しというような方向が30年度には実施されるということですが、補助金につ

きましても、大分１万5,000円から7,500円に減額というだけでも、すごく農業者につ

きましてはずしっと胸に来るものがあるというふうに思っています。それをどのよう

にこれから、あと３年後には実施されるわけですけれども、手をこまねいてじっとし

ているということでは町そのものもないというふうに思いますが、この対策について

何だか打ち出していただきながら、それを30年度からを迎えていくというような方向

が必要ではないかなというふうに思います。

それには、各土地改良区や、あるいは組合ですか、そういう農業者の方々の意見を

いただくということですけれども、これに向けてアンケートだか何だか、研修会です

か、会議ですか、わかりませんけれども、そういったことを中心に行いながら、町の

ほうでは動いていくということでよろしいでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。
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〇大塚 晃環境農政課長 松本議員さんお尋ねのとおり、農業者の方々、それから国だ

とか県、いろんな有利なそういった補助制度等を研究しながら、30年度に備えるとい

うことでございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 第12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） そうしますと、今申し上げたような形を整えながらいくとい

うことですから、それは農業者にとりましても、早目に周知徹底をしていっていただ

かないと、いろいろな声が大きく出てきますので、なかなか会議に、あるいは研修で

すか、そういったようなものを催ししても、全部の方が必ず常に参加をしてきている

というふうな方向性で出てくればいいですけれども、そういったふうに出てこない場

合もありますから、集計がある程度いろんなことを検討した結果出ましたら、ぜひ早

目の周知、指導、そういったものをぜひともよろしくお願いしたいと思いますので、

要望でも結構ですけれども、お願いをさせていただきます。

〇青柳賢治議長 答弁はよろしいですか。

〇12番（松本美子議員） 答弁は、すみません。課長さんが答えてくれましたので、町

長にも伺いたかったのですけれども、町長も同じお答えでしょうか。町長にお答えし

ていただければありがたいです。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えさせていただきます。

課長答弁をずっと聞いておりまして、全くそのとおりの答弁になるわけですけれど

も、いろいろ農業バンクの問題、後継者不足の問題、そして賃貸者、いろいろ相対と

かいう話もありました。そして、今後の米が減反であるけれども、今後の方向性はど

うかということでございます。農業の現状についてという大きな題がございます。そ

れが、全て農業者の問題、そしてそれに国の政策がどうかかわってくるかという問題。

そして、農業者というのも、経営者なのです。ですから、町もいろんな形で国からの

指導というのを届けなければいけませんけれども、経営者自体もそれなりの努力とい

うのはしないといけないかなというふうに思います。その状況が、今農業政策という

のがご承知のように、政権が変わるたびにというぐらい、くるくる、くるくる変わっ

ているわけですから、農業者とすると非常にやりづらい状況です。
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それで、米の減反という話がありましたけれども、米の減反といいますけれども、

その米を、つくった米を日本人が食べないわけです。ですから、それをどんどん国で

はつくれというような状況はできないわけですね。ですから、国のほうではそのお米

をつくるのを、穀物用のお米を転換していくとかいうような方向で、国政も変わって

きているわけです。ですから、そういう状況というのは農業者の方がよくご存じのと

おりですけれども、町としてもそういうようなもの、どういう品種をどういう形で、

どういう方向でやったら、今までと比べてどういう収入がふえるのか減るのかという

ようなことは、情報として提供をしていかなければいけないというふうに思いますし、

それぞれの問題というのは、もう長い日本の農業の問題で抱えている、古くして新し

い問題でございますので、町でもさらに力を入れて、農業者が経営者として成り立つ

ような方向を、国の施策を検討しながら、町のできる指導をしていくということだと

思います。

〇青柳賢治議長 第12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） それでは、項目の２のほうに移らせていただきます。

〇青柳賢治議長 どうぞ。

〇12番（松本美子議員） 項目２ですけれども、町道改良整備についてということでお

願いがしてあります。

まず、これにつきましては、交通の安全面や事故がもちろんなくすためにも、早期

の対策が重要だというふうに考えます。地区要望への実現ですけれども、安全・安心

な生活ができ、町民が住んでよかったなと思えるようなまちづくりがしていただかな

くてはならないというふうに考えておりますので、質問をさせていただきます。

特に①なのですけれども、生活道路の関係です。これにつきましては、車道とか歩

道、あるいは路面の標示、そういったものが、そういう区別もほとんどないというよ

うなところが多いと思っています。これは、多くの要望というものがあると思います

が、そういった中で26年度の計画で道半ばと言われればそれまでですけれども、実施

を今現在やっているわけですが、その実施状況でしょうか。それと取り組みについて

を、新年度の関係にもつながってきますけれども、質問をさせていただきます。

②につきましては、誰もがこれは感じていることだというふうに思い、前回も質問

をしたことがございますが、庁舎への進入の関係なのですけれども、何としても路面

の標示が消えてます。そういったところで、駐車場へ来るのに危険を伴い、これは実
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例として何点か私も聞いておりますので、早急なる対応ができなければならないとい

うふうに感じました。そこで、この２点につきましての質問をさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 それでは、小項目①、②の答弁を求めます。

根岸まちづくり整備課長。

〇根岸寿一まちづくり整備課長 それでは、質問項目２の①につきまして、お答えいた

します。

現在、町では幹線道路の整備を行うときに歩道を設置するよう努力しておりますが、

歩道の整備率は道路延長439キロメートルに対し、歩道整備延長22.7キロメートルの

約5.1％でありまして、まだまだ歩道が整備されている町道が少ない状況にあります。

また、生活道路につきましては、幅員が狭く、建物も近接しており、歩道を設置でき

る状況ではありません。このようなことから、歩道の整備ができない道路につきまし

て、歩行者の安心安全を確保するために、外側線等の路面標示を設置してまいりまし

た。平成26年度には、小学生が安全安心な通学ができるよう、志賀小学校周辺の通学

路へのグリーンベルトの設置、川島地内の通学路への外側線の設置を実施いたしまし

た。また、視覚障害者の方が道路横断をする際の安全確保のために、平沢地内の町道

１―23号線の交差点に点字ブロックの設置を予定しております。

新年度の取り組みにつきましては、通学路へのグリーンベルトの設置及び交差点の

停止線等の修繕を検討しております。また、継続事業として実施しております町道１

―３号道路整備事業につきましては、歩道を設置した道路改築工事でありまして、本

年度に測量設計を終了させて、来年度に用地買収を予定しております。

次に、質問項目２の②につきましてお答えいたします。議員さんもご指摘をいただ

きましたとおり、庁舎への進入路の路面標示につきましては消えてしまっている状況

であります。今年度の予算執行状況を見ながら、庁舎への進入路の路面標示の設置を

したいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 第12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） それでは、①から再質問をさせていただきます。

まず、意外と歩道の設置の延長に関してですが、少ないのだなと。5.1％というふ

うなことです。それには、なかなか町道につきましては状況等があって難しいという
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ようなことの答弁ですけれども、それは難しいということも私も承知はします。そう

いった中で、ですけれども、生活道は本当に町民と特に密着して、毎日狭い道路のと

ころをびくびく、ましてや高齢化が進む中、あるいは通学路にもなっている部分もあ

ります。そういったところで、対応としましては、志賀小の周辺にグリーンベルトの

設置の関係ができたとか、川島の関係とかは今答弁をいただいておりますけれども、

このほかのところの検討がなされたのか。なされた上で、一番危険だというふうな判

断のもとでここへ対応をしたのか。まず、そこを伺います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

根岸まちづくり整備課長。

〇根岸寿一まちづくり整備課長 お答えいたします。

志賀小学校周辺のグリーンベルトにつきましては、昨年度より平沢地区のほうから

グリーンベルトの設置をしてまいりまして、東上線の陸橋から志賀小学校の正門の脇

までを継続して設置したものでございます。それと、川島地区の外側線につきまして

は、川島地区より路面標示の要望がありました関係で、そこが通学路になっておりま

したので、設置したものでございます。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 第12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） そうしますと、平沢のほうから続いて志賀小の関係はできた。

あるいは、川島につきましては地区要望だった。ほかには地区要望というような形で

は、こういった標示というようなものは出ていないというふうな理解でよろしいでし

ょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

根岸まちづくり整備課長。

〇根岸寿一まちづくり整備課長 26年度の要望につきましては、路面標示の設置の要望

は川島地区だけでございました。

〇青柳賢治議長 第12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） そうしますと、町の声の要望につきましてはそれぞれ承知し

ております。きょうは大変区長さんも見えておりまして、お忙しい中来ていただいて

いるようですけれども、何としても区長要望というふうに町のほうも言っておりまし

て、そこを通してからということになりますけれども、そうしますと区長会や何かの
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会議のときには、こういったお話をぜひ今後していただいて、その各区のほうに要望

等があるようでしたら出していただきたいというようなお話等は、担当課としてはで

きると思いますけれども、そのお考えはどうでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

根岸まちづくり整備課長。

〇根岸寿一まちづくり整備課長 お答えいたします。

今後区長会等を通しまして、そういう路面標示の消えてしまっている箇所もあると

ございますので、そういうものに対して要望があるようであれば、要望書のほうを町

へ提出していただくように、ご協力のお願いをしたいと思います。

以上です。

〇青柳賢治議長 第12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） それでは、区長さん、きょうお見えでございますので、よろ

しく私のほうからもありましたらということでお願いをしたいと思っています。ちょ

っと背中向けっ放しで申しわけないのですけれども、よろしくお願いしたいと思いま

す。

それと、随時いろんな分野で事業等が進んできているわけですけれども、視覚障害

者の関係につきましてはよかったなというふうに思います。点字ブロックの関係、あ

るいは１―23線の交差点ということでございますけれども、それ以外のところでもそ

ういった点字ブロックの関係がありますけれども、随時これはそういったところが安

全確保のために必要であれば、担当課としてもしっかりと対応を今後ともできるとい

うことですね。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

根岸まちづくり整備課長。

〇根岸寿一まちづくり整備課長 お答えいたします。

要望等ありまして、点字ブロックが必要な箇所とかありましたら、町だけではでき

ない場合には、小川警察署のほうと協議をしながら、今後設置をしていきたいと今の

ところは考えております。

以上です。

〇青柳賢治議長 第12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） それでは、町のほうも随時町の中を巡回しながら、しっかり
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とやってもらっているというふうに私も考えていますので、よろしくお願いをしたい

と思います。

それと、新年度の関係について、最後のほうでちょっと答弁等もいただいておりま

すけれども、町道１―３号線の関係は、ここ３年間事業ということで、随時計画どお

り実施しておりますが、そのほかに26年度で計画を今立てて、実施をしているところ

ですけれども、計画どおりになかなか進まないというか、どうしてもやむなく現時点

で来年度に繰り越すようなところがあるかな、どうだろうかというふうなところが、

ちょっと私の聞きたいところなのですけれども、その辺はまだ３月までですから、少

し答えづらい部分もあるかわかりませんけれども、お尋ねをさせていただきますので、

お願いします。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

根岸まちづくり整備課長。

〇根岸寿一まちづくり整備課長 お答えいたします。

平成26年度の道路整備事業につきましては、現在順調に進んでおります。27年度へ

の繰り越しは多分ないと思います。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 第12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） それでは、担当課の課長さんをはじめ、職員さんの頑張り方、

あるいは地域の方たちの協力があって計画どおり進めて、終われるというようなお話

を聞きましたので、安心をさせていただきます。

それと、道路に関しては改良なり修繕なり、あるいは整備なりとか、いろいろな区

分があるかなというふうに思い、特に町道の生活道路についてで結構ですけれども、

そういったところでは、どれも改良でも修繕でも整備でも全部重要ですから、どこを

最初というか、危険というか、そういうものの判断というものはすごく難しいだろう

というふうに思いますけれども、担当課としてはどれを重点に置いて、どういう配分

ですか。その３点だけで結構ですけれども、来年度の予算組みを考えていくのか。今

予算組みの関係もしっかりと流れつつあるというふうに思っていますので、お尋ねし

ます。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

根岸まちづくり整備課長。
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〇根岸寿一まちづくり整備課長 新年度では一応要望するように今考えておりますの

が、継続をして行っている事業につきまして、予算を要求したいと考えております。

それと、国の補助金等いただきまして４路線ほど、狭隘道路整備事業というものをや

っておりますが、それにつきましても４年計画という形で４路線を整備する形になっ

ておりますので、そういうものにつきましては予算要求をしたいと考えております。

それと、あと緊急な工事等が入った場合には、現地を確認して至急修繕しなくては

いけないものか、あるいは多少おくらせても大丈夫なものかを現地で判断いたしまし

て、その都度修繕を行ったり、また翌年度の予算を要求するとか、そういう形で現在

進めております。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 第12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） ただいまの答弁でよくわかりましたので、そういった方向で

ぜひとも進めていただき、町民が安全で安心に暮らせるように、道路整備のほうもよ

ろしくお願いしたいと思います。

それでは、②のほうに移らせていただきますけれども、庁舎への進入の関係、路面

標示の関係で、答弁のほうですけれども、今年度の予算執行状況を見ながら、路面標

示の設置がしたいと考えておりますというような、前向きな答弁だったかなというふ

うに思いました。それは、私なぜここにこだわるかといいますと、町民の方から何点

か直接こんな思いをしたということを伺っております。まず、上に上ったところです

か、出会い頭に、３方に分かれるということがあって、そこで標示が消えていますの

で、急ブレーキや何かをくれて対応して、衝突まではいかなかったのですけれども、

とっても危ない思いをしたとか、あるいはどちらへ曲がったら駐車場入るのにいいの

かなと、一瞬あそこでブレーキくれて待っていましたならば、対向車あるいは後ろか

ら来た方たちに、「何やっているんだ」とか、あるいは罵倒的な言葉を投げかけられ

て、特にどきどきしてしまって、なかなかすぐの対応ができなかったとか、そういっ

た声等が今回等も、前のときの質問のときにもそういったことを伺ったことがあった

ので、しましたけれども、ぜひご答弁のとおりに、一日も早く予算の執行状況という

こともありますけれども、まだ26年度も３月いっぱいですので、何とか予算を確保し

て、一日も早くに路面標示が設置していただきたいと思いますけれども、申しわけな

いのですけれども、課長、もう一度ご答弁いただければと思います。
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〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

根岸まちづくり整備課長。

〇根岸寿一まちづくり整備課長 お答えいたします。

駐車場の入り口で、自分も現地を見させていただきました。それで、役場の駐車場

のほうへ入る右折ラインですとか矢印、それと東側の駐車場から出てきたときの停止

線等が消えておりましたので、そういう部分を年度内に予算状況を見ながら修繕をし

たいと思っております。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 第12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） 大変力強いというか、方向性が確認できたようなご答弁でし

たので、要望としてよろしくお願いをしたいと思っております。

それでは、次へと移らせていただきます。

〇青柳賢治議長 どうぞ。

〇12番（松本美子議員） ３項目めですけれども、新年度の人権対策についてというこ

とでお尋ねをさせていただきます。

町は、25年の４月に人権施策基本方針を策定いたしました。一人一人の人権を尊重

する社会は、誰もが感じていることですけれども、とても大切だというふうに共通認

識のあることと思います。また、大変重要な問題だというふうにも受けとめています。

そういった中で、人口減少の中ですけれども、弱者、いろいろな分野での弱者につな

がると思います。そういった中で、明るく平等なまちづくりを推進するというふうに

町では実施しているわけですけれども、こういった観点を踏まえながら、小項目１、

２、３、４ですけれども、お伺いをさせていただきます。

まず、①ですけれども、まず何と言われましても、学校の教育というものが子供の

人格形成等をつくるのには、幼稚園等もありますけれども、まずはある程度そこら辺

でしっかりと人権教育をしていっていただかなくてはならないというふうに感じてい

ます。それには、まず教員の教師、あるいは保護者であるＰＴＡの関係、あるいは管

理職の関係にそれぞれ研修、あるいは講演等、いろんな分野でしっかりと学校教育に

ついては実施をしているということも承知はしているつもりですけれども、改めて質

問を、この辺のところについてどのような関係に動いているのか、お尋ねをします。

それと、子供のいじめ、不登校、虐待というふうに②はお願いをしたいと思ってい
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ます。これは、分けていただきながらご答弁いただきたい。

それと、③ですけれども、また先ほど弱者というふうなことで申し上げましたけれ

ども、やっぱり子供、あるいは③の高齢者、障害者、同和問題、外国人、まだまだＤ

Ｖ、いろんなものがありますけれども、今回につきましてはこちらのほうに質問上に

上げた範囲内で結構ですけれども、どんなような対応をして実施しているのかをお尋

ねします。

また、④ですけれども、町職員あるいは町民と書きましたから、これ全体というふ

うな取り上げ方で結構ですが、それに特に本日お見えの区長さんあるいは民生委員さ

ん、こちらにつきましてはこの代表者でもございますので、あえて項目に上げさせて

いただきました。それと企業、または８士業の方、こちらにつきましては専門の方で、

いろんな分野でのものがとれますので、特にお伺いしたい。それから、今はＮＰＯも

ありますけれども、こちらにつきましてもお伺いをさせていただきますので、ご答弁

をよろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 それでは、順次答弁を求めます。

初めに、小項目①、②について、簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 質問項目３の①につきまして、お答えを申し上げま

す。

学校におきましては、各校ともに一人一人の人権を尊重する社会の実現に向け、い

じめや差別のない仲間づくりを社会科、道徳、特別活動を中核に学校教育活動全体で

実践し、人権についての正しい理解や体験交流等を行っていく中で、人権感覚を育む

ように努めております。こういった基本方針を実践するべく、教職員、管理職、ＰＴ

Ａを対象に各校ともに取り組んでおります。ご案内のとおり、嵐山町人権教育推進協

議会でもご検討をいただいており、各校とも４月初旬に校内組織であります人権教育

推進委員会を開催し、人権教育全体計画を見直し、人権教育推進計画を策定し、１年

間の取り組みを決めております。

教員、ＰＴＡ、管理職に対する研修といたしますと、各校ともにほぼ同様となりま

すので、菅谷小学校を例にとりますと、教職員研修といたしましては、８月１日に松

山市民活動センターで開催されました比企郡市人権教育研修集会、次に８月21日に町

教育委員会主催の教職員人権教育研修会にそれぞれ参加をいただいております。これ

からの予定といたしますと、嵐山町、小川町、滑川町と３町合同で開催されます現地
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研修会がございます。

次に、ＰＴＡ対象といたします研修でございますが、２月に全教職員と保護者が参

加いたしますＰＴＡ人権教育研修会を予定しております。続いて、管理職に対する研

修でございますが、１月に予定されております３町合同の管理職研修等々がございま

す。また、年度末には、今年度の取り組みの成果と課題等を話し合っております。な

お、こういった研修はもとより、人権問題にかかわるニュース等の事件なども適宜取

り上げ、職員会議等で検討し、学年に合った指導等を話し合いを行ったりもしており

ます。新年度におきましても、今までの研修等を検証し、より効果的な研修を実施し

ていけるよう努めてまいります。

次に、②につきましてお答え申し上げます。教育委員会といたしますと、いじめや

不登校などの問題行動の未然防止と、その解消を図るため、中学校にさわやか相談員

を設置し、相談活動の充実に努めております。また、小学校と中学校の連携の強化を

通じて、中学校生活の円滑な導入に努め、不登校の減少、いじめゼロを目指して取り

組んでおります。

まず、いじめでございますが、未然防止、早期発見に向けて、学期１回のアンケー

トや教育相談週間を各校で設定し、２者面談を実施しております。アンケートの結果

を集計したものを教育委員会に提出してもらい、現状を把握し、場合によっては指導、

助言を行っております。また、引き続きリーフレット「いじめはしない、させない、

許さない」を活用して、いじめを許さない地域づくりを推進しております。その結果、

認知されましたいじめの件数でございますけれども、平成24年度には小学校、中学校

ともに１件、平成25年度は小学校はありませんでした。中学校は１件でございました。

早期発見、早期対応ができましたので、それぞれ解消となっております。

続きまして、不登校でございますが、生徒指導における小中学校合同研修会の実施

や、定例の教育相談員研修会を実施し、不登校児童の状況を共有し、対応に生かせる

よう推進しております。また、小中学校合同の生徒指導委員会や教育相談委員会を実

施するとともに、指導主事が積極的にかかわり、教育相談体制の充実や不登校児童へ

の支援に力を入れております。平成24年度は小学校３人、中学校14人で、平成25年度

につきましては小学校４人、中学校12人でございました。いずれにいたしましても、

担任や管理職、地区の民生委員さんをはじめとする地域の方々、またこども課の保健

師等、情報交換や家庭訪問等も行い、不登校の解消に努めております。
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教育委員会といたしますと、スクールカウンセラー、各校の教育相談員、さわやか

相談員、指導主事合同の研修会を行い、さまざまな問題行動に対応し得る指導力の向

上を図っております。小学校の不登校を解消すべく、小学校へ週１日、さわやか相談

員の派遣をしております。

次に、虐待でございますが、11月の虐待防止推進月間に合わせ、ポスターの掲示や

広報等で啓発を行っております。なお、国に報告しております件数でございますけれ

ども、平成24年度は身体的虐待が８件、ネグレクト１件の計９件、平成25年度につき

ましては身体的虐待が９件、心理的虐待の２件の計11件でございます。虐待の相談経

路といたしますと、児童相談所や保健所、警察等からの情報でございます。また、情

報が私どもに入ってからの対応でございますけれども、それぞれのケースにより違い

がありますが、流れといたしますと、通告を受理し、予備調査を行い、対応方針を決

定し、安全確認調査、処遇の検討、在宅支援、進行管理という流れで対応いたしてお

ります。在宅支援の中で担当者による訪問、面接を行いつつ、児童や家庭の定期的な

状況確認を行っております。新年度につきましても、それぞれ点検評価を行い、より

一層効果が上がるよう努めてまいります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、小項目③、④について、中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 それでは、（３）についてお答えをさせていただきます。

ご質問の分野における人権問題として、残念ながらいまだにさまざまな問題が新た

に発生しております。最近の事例としても、介護の必要な高齢者に対する東京都内の

高齢者マンションでの拘束介護問題。また、７月には盲導犬が刺される事件や、９月

には川越駅構内で県立盲学校に通う生徒が蹴られる事件も報道されました。さらに、

Ｊ１浦和のホーム試合でのサポーターが掲げた横断幕問題など、これは素早くかつ厳

しい対応を行ったＪリーグの姿勢を含めて、外国人の人権問題を考える上で大きな契

機となる事件であったと考えております。

町では、人権施策基本方針に定められた人権施策の目標を達成するために、次の３

つの視点から事業を総合的に展開することとしております。第１に、あらゆる場を通

じた人権教育、啓発の推進、第２に相談、支援の推進、第３に町民、企業、ＮＰＯ等

と協働した地域づくりであります。新年度におきましても、今年度と同様に人権尊重

社会の実現に向けて各事業に取り組み、推進に努めてまいりたいと考えております。
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続きまして、（４）についてお答えをさせていただきます。（３）でお答えをしまし

たとおり、人権施策基本方針では、目標達成のためには町職員はもちろん、町民、企

業、ＮＰＯ等と協働した地域づくりの視点が重要であると定めております。町といた

しましても、この視点に立って連携を取りながら、人権施策の推進を進めてまいりま

す。特に民生委員さんや区長さんにつきましては、地域住民の生活に密着し、日常生

活の困り事をはじめ、防災や防犯に至るまで幅広く直接的にご助言やご指導をいただ

いており、大変大きな役割を果たしていただいていることに深く感謝申し上げる次第

でございます。また、地域の実情、課題を町に情報提供いただけることも大きな力と

なっております。

なお、町では、人権に対する理解をより深めていただくために、各種の研修会も実

施しております。職員については、全職員を対象とした人権研修会を、町民に対して

は人権講演会を、区長さんや各種団体代表者に対しては人権問題研修会を、企業等に

対しては商工会、花見台工業会と連携した人権問題企業研修会を毎年実施し、さらに

民生委員につきましては定例会の中で人権に関する研修を実施していただいておりま

す。新年度におきましても、研修会を含め関係機関との連携を深めて、人権啓発に努

めてまいりたいと思います。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 一般質問の途中ですが、この際暫時休憩いたします。再開の時間は３

時50分といたします。

休 憩 午後 ３時３９分

再 開 午後 ３時４９分

〇青柳賢治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

松本美子議員の一般質問を続行します。

それでは、質問事項３の新年度人権対策についての再質問からです。松本美子議員、

どうぞ。

〇12番（松本美子議員） それでは、３項目めの①から質問をさせていただきます。

まず、学校の関係では、やっぱり教職員それぞれ、ＰＴＡあるいは管理職につきま

しての研修等はしっかりと実施しているというようなご答弁でございますが、やっぱ

りこれは研修をしただけではなかなかそれぞれの方たちまでには、例えばですけれど
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も、教職員でしたら教職員の仲間たちで、あるいは管理職もそうでしょうけれども、

ＰＴＡ関係になりますと、なかなか家族あるいは地域とかいろんな関係で、地域は地

域で取り組んでいるという答弁もありましたけれども、そういったところがあります。

それはなぜかといいますと、教職員と子供、あるいは教職員とＰＴＡ、あるいはその

反対に子供がそこへ加わってきて、連携というものができてくるわけなのですけれど

も、そのところの連携が私はしっかりとれていかないと、何度研修をしようが、何度

講習を受けようが、なかなか一つの方向性ができていかないのかなというふうに思い

ます。

そういったことですので、あえて学校で教師と先生、あるいはＰＴＡと、繰り返し

ますけれども、地域とか、そういった方たちを取り巻いて、できれば学校区単位、あ

るいはそれでなくても結構ですけれども、一堂に会して、町を挙げて、学校を挙げて

というのでしょうか。そういった講演とか研修とか、そういったようなものが、取り

組みとしては私はできると思っていますから質問していますけれども、やっていただ

くことが、効果的にもなってくるのかなというふうに思います。なかなかこういう各

担当ブロックですか、そういうような形での取り組みは答弁にありましたし、今まで

もしっかりと取り組んでいただいているというふうに思っています。それでもなかな

かこういうふうな町内とは限らず、いろいろな事件とかが起きてきているわけなので、

町を挙げてそういった取り組みを、今度は方向展開をもう一つ加えて、しっかりと取

り組めるか、取り組んでいけるのか、お尋ねをしたいと思っていますので、お願いし

ます。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

私の最初の答弁がわかりづらかったのかなということもございますけれども、まず

ＰＴＡとか職員との研修会を予定しているというお話をしました。この例につきまし

ては、菅谷小学校の例でございます。全校の、学校として全体としての取り組み。菅

谷小学校に限らず、各学校でこのような取り組みを行っているということでございま

す。職員の管理職や何かの研修につきましては、町が主催しながら、先ほどお答えを

させていただいたような形で、各校から参加をいただいておるということでございま

す。
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それから、全体で、町を挙げてのということになりますと、学校の中で一堂に会す

るというのは、学校だけでいきますと６校あるわけでございますけれども、なかなか

一堂に会してというのが、果たしてどこまでできるかなというがちょっとこれから考

えなくてはいけない問題かなとは思います。いずれにいたしましても、先生とか管理

職が研修に行った場合に報告を各校でそれぞれやりながら、学校での取り組みをもう

一度、知識を得た中で再検討していくというのは繰り返して行っておるというふうな

状況になるかと思います。

以上です。

〇青柳賢治議長 第12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） ６校というふうに、学校区と言ったのはそういう意味も、私

も最初の質問のときにあったのですが、それは教師、生徒、ＰＴＡ、地域と入ってい

ただいて、同じ方向性で学校区単位か何かで実施していただいて、町での取り組みの

体制がしっかりと、町民に見えていない部分が私あると思っているのです。幾らここ

の関係ではやってます、こちらの関係ではやってますと、一生懸命今まではずっと行

政の立場、立場のところで、細かく輪切りのような状態でやってきたのが現状かなと

いうふうに思っていますので、それだと少し浸透するのが浅いのかなというふうに思

うのです。ですから、新年度に向けては、そういった学校区単位で地域、あるいは教

師、あるいは生徒、あるいはＰＴＡの保護者、いろんな分野での関係の人たちに、合

同で一緒に、人権の日ではないですけれども、何とかという名目でも、どんなふうな

方向づけでも結構ですけれども、していただいて、取り組めるかなというふうに考え

て、提案でも結構ですけれども、今後そういうふうな方向を考えていけるか、ではい

けないかだけ、すみません。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

まず、各学校におきましても、それぞれお祭りというのですか、学校ごとに。菅谷

小学校ですとしろやま祭というお祭りというか、ＰＴＡ、お子さんが全部集っている

中で、人権教育の研修会とは申しませんけれども、そんな中でも先ほど話申しました

緊急アピールの「いじめはしない、させない、許さない」、そういったようなものも

配ったり、人権に対する理解を深めるような活動はしていると私どもは捉えておりま
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す。来年度に向けてということでございますけれども、校長会等にも諮りながら、で

きるかどうかも含めて話し合いと、こういうふうに考えております。

以上です。

〇青柳賢治議長 第12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） それでは、ぜひしっかりした町の取り組みの学校の関係です

けれども、姿勢といいましょうか、そういうものをアピールすることもやっぱり人権

教育には必ず必要ですし、またそれを受ける各町民等もそういうものはしっかり受け

とめていくということが非常に重要かというふうに思っていますので、ぜひいろんな

機会をということですけれども、それに抱き合わせをするのではなく、それを中心に

というふうな考え方を持っていただいて、実施ができますようにご検討いただければ

というふうに思いますので、要望させていただきますけれども、よろしくお願いいた

します。

それでは、②のほうに移らせていただきます。②につきましては、いじめの関係に

なってくると思います。不登校あるいは虐待の関係ですけれども、町のほうもいじめ

はゼロというような、ゼロを目指してということですが、24年度には認知されたいじ

めに対しては１件というようなことで、非常に喜ばしいのは、25年度小学校はゼロで

すか、そういったような件数の答弁でした。ですけれども、これはなかなか県内で見

ますと、そういったわけにはいかないというふうなのがご承知だと思いますが、埼玉

県内ではかなり起きています。そういったことで、いじめの関係についてはやはりし

っかいと認識して、いじめられているのだというのと、いじめているのだというよう

な双方の認識がなければ、やはり後々いじめられたともし大きな声で発声すると、ま

たやられるのではないかというような恐怖というようなものがかなり出てきてます。

そういった中で、なかなかいじめられていますとかと言いづらいといいましょうか、

それにはカウンセラーとかさわやか相談とか、いろんな方法がありますけれども、ぜ

ひその辺のところをしっかりと子供さんにも、いじめがあったときは、そういうふう

な気持ちにならないで報告してもらうというか、対応していくから大丈夫だよという

か、そういったことを認識していただくように、今後も指導していただければという

ふうに思います。

それと、これはお願いでいいと思いますけれども、不登校の関係になってきますが、

不登校になるのもやっぱりいじめが原因で、なかなか学校のほうへは行きたくないと
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いうか、そういう形が結構ありまして、学校を休んだりなんか、これは30日以上の関

係が生じた場合というか、いろんな制約あるようですけれども、そういう中で嵐山で

は数少なくなってきているということですが、まだまだこれがゼロではないというこ

とですので、把握の仕方、あるいは指導の仕方、それには手厚い方向性をつけてあげ

るのが重要だというふうに思っていますけれども、そのところについて、ただカウン

セラーがいたり、あるいは教育相談、あるいはさわやか相談、指導主事さんがいます

よ、行っていますよということではなくて、実際にはどんなふうなことを子供さんに

投げかけているのか、まず伺います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

不登校をまずさせないというのが前提になるかと思います。それで、統計的にも中

学になったときに比較的多くなるという傾向があるのだと思います。それで、小学校

のときのいじめが原因かというお話なのですけれども、先ほどお答えしたように、小

学生ですと１年から３年、それから４年から６年、それと中学校のアンケートを実施

していると、学期に１回。そういった中で、例えば小学校のアンケート、低学年のア

ンケートでいきますと、仲間外れにされたとか、理由もないのにわざとぶたれたりし

たかとか、放課後に物を取ったり隠したりしたかとか、そういったいじめという中で、

困ったことや嫌だったりしたことがあるかとか、そういったアンケートをとって、書

いたお子さんには２者面談を実施して、実際にどういう内容だったかというようなア

ンケートをとって対応しているということでございまして、不登校につきましてはい

ろんな要因があるのかと思います。

それで、さわやか相談員さんとか、担任はもちろんでございますけれども、管理職

も含めて、自宅のほうに伺ったりしながら、場合によっては民生委員さんにお願いす

る場合もございます。それから、私どもこども課の保健師、家庭によって話しにくい

人と、この人なら話しやすいというような、いろんなケースがあるかと思うですけれ

ども、そういったアプローチをしながら、不登校を極力少なくするような努力を行っ

ているというのが現状でございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 第12番、松本美子議員。
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〇12番（松本美子議員） 不登校の場合についてはやはりいじめもそうでしょうし、小

さなときからのことの持ち上がりもあるでしょうし、まず家庭のほうへの訪問という

ふうにして指導ということでしたから、お尋ねしますけれども、ここでは今話しなが

らいろんなケース・バイ・ケースというようなことが課長さんのほうからあるのだと

いうふうなことも伺いましたけれども、家庭環境というか、そういったようなものも

ある程度影響しているか、１点だけ。すみません。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

もちろん大きな要因の一つとしては挙げられると思います。

〇青柳賢治議長 答弁求めます。

小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 不登校の問題につきまして、お答えさせていただきます。

今、簾藤課長のほうからご答弁させていただいたとおりでございますけれども、や

はり不登校の問題は積極的に私どもの関係の職員、また学校、あるいは地域の皆さん

が家庭に出向いて、親御さんと話をすることがまず大事なのです。対象の子供ではあ

りません。やはり親の変容、これが家庭環境との絡みで一番大事です。そういった中

で、行っても会えない家庭もあります。そこで、導いてくれるのは学校の先生が、で

は会わせられるような機会を捉えさせていただき、私どもの職員等が親と胸襟を開い

て話し合う。そこから、親の意識を変えていくわけです。

私も現役のときに、やはり一番いいのは、今言っているアウトリーチという方法な

のです、やっぱり。アウトリーチというのは、家庭に積極的に行くということなので

す。待っていてはいけません。これは不登校の問題だけではありません。こういった

姿勢を今後も教育委員会のほうでは、学校、地域と連携して、不登校を少しでも解消

できるように努めてまいりたいと、こんなふうに思っております。

以上です。

〇青柳賢治議長 第12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） 教育長さんからも力強いお言葉で答弁をしていただきました

ので、ぜひとも実施していただけるようにお願いしたいと思います。

それでは、③の高齢者とか障害者の関係で答弁等もいただいております。重複をち
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ょっとしてくるようになりますので、ぜひこういった事態が起きませんようにという

ことで、１回目の答弁もいただいていますので、よろしくお願いをしたいかなという

ふうにも感じております。

そういった中で、３番の関係は、課長のほうの答弁等である程度把握して私もおり

ますので、こういった事件等が起きたら速やかに、ぜひ対応をしていただきながら、

町のほうでも対策を練っていただき、多くの皆さんにご協力をいただきながら、ぜひ

とも民生委員さん、区長さんというような形の言葉で出していただき、一生懸命取り

組んでいただけているというようなことでございましたので、今後とも引き続きお願

いしたいというふうに思います。

それと、まず一番気になるのは、企業とそれから８士業の関係についてのこともあ

るのですけれども、そちらの関係についての研修等は実施しているというようなこと

でしたけれども、もう少しもう一歩踏み込んだご答弁がいただければありがたいかな

というふうに思っています。それは、やはりそれぞれの町民一人一人の人権というこ

とになっていますので、企業等もなかなか就職の関係、あるいは８士業の形の戸籍の

関係とか、それぞれが皆さんが、町民全部の方がかかわってくることですので、そこ

の辺のところについての取り組み、あるいは指導、そういったものが今の報告、回答

のほかで考え方が今後あって、今実施していることがあったり、何かありましたら、

すみません、お願いできますか、答弁を。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 お答えさせていただきます。

企業や８士業、そういったところとの取り組み、研修を通じてというご答弁をさせ

ていただきましたが、それ以上に踏み込んでというお話でございます。当然のことな

がら、この研修会を実施するということに関しては、商工会と、それから花見台工業

団地の工業会、こちらと一番大事なところは連携をしていくというところが大事なと

ころだというふうに考えておりまして、ただ研修のチラシを配っていただいているの

ではなくて、その人権というものを考える上で、企業あるいは商工会に同じ立場で、

連携しながら、どんな形でやっていけるか、その一つのあらわれが研修会というよう

に考えておりまして、それ以外のさまざまな点で人権に対して、商工会についても、

工業会についても、その企業として、商工会として考えていただくという姿勢で連携
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を保っていきたいというふうに考えております。

〇青柳賢治議長 第12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） そうしますと、こちらの企業さん、あるいは８士業の方、そ

の辺のところにつきましては連携プレーということですけれども、これを開催すると

き、なかなか出席率というものがかかわってくると思います。啓蒙啓発ももちろんで

すけれども、そういった中で答弁いただけたら、どのくらいの割合の方が参加をして

いるのか、１点だけお尋ねします。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 25年度の実績でお答えさせていただきたいと思いますが、実

はこの25年度というのは、２月の、今年度ですね、２月の19日でございました。つま

り大雪の直後ということでございます。駐車場を除雪して、お客様をお迎えしたとい

う状況でございまして、その中で参加していただいた企業の方が25人ということでご

ざいます。昨年は、ちょっと手元に資料がございませんが、たしか40人ちょっとぐら

いの企業のご参加をいただいたというふうに考えております。

以上です。

〇青柳賢治議長 第12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） これは、ちなみに年に１回というようなことで考えていると

いうことでしょうか。考えていて、１回の実施ですか、あるいは今後は２回とか、来

年度はぜひ２回以上はやりたいとか、私はやっていただきたいと思っていますけれど

も、いかがでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 例年１回で実施をしておりまして、新年度につきましてもこ

ういった研修は１回というふうに考えておりますが、先ほど申し上げましたように、

連携という中でそのほかにどのような形で人権というものを企業さんや、あるいは商

工会、あるいは花見台の工業団地の企業さんに持っていただけるか、その辺は話をし

ていきたいというふうに考えております。

〇12番（松本美子議員） ありがとうございました。連携する形でよろしくお願いした

いと思います。これで終わらせていただきます。
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〇青柳賢治議長 どうもご苦労さまでした。

◇ 森 一 人 議 員

〇青柳賢治議長 続いて、本日４番目の一般質問は、受付番号９番、議席番号１番、森

一人議員。

それでは、質問事項、嵐山駅西口通りの活性化についてです。どうぞ。

〔１番 森 一人議員一般質問席登壇〕

〇１番（森 一人議員） １番議員、森一人です。議長のお許しをいただきましたので、

一般質問させていただきます。

私の一般質問は、第１項目で１点、嵐山駅西口通りの活性化について（商店の活性）

に絞らせていただきながら、質問させていただきます。町は、これから「新たな子育

て支援拠点施設整備と周辺の賑わい創出事業基本構想」において、ステーションホー

ルアイプラザとカフェ・パステルのスペースを改修し、子育て支援センターとして生

まれ変わるとし、また駅前の空き店舗に観光協会が移転し、観光客誘致、情報発信、

物品販売など多彩な事業に取り組むとなっております。駅前通りの活性化として大変

よいことだと感じますが、本町の玄関口のにぎわいとして考えますと、商店の活性化

というものも重要だと思います。商工会や個人商店と町がタッグを組み、同じビジョ

ンを共有し、駅前通りの活性化に取り組むことが必要だと感じます。町は、駅前通り、

商店の衰退についてどのようにお考えになっているのか、以下についてお伺いいたし

ます。

（１）、商工会と連携しての空き店舗の活用・新規創業者支援（優遇措置）は可能

か。

（２）、駅西口通りのにぎわいを狙い、町・観光協会・商工会等で駅前通り・駅西

公園でのイベント企画と実施のお考えは。

（３）、商店の活性と地域商品券のさらなる流通を狙い、社協と商工会がやられて

おります「おたすけサービス事業」、町もかかわりながらてこ入れといいますか、見

直しと拡充はという３点でございます。お願いいたします。

〇青柳賢治議長 それでは、順次答弁を求めます。

初めに、小項目（１）（２）について、山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、質問項目１の（１）につきまして、お答えいたし
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ます。

町は、中心市街地活性化基本計画を平成15年に策定し、市街地の整備改善と商業の

活性化に取り組んでまいりました。その中の支援策の一部として、中心市街地活性化

委員会への活動支援を行っております。今日までの事業内容としましては、駅西ロー

タリーの花壇植栽をはじめ、駅前朝市、夕市、嵐山さくらまつり、ボックスショップ

停車場の運営や特産品の商品開発などの活動を行っているところでございます。

しかしながら、この間の駅前通りを見ますと、経営者の高齢化や後継者などの諸問

題による閉店や撤退が目立ち、８月に実施をしました調査結果では、平成14年に30あ

った店舗数、これが19店舗にまで減り、ここ12年の間に４割近くが閉店になっており

ます。このような状況を改善すべく、町の玄関にふさわしい駅舎への模様がえや周辺

のにぎわいづくり、さらには駅通りの活性化に取り組んでまいる考えであります。ご

提案の空き店舗の活用と新規創業者の支援につきまして、商工会と連携し、協議をし

てまいりたいと考えております。

次に、（２）につきまして、お答えをさせていただきます。駅西側のにぎわいを取

り戻すために、人の集まるイベント等の開催は大変有効なことであると考えておりま

す。今後は、観光協会及び商工会と協議をさせていただき、効果的なイベントを実施

できるように努力してまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、小項目（３）について、安藤副町長。

〇安藤 實副町長 それでは、森議員さんの３番の問題につきまして、お答えをさせて

いただきます。

嵐山おたすけサービスでございますが、埼玉県地域支え合いの仕組み推進事業の補

助を受けまして、社会福祉協議会を実施主体といたしまして、商工会、町との連携に

よりまして、平成24年10月に開始をいたしました。この事業の目的は、高齢者等の日

常生活の安心の確保、元気な高齢者の介護予防、そして地域経済の活性化の３点でご

ざいます。事業実績といたしましては、平成24年度、これは６カ月間でございますけ

れども、商品券の発行枚数が173枚、これに対しまして平成25年度は857枚に増加する

など、順調に活動規模が拡大しており、地域経済の活性化にも少なからず寄与できて

いるものと思われます。

県の補助事業といたしましては、３カ年の補助期間となっておりまして、平成26年
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度で終了いたしますが、この事業は支援を必要とする高齢者にとって、今やなくては

ならないサービスになりつつあります。また、高齢化が進む中、自助と公助の間を埋

める共助を育て、地域を活性化することはますます重要なことであり、今後も「嵐山

おたすけサービス」のさらなる拡大を図っていくために、町として財政的な支援を行

ってまいりたいと、このように考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 第１番、森一人議員。

〇１番（森 一人議員） では、順次、再質問させていただきます。

（１）の再質問でございますが、商工会と連携して協議してまいりたいという前向

きなご答弁を頂戴いたしました。私もこれを質問するに当たり、いろいろ他市町の情

報を調べた中で、高崎市が面白いことをやっておりまして、まちなか商店リニューア

ル助成事業というものがありました。これは上限100万円で２分の１の補助を出し、

工事だけではなく備品購入まで使えるというものでした。また、所沢でも空き店舗の

活用で助成事業を行っていらしたり、財政的に余裕のある自治体は家賃の補助だった

り、税金面の優遇措置等いろいろ行っております。

課長のご答弁にもございましたが、駅前通りは商店街が閉店が、平成14年30店あっ

たものが19店にまで減っているというご答弁がございましたが、本当に夜中、夜中と

いいますか、夕方から歩いてみますと、電車が着いておりてくるまでは人の流れがあ

るのですが、電車が小川町に向かったり、松山に向かったりしたときの間の空間とい

うのは、本当に背中が寒くなるぐらい寂しい感じがいつもしております。

これから、先ほどの答弁でもございました朝市、さくらまつりなどのイベントをや

っておりますが、にぎわい創出事業、駅前通りの活性化としては、町行政も今まで以

上に、ぜひ突っ込んだ形で商工会と連携が必要だと思うわけでございます。そこで、

また空き店舗の活用、お店のやる気のある方を探し、お店の誘致、連携して取り組め

ればつながりも強くなりますし、素晴らしいことだと思いますが、さらなる商工会と

の連携ということについて、ぜひ岩澤町長のお考えもお聞きしたいと思うのですが、

いかがでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えをさせていただきます。
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おっしゃるとおり、駅前の活性化を図らなければ、長い懸案ですけれども、なかな

かいい成果が出ないような状況でございます。そういう中で、町では商工会と話し合

いをする中で、助成金を財政的な応援をしながら見守っているわけですけれども、な

かなか今議員さんおっしゃるように、成果が出てこないということでございます。連

携をさらに深めてということで、まさにそのとおりなのですが、この連携を深めると

いうことなのですが、このときにどっちから強くアプローチしていったらいいのかと

いうのがあると思うのです。町もやっぱりしっかり行政としてやらなければいけない。

だけれども、受けるほうがどっちになるのかということが大きなことだと思うのです。

商工会が町にアプローチをしてくるのか、町が商工会にアプローチをしていくのか。

それによって、その地域によって成果の出方が違う場合があるかなという感じもして

おります。そういうことを今思ったときに、若い人たちが花火大会をやったりとか、

さくらまつりをやったりとか、いろんな展開を図っていただいて、炎のそれもやって

いただきました。いろんな形で若い人たちが動いて、こういうところがいろんな形で

じわりじわり、いろんなところに浸透をしていくのだなというふうに思っております。

それで、町でできることという中で、ご承知のように、観光協会だとか商工会もそ

うですが、いろんなタイアップをしながら駅の近くを活性化と言いますけれども、私

はにぎわいづくりと言っいているのですけれども、人がどうやったら一人でも多く歩

くようになるかということです。それで、駅の２階にご承知のような子供の拠点づく

りをしたいというふうに思って、この話も大きく進んでまいると思いますが、そうい

う状況でございます。それで、以前にも質問をいただきましたけれども、すぐその駅

の近くに駐車場という話になるのですが、駐車は今あるほか周りのところをやって、

それで子供と一緒に駅通りを歩いていただく。そして、行っていただく。あるいは、

いろんなところに駐車をして歩いていただく。それで、駅の近くのところはまだでき

ておりませんけれども、例えば一方通行ですとか、いろんなことを考えて、歩行者に

安全な安心して歩けるような整備というか、体制を整えながら、そういう状況をつく

っていければというふうに思っています。歩く人が多くなるようなにぎわいづくり。

そうすると、やはりお店も撤退をするというのでなくて、ちょっと出てみようかとい

うような感じになるかもしれないですね。そういうような形でいきたい。

ですから、いろんな機会に組織の集まりだとか、私こっちが得意ですから、出かけ

ては話をかけて、今度も新年会、忘年会に呼んでもらえないかなとかといってふわふ
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わしているわけなのですが、そういうところに行って、そういう組織の皆様方とひざ

を突き合わせながら、どうやったらいいだろう、町はどういうことができるだろう、

だから地域はこういうふうに受けるよとか、突っつくよとかいう話ができればという

ふうに思います。そういう話をできる機会を少しでも多く持ちながら、それで今おっ

しゃるような駅の活性化を図っていければなというふうに思います。

商工会と連携、全くまさにそのとおりでございまして、いろんな機会を捉えて、さ

らにこの連携が深まるような、話がかみ合うような、そういうような雰囲気、場、意

識づくりをやっていければなと考えています。

〇青柳賢治議長 第１番、森一人議員。

〇１番（森 一人議員） 私は、商工会から始めるのが常識的といいますか、専門家で

すから、窓口の最初は商工会であるべきだと思っております。そこで、アグレッシブ

にお声がけを町とも一緒にやらせてくださいという形に持っていくのが筋ではないか

と思っておりますので、ぜひとも私も商工会員の一員でございますので、いろいろと

先輩方と協議を重ねながら、また駅前通りに人があふれるような形に持っていけるよ

うに頑張ってまいります。

では、（２）の再質問に移ります。私は駅前通り、駅前通りといいますか、駅西公

園も含めて、町と各種団体で共同のイベントをふやし、にぎわいにつなげるというの

は大変重要なことだと思っているわけです。今後のことですが、先ほど町長がおっし

ゃっておりましたが、子育て支援センターが駅にできるわけですが、完成した暁には、

もうすぐイメージが浮かんだわけですが、駅前通りや駅西公園でこども祭りが開催で

きる。考えただけで自分的にはわくわくしてきてしまうのですが、それと１点、あと

参考までに、地域のにぎわいと商店の活性化、それとお客様、町民にとってプラスを

もたらせるような何か仕掛けといいますか、企画はないものかなと調べたところ、結

構全国的にやられているところがあるのですが、得する街のゼミナールと、略してま

ちゼミというものがあります。これはお店の方が先生、講師になりまして、そこで日

ごろから培った職人的な技術だったり、知識、こつなんかをただでお客様に提供でき

るという仕組みで、少人数制のゼミを開催するそうなのですが、カルチャー教室的な

ものが、今度はお店が出張して、出ていって、お客様に教えるという流れがまちゼミ

というものなのですが、お客様にとっては無料で知識が得られるし、仲よくなれるお

店が見つかる。そこで一緒にゼミを受けた方が、新しい仲間もできると思いますし、
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お店にとってはお店を知ってもらえるチャンス、結果新しいお客様につながり、お店

の専門性や特色をアピールできますし、お客様が何を欲しているかとか、お客様の声

を直接聞ける信頼関係づくりにもなりますし、町にとっては町のお店が紹介できるし、

市街地エリア全体のイメージアップにもつながり、安心、信頼できるまちをＰＲでき

るという結構いいことばかりなのですが。これで、まねするばかりではつまらないの

で、これに嵐山の独自性を加えれば、かなり面白い企画もできるのではないかと思い

ます。また勉強してまいります。これについてはご答弁は結構です。

（３）に再質問に移ります。こちらも、町として財政的な支援等を行ってまいりた

いと考えておりますと、大変前向きなご答弁を副町長のほうからいただきました。私

もこのおたすけサービス事業についてはまだ勉強不足なところもあり、同じく商工会

の担当とかに問い合わせたところ、社協の皆様や有償ボランティアの皆様方のお力で

地域商品券の流通は順調だと。先ほど副町長の答弁でも、137枚から857枚と素晴らし

い成果を上げているのだと思います。

ただ、問題点は何かと考えたときに、やはり商品券を使える登録店舗の部分がふえ

ないというのが問題で、さらに廃業するお店もふえてきまして、登録店舗が減ってい

るという状況があるそうです。そういった限られた店舗のため、その商品券が使いづ

らいというのが難点ではないかなと思っております。このおたすけサービス事業につ

いては、福祉、ボランティア意識の向上と、それにも増して、あと地域商店の活性化

を同時に図れる素晴らしい事業だと思っております。前向きなご答弁をいただきまし

たので、私からはもうこの（３）について質問することはないのですが、今後私自身、

商工会青年部の一員として、またこういった事業を研究し、事業向上に努めて考えて

まいりますので、その上でまた改めて質問させていただきたいと思います。

またまた最後に、町長、ぜひ町長のお考えをもう一点、お聞きしたいのですが、よ

ろしいですか。すみません。駅西口通りの商店の活性ということで、今回質問してま

いったわけですが、最後に町として、今後の駅西口通りは、先ほども町長お答えして

いただいたわけですが、少し具体的ビジョンといいますか、我々商工会、また観光協

会が一緒に同じ道を歩けるような感覚の中から、一つ道筋といいますか、ビジョン的

なものがあるのであれば、ぜひ１点でも構いませんので、お聞きしたいと思います。

お願いいたします。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。
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岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 それでは、考え方を話させていただきます。

今もお話を申し上げました。それから、副町長のほうからも考え方、町の方向を話

をさせていただきました。そういう中で、駅を中心としたにぎわいづくりということ

で、駅の２階が今までは喫茶室を兼ねたようなお休み場所といいますか、電車を乗っ

てきた人たちがちょっと一休みというような、そこのところに嵐山町の産物、食べ物、

スイーツというようなものを置いて、それでやってもらってきたわけですが、あそこ

の奥裏のところも時々展覧会なんかに使っていただいてましたけれども、あのスペー

スがなかなかうまく使えない。今やっているところを突っ切っていくというような感

じのつくりになってしまっていますので、なかなかうまくできなかった。前々言って

おりますように、その費用対効果ではありませんが、あいているスペースをできるだ

け使いたい。そして、しかも嵐山町の一等地と言えば最高に一等地の一等地で、駅の

上ですから、最高の場所なわけです。そこのところが中途半端な使い方では本当にも

ったいない。どうにかならないかということで、役場の職員の英知を集めまして、あ

そこのところを子育ての拠点づくりにしたらどうかと。そうすると、お母さんと子供、

お父さんと子供がそこのところに行って使ってもらう。そして、２階は屋内の遊び場

スペースとして。それで、西口の公園のところは外での遊び場として活用してもらう

というようなことを考えて、子供を中心に若い人たちが、若い世代が行き交うエリア

というようなイメージづくり。

そして、もう一つは、町外から電車で来ていただく人に対してどういう受け方をす

るか、姿勢が町としてなかなか出せない状況が来たわけですが、空き店舗の活用です

とか、言われておりますいろんな活用の仕方の中で、駅前の空き店舗、それを活用し

て、観光協会の事務所を兼ねた拠点、これも観光事業の拠点。そして、このところに

嵐山町の案内をしていただくガイドの皆さんがいたり、あるいは場所はどれぐらいに

なりますか、検討がつかないのですが、そこのところに町内の産物、あるいは町内の

生産会社等であれば、そこのところに飾って、自分のところの会社をＰＲしたいとい

うようなものを展示するスペースですとか、そんなような、どういうふうになるか、

ちょっとわからないわけですが、そんなようなイメージで押し出していくと。観光協

会が押し出していく。そして、外から来る人たちを迎え入れるというような考え方。

それで、そこのところでそういった形のにぎわいづくり。
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それで、またもう一つ、商工会も今の商工会の事務所で、これよしというふうに私

は考えていません。以前から商工会には課題があるわけですが、商工会の事務所とい

いますか、あれが交流センターの２階のところででんとしていたのでは、やっぱりち

ょっと弱いかなという感じはするのです。もっと真ん中のところへ出ていって、それ

で、そこのところで日々の商店の動きというようなものを、まさに職員や指導員がし

っかり毎日見れるような、見るような、嫌でも目に入るような状況をつくって、それ

でその中でこれからの対応策、そしてあしたの対応策、そしてきょうは何をやるとい

うようなことがないと、なかなかその商工会の指導者というか、指導員というのは、

やっぱりどういうふうな形で引っ張っていったらいいのかというのも出てこないと思

うのです。ですから、奥裏にいるのではなくて前に出ていく。それには、商工会の拠

点づくりというようなものを考えていかなければいけないかなというようなことも思

っています。

そういう中で、あそこのところを道路も大分駅の近く整備がされて、進んでまいり

ました。ですので、歩行者の安全ということを考えて、あそこら辺のところの交通の

進め方、車の運転がしづらいような道づくり、そして歩行者が安心して歩けるような、

歩きやすいような、安心できるまちづくり。そういったしっかりしたコンセプトをし

っかり持って、道路はそういうふうにするのだ、どこでもこうでも車がすっ飛んでい

いのだというところではなくて、車が動きづらいような道路づくり。そして、人が歩

きやすいような道路づくりというようなコンセプトを駅の近くに持って、東も西も行

ったら。それで、西側のほうに車の整備の場所もないわけですので、狭くてもどこか

にはつくれないかなとかいうようなことも考えたり、いろいろどうやったら人が歩き

やすくなるだろうかというようなこと、歩きやすい、そして散歩しやすいようなこと

ができるかというのをこの若い人たち、私みたいな年寄りではなかなかいい案が出ま

せんので、若い人たちに、そして特に今国でも進めております女性が前面に出た駅づ

くり、まちづくりというようなものをやりながら、何とかあの地域を活性化を図りた

いというふうに考えております。

それには、ですから商業だけではなくて、あの近くにいろんな形の文化の拠点、い

ろんな形の空き店舗を利用した何かの教室みたいなものを、地域のこの地域コミュニ

ティーの中での事業というのですか、仕事にできないかな。特に地域に旅行なんかで

行きますと、余り何も飾りっ気のないようなところの建物の中で、木戸を開けた縁側
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みたいなところを使って商店があったり、あるいはそこのところでコーヒーを飲ませ

てくれたりとか、あるいはつくりたての饅頭、そこら辺のところのそばでつくったお

焼きだとかいうようなものがあるわけです。それが地域文化を発信することであるの

で、ぜひ嵐山町でもいろんなものができるわけですし、きのうも話しましたけれども、

高速道路が暗くなるところですから、そういうようなプラス面といいますか、そうい

った地域の特性を持ち出して、何かできないかという気持ちをできるだけ多くの人た

ちが持って、こういうふうにやったら、ああいうふうになったらというのを、１人か

２人、関係する人が考えただけではだめなので、大勢の人が話し合いをする機会をぜ

ひたくさん持って、活性化につなげていきたい。そうすれば、福祉のほうの介護、認

知症の見守りだとか、地域の見守りだとか、いろんな雪が降ったらどうするという話

が出ましたけれども、そういうようなことも人が集まればいろんなことが出てくる。

ですから、そこのところから地域のきずなもできるし、地域の活性化、嵐山町の発展

につながっていくのではないかなと考えております。よろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 第１番、森一人議員。

〇１番（森 一人議員） ありがとうございました。

私も、駅前や商店街というのは情報発信の場であり、憩いの場であり、にぎわいが

あることが重要だと感じておりますし、そういった観点から見ても、いつぞやかにぎ

わいを取り戻すことができれば、またそういうお年寄りなんかも集まってきやすい環

境づくりを目指していきながら、人が集まれれば、また買い物弱者対策という道筋も

出てくるのではないかなと思っております。ぜひとも駅前通りの活性化とにぎわいの

創出をお願いいたします。

以上で終わります。

〇青柳賢治議長 どうも、ご苦労さまでした。

◎会議時間の延長

〇青柳賢治議長 本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長します。

〇青柳賢治議長 暫時休憩いたします。再開の時間を４時55分といたします。

休 憩 午後 ４時４３分
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再 開 午後 ４時５４分

〇青柳賢治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◇ 安 藤 欣 男 議 員

〇青柳賢治議長 続いて、本定例会最後の一般質問は、受付番号10番、議席番号11番、

安藤欣男議員。

初めに、質問事項１の来年度予算編成についてからです。どうぞ。

〔11番 安藤欣男議員一般質問席登壇〕

〇11番（安藤欣男議員） 第11番議員、安藤欣男でございますが、議長の許可をいただ

きましたので、一般質問を行います。

大きくは３項目に分かれておりますが、質問をさせていただきます。まず、１番目

の来年度予算編成についてでございますが、この件につきましては昨日の渋谷議員が

若干触れておりまして、目玉は何だというようなことでも聞いておりますが、平成27年

度予算編成作業が進められていると思います。山積する課題が多いわけでございます

が、町の財政は相変わらず厳しいというふうには思っております。それをどう効果的

な財政運営を進めていくのか。これは、もう手腕が問われていると思います。そこで、

次の点をお聞きしたいと思います。

（１）ですが、財政見通しはどういう状況にあるのか。

それから、（２）は、予算編成の基本方針と重点施策というものは何なのか。継続

的な総振にのっとった事業展開もあるわけですが、新たに取り組むこともあろうかと

思います。それなども含めてお伺いできればよろしいかなと思いますが、よろしくお

願いいたします。

〇青柳賢治議長 それでは、順次答弁を求めます。

初めに、小項目（１）について、井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 私からは、質問項目１の（１）につきましてお答えいたします。

平成27年度の国の概算要求は、今年度に比べ約６兆円増の101兆円台後半で、過去

最大になったと報道されております。しかし、総務省が行った地方交付税の概算要求

は、前年度比でマイナス５％と非常に厳しい状況でございます。国は、いわゆるアベ

ノミクスの効果により税収増を見込んでおりますが、地方への波及が課題となってお

ります。町におきましても、税収の増加を見込むことはできず、現在の概算ベースで
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はマイナス１％としておりますが、少子高齢、人口減少、公共施設の老朽化等への対

応も喫緊の課題でございまして、町を取り巻く財政状況は引き続き大変厳しいと考え

ております。

本年度も通年の予算編成スケジュールにのっとり、９月に各課局から平成27年度の

概算要求額を提出してもらいましたが、約14億2,000万円の財源不足という状況にな

っております。これから議会が終わりまして、各課局のヒアリングを実施いたします

が、例年同様厳しい予算編成をせざるを得ないと考えております。しかしながら、山

積する課題に対応しつつ、未来へつながる予算となるよう編成を行ってまいりたいと

考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、小項目（２）について、岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 それでは、（２）番についてお答えさせていただきます。

平成27年度の予算編成に当たりまして、３つの基本方針を策定いたしました。１つ

目は、第５次総合振興計画に基づき、町の将来像の実現へ向けて計画的な事業を行う

こと。そして、２つ目は、安全安心のまちづくり、このために取り組みをさらに強化

をすること。３つ目は、的確な地域活性化事業を検討して、情報発信を積極的に行う

ことでございます。

重点施策、まず、安全安心のまちづくりとしまして、防犯、交通安全、防火、自然

災害、これらに対応できるような事業展開でございます。子供を巻き込んだ凶悪犯罪、

あるいは交通事故の防止の対策、これらが必要と考えています。さらに防火対策、あ

るいは各地で起こっている前例のないような自然災害計画、防災対策も進めてまいり

ます。

次に、的確な地域活性化対策といたしまして、２つの重点施策を考えております。

１つは、昨年度に続きまして人口減少対策を行うこと。そのためには、引き続き定住

促進施策として、子育て支援事業の抜本的な見直しを検討しております。そして、現

在策定中の子ども・子育て支援事業計画の確実な実行と抜本的な子育て事業の見直し

により、未来に向けたまちづくりを進めてまいります。

２つ目が、産業の活性化でございます。町民の方の収入の増加が明るい未来へつな

がる。町の税収増にもつながってまいりますので、農業、工業、商業、観光業、そし

てその他サービス業の連携や活性化を図っていくような事業展開を検討してまいりま
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す。

大変厳しい財政状況ではございますが、町の将来像であります「豊かな自然 あふ

れる笑顔 心の通いあうまち らんざん」、これを実現するため、住みよいまちづく

りをさらに進めるような予算編成を行ってまいりたい、このように考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 第11番、安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） 編成方針をお聞きしたり、財政見通しをお聞きいたしました。

財政見通しでは、国の対応もなかなか厳しいという地方交付税の関係でございます

が、減だというふうな想定をしておるということでございます。ただ、今この中にも

税収のことがございました。税収見通しというものは極めて大事でございまして、自

主財源がどれくらい確保できるのか。こういうことが大事だと思っておりますが、こ

の点について、町のほうはただ厳しいということの、税収増加を見込むことができず

というふうにお答えいただいているのですが、厳しく見積もるのはよろしいかなと思

いますが、今年度現在、26年予算編成をして、ここまで来ております。実質的な税収

の確保がどういう状況にあるのか。それに基づいて法人税等々も算定するわけでござ

いますが、まずその点について、税務課長には現状について、ちょっとお聞きしてお

きます。

〇青柳賢治議長 中西税務課長、答弁を求めます。

〇中西敏雄税務課長 それでは、お答えいたします。

まず、今現在、26年の10月末現在の結果です。11月現在はまだこれから出すところ

なので。10月末現在でお答えいたします。まず、町税の調定額が、26年度ですけれど

も、26億9,068万8,533円、収入済み額17億1,092万3,201円、前年度の同期に比べまし

て、収納率が前年度の10月末は60.3％、今年度は63.6％で、3.3％の増になっており

ます。それと、調定が約１億5,000万ですね、調定が減になっています。25年と比較

して減です。収入については、収納率がいいものですので、500万円の減で今落ち着

いているという形です。収税担当が今頑張っていますので、本当に前年度と比較して、

先ほど申し上げました10月現在で3.3ポイントいいということで、25年度は決算が

92.2％でしたので、これを超えるように努力していきたいと思っています。

以上です。

〇青柳賢治議長 第11番、安藤欣男議員。
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〇11番（安藤欣男議員） 収納率が上がっていていいということでございますが、ただ

調定額が減らざるを得ないということで、減っているということなのです。これは、

法人税が減ってきているのか、調定額が減った理由というのは何なのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

中西税務課長。

〇中西敏雄税務課長 法人町民税が、10月現在では昨年と比べて減っております。若干

減っておる。ただ、これから大体確定するのがいつも11月末。この法人町民税が確定

するのが、大体11月末現在なので、その状況を見ないとちょっとわかりません。今年

についても、概算ですけれども、ちょっと見たのですけれども、２億6,000万ぐらい

は入ってきていると思います。調定を上げられると思っています。まだ３月までです

ので、その２億6,000万以上は調定は上がると思います。

以上です。

〇青柳賢治議長 第11番、安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） 何としても、景気が回復の兆しがあるわけですが、これが実

態的にふえていくる状況が出てこないとだめなのだなというのは、つくづく痛感をい

たします。何としても自主財源の確保ということは大事でございますが、そうした中

で財政の健全化も図っていかなければなりません。財政見通しの中で、来年度の予算

が当然要求がある中でやるわけですが、新たな国の施策的なもので出てくるというも

のはあるのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 お答えをいたします。

新たな事業、国の事業はあるかというようなご質問でございますが、この点につき

ましてはまだはっきりしていないというのが状況でございます。ちょっと14億2,000万

円というふうに先ほど財源不足を申し上げましが、内容的にちょっと申し上げますと、

12月３日で各課からの概算要求を締め切りをいたしました。各課から歳出予算として

要求がありましたのが、63億6,339万円でございます。これに対して、この中の補助

金あるいは交付金などの歳入、これが見込まれるもの、９億9,839万3,000円が予定で

ございます。残りのものが必要な一般財源というふうになるわけでございますけれど

も、この今の63億から先ほどの歳入、国県の補助金等を引きますと、53億6,499万
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7,000円となりますが、自主財源として推計している額というのがございます。それ

が町税、普通交付税もろもろの含めた歳入分でございますが、これが約39億4,410万

9,000円でございます。そうしますと、一般財源の必要額から今私どものほうが推計

している額を引きますと、14億2,088万円と、こういう形になるわけでございます。

これは、例年こういったような金額になっているのですが、歳入については厳しく

見積もっておりますし、歳出につきましては起債も考えておりませんし、財政調整基

金の繰り入れも多く考えておりません。ですから、これからヒアリングを実施しなが

ら、先に延ばせるものは延ばしていただいて、歳出を切ると。歳入を伸ばせるものは

歳入を伸ばしていく。そういう作業をしながら、最終的に町長、副町長のヒアリング

がございますので、そこで最終的な判断をしていただきながら、こういう機会ですみ

ませんけれども、数回のヒアリングを実施していただいて、歳入歳出が合うような形。

これが１月の下旬ごろになろうかなというような形で、今作業を進めていこうと。12月

10日から、私のほうのヒアリングを始めさせていただきますので、そういうような予

定でございます。漠然とした14億2,000万円ということではなく、今申し上げた内容

の14億2,000万円の財源不足ということでございます。

〇青柳賢治議長 第11番、安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） 町の財政は、つくりようでどうにでもつくれるわけですけれ

ども、今嵐山町の岩澤町政は極めて健全財政を貫いて、できるだけ健全にというもの

で来ているというふうに認識をしております。

少子高齢化が進む中で、財政の効果的な活用、それが極めて大事でございまして、

国の制度を十分キャッチしながら財政計画を立てて、国の補助制度というものを大い

に活用していただきながら、財政運営をしていただきたいなというふうに思っており

ます。これは要望でございます。

続きまして、町長からご答弁をいただきました。「豊かな自然 あふれる笑顔 心

の通いあうまち らんざん」、これを実現するために努力をしてまいりたいという答

弁でございます。今の嵐山町が、いろんな課題が山積、山積していると言いながら、

いろいろ解決したので、そんなに山積はしていないと思いますが、山積しているとい

う、今手をこまねいているということも幾つかあったりはいたします。それはこれか

ら、２番目、３番目の質問でも出てまいりますが、今町長は安心安全なまちづくりと

いうことで重点的には取り組むということでございます。玄関入ってきて、死亡事故
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ゼロ、これがきょうの表示は1,635日です。本当にいろんな施策というか、落ち着い

た財政、まちづくりを進めていく中で、町民にも反映がされているかなとは思ってお

りますが、しかしながらこの引き続き安心安全なまちづくりを進めていただきたいと、

力強く進めていただきたいとういうふうに思っております。

この中で、この自然災害に対するものの対応とか、こういうのは予算はかかりませ

んが、認識の問題を高めていかなければならないというふうに思っております。一層

防犯、あるいは災害対策の中で、防災会の充実とか、そういうものはお金がかかる問

題ではありませんので、アイデアを出していただければよろしいかなと思っておりま

す。

一番大事なことは、昨日幾つか目玉を渋谷議員の質問の中で目玉政策的なものもあ

ったわけでございますが、これは副町長が答弁しているわけです。この中で、活力あ

るまちづくりのために幾つか特にあります。１点、この交通弱者対策は、これはいろ

いろ副町長からもありましたが、今後の本当に課題だと思っています。これも国の施

策を待ちながらやっていくということでございますが、この川のまるごと再生につい

ては、町長からはこの中ではそんなには入っておりませんが、これについてはいかが

なものでしょうか。

それと、子ども・子育てに重点的に対応していくという、子育て支援事業の抜本的

な見直しを検討しておりまして、現在策定中の子ども・子育て支援事業計画の確実な

実行と、抜本的な子育て事業の見直しを進めていくと。それによって、未来に向けた

まちづくりを進めてまいりますということでございます。このところについて、ちょ

っともう少し踏み込んだご答弁がいただけましたら、お願いをしたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 きのうお話をした、副町長がそちらのほうはちょっとあれですので、

やっていただきます。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 先ほどの川のまるごと再生事業の関係について、お答えをいたし

ます。

今年度から始めまして、来年度も引き続き事業は当然実施してく予定になっており
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ます。来年度は幾つかの事業を行いまして、金額的には5,000万を超えるような事業

費になろうかと思います。詳細につきましては、今後ヒアリングを通しながら、どこ

までどういうふうにできるのか。その辺については、これから詰めていく必要がある

と思いますが、川のまるごと再生事業につきましては、これからも都幾川の景観をよ

りよく、そして秋の紅葉が本当にきれいな、リピーターを呼べるような、その都幾川

嵐山渓谷の景観を維持できるような、そして大勢の方に来ていただけるような、そん

な再生を目指しながら、今後も続けていくということでございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 子供のほうのその抜本的というふうなお話ですけれども、昨年度から

定住促進策ということで、企業支援、あるいはほかのリフォーム事業、リフォームと

いいますか、耐震化、あるいはそのほかのもの、こういうものもあれをして、工場に

対して、あるいは来る人に対してということで進めてきております。そういった人口

増に結びつくであろう、結びつけたいというような希望を込めて、さらに進めていけ

るものは何かということで、国の方向が福祉予算といっても、高齢者対策から少子化

対策、子育て支援、そちらのほうにカーブが切られてきている。そして、予算づけな

んか、あるいは新聞報道等によると、そういうような状況がかなり報じられている。

そういうものをぜひキャッチができるように役場の中で体制を整えて、すぐ手が挙げ

られるように、そしてすぐ飛びつけるように対策を練ってもらいたいということで、

各課の中で検討をしているわけです。

そういう中で、予算がつかまえられるもの、あるいはつかまえられそうなものにつ

いて、いかに飛びつけるかということで今いるわけです。ですので、これをこうして、

この予算が幾らになってということが、ご存じのようにまだないわけです。そして、

一番この要望の強いといいますか、若いお母さん方、あるいは若い人たちから要望の

強い、保育園の待機児童の解消というのが、これが一番要望が高いわけなのです。そ

ういったもの、調べ方はいろいろあるのですが、私が言っているのは国際調査という

中で、子ども・子育ての中では待機児童の解消、そして保育園に入れるようにという

ようなこと。そして、学費というか、通学、学校の教育支援、これが韓国、アメリカ

に続いて３位ということで、その前に子育て支援というと、そういったもっと小さい
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子供たちの対応というのを求めているご父兄が多いということなのです。ですので、

それらが国でも取り組んだわけですけれども、ここのところで消費税の先送りという

ことで、財源が予定をしていた財源にちょっと欠けてしまう部分が出てきた。そうい

うものをどうやって補うかというような情報が流れているわけです。ですので、どこ

までどういうような形にいくのかというのが全く不明確な部分もあるのですが、そう

いった状況、状況といいますか、そういう様相、様子をキャッチができないかなと。

それをつかまえて、嵐山町の行政の中に生かせないかなという、基本的な考え方がご

ざいます。

それと、大きな流れというのは、きのうからお話ししていますように、きょうも話

しましたか。要するに国の福祉予算というのは、高齢者の多く占めております年金等

から若い者のほうにシフトをして、子供たちの支援のほうにどれだけ回せるかという

のが大きなカーブになってきているわけです。そして、それらが世代間の格差という

ことで、若い人は払うだけでご利益がない。今の高齢者のほうは、払う分が少なくて

ご利益があるというような、若い人たちのこの国に対する、政策に対する、いろんな

事業に対する不信感。そういうようなものも投票の結果に響いてしまうのだとかいう

報道もありますが、そんなようなことも踏まえた中で、子育て支援のほうにどういっ

たことができるかということで、今洗い出しをしております。嵐山町で、今いろんな

ものにいろんなお金がどれだけかかって、どれだけ補助をいただけて、どれだけ払っ

て、それでどういう状況か。そして、これがどれだけ膨らませるか、膨らませないか

というようなことを今洗い出しをしたりして、これから確保ができるであろう予算を

どう配分ができるかということで、今のところ、このところ何千万、何百万とかとい

うう話ができなくて申しわけないですが、考え方とすると、そういう方向で考えてい

ます。

〇青柳賢治議長 第11番、安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） 町長、大変慎重な言い回しでございます。確かにこの消費税

の先延ばしという中で、子ども・子育てについての財源が大変落ち込んでしまうとい

う想定がされて、ただ政府はこの予想された7,000億の穴を何とかするのだというの

は出ておりますが、確かに明確なものがない限り、軽々におっしゃれないというので、

苦しい状況にあるのかなというふうに思っています。

ただ、そうした中で昨日も副町長のほうから日本一の子育ての町にするように努力
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するということでございます。でも、町長は慎重な言い回しをされているわけですが。

子育てに向けて努力していかないと、これは人口減少が止まらないというか、特殊出

生率がどんどん減っている中で、それをいかに上げるかということが大事なことでご

ざいますので、そうした政策の展開というのは、私は今の時代に合った政策展開だと

思っております。これは、今度町長やってくれたなというような、子育て支援の政策

展開をぜひお願いしたいなと思うのですが、それについて何かございますか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 ご期待に沿えるような形で努力をしたいと思っています。

それで、慎重な言い回しというお話ですけれども、全くそのとおり、それ以上言え

ないのですが、１つだけ、いい報告がいただけました。それが、子供関係の予算で、

600万余りのものがついたということです。それは、やっぱり先ほどから言っている、

前々から言っているように、係のほうがすぐ手を挙げて、何か飛びつけるような形を

とっている。ですので、一つそういうものがぶつかったといいますか、そういうこと

なのです。ですから、それが次、またほかにもというような形を狙っていますが、空

振りになるかどうかわかりませんが、そういうことが飛びついて、向こうからもくっ

ついてくるというような状況が出てくると、さらに職人にやる気も出てくると思いま

すし、いい方向に政策転換も進んでいくではないかというふうに思っています。一つ、

そういう話で職員が頑張っている様子をお話をさせていただきます。

〇青柳賢治議長 第11番、安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） ありがとうございました。

余り突っ込んでも、これ以上答えが出てこないのではないかなと思いますので、次

にいきます。ただ、１点申し上げたいのは、健全財政を念頭に置きながら、効果的な

財政運営をしながら、新しい政策にも取り組んでいただきたいというふうに思います。

次に移ります。

〇青柳賢治議長 どうぞ。

〇11番（安藤欣男議員） 地方創生政策というのが国が打ち出しました。第１次安部内

閣は、新たに地方創生相を置くなどして、地方創生策、要するにまち・ひと・しごと

創生、これに積極的に取り組んでいくということを方向性を出しました。これは消滅

自治体が起こってくるというような衝撃的な報道の中で、より具体的なものをしなけ
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ればいけないという中で出てきたのだというふうに理解をいたします。

少子高齢化がとにかく進んでいくわけですので、そういう中での国は、既に去る11月

21日に参議院、衆議院は通っていますが、参議院でも地方創生関連２法案が可決をさ

れたところでもあります。少子高齢化の時代の中、嵐山町も町の活性化を進めていか

なければなりませんし、活力あるまちづくりを進めていく中で、この国の政策をどう

活用していくのかということが重大な関心事でございます。その中で、次の点をお伺

いをしたいと思います。

政府は、2014年度補正予算案に盛り込むとしているのです。この地方創生策を展開

するに、そういうふうに今新聞報道されているのですが、具体的にこういう事業が補

正の対象になるとか、地方創生策の概要的なものというのが通達なり、あるいは県か

ら通じての説明なりあるのかどうか。現状についてお聞きをしておきたいと思います。

それから、これ地方創生策を進めていくということですから、地方がいろいろとア

イデアを出していかなければならないという、ばらまきはしないと言っているわけで

すから。そうしますと、これは各自治体間にその力量が大きく試されるというふうに

思います。それだけに大きな差が出てくるのではないかなというふうに思っておりま

す。したがいまして、本町の取り組みの方向性についてお伺いをしていきたいと思い

ます。

〇青柳賢治議長 それでは、小項目（１）、（２）の答弁を求めます。

中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 それでは、（１）のほうからお答えをさせていただきます。

地方創生の取り組みにつきましては、去る11月21日にまち・ひと・しごと創生法が

成立をいたしました。この法律では、少子高齢化の進展に的確に対応し、人口減少に

歯どめをかけること、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住み

よい環境を確保することを目的として、政府が講ずべきまち・ひと・しごと創生に関

する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な事項を定めております。

国におきましては、この法律の制定に先駆けて、９月にまち・ひと・しごと創生本

部を設置し、この中で長期計画と５年をめどとした総合戦略の策定を進め、これを12月

中には発表する予定とのことであります。また、県では、これを受けて県の総合戦略

を策定し、さらに市町村ではこれらを勘案し、それぞれの総合戦略を策定していくと

いう手順が示されております。
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このような中で、ご質問のとおり、去る11月17日に明らかになった2014年度補正予

算案の政府概案に盛り込まれる経済対策では、まち・ひと・しごと創生に向けた地域

活性化として、地域における仕事づくりに重点的な予算配分がされるようであります。

しかしながら、具体的な施策に関しては、新聞報道等による以上の情報は町にも示さ

れておりません。町といたしましても、補正予算を含めアンテナを高くして、対応に

おくれのないように注意をしてまいりたいと思います。

続きましては、（２）についてお答えをさせていただきます。質問項目１の（１）

でお答えをしましたとおり、このたび成立したまち・ひと・しごと創生法におきまし

ては、地方版総合戦略を策定し、地域の特性を生かした施策を展開するという基本的

な方向性が示されました。この地方版総合戦略の策定に当たりましては、国の長期ビ

ジョン総合戦略を勘案し、地方自治体の人口動向を分析し、将来展望を示す地方版人

口ビジョンをもとに策定していくという手順が示されております。現在この作業を進

めるための詳細について示されていない状況にあり、埼玉県の説明会におきましても、

人口ビジョンをつくる準備を進めていただきたいという国からの説明が伝えられてい

る状況です。町といたしましては、今後嵐山町の総合戦略を策定する上において、人

口の変動要素である出生、移動について深く関係する結婚、出産、子育てに関する人

々の意識や居住地域の状況などを勘案し、嵐山町の人口ビジョンをつくりたいと考え

ております。また、これに基づきまして嵐山町の総合戦略を策定し、計画的な取り組

みを進めていきたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 第11番、安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） 国からの説明が、あるいは通達があったのかとお聞きしてお

りますが、ないということでございまして、新聞報道以上のものは示されていないと

いうことなので、なるほど、まだまだこれからの課題なのだなというふうに思ってお

ります。

ただ、今答弁にありましたが、補正予算を含めアンテナを高くして、対応におくれ

のないよう注意してまいりますということでございまして、この点については十分ア

ンテナを高くして、対応に努めていただきたいというふうに思います。

最初に申し上げました、大きな差が出てくるであろうということの中で、町は総合

的な戦略を策定していくということでございます。この人口減少にどう取り組むかと
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いうことの中で、一つには重点政策で、町は子育てに十分配慮した政策展開をしてい

くということでございます。ただ、地域で新しいこのまち・ひと・しごとのビジョン

をつくってほしいということで、つくっていかなければならないということでござい

ますが、実は私は一つの例ですが、長野県の小布施という町がございます。この町は、

そんなに大きな町ではありません。温泉も出ません。ですから、泊まるホテルもない。

そういう町でありながら、観光客がにぎわっております。いち早く沿線の駅前通りの

電線の地中化を進めたり、いろいろやっているのですが、この町に私は今年の１月、

ある関係で行きました。それで、一つのお祭りなのですが、町を挙げてのお祭りをし

ておりました。平日だったのですが、学校を休校にして、町のお祭りをやっているの

です。そのくらいいろんな連携をとっているのです。名刺をいただいた職員がおりま

した。直会の席で大勢の方々が、消防団なんかも役員がいっぱい来たり、商工会、観

光協会、いろんな方々が来て、一緒の宴会だったわけですが、１人の職員が地域創生

部門総括参事という名刺なのです。地域創生部門総括参事、幾人、ここはどうなので

すかと言ったら、いや、私が１人でやっているのですと。その方が、いろんな組織の

連携をつなげているのです。なるほどな、そういう方がいて、組織を置いて、この町

がずっと、その方だってずっとやっているわけではありませんが、そういう部門に取

り組んで地域づくりをやっているのだなということを痛感したのですが、このことか

ら考えますと、やはりそういうものを町が行政の中で地域創生について、施策を総括

的に今総合戦略を策定するということですが、その策定する組織というものをどうい

うふうに考えているのでしょうか。まずは、そういうものがスタートしないと方針を

立てられませんし、地域、国の創生事業に対する取り組みも、地元で、町がやってい

なければ、町長も先ほど答弁にありましたが、町がではこれについてどういうふうに

取り組むという基本的な姿勢を、組織としてもやっていかなければいけないのではな

いかと思うのですが、その点については何かお考えがありますか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 今回のまず全体といたしまして、長期ビジョンを定めなさい

と。それから、総合戦略を短期的な５年という期限をもって定めなさいという中に、

今安藤議員、先ほどご質問の中でありました、縦割りは許さないよということでござ

いまして、今回の地域創生の基本的な考え方としては、まずはそれぞれの地域でさま
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ざまな分析を行って、そしてその分析のもとに目標を定めなさいということです。そ

の目標を定めるに当たっては、一行政機関、いわゆる行政部門の考え方だけではだめ

ですよと。例えば事業者であるとか、その町民の意識であるとか、そういったものを

加味して、この町ではどういった政策で、どういった目標に向かって、地域の活性化

を図っていくのだというようなものを総合戦略に定めなさいというふうなことであろ

うというふうに考えております。

そういったことを考えますと、当然のことながら議員ご質問にありましたとおり、

ある一部門でのそういった検討では済まない。要するに町として横との連絡をとりな

がら、あるいは町民と事業者との考え方を考慮しながら、どういった協力体制のもと

にこの町を活性化していくのか。そういったものが求められるというのが総合戦略だ

というふうに考えております。そういった部門で、一応国といたしましても、その中

で国の部門も結局は横の連携が必要ということになりまして、今具体的に町のほうに

示されておりますのは、今回の地方創生のこの取り組みに対して、国としてのそうい

った地方の手助けをするために、地方創生コンシェルジュ制度というのを設ける。こ

れは、国の施策やそういった内容、あるいはその町の考え方に対して、国もいわゆる

職員を町の相談役として割り当てますよということでございます。これについては、

既にその希望の有無が来ておりまして、嵐山町もぜひそういった相談役といいましょ

うか、コンシェルジュを派遣していただきたいという希望をこれは出してございます。

そういたしまして、まずは組織というお話がございました。一体的な取り組みをす

るためには、当然横の連携、町の中でも先ほど申し上げましたように、組織内での連

携、それぞれがどういう部門でその施策が出てくるかわかりませんので、一遍にぽん

と出てくるか、あるいはどの部門ごとに出てくるかということも今の段階ではまだは

っきりしておりません。そういったことを総合的に取り組むために横の連携、そして

それぞれがそれぞれの課として連絡を取り合いながら、これに注意深く向かうという

ことが必要だというふうに考えております。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 ちょっと今補足をさせていただきます。

こういう形で国のほうは進めるのだということなのです。ですので、それらを話を

聞いていると何か簡単な感じなのですけれども、大変なことなのです、これは。組織
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を今と違った形で動かさなければいけないし。それと、そういう情報をどうとってい

くかということなのです。例えば、地域興しの一番基本というと、企業誘致、製造業

をやる。それと、基幹産業、基幹的な産業として農業、水産業というようなところに、

国とすると今まで力を入れてきた。しかし、今人口減少が起きているようなところと

いうのは、製造業が基幹産業のところというのは少ないのです。それから、農林水産

業が基幹産業になっているというところは少ないのです。そういうところにいろんな

形の予算投下もされているし、そういうふうになってきている。しかし今、そういう

ところというのは、中心になっているものというのは非製造業、サービス業を中心と

して小売り、卸、それから医療、介護等も含めて、医療、介護、公共交通、物流、飲

食、宿泊、こういうような、この間もちょっと区長会で長野に行きましたけれども、

女将が涙を流しながら、「来てくれてありがとうございます」。こういうのが、その地

域の中の中心になっている、その人口減少に苦戦をしている地域のとこなのです。で

すから、そういった今までの考え方を根本から変えないと、今課長が答弁させていた

だいたような状況の組織をつくって、そしてその方向で進めていくのだというのは大

きな転換なのです。

ですから、今は時代の変換期ということなのです、前から言っているように。です

から、明治維新でも、終戦後でも、それを超えるような大転換がここのところで起き

てきて、それを越えていかないと明日の日本はないぞという、この増田さんの人口低

減にもつながっていくのだというふうにも思うのです。ですので、職員もしっかり勉

強します。ですので、議員の先生方にもぜひいろんな形でご指導いただいて、ちょっ

とこうなのではないのというようなことは、嵐山町の総合力で乗り越えて、そこのと

ころを越えていかないと、計画を簡単につくっただけで、それを実行に移して、それ

で成功するという簡単なことではないというふうに私は思っていますので、ぜひ力を

かしていただきたい。

〇青柳賢治議長 第11番、安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） おっしゃるとおり、大変難しいと言えば難しいです。

ただ、先ほど小布施の話をちょっと出しましたが、その総括参事の方が、まだ課長

ではありませんよ。その方が、いろいろ観光だとか、観光に対する農家の対応の仕方

とか、そういうのを全て横の連絡をとっている、その人が。新しいまちづくりのイベ

ントの企画だとか、そういったことをその人はやっているのです。その席には町長も
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議長もおりましたが、そういうことで、これだけ一生懸命やってくれているのだとい

うので、私にも紹介してくれたのですが、そういう戦略をつくっても、働くそういう

ポストの人が、事業が動かなければどうしようもないので、動ける体制づくりは、こ

れは行政の中でやってほしというふうに思います。

これ、地方創生で出てきて、新聞でも特区を設けますということを言っているので

すね、特区。特区を通して、各自治体に特区を認めるのだというのです。だから、こ

の特区のとり方というのは、ちょっと私も不勉強なのですが、子育てに対する、一生

懸命やるという一つの柱を立てて、では今町が進んでいる駅に子育ての拠点を設ける。

こういうのを連携していくことが大事ですが、私は一つ、先ほどの森議員との駅西の

活性化の問題で今議論がされましたが、今嵐山町が、駅西が第１種低層住宅の地域で

す。ここのところに高層のマンションができるような、要するにそういう特別な何か

起爆剤が必要なのではないかなというふうに思っているのですが、この高層マンショ

ンをつくって若い者も入れる。その中には医療も入れる。福祉も入れる。そういう構

想が必要なのではないかなというふうに私はつくづくきょう思ったのですが、こうい

うことについて高層マンションができるようにするにはどういう対応が必要なのか。

これだけ聞いておきます。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

根岸まちづくり整備課長。

〇根岸寿一まちづくり整備課長 お答えいたします。

先ほど議員さんが第１種低層というお話をされましたが、自分のほうで確認をいた

しましたら、用途地域につきましては駅西につきましては近隣商業地域となっており

ました。この近隣商業区域ですと、マンションの建築は可能ではあります。ただ、敷

地面積によりまして、いろんな規制が出てくるのではないかと考えております。

以上です。

〇青柳賢治議長 第11番、安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） 当然そういうことになります。ですから、駅前再開発のよう

なことも考えていかなければいけないのかなというふうに思っているから提案してい

るのです。

今聞いたら、可能ですということでございます。いずれにいたしましても、戦略を

立てながら、総合的な戦略を立てながら、この地方創生策に対応していただけるよう
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に、一層の研究をお願いしたいなというふうに思います。これは先ほど来、担当課長

も戦略をつくってやるということでございますので、答弁は結構でございます。

続きまして、３番目でございますが、ため池、これは沼の維持管理について。平成

25年度に防災対策の見地から、町内のため池の調査をしております。26年に、さらに

３つの沼について詳細な調査並びに今それに基づいた設計というものもしておるわけ

ですが、このため池の所有者は町であります。ただ、近年この沼はヘドロがたまって、

ずっと長年沼としてありますが、雨に浸食された泥が沼にたまったりしております。

そういうものについてはしゅんせつが必要ですが、北部の大きい沼については県の防

災対策でしゅんせつをしております。小さい沼がしゅんせつがされていないのですが、

このしゅんせつが必要な沼、あるいは周囲の樹木が、昔は周りの木は燃料に使うので、

切っておりますが、近年は木を切って燃料に使う人はありませんので、木は切りませ

ん。したがいまして、大きくなるだけです。大きくなって、沼のへりの木が、今年の

大雪もありましたが、沼の中に倒れてくる。こうものもあります。かつまた漏水が起

こっているような沼もあって、対策が必要なところもあるわけですが、これについて

町はどのような把握をしているのか。そして、今後これについてどういうふうに対応

していくつもりなのか。方向性を含めてお聞きしておきたいなというふうに思います。

〇青柳賢治議長 それでは、答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 質問項目３につきまして、お答えいたします。

東日本大震災におけるため池の決壊や、近年頻発する豪雨によるため池の被害の発

生を踏まえ、平成25年度、平成26年度の２カ年でため池の一斉点検を実施しています。

25年度は、貯水量1,000立方メートル以上、受益面積２ヘクタール以上の町内27カ所

のため池について一斉点検を行いました。その結果、漏水が確認されたため池が12カ

所ありました。平成26年度は、ため池のすぐ下に民家のある藪谷津沼、池田沼、相模

沼の３カ所につきまして土質調査、土質解析等調査、安定解析、路線測量、ハザード

マップの作成等の業務を実施中であります。

一斉点検を実施したため池について、漏水状況の調査は行いましたが、土砂のしゅ

んせつの必要な箇所やため池周囲の伐採が必要な箇所については調査を行っておりま

せん。一斉点検の結果につきましては、国、県等をはじめ関係機関の指導をいただき

ながら検討してまいります。また、土砂のしゅんせつやため池周囲の樹木の伐採等に
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つきましては、農業用水利の維持管理、水利権等を考慮いたしますと、土地改良区や

水利組合等でご検討いただきながら対応いただかなければならないと考えていますの

で、よろしくお願いいたします。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 第11番、安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） るる調査をしたということは、私どももわかっておりまして、

決算でも結果をお聞きはしておるわけですが、ただ土砂のしゅんせつの必要な箇所や

ため池周囲の伐採が必要なところは調査は行っていませんという、これは調査項目の

中に入っていないということなのでしょうが、ただ嵐山町はため池台帳もつくってお

るわけですが、このため池台帳の記載事項というのはどういうものを記載しているの

か。ただ、面積だとか、どこの何番地に沼があるとか、そういうことだけなのでしょ

うか。本来沼の状況というのは、町の所有ということの中で私ども認識はしておりま

して、なかなか水利権者が農業用水利の維持管理、水利権者、水利権等を考慮すると、

土地改良区や、それでやってくださいということなのですが、実際話、そこまで今私

ども土地改良区の沼の周りの木の伐採とか、まだそこまでは到底費用がかかるもので

すから、取り組んでおりません。それが実態ですが、沼の台帳からして、その中には

先ほど聞きました、そういうことだけなのですか。現状は把握をしていないのですか、

台帳の中には。台帳ごとに、台帳で今の沼の状況というのは把握をしていないという

ことなのですか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 ため池台帳によりますと、そこには現在の管理状況等といっ

たところもございまして、草刈りの状況だとか、それから泥吐きを行っているとか、

そういったことについても記載はございます。

〇青柳賢治議長 もう一度、再答弁お願いいたします。

〇大塚 晃環境農政課長 ため池の台帳には、管理の状況ということで、草刈りの状況

だとか、泥吐きというのですか、そういったこと、それから管理費、それから管理の

費の財源というこことで、そういった記載の部分もございます。それから老朽度、そ

ういった部分についての記載もございます。

以上です。
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〇青柳賢治議長 第11番、安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） そうすると、この周囲の木がどういう状況にあるとか、沼の

中に木が倒れているとか、そういう傷んでいる状況だの、しゅんせつが必要だとか、

そういうことはないのですかね。そういうふうに思いました。ただ残念でございます。

しゅんせつが必要なところが起こっているというのは、特に私ども聞いているのは、

中部土地改良区の中に多いのですね、しゅんせつが必要な沼というのが。それで、現

に耕作者から、水が出ないような沼を放置しておくのは改良区はどういうわけだとい

うので、改良区の役員が大いに怒られたり、改良区からそれでは抜けますよというよ

うな、極端が例がですよ、そういうことまで起こってきて、しゅんせつというのは大

変なお金がかかるのです。これを改良区でやれといったって、改良区はなかなかやり

切れないことが事実でございます。

では、どういうふうなやり方があるかというのですが、私が思うには、国も県も今

の状況では、県、嵐山町でしゅんせつをやった沼が３つありますが、これも県の防災

対策の中で、一時的な水が下に行かないように、あるいは十分その防火対策というも

のもあって、下流域の防災対策も含めてしゅんせつをやるということで、県が国の補

助金をもらって、県がやってくれたのです。もうそれから何年かたちますが、ただそ

れは大きな沼だけやりました。中部の小さな沼は手つかずにあるのです。だから、こ

の辺が年次計画みたいなものを立ててやるとか、国の施策で何か活用できるものがあ

るのかどうか。私あるのではないかなと思っているのですが、課長のご答弁をいただ

きたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 農林振興センターのほうにもちょっと確認したのですけれど

も、しゅんせつだけを目的とした、今こういった国の補助制度というものはないとい

うふうに伺っております。

以上です。

〇青柳賢治議長 第11番、安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） そういたしますと、町がやる。本当は、町も苦しいのだと思

うですが、町の所有なのですよ。答弁では、改良区でやってくれというのが、水を使

って水利権があるのだから、水利権者がやるべきだというのですが、ここのところが
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非常に曖昧になっています。曖昧というか、それは町の気持ちはわかるのですが、で

は土地改良区がやれといっても、今の状況ではできない。

では、この方向性を出してしまえば、それはいいのですよ。ここのところは、この

沼は沼でなくしますと。沼でなくするというか、そこに必要な水田については、水田

ではないほかのものをつくってもらって、水は供給しなくもいいというような方向性

を出せば、しゅんせつしなくも埋まったままで、なおかつ場所によっては埋めてしま

って、何かほかの違うものに活用するということもあるのですが、これは大きな課題

だと思います。水田はもういらなくなってくるかもしれません。特に谷津田みたいな

ところはもう耕作者もいなくなってくるわけですから。

〔「そんなこと言っていいんかい」と言う人あり〕

〇11番（安藤欣男議員） いや、だって、抜けてしまうということでは、だって水がな

ければ抜けてしまうというのだから。それでは大変なことになってしまうのですが、

現実的な問題ですよ、だから。そこのところをどういうふうに考えていくかなという

ことなのです。方向性を出していかないとだめだと思うのですが、この点、どうお考

えなのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 安藤議員さんには、農村地域が抱えている今後の大きな課題のこと

について、今回ご質問いただいているわけなのですけれども、私が議員さんに申し上

げるのは、釈迦に説法的になってしまうので、大変恐縮なのですけれども、嵐山町の

これまでの状況、そして今後どう考えていったらいいか、ちょっと私なりに考え方を

述べさせていただきたいと思います。

嵐山町のこの町土約3,000ヘクタール、このうちの市街化区域が330ヘクタール、残

りが農村地域、また調整区域、９割が農村地域です。農業を営んでいた方が昔に比べ

ると、全国の状況で大変恐縮ですけれども、以前行っていた農業集落の半分以下にな

ってしまったと。嵐山も例外ではないというふうに思います。耕作放棄地は40万ヘク

タール、滋賀県と同じ面積とよく言われますけれども、そういうふうになってきてい

るという状況の中で、農業の二面性というのがよくあるというふうに言われるわけで

すけれども、産業としての農業、そこを考えたときに、受益の範囲で農業者が自ら沼

を埋まってしまったり、水路が埋まってしまったりすると、自分の田んぼに水が引け
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ないですから、自分たちの農業を営んでいく上で欠くことができない大事な水利です、

ため池も水路も。これを維持管理をしていくというのは長年やられてきたのだと思う

のです。

ある中部の農家の、古い農家のお宅に行くと、昔のもっこを担いで、沼をしゅんせ

つして、専門家が来たのだそうですね。指導していただける専門家が来て、その農家

に泊まり込んで、地域の農家を指導して、しゅんせつをやったと。そういう記録が残

っておりまして、そういう歴史が刻まれて、今日に至っているということだと思うの

です。しかしながら、農業が持つ、あるいは農地が持つ公益的機能を考えたときに、

いろんな公益的機能があるわけですけれども、それを誰が負担するのかという問題に

なるわけです。そうすると、大体これまでの経過ですと、約20年前でしょうか。あの

ガット・ウルグアイ・ラウンド、農業交渉、ＴＰＰの前ですね、ＵＲ交渉。このとき

に、初めて米が自由化になったのです。ミニマムアクセス米といって、一部ですけれ

ども、米が入ってくるようになりました。そのときに日本全国に使われたお金が約６

兆円、６年間で６兆円ですから、１年間１兆円、農業予算が投下されたのです。です

けれども、このときには農家に使われたのではなくて、農業土木といいましょうか、

地方では農業を名目で空港をつくったり、さまざまな漁港をつくったり、いろんな潤

沢な財源が投下をされたわけです。このとき嵐山町は、今安藤さんおっしゃった６つ

のため池が、大きなため池がしゅんせつ工事を県営事業でやっていただきました。こ

れが、町営、町がかかわって財源を出して、しゅんせつ工事をやったのは、恐らく初

めてではないかなと思っています。

今この国の予算は、課長から申し上げましたように、そういうふうな財源に回すほ

ど国にお金がないというふうな時代に入ってしまったわけです。そうしますと、どう

いうふうにしてこの農村地域を守っていくか、農家が抱えている課題に町としてどう

対応していくか、そこをどう考えていったらいいのだろう。土地改良区や水利組合が

あるおかげで、仮に堰や何か直すときには適正な事業、国、県の負担をいただいて、

事業主体になって、町が事業主体でやるということはできますけれども、なくなると

これもできないわけですけれども、このしゅんせつや何かをやはり中心になるのは土

地改良区、水利組合の人。そして、ため池台帳のお話も出ましたけれども、ため池台

帳には受益面積、それから水利組合の代表者の氏名、過去の沼普請の記録、そういっ

たものがため池台帳には記載されております。そういうものでございますけれども、
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今後を考えたときに、町が国、県のご指導をいただきながら、国、県には聞いたとこ

ろ、今具体的なしゅんせつのお金はないということですけれども、何とかこの国、県

のご指導をいただきながら、うまい財源を見つけて、地域のために、農村地域のため

に役立てるように研究をしていくというのが我々の仕事かなというふうに思っており

ますので、ぜひそういう面では議員さんのほうからもご指導を賜りたいと、このよう

に考えております。

〇青柳賢治議長 第11番、安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） 今副町長のほうからガット・ウルグアイ・ラウンドのときの

ことも出ました。そのときには、嵐山町もその費用を活用して、新川、滑川特会をや

りました。これなんか13億の費用を入れた。今だから台風が来て、大水があっても、

川がここが崩れない。そういう状況があって、それなりにそれは町が費用がかからな

いでいるわけです。それは金をかけたから。かけなければ、雨が降ればしょっちゅう

町の財源が必要になってくるわけですが。

私の子供のころは、覚えているのですが、みんなそれぞれうちから洗面器を持って

集まってくる。ヘドロ、人が洗面器で泥を入れたのを、順繰り、順繰り手渡して、そ

れで沼のヘドロをどかしたという仕事も見ております。ですから、小さな沼では本気

でやればそういうことも可能ではあるとは思います。そうした中で、今課長のほうか

ら、沼の管理については改良区でやっています。あるいは話がありましたが、当然こ

の農地・水・環境向上対策の国の事業を活用して、私どもの川の周りの草刈り、ある

いは沼の土手の草刈り、やれる範囲についてはやっているのです。ただ、それにも限

りがありまして、町全体で補助枠は400何万で。ただ、これが国が新しく施策を展開

したときに、町長は比企郡でもいち早く、ではそれを取り組みますというので、100万

円、４分の１の金を町が出してくれた。これを活用して、私どもも実は改良区内の排

水路、古いＵ字フレームを使ったりなんかして排水路の整備、そういうのやっていま

す。公共的にやったらえらい金がかかるものを、自主的にやっているので、安くでき

ておりますが、この農地・水の事業をもっと広げるなりすれば、この樹木の、沼の樹

木の伐採だとか、そうしたものはその事業で展開できるのではないかなと思っている

のですが。

何せ今私どもがいただいているのは、北部のほうで私が関係しているところは90何

万ですよ、年間。それをいかにうまく使ってやるかということで展開しているのです
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が、この昨日の大野議員の質問でもありましたが、地域を守るのは農家が守っていま

すということが大きな披瀝がされたわけですが、この農地・水・環境向上対策という

のは古い呼び名で、今ちょっと変わっているのですが、これの拡大というのは可能な

のですか、どうなのですか。これは可能だとすれば、町が若干予算づけをしないと、

これは枠の広げができませんが、これについてはどうなのですか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 安藤議員さんご質問の拡大の関係でございますが、安藤議員

さんのところの嵐山北部地域資源環境保全向上活動委員会のほうでは、21ヘクタール

を対象地域にしております。七郷北部全体の圃場整備した面積につきましては約60ヘ

クタールございます。そういった中で、まだそういった対象地域に21ヘクタールのほ

かにふやすことも可能であります。

ただし、27年度につきましては、もうある程度予算のほうも固まりつつありますの

で、早い段階に要望すれば、27年度についてもできる可能性もあります。28年度につ

きましては、また27年度からの要望になりますので、こちらのほうについては早い段

階で要望していただければ十分可能であると考えております。

以上です。

〇青柳賢治議長 第11番、安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） その補助事業が拡大が可能だということでございます。

その辺について、このため池の維持管理が町ができないということになりますと、

そうしたものも活用していく必要があるのかと思いますが、町長のほうにこの姿勢に

ついてお伺いしていきたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 姿勢をということですので、考え方。

今の話、もうだめだよということだと思うのです。ですから、きのうの地域の橋を

確保する話もありましたけれども、やっぱり今の話の流れの中だと、だめだよという

ことが多くなってきてしまうのです。それで、私は自分の勉強しなくてはという一つ

のあれのために、町長室に一つのグラフをかけています。そのグラフというのは、農

家の所得の推移なのです。農家所得はずっと上がっているのです。だけれども、農業
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所得というのはほぼ平らなのです。それで、農業外所得がふえているから上がってい

るのです。こういうことなのです。農地、田舎が弱くなっている、衰退しているとい

うのは。だから、農家が所得の大半を農地に頼っているときには、この割合が多かっ

たのです。だけれども、今こういう状況で、この何倍もの農家所得外の所得が農家に

入っている。ですから、このところは置き去りにされたというか、政府の力をそんな

に入れなくても、そんな感じではなく、農家の所得は上がってきてしまっているわけ

ですから。こういう状況なのです。ですから、さっきから言っているように、世の中

はうんととてつもなく変わっているのだというのを見るためにこのグラフをつるして

あるのですけれども、それだけこういうふうに天変地異なのです。

それで、そういう中で、今変わってきているなというのがあります。というのは、

この里地里山の竹林がふえてしまってどうしようもないというのを、県では自動車税

の一部をあれして、竹やぶを切って、やぶを竹林にしているのです。やぶではなくて、

竹の林にして、竹林にしようということできれいにしている。川のまるごと再生交付

金が出て、国から出て、それで川を昔のように直して、きれいに水辺に行けるような

形につくり直そうということが動いています。こういうことを考えると、今までは手

が入らなかったところに、どうにかしようよ、日本の国を守っていこうよということ

が、だんだん、だんだんこういうふうになってきている。午前中も話があった山の水

利、水をしっかり守っていこうという全国組織もそうです。そういうような形です。

ですから、この地域に、特にこの地域に多いこの沼に関しても、全国的に多くないわ

けですから、ですからこの多いこの地域は、その川のまるごと再生ですとか、竹林の

整備ですとか、いろんなことを、今まではやっていないことを、何かを変えてやって

きている、取り組んでいこうということになっているわけです。ですから、嵐山がす

ぐやるということは言いたくても言えない。金がなくてすぐできないわけですけれど

も、何かやっていこうというのは、今あちこちのところでやっているふるさと納税み

たいなものを一つの例として、そういうものでここのところの沼をうちのほうでは直

していこうというあれがあります。この沼が幾らかかります。ぜひご協力ください。

それでできたら、ここのところで釣りができるようにします。楽しみのあれを与えま

すというような何かをやって、そういうことをやるとか。何か今までの、先ほどもち

ょっと出ましたけれども、水利という考え方で、この地域の防火というようなことを

考えていく、防災を考えていくということで、そういうことはできないかという、今
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までと発想を変えていかないと、農家所得がこういう状況なのですから、今までと同

じでいったのだったら、もうじり貧なのです。だけれども、そういう状況で発想の転

換をできないかどうかという、基本的に今考え方と言われましたから、そういうよう

なことで、何としてもこの地域を守るのだという気持ちは誰にも負けない強い気持ち

を持っていますので、どうにかしたいというふうに考えています。

〇青柳賢治議長 第11番、安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） このため池の問題を提起したのは、今町長からもありました

が、埼玉県でも特殊な地域なのです。特殊な地域。それで、この嵐山町の自然の中で、

このため池というのは、親水空間というものを考えたときに、非常に重要な自然環境

なのです。私はそう思っているのです。ですから、魚釣りに来る人なんかも、これは

ため池で自然の中で心を癒すということができるので来るのだと思うのです。ですか

ら、このため池をうんとあるのだけれども、水がたまらない沼だってあちこちにでき

てしまっている、現実的には。だから、この自然空間の中でのため池を何とか維持し

ていくというのは、私は嵐山町においては極めて大事なのかなというふうには思って

いるのです。

ですから、その辺を十分念頭に置いて、これからの、私は単なるしゅんせつだと言

ってしまったから、もっと早くこの自然空間のことを話せばよかったのかもしれませ

んが、現実的にはそういう問題もありますよということだけは申し上げておきたいと

思います。沼についての再認識をもう一度していただくことをお願い申し上げ、かつ

また町長は、では予算措置が、その農地・水の枠が広げられるということであって、

地元でそういう事業展開をするということであれば、町が４分の１の費用負担は出さ

なければなりませんが、そういうことについては前向きに取り組むということでよろ

しいのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 そのとおりです。

〇青柳賢治議長 第11番、安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） ありがとうございました。

大変長い時間かかって、もっと短くやろうと思ったのですが、遅くまでかかってし

まいました。ご答弁いただきまして、ありがとうございました。
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〇青柳賢治議長 どうもご苦労さまでした。

◎休会の議決

〇青柳賢治議長 お諮りいたします。

議事の都合により、12月８日は休会いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 ご異議なしと認めます。

よって、12月８日は休会することに決しました。

◎散会の宣告

〇青柳賢治議長 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。

ご苦労さまでした。

（午後 ６時２７分）
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平成２６年第４回嵐山町議会定例会

議 事 日 程 （第４号）

１２月９日（火）午前１０時開議

日程第 １ 承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年度嵐山

町一般会計補正予算（第４号））

日程第 ２ 議案第４７号 嵐山町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準

を定める条例を制定することについて

日程第 ３ 議案第４８号 嵐山町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例を制定することについて

日程第 ４ 議案第４９号 嵐山町一般職員の給与に関する条例等の一部を改正するこ

とについて

日程第 ５ 議案第５０号 嵐山町長及び副町長の給与に関する条例等の一部を改正す

ることについて

日程第 ６ 議案第５１号 嵐山町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部を改正することについて

日程第 ７ 議案第５２号 嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例の一部を

改正することについて

日程第 ８ 議案第５３号 嵐山町ステーションホールアイプラザ設置及び管理条例を

廃止することについて

日程第 ９ 議案第５４号 平成２６年度嵐山町一般会計補正予算（第５号）議定につ

いて

日程第１０ 議案第５５号 平成２６年度嵐山町下水道事業特別会計補正予算（第３号）

議定について

日程第１１ 議案第５６号 平成２６年度嵐山町水道事業会計補正予算（第２号）議定

について

日程第１２ 議案第５７号 嵐山町都市計画マスタープラン改定について

日程第１３ 議案第５８号 埼玉中部資源循環組合の設立について

日程第１４ 議案第５９号 嵐山町・小川町適応指導教室に関する事務の委託について
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日程第１５ 請願第 ２号 消費税をこれ以上上げないよう求める請願書

日程第１６ 請願第 ３号 年金削減の中止に関する意見書の提出を求める請願

日程第１７ 議員派遣の件について

日程第１８ 閉会中の継続調査の申し出について

追加

日程第１９ 発言取消の申出について

日程第２０ 発委第 ２号 ３５人学級見直しをやめ、さらなる少人数学級を求める意

見書の提出について

日程第２１ 発議第２３号 ネオニコチノイド系農薬の使用規制を求める意見書の提出

について

日程第２２ 発議第２４号 集団的自衛権の行使容認の閣議決定の撤回を求める意見書

の提出について

日程第２３ 発議第２５号 特定秘密保護法の施行に反対し廃止を求める意見書の提出

について

日程第２４ 発議第２６号 原発再稼働に反対する意見書の提出について
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〇出席議員（１３名）

１番 森 一 人 議員 ２番 大 野 敏 行 議員

３番 佐久間 孝 光 議員 ４番 長 島 邦 夫 議員

６番 畠 山 美 幸 議員 ７番 吉 場 道 雄 議員

８番 河 井 勝 久 議員 ９番 川 口 浩 史 議員

１０番 清 水 正 之 議員 １１番 安 藤 欣 男 議員

１２番 松 本 美 子 議員 １３番 渋 谷 登美子 議員

１４番 青 柳 賢 治 議員

〇欠席議員（なし）

〇本会議に出席した事務局職員

事 務 局 長 山 岸 堅 護

書 記 岡 野 富 春

書 記 久 保 か お り

〇説明のための出席者

岩 澤 勝 町 長

安 藤 實 副 町 長

井 上 裕 美 総 務 課 長

中 嶋 秀 雄 地域支援課長

中 西 敏 雄 税 務 課 長

山 下 次 男 町 民 課 長

石 井 彰 健康いきいき課長

青 木 務 長寿生きがい課長

植 木 弘 文化スポーツ課長

大 塚 晃 環境農政課長

山 下 隆 志 企業支援課長

根 岸 寿 一 まちづくり整備課長

新 井 益 男 上下水道課長
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内 田 勝 会計管理者兼会計課長

小 久 保 錦 一 教 育 長

簾 藤 賢 治 教育委員会こども課長

農業委員会事務局長大 塚 晃 環境農政課長兼務
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◎開議の宣告

〇青柳賢治議長 皆さん、おはようございます。

ただいま出席議員は13名であります。定足数に達しておりますので、平成26年嵐山

町議会第４回定例会第７日の会議を開きます。

（午前１０時０３分）

◎諸般の報告

〇青柳賢治議長 ここで、報告をいたします。

本日の議事日程は、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

次に、今定例会第１日に総務経済常任委員会に付託し、審査願っておりました請願

第２号 消費税をこれ以上上げないよう求める請願書及び文教厚生常任委員会に付託

し、審査願っておりました請願第３号 年金削減の中止に関する意見書の提出を求め

る請願についての審査報告書が提出されました。お手元に配付しておきましたので、

ご了承願います。

次に、今定例会において、常任委員会所管事務調査報告の中に町に対する要望事項

等がございました。こちらの取り扱いについては、議長に一任願いたいと存じます。

以上で報告を終わります。

それでは、直ちに本日の会議を開きます。

◎承認第５号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第１、承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（平成

26年度嵐山町一般会計補正予算（第４号））の件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 承認第５号につきまして提案の趣旨をご説明申し上げます。

承認第５号は、専決処分の承認を求めることについて（平成26年度嵐山町一般会計

補正予算（第４号））の件でございます。第47回衆議院議員総選挙執行に伴い、特に

緊急を要するため、平成26年度嵐山町一般会計補正予算（第４号）を地方自治法第179条
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第１項の規定に基づき専決処分をしましたので、同条第３項の規定により議会の承認

を求めるものでございます。

なお、細部につきましては、担当課長より説明させていただきます。

以上をもちまして説明を終えさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

井上総務課長。

〔井上裕美総務課長登壇〕

〇井上裕美総務課長 それでは、承認第５号の細部につきましてご説明申し上げます。

次ページをお願いいたします。専決第８号といたしまして、平成26年11月21日付の

専決処分書でございます。

次に、補正予算書がございますが、補正予算書の３ページをごらんいただきたいと

思います。平成26年度嵐山町一般会計補正予算（第４号）でございます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ848万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ61億2,594万1,000円とするものでございます。

10、11ページをお願いします。歳入でございますが、第15款県支出金、委託金の衆

議院議員選挙委託金848万3,000円でございます。12月２日告示、14日投開票で実施さ

れます衆議院議員選挙費用に対し交付されるものでございます。

12、13ページをお願いします。歳出でございますが、第２款総務費、選挙費の衆議

院議員選挙執行事業899万円でございます。主なものでございますが、期日前投票及

び当日投開票の投票管理者及び立会人の委員報酬111万8,000円、作業員賃金が427万

6,000円でございます。委託料のポスター掲示板設置撤去委託料120万円につきまして

は、８区画の掲示板81カ所分でございます。

第13款予備費でございますが、50万7,000円を減額いたしまして、補正後の額を

2,228万2,000円とするものでございます。

14ページ以降につきましては、ご高覧願いたいと思います。

以上で細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 13ページなのですが、職員手当の中の時間外勤務手当です

が、これはどのような形で計算されたのか、伺いたいと思います。
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また、作業員賃金ですけれども、この積算の基礎を伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 お答えをいたします。

選挙に当たりまして、急な選挙ということもございまして、作業量がたくさんござ

います。時間外勤務手当の50万円につきましては、総務課、選挙管理委員会の職員の

時間外、それと午後５時15分以降、各課の応援をいただいて期日前投票の事務に当た

っていただいております。それらの職員の時間外、そういったものの合計が50万円と

いうことでございます。

作業員賃金427万6,000円でございますけれども、現在予定しておりますのが、投票

事務に職員100人予定しております。開票事務に60人を予定しております。それらの

職員の賃金でございまして、時間当たりの単価につきましては、出ている職員のおお

むね平均以下ということで、１人当たり2,500円を予定しております。

以上です。

〇青柳賢治議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） すみません。時間外勤務なのですけれども、１人当たり幾

らぐらいの時間給になるのか。

それと、投票事務の職員のこれに充てるということですけれども、その積算の基礎

というのはどのくらいの人数を割り当てて、どんなふうな形でやっているのか、伺い

たいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 時間外の関係でございますけれども、課長、副課長については、

当然時間外は出ないわけでございまして、それ以外の職員の時間給という形になりま

す。それぞれ給料によりまして単価はばらばらでございますので、安い方は2,000円

ぐらい、高い方については3,000円を超えてるような単価になっております。

それから、作業員の賃金につきましても、先ほどちょっと申し上げましたように、

若い今年入った新人の方から、それから課長級の方まで、さまざまな方に160人出て

いただくわけでございますけれども、そういったものを全部まるっきり平均しますと、

2,000円の後半ぐらいの単価になると思いますけれども、そこまでちょっと出せない
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ということもございまして、平均で申し上げますと、2,500円ぐらいの単価に設定を

したということでございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 作業員賃金なのですけれども、これは１人当たり１万円を

超えるというふうにいろいろなところで計算されてるのですね。それは時間給で

2,500円というふうな感じで見たらいいのでしょうか。2,500円でどのくらいの形にな

っていくのか、伺いたいと思うのですが。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 今時間2,500円というお話を申し上げましたが、選挙時間という

のは、投票の場合には朝の６時半集合で来ていただきますので、そこから８時までの

時間数ありますので、12時間以上になりますので、金額的には2,500円のその時間給

を掛けるわけですから、４万ぐらいにはなると思います。

それから、夜間ですね、投開票につきましては、それについても10時を超えた場合

には100分の150という部分がございますので、そういった分の加算は当然あるような

形になっています。ですから、投開票、朝から夜まで、夜までというか、夜中までか

かると思いますけれども、そうしますとある程度の金額にはなるということでござい

ます。１万円は当然超えます。

以上です。

〇青柳賢治議長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔「反対討論します」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 では、討論を受けます。

第13番、渋谷登美子議員。

〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） 今回の第47回衆議院総選挙にかかわるわけですけれども、

この選挙は、安倍政権が４年間今後行うために、保守政権を続けるために行うと言わ
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れていて、何の意味もない選挙であって、むしろ保守政権の維持を求めるための選挙

であると言います。

これに関して、嵐山町は国がせざるを得ないわけですけれども、このような形のこ

とに国の歳費、税金を760億円使って、この選挙が執行されると言われています。こ

のように関して、私は全く賛成できないので、そしてまた、今回改めて言いますが、

職員の選挙に係る経費が非常に高額であるということはだんだんわかってきていま

す。そのようなことも考えますと、この専決処分に関してはいたし方ないことである

と言いながらも、安倍政権の非常に許されない行為であるため、反対いたします。

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（平成26年度嵐山町一

般会計補正予算（第４号））の件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇青柳賢治議長 挙手多数。

よって、本案は承認されました。

◎議案第４７号、議案第４８号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第２、議案第47号 嵐山町地域包括支援センターの職員及び運営

に関する基準を定める条例を制定することについての件及び日程第３、議案第48号

嵐山町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例を制定することについ

ての件を一括議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第47号及び議案第48号につきまして提案の趣旨をご説明申し上げ

ます。

議案第47号は、嵐山町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める

条例を制定することについて及び議案第48号は、嵐山町指定介護予防支援等の事業の

人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法
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に関する基準を定める条例を制定することについての件でございます。

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律に関する介護保険法の一部改正に伴いまして、町の基準を定めるため、本

条例を制定するものでございます。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして説明を終えさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〔青木 務長寿生きがい課長登壇〕

〇青木 務長寿生きがい課長 それでは、議案第47号及び第48号の細部につきまして、

関連がございますので、一括してご説明を申し上げます。

なお、説明につきましては、参考資料により申し上げます。参考資料の１ページを

ごらんいただきたいと存じます。初めに、条例を制定するに至った背景でございます

が、国におきまして地域のことは地域において責任を持って決めることができるよう

に改める地域主権改革を進めるために、地域の自主性及び自立性を高めるための改革

の推進を図る関係法律の整備に関する法律、いわゆる第３次一括法でございますが、

これが平成25年６月に制定されました。これによりまして、介護保険法の一部が改正

され、これまで厚生労働省令において定められておりました地域包括支援センターの

職員及び運営に関する基準並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等の基準

につきまして、市町村みずからの判断と責任のもとに、条例により基準を定めること

とされたものでございます。

次に、条例制定の方向性でございますが、国ではこれまで法や省令で定めておりま

した基準を、条例に委任するための基準の類型を次の３通り示しております。まず、

従うべき基準でございますが、これは必ず適合しなければならない基準でございます。

次に、標準でございますが、これは通常よるべき基準であり、この範囲内で定めなけ

ればならない基準でございます。最後は、参酌すべき基準でございますが、これは十

分参照しなければならない基準でございます。

今回条例を制定するに当たりまして、基準の類型が従うべき基準とされているもの

につきましては、全て省令の基準どおり定めるものとし、また参酌すべき基準とされ

ているもののうち一部の基準につきましては、現状を踏まえ、町独自の基準を規定し、
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それ以外は省令の基準どおり規定するものといたしました。

なお、今回制定する条例に関して、基準の類型が標準とされているものはございま

せん。

２ページをお願いいたします。今回制定する条例でございますが、まず議案第47号

の嵐山町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例は、介護保

険法第115条の46の規定に基づきまして制定するものでございます。

次に、議案第48号の嵐山町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

につきましては、介護保険法第59条第115条の22及び第115条の24の規定に基づきまし

て制定するものでございます。

３ページをお願いいたします。次に、条例に盛り込む町独自の基準でございますが、

先ほどご説明を申し上げましたとおり、ほとんどの基準は省令で定める基準のとおり

定めておりますが、参酌すべき基準の一部につきましては、独自の基準を設けさせて

いただくものでございます。

まず、１点目は、事業者が保存すべき記録につきまして、一律２年と定められてい

る文書の保存期間を一部の記録に限り延長するものでございます。これは、仮に事業

者の不正請求があった場合、適切に介護報酬の返還請求ができるよう、介護報酬の請

求に係る記録については５年間の保存期間とするものでございます。

次に、２点目でございますが、指定介護予防支援事業者となる申請者の資格につい

て規定するものでございまして、平成24年４月施行の嵐山町暴力団排除条例の趣旨に

基づきまして、暴力団を排除する活動を推進するために規定するものでございます。

以上の２点につきましては、議案第48号の指定介護予防支援等の事業に係る基準を

定める条例につきまして規定しているものでございまして、議案第47号の地域包括支

援センターの基準を定める条例につきましては、独自基準は設けてございません。

次に、４ページをごらんをいただきたいと存じます。４ページ以降は、国において

定めている省令に対応する条例の条文及び基準の類型並びに条例に規定する基準を示

したものでございます。まず、嵐山町地域包括支援センターの職員及び運営に関する

基準を定める条例につきましては、本則３条、附則１項で構成する条例となっており、

いずれも現在の省令の基準のとおり規定するものでございます。

なお、条例の施行期日につきましては、平成27年４月１日とするものでございます。
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５ページをお願いいたします。次に、嵐山町指定介護予防支援等の事業の人員及び

運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例につきましては、５ページから７ページになりますが、本則35条、

附則３項で構成する条例となっております。

条例に規定する基準につきましては、先ほどと同様に、その多くは省令の基準どお

りに規定するものでございますが、町独自の基準といたしまして、条例の第４条、第

31条及び第35条に、先ほどご説明をさせていただきました基準を規定するものでござ

います。

なお、附則につきましては、施行期日及び経過措置を規定するものでございます。

また、施行期日につきましては、平成27年４月１日とするものでございます。

以上をもちまして細部説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

〇青柳賢治議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑に

つきましては、議案第47号及び議案第48号を一括して行います。

どうぞ。第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 子育て条例のときもこういう説明だったのですが、国はこう

いう説明をしているのでしょうか。何かよくわかりづらい説明だなと思うのです。

ちょっと具体的に伺いたいのですけれども、包括センターの第２条、職員に関する

基準で、（１）号で、保健師、その他これに準ずる者、２号でもこれに準ずる者、３

号でもこれに準ずる者というのがあるわけです。これは、どういう方がこれに準ずる

者に当てはまるのか、伺えればと思います。

それから、介護予防支援等の条例ですけれども、第５条に従業者の員数というので

すか。その３行目に、指定介護予防支援に関する知識を有する職員。これは、どうい

う職員が、どういう資格を持った、資格を持たない職員もここではいいのかを聞きた

いのですけれども。まずは、どういう資格を持った人がここには入るのか。資格を持

たない人もここは可能なのかどうか、伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

まず１点目、議案第47号の地域包括支援センターの第２条の職員に関する基準の準

ずる者の内容というご質問かと思います。現在町の地域包括支援センターには、これ
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に準ずる者ということではなくて、それぞれ保健師、社会福祉士、介護支援専門員、

すみません。保健師と社会福祉士につきましては、この資格を有する者ということで

配置をしております。主任介護支援専門員につきましては、これは一定の経験年数及

び一定の研修を受講するということをもって、正式に主任介護支援専門員ということ

でございますが、今現在配置をされている職員につきましては、経験年数が一定の年

数に満たなかったことで、現在のところは準ずる者ということで取り扱っております。

今年度中には経験を有し、その期間を満たしますので、今年度の途中から主任介護支

援専門員と、正式なこういった資格を有する者ということになっております。

今申し上げましたように、この２条第１項第３号、例えば主任介護支援専門員につ

きまして準ずる者ということで、この主任介護支援専門員と同等の知識、経験を有す

る者ということで、この場合は町長が認めた者ということで、準ずる者ということで

取り扱っております。ほかの保健師及び社会福祉士についても、こういった資格と同

等の経験、知識、そういったものを有する者ということで認められた者については、

準ずる者というような取り扱いができると思います。

次に、議案第48号の第５条、従業員の員数のところでございますが、こちらは指定

介護予防支援の提供に必要な数の保健師、その他の関する知識を有する職員と。例え

ばただいま申し上げましたように、介護予防支援専門員、こういった資格を持って一

定の経験を有するということであれば、この指定介護予防支援を行うに十分な知識を

持っているというふうな判断ができるというふうに思いますので、そういった職であ

れば従業員ということで取り扱いができるものと思います。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） これ、初めのほうですけれども、これ保健師の資格を持った

人では足らないとかいう状況はあるのでしょうか。社会福祉士が足らないので、準ず

る者で仕方なくカバーするのだという、そういう状況があるのですか。それと、次の

介護の関係もそうなのですけれども、そういう状況があるのかどうか、おわかりかど

うか。おわかりでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。
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今議員さんおっしゃるように、足らないというか、そういった資格を有する方がな

かなか確保できない状況も場合によってはあろうかというふうに思います。ただ、現

状町の地域包括支援センターにつきましては、そういった職員は確保できておるとい

うことでございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そうすると、嵐山町に限っては、当面保健師は保健師の資格

を持った人がやると、社会福祉士の資格を持った人がやると、そういう理解でよろし

いのですか。全国的にはちょっとどうかわからないけれどもと、そういうことですか。

ただ、これ長く続けていくと、やっぱりどこかで準ずる者が入ってくると思うので

す。ちょっとした経験ぐらいですね、保育士のほうもそうでしたから。２カ月ぐらい

の研修だったかな、県で研修で。ちょっと課長は今こっちを向いていないのですけれ

ども、そうでしたね、たしか。保育士の場合ね。その程度で保健師がやれるのかとい

うことを私は大変危惧するのですよ。介護予防の関係でも、この人とは直接関係はな

いでしょうけれども、千葉県では殺人事件となったか、おなかを蹴って内臓が破裂し

て亡くなったというのが、去年だか、今年の初めだかありましたね。やっぱり介護に

携わる人は、それなりの知識、知識もそうですし、資格を持ってやっていくというこ

とが、私は大変大事ではないかなと思うのです。それを国がこういう形で崩していく

と。保育士もそうなのですけれども、こういう形で崩していくと。何の狙いがあるの

かなと思うのですけれども、もしおわかりでしたら伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

こちらの基準につきましては、現在の国の省令の中でもこのような規定がなされて

おります。先ほどご説明をさせていただきましたとおり、この第２条につきましては、

従うべき基準ということでございますので、国の基準どおりにつくっています。原則

を申し上げますと、ここに定めている保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員、こ

ういった職で構成をしなさいと、これが原則だというふうに認識をしております。現

状嵐山町ではそういった形でできていると。当面問題がないかというお話でございま

したが、そのような方向で考えております。
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以上でございます。

〇青柳賢治議長 ほかに。

第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） ちょっとそもそも論から。

この介護支援センターそのものは、どういう仕事をするところなのか。それを利用

する人は、一体どういう人なのか。まず、そこからお聞きをしたいと思うのですが。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

この地域包括支援センターの運営の方針というものを定めておりまして、高齢者が

住みなれた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続できるよう、利用者の立場に立

って支援を行うということでございまして、これは、例えば要支援の方に限らず、高

齢者あるいはその家族、そういった方々のさまざまな相談に乗っていくと。そういっ

た相談を通して、その方が今申し上げたような設置の目的、尊厳あるその人らしい生

活を住みなれた地域で行っていただく、こういったことを支援する機関というふうに

認識をしております。

以上です。

〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） すみません。要するに要支援を含む高齢者の人たちが利用す

ると。その人たちをできるだけ家庭に帰そうという拠点にするのだというのが、今の

話ですと、この介護支援センターの役割ということなのかなというふうに受けとめま

した。

であるならば、先ほどの質問があるように、どれだけ専門的な知識を持っている人

たちがそこに当たるかどうか。これは、そういう点では決定的になるのだと思うので

す。そういう面では、私もこの準ずる人というものが非常に気になるのですけれども、

やはりその人の日常生活における状態も見て判断をするということですから、そうし

ないと、なかなか家庭に戻るということは難しいと思うので。そういう面では、ここ

の３条にある自立した日常生活を営むことができるようにするのだというのが、この

介護支援センターの基本的な役割なのだろうなというふうに感じるのですね。

そういう面では、もう一回ちょっと確認をしたいのですが、嵐山町においてはそう
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いう点ではきちんと専門的知識を持った人を配置ができるというふうになっている

と、またこれからもするのだということでよろしいのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

先ほども申し上げました。現在の地域包括支援センターには、この第２条第１項に

掲げられている職員については、こういった知識あるいは資格を持った職員を配置が

現在できているということでございます。今後についても、こういった資格が、これ

が原則だという認識をしておりますので、そういった方向で考えております。

以上です。

〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） それでは、一体どのくらいの職員が配置になるのか。嵐山町

の、今の話ですと要支援を含めた高齢者の健康状況というか、そういう対象者がどの

くらいいるのか。それに対して、こうした職員配置がどのくらいとられるのか、十分

な対応がとれるのかというふうに思うのですが、その辺の状況はどうなのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

第２条第１項にも記述がございますが、センターには第１号被保険者の数がおおむ

ね3,000人以上6,000人未満ごとにこういった職員をこの数置くということが、これは

現在の省令でも定められておりますが、今回それに従い、町で定めるわけでございま

す。現在のところ、この職員についてはそれぞれ１名ずつと。それ以外に資格を有し

ない事務職員が１名、計４名が現在の体制となっております。

ただ、この地域包括支援センターにつきまして、今議員さんが危惧をされているよ

うなことが国において盛んに言われておりまして、地域包括支援センターの機能を強

化するのだと。それは、職員の人的な数もそうですし、ほかの体制整備、そういった

ものが今後さまざまなところで体制を強化しなさいということを取り組んでいく必要

があるというような認識はしております。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 ほかに。
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〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

討論、採決につきましては、議案ごとに議案第47号から順次行います。

まず、議案第47号 嵐山町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定

める条例を制定することについての件の討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより議案第47号 嵐山町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を

定める条例を制定することについての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇青柳賢治議長 挙手多数。

よって、本案は可決されました。

次に、議案第48号 嵐山町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

を制定することについての件の討論を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより議案第48号 嵐山町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条

例を制定することについての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇青柳賢治議長 挙手多数。

よって、本案は可決されました。

◎議案第４９号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第４、議案第49号 嵐山町一般職員の給与に関する条例等の一部

を改正することについての件を議題といたします。
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提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第49号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第49号は、嵐山町一般職員の給与に関する条例等の一部を改正することについ

ての件でございます。平成26年度人事院勧告に準拠して、一般職員に支給する給料及

び期末勤勉手当の額を改定するため、嵐山町一般職員の給与に関する条例及び嵐山町

一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正するものでありま

す。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして説明を終えさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

井上総務課長。

〔井上裕美総務課長登壇〕

〇井上裕美総務課長 それでは、議案第49号の細部につきましてご説明申し上げます。

別紙お配りしております参考資料をごらんいただきたいと思います。給与改定の概

要でございます。人事院勧告に準じまして、月例給等を引き上げるものでございます。

初めに、給料表の改正でございますが、世代間の給与配分の観点から、初任給を中

心に若年層に重点を置きながら給料表の水準を引き上げ、中高齢層は据え置きにし、

１級の初任給を2,000円引き上げるものでございます。一般職の各級ごとの給料表の

改定率は、ごらんいただいておりますとおりでございます。平均改定率は0.25％、月

額にいたしますと100円から2,000円までのアップとなっておりまして、本年４月１日

に遡及して適用するものでございます。また、単純労務職員の給与改定率は0.34％で

ございます。

次に、通勤手当でございますが、交通用具使用者に係る通勤手当につきまして、民

間の支給状況等を踏まえ、使用距離の区分に応じ100円から7,100円までの幅で引き上

げ改定を行い、本年４月１日に遡及して適用するものでございます。

次に、期末手当及び勤勉手当の改正でございます。一般職につきましては、平成26年

度12月分の勤勉手当を、現行の0.675月に0.15月を加算して0.825月とし、期末及び勤

勉手当の年間支給月を現行の3.95月から4.10月とするものでございます。
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また、平成27年度以降につきましては、６月及び12月分の勤勉手当に26年度12月に

加算いたしました0.15月の半分の0.075月を均等に振り分け、0.75月とするものでご

ざいます。

町長、副町長、教育長及び議員の皆様につきましては、平成26年度の12月分の期末

手当を現行の2.05月に0.15月加算して2.20月とし、平成27年度以降につきましては、

６月及び12月の期末手当に26年度12月に加算しました0.15月の半分の0.075月を均等

に振り分けるものでございます。

これらの改正に伴います年間の影響額でございますが、給与分として133万1,000円、

通勤手当分として42万2,000円、期末手当及び勤勉手当分として850万9,000円、合計

いたしますと1,026万2,000円でございます。

それでは、改正条例のほうをごらんいただきたいと思います。めくっていただきま

して、嵐山町一般職員の給与に関する条例を第１条で一部改正し、その後第２条で再

度改正するものでございます。初めに、第１条の改正でございますが、通勤手当、第

10条の改正につきましては、第２項第２号のイから次ページのスまで、ごらんいただ

いておりますとおり、月額100円から7,100円まで、人事院勧告に準じまして、それぞ

れ引き上げるものでございます。

次に、勤勉手当、第15条でございますが、第２項中の改正でございまして、第１号

は、12月に支給する勤勉手当の支給率を現行の100分の67.5から100分の15を加算して

100分の82.5に改めるものでございます。

第２号は、再任用職員の勤勉手当の支給率でございますが、裏面をごらんください。

同様に12月支給分を100分の32.5から100分の５を加算して100分の37.5に改めるもの

でございます。

次に、別表を別紙のように改めるということで、人事院勧告に準じて一般職員の給

与表を改正するものでございまして、平均改定率は0.25％となるものでございます。

第２条の改正につきましては、第１条で改正をいたしました第15条の勤勉手当を再

度改めるものでございます。条例をごらんください。勤勉手当、第15条第２項第１号

中、12月分の勤勉手当の支給率を100分の82.5から100分の75にするものでございます。

第１条で12月分に加算した100分の15を、６月及び12月の勤勉手当に100分の7.5ずつ

均等に振り分け加算するもので、６月分も100分の75になるものでございます。第２

号につきましても同様に、100分の2.5ずつ均等に加算するものでございます。
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附則でございますが、第１条は施行期日でございまして、本年12月１日から施行す

る。ただし、第２条の改正規定でございますが、平成27年４月１日から施行するもの

でございます。

第２項は、給料及び通勤手当の遡及規定でございます。

附則第２条は、給与の内払い、第３条は、規則への委任でございます。

以上、細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） そもそも今回の人勧の内容というものはどういうものだった

のか、お聞きをしたい。

地域手当が、今度の人勧の勧告の中に入っているのかどうか。嵐山町は、地域手当

が支給されていません。東松山や鳩山は地域手当が支給されていると思うのですが、

人勧でその部分が含まれているのだとすれば、なぜその部分が今度の条例の中で反映

されていないのか。また、地域手当を廃止した理由等もお聞きをしておきたいという

ふうに思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 お答えいたします。

今回の人事院勧告の中で勧告されましたのは、月例給の引き上げ改定が１つ、特別

給、ボーナスですね、それの引き上げ改定が２つ目、３つ目として、給与制度の総合

的な見直しということで、この中で来年４月１日以降の給料表について平均２％引き

下げ、それを原資として地域手当を増額すると、そういうような勧告でございました。

ご指摘いただきましたように、嵐山町は地域手当の支給地域に入っておりません。こ

の総合的な見直しにつきましては、来年の４月１日以降から適用になるということで

ございまして、引き上げ改定分、給料と手当の引き上げ改定分につきましては、組合

ともお話をし、今回実施させていただくと。総合的な見直しにつきましては、今後検

討していくということでございます。

嵐山町は、地域手当の関係につきましては、初めから支給手当の支給地域になって

おりません。近隣ですと、滑川町が今回ゼロから６％に、鳩山町が３から６％に、東

松山市が６から12％と、そういう形で国の官公署があるところ、そういうところには
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地域手当が支給されるようになっております。また、もう一つ条件がありまして、特

例区、東京23区だと思いますけれども、そういうところに通っている通勤者のパーセ

ント、これが就業人口の10％を超えているところについては、地域手当が出るような

ふうな形になっております。

そういうもろもろの問題もございますので、地域手当につきましては近隣市町村、

東松山と滑川と鳩山を除いて支給がされていないという状況もございますので、今後

それぞれの市町村で検討し、どんな方法になるか、まだ未定でございますけれども、

検討させていただいている途中ということでご理解をいただきたいというふうに思い

ます。

以上です。

〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） ということは、嵐山町の職員は、地域手当分の２％は引き下

げられると。先ほど言った、平均で２％引き下げて、それを地域手当のほうに振り分

けるのだということですから、そういうふうになると地域手当をもらっていない地域

の職員は、今度の人勧の中でも上がる部分はあるかもしれないですけれども、その部

分は引き下げというか、その部分を補填しなければならないというふうになるのかな

というふうに思うのですが、そういう点では、町長、その部分を地域手当の地域に入

っていないのだと言いながら、そういう点では非常に不公平があるなというふうに思

うのですね。お隣の滑川は地域手当がもらえて、それこそ南の鳩山はもらえてという

点では、何かその部分を補填するような措置というものは考えているのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 今回の給与改定につきましては、先ほどちょっと申し上げました

ように、引き上げ分だけの改定をしております。給料表につきましても、ですからア

ップの分だけです。さらに来年の、仮に先ほどのお話をするとすれば、来年の３月に

今回引き上げた給料表をまた平均で２％引き下げる改定を行うということでございま

す。ですから、今回は引き上げ額だけの改定の議案をお願いしているということでご

ざいます。よろしくお願いします。

〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 町長、やっぱり地域手当をもらっていない嵐山町の職員とい
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うのは、ある面不利だなというふうに思うのですけれども、何かそれを補填するとい

う考え方は持っているのですか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えさせていただきます。

現状では持っておりません。ただ、常識的に考えて、ちょっとどうなのだろうとい

うのは思います。しかし、こういう人事院の中でその基準ができていて、そこのとこ

ろに到達していないというところで歯ぎしりするような感じがあるわけですけれど

も、ただ一番基本というのは、人事院勧告、人事院が決めて、それに公務員は倣いな

さいよという大原則があるわけですね。それで、その人事院が決める決め方というの

は、民間の給与に準拠をして、周りのところをよく見て、それに上がっているか、下

がっているかどうなのだ、バランスをとりなさいよということが基準だと思うのです。

ですから、嵐山町はどれぐらい通勤の人たちが、ほかの高いところ、給与水準が高い

ところに行っている人がいるかとか、あるいはいないかとかというのを一つの、先ほ

ど出てきたような参酌ではないですけれども、そんなようなことになっているのでは

ないかと思うのです。ですから、歯ぎしりする部分はあります。

それと、県の町村会なんかでも、ちょっと何か話は出していきたいとは思っていま

すけれども、これによって嵐山町の町長が言ったからといって変わるというような形

には思っていません。当面は歯ぎしり以外ないかなと考えています。

〇青柳賢治議長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより議案第49号 嵐山町一般職員の給与に関する条例等の一部を改正すること

についての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇青柳賢治議長 挙手全員。
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よって、本案は可決されました。

議案審議の途中ですが、ここで暫時休憩いたします。再開の時間を11時15分といた

します。

休 憩 午前１１時０３分

再 開 午前１１時１６分

〇青柳賢治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◎議案第５０号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第５、議案第50号 嵐山町長及び副町長の給与に関する条例等の

一部を改正することについての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第50号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第50号は、嵐山町長及び副町長の給与に関する条例等の一部を改正することに

ついての件でございます。

平成26年度人事院勧告に準拠して、一般職員に支給する給与、勤勉手当の額を改定

することに伴い、同様の措置を講ずるため改定するものでございまして、平成26年12月

期に支給する期末手当を0.15月分引き上げ、年間4.10月分とし、平成27年度以降につ

きましては、６月及び12月期の期末手当に0.075月分を加算し、年間支給月数を4.10月

分とするものであります。

なお、細部説明は省略をさせていただきます。

以上をもちまして説明を終えさせていただきます。

〇青柳賢治議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 人事院の勧告に準拠して、一般職員に支給する期末手当の

額を改定することに伴い同様の措置を講ずるというのは、人事院勧告から、町長、副

町長及び教育長等の給与に関する条例を変えるようにという人事院勧告があったのか

どうか、伺いたいと思います。
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〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 期末勤勉手当の関係のご質問でございますけれども、人事院から

その特別職についても改定するものが出たのかということでございますけれども、特

にはうたってはございませんが、今までの例も、職員が改定した場合には同様な改定

を行っております。これは嵐山町だけではなく、他の市町村についても同様かという

ふうに思います。

以上です。

〇青柳賢治議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 今までの慣例とちょっと状況が違うのかなというふうに思

っているのです。

きょうの新聞にも出ておりましたが、日本のＧＤＰ全体はマイナス3.5％であった

というふうに言っています。そして、人事院勧告に関しては、企業ベースで給与の差

を調整するということになっていますが、派遣職員がふえているということがあって、

実際には人事院勧告というのは全体的なものを見ていないのではないかなと思うので

すけれども、それについてこの同様の措置を求めるだけの経済状況の進展があったと

いうふうに考えていらっしゃるのかどうか、伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 これはあくまでも人事院が、埼玉県で言えば、企業規模50人以上

かつ事業所規模50人以上の県内の事業所2,122事業所、これを無作為抽出をいたしま

して、473事業所を対象として実態調査を行ったわけでございまして、その結果がこ

ういう形になったというものでございます。そういうことで、民間給与との差額が出

ている以上、人事院勧告はこういう形で出されたというものでございます。

先ほどの特別職の改定につきましても、プラス改定時だけしているわけではござい

ません。マイナス改定時にも同様に引き下げの改定を行っておりますので、今回は引

き上げでございますので、同様な改正を行わせていただいたというものでございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕
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〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔「反対討論」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 第13番、渋谷登美子議員。

〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） 議案第50号 嵐山町長及び副町長の給与に関する条例等の

一部を改正することについて反対いたします。

職員に関しましては、人事院勧告を受け入れるというのは妥当であると思いますが、

今現在の経済状況を見ますと、正規職員が減少し、派遣職員が非常にふえてきている

という現実があります。そして、ＧＤＰがマイナス3.5％の状況にある中で、職員の

給与と同様に町長及び副町長、そして教育長の給与、報酬といいますか、これ期末手

当になりますが、それに関してまで同様に上げるというふうなことは考えにくい状況

であると思います。これは、一つの目くらましであり、住民からの信頼関係が失われ

ると思いますので、これに対して反対いたします。

〇青柳賢治議長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより議案第50号 嵐山町長及び副町長の給与に関する条例等の一部を改正する

ことについての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇青柳賢治議長 挙手多数。

よって、本案は可決されました。

◎議案第５１号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第６、議案第51号 嵐山町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を改正することについての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕
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〇岩澤 勝町長 議案第51号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第51号は、嵐山町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正することについての件でございます。平成26年度人事院勧告に準拠して、一般職

員に支給する期末勤勉手当の額を改定することに伴い、同様の措置を講ずるため改定

するものでございまして、平成26年12月期に支給する期末手当を0.15月分引き上げ、

年間4.10月分とし、平成27年度以降につきましては、６月及び12月期の期末手当に

0.075月分を加算し、年間支給月数を4.10月分とするものであります。

なお、細部説明は省略をさせていただきます。

以上をもちまして説明を終えさせていただきます。

〇青柳賢治議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） すみません。今町長、副町長の関係では可決しましたですが、

説明の中に慣例で一般職が上がるときも下がるときも同様に進めてきたというふうな

ことでございますけれども、この議員に関してはどうなのでしょう。私の知らない部

分もあるかというふうに思うので、ちょっと１点だけお聞きします。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 お答えいたします。

議員の皆様につきましても、同様な形で実施しております。

以上です。

〇青柳賢治議長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔「反対討論」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 第13番、渋谷登美子議員。

〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） 議案第51号 嵐山町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を改正することについてを反対いたします。

これは、町長、副町長の報酬と同様に、人事院勧告に準じて引き上げるものではな
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いと考えます。特に今回ですけれども、年金の削減をしないことを求める請願も出ま

したが、毎年毎年年金が削減されていく。そういう状況になっていく中で、人事院勧

告があるからといって議員の報酬を職員と同様に引き上げることには反対いたしま

す。

〇青柳賢治議長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより議案第51号 嵐山町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正することについての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇青柳賢治議長 挙手多数。

よって、本案は可決されました。

◎議案第５２号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第７、議案第52号 嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理

条例の一部を改正することについての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第52号につきまして提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第52号は、嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例の一部を改正する

ことについての件でございます。活き活きふれあいプラザなごみの閉館等に伴い、所

要の改正を行うため、本条例の一部を改正するものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして説明を終えさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〔青木 務長寿生きがい課長登壇〕

〇青木 務長寿生きがい課長 それでは、議案第52号の細部につきましてご説明を申し
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上げます。

今回の改正は、活き活きふれあいプラザなごみの閉館並びに活き活きふれあいプラ

ザやすらぎの利用時間等の一部を変更することに伴いまして所要の改正を行うため

に、嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例の一部を改正するものでござい

ます。

それでは、議案書裏面の新旧対照表をごらんください。まずは、今回の条例一部改

正に至った経緯につきましてご説明を申し上げます。活き活きふれあいプラザなごみ

は、平成12年４月に介護予防拠点施設といたしまして開館をして以来、本年10月末で

延べ13万4,000人もの皆様にご利用をいただき、町民の健康保持増進、介護予防に大

きな役割を果たしていまいりました。しかし、ここ数年は利用者の減少傾向が続き、

年間の利用者数がピーク時の３分の１程度にとどまっている状況でございます。また、

少子高齢化の進行や人口減少といった課題もあり、既存の公共施設のあり方が問われ

ている状況下にございます。

こうした中にあって、より効果的かつ効率的な施設運営について検討した結果、活

き活きふれあいプラザなごみは、本年12月末をもって閉館することとするものでござ

います。閉館後の利用につきましては、高齢者をはじめとした多様な皆様の地域交流

推進の拠点並びに町社会福祉協議会事務所として活用を図っていまいる予定でござい

ます。

次に、新旧対照表でございますが、第２条の名称及び位置、第３条の業務、第６条

の休館日及び第15条の利用料等につきましては、なごみの閉館に伴いまして、なごみ

に関する規定を削除するものでございます。

別表につきましては、なごみに係る表を削除するとともに、やすらぎに係る表につ

いては浴槽の廃止に伴い、部屋の名称を浴室からシャワー室に改めるとともに、トレ

ーニングルームの利用時間につきまして、利便性を高めるために試行的に行っていた

期間延長が定着していまいりましたので、条例の規定を現状の内容に改めるものでご

ざいます。

附則につきましては、施行期日を平成27年１月１日とするものでございます。

以上をもちまして細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第６番、畠山美幸議員。
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〇６番（畠山美幸議員） 第15条のところをお伺いしたいと思います。

利用時間でございますが、以前やすらぎはトレーニングルームが、金曜日でしたら

４時まで、土、日ですと６時までということでしたが、今回は金曜、土曜が夜の７時

まで、そして日曜日は現状どおり６時までということになっております。それで、裏

面を見ましてシャワー室なのですけれども、シャワー室の営業時間が６時30分で終わ

っております、金、土、日と。日曜日に関しましては、トレーニングルームが６時ま

での営業ですので、６時半まででもよろしいのかなとは思うのですけれども、金、土

に関しましては７時まで営業されているわけですから、できることであれば、これ７

時半までやっていただければ汗を流せるのかなと思うことと、あとなごみが廃止にな

ったので、多目的ルームがなごみですと朝の10時から午後の10時まで利用が可能にな

っていた部分がございましたが、今回やすらぎのみになってしまいますので、和室の

開室時間が午前10時から午後10時までということになっておりますが、これの活用方

法といいますか、この10時から10時まではカラオケルームにもなっておりますから、

そういうので遊技をされるためにこれは10時までになっているのか。ほかに何か利用

の方法があるのか、お伺いをしたいと思います。その２点です。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

まず、１点目のやすらぎのシャワー室の利用時間でございます。金、土、日ですね、

６時半までとなっているにもかかわらず、トレーニングルームは金、土は７時までと

いうことでございますが、実はこの施設の管理につきましてはシルバー人材センター

に委託をし、管理をいただいております。施設の管理ということで、勤務時間が７時

半までということでお願いをしておりますが、シャワー室につきましては、やはり使

用した後に翌日の営業に向けて清掃を行う必要がございます。どうしてもこの清掃を

行う時間が必要だということでございますので、６時半ということで、この時間につ

きましては従前の浴室の時間と同様ということで行っております。

次に、和室につきましては、こちらの営業時間につきましては今回は変更してござ

いません。この和室につきましては、やすらぎの施設の中でも団体にも貸し出しがで

きるというようなことになっておりますので、これまで団体のご利用というのはほと

んどないというか、実質的にはないのですけれども、なごみの廃止に伴いまして、や



- 260 -

はり団体さんで会議、あるいはそういったものを行うという必要があった場合にはご

利用いただけるように周知を図っていきたいというふうに思っております。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） シャワー室の件につきましては、清掃の時間があるがためと

いうことで、働いている方が７時半で上がってしまうからできないということで、次

の日が10時半、朝はいつも10時半から営業しているわけですけれども、お風呂のお掃

除と違って、壁にシャンプーが飛んだりとか、そういうお掃除はあるかと思いますけ

れども、例えば朝来て10時。何時に、ちなみにシルバーの方は朝は何時からお越しに

なるのか、お伺いしたいと思います。

和室の件につきましては、では前から10時から10時までで、でも余り利用度はない。

今のお話だと、余りないのでしょうか。もう一回、ちょっと聞こえが悪かったので、

教えていただきたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

まず、１点目のシルバーに委託をしている時間でございますが、朝は営業日につい

ては午前９時半に出勤をしていただいております。営業時間によって、月曜、水曜、

木曜が午後５時半まで、金、土、日が午後７時半までというような時間になっており

ます。

それと、和室につきましては、先ほども申し上げましたが、今回変更してございま

せんで、午後10時までの利用は可というふうになっておりますが、これまで私がこち

らに配属をされて以降、団体での夜の利用というのはなかったというふうに記憶をし

ております。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） シルバーさんの勤務時間が朝の９時半からということで、シ

ャワー室が利用できるのが10時半ということになっておりますので、できれば男性の

ほう３カ所、女性のほうも３カ所になるのでしょうかね、シャワー室が。３個、３個

の設置になるのかもしれませんけれども、お風呂ほど時間がかからないと思いますか
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ら、ぜひこれ７時半まで使えるようにしていただけたら、トレーニングルームを利用

される方は助かるのではないのかなと思いますので、また検討をしていただきたいと

思います。

今和室のほうのご利用の、余り団体様のご利用がないというお話でしたから、今後

は周知を頑張ってやっていただければと思いますので。

以上です。

〇青柳賢治議長 ほかに。

９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） この件につきましては、この件とは、なごみが廃止になる件

につきましては、何回か全員協議会の中で出されていたわけですけれども、これが通

って初めて町民に知らせることが、順番というよりは、議会が通らないとできないわ

けですね。それが12月の広報で、もう既に私も確認しておりますけれども、載ってい

るわけです。こういうことがたびたび起きてはまずいなというふうに思いますので、

一言、今後はないようにしたいということを確認したいと思いますので、ちょっとそ

の辺、そういうお考えなのかどうかを伺いたいと思うのですが。いいですか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 今ご指摘いただいたような状況というのが起こってはいけない状況で

して、そういうことが起きないような状況、絶対起こさないような状況、そしてそれ

らをしっかり踏まえて行うわけですけれども、行政も遅滞なく一歩でも前に進めたい

という状況がございます。そういう中で、こういう状況だけはさらに地域の人たちに

早く周知をしたいというような状況も発生をしたりしてくる場合はございます。しか

し、優先すべきものはしっかりと行政としては意識しているつもりでございます。

ですから、議員さんおっしゃるようなことをきちんと踏まえた上で、それでよりご

理解をしていただくために、たびたびで申しわけないわけですけれども、全協での説

明会ですとか、いろんなことをしながらご理解をいただいて、それでそれらにつなが

って、事業がスムーズにいくような形で対応をさせていただいているというような状

況でございます。

ですので、時とすると、そういう不満なところが出てきてしまうかもしれませんが、

それはあってはいけないことでございますので、しっかり今後についてもチェックを
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しながら、職員全員が意識をしながら、そして仕事をしっかりスムーズに進めていく

気持ちを強く持ってやっていきたいというふうに思っています。

〇青柳賢治議長 ほかに。

第12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） 時間あるいは浴槽とか、いろいろな点で説明等がありました

ので、ほぼわかっておりますけれども、料金についてですけれども、これは町内の料

金だと思います、今までどおりのようですから。町外につきましては、利用の関係は

今までどおり２倍ということでよろしいのでしょうか。15条のところにありますね。

それと、シャワー室の関係があるので、お風呂等がなくなったということですけれ

ども、これは料金改定をすることについて考えてはみなかったのでしょうか。あくま

でもシャワーを対応、全員ができるのだからよろしいのではないかということで今ま

でどおりにしたという考え方ですか。確認の意味になると思いますけれども、お願い

をします。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

町外の利用につきましては、今回は条例の改正を行っておりませんので、町内利用

者の２倍の金額ということで、これは変更はございません。

それと、利用料につきましては、今回は改定は考えてございません。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 第12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） そうしますと、利用者につきましては、お風呂がないのであ

れば、できるだけ料金等も安くなればありがたいというような声も出ていましたので、

あえてここで考えなかったということは、別に何ら思惑もないけれども、そこまでは

踏み込まなかったという考え方でよろしいですか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

今後のというか、このところのやすらぎの利用者の状況を見てみますと、利用者の

中心がトレーニングルームの利用者にだんだんシフトしてきているような状況も見受
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けられます。そういったことを鑑みますと、現在の利用料というものは妥当な利用料

だなというふうに思っておりますので、今回は改定については考えてありませんでし

た。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 第12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） そうしますと、トレーニングルームの関係の利用者について

が中心になってきているのかな。介護予防ですから、どなたがそちらを利用しても介

護予防になってくるのだから、当然かと思いますけれども、そうしますと今のある機

種につきましてはなかなか高度だということで、できれば、だんだん利用者が少なく

なってくるということに関しては、ほかのものももう少し優しいというか、楽という

か、そういうようなもので介護予防につなげるようなものについての方向性は考えな

かったのですか、条例の中での考え方ですけれども。そういったことまでも器具の考

えは考えてはいなかったといいましょうかね。料金あるいはトレーニングルームの利

用、あるいは時間とか、そういうものだけで、ほかのことは考えてはいかなかったと、

そういうことでよろしいですか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

今回浴槽を廃止し、シャワーのみということになりました。当然今回の措置は、こ

のやすらぎの機能を低めることにつながると、魅力を低めることにつながったという

ふうには認識をしております。ただ、今後はより多くの方にやすらぎという施設を利

用していただけるように、以前松本議員さんの一般質問の中でも、今のような機械で

はなくて、簡単にできるものと、そのようなご質問をいただいたことがあります。現

状でも本当に簡単な運動ができるような器具もございます。そういったものをより今

後多くの方に利用いただけるような形で、この施設の運営を考えていければというふ

うに思っております。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 ほかに。

第８番、河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） １点お聞きいたします。
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実はやすらぎの件なのですけれども、これも決まれば、あそこが新たに社協の施設

として、いろんな改造計画なんかも入るのだろうと思うのですけれども、実は駐車場

の関係なのです。今あそこに駐車場を利用して、菅谷の何区ですか、あれのごみステ

ーションの置き場になっていますね、一角が。見ていますと、それぞれごみ収集の日

には、あそこにみんな車や何かで持ってくる方が多いわけです。見ていますと、その

人たちは、今度あそこで交差点のちょうどあれですから、駐車できなくなると、どう

いう形になるのかなと。１つは、その間は、全くあそこを閉め切ってしまうのかどう

か。駐車場を鎖か何かで閉めてしまうのかどうか、その辺は聞いておきたいと思いま

す。

もう一つは、平沢の人たちの子供の見守り場所になっているのです。保護者が、約

７時半ごろから８時ごろまでそれぞれ車で保護者が来て、あそこに駐車させてもらっ

て、見守りしているという状況があるわけなのですけれども、その２つの件で、全く

閉められてしまうと、路上駐車みたいな形になってしまうのですけれども、そこら辺

はどう考えているのか、お聞きしたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 なごみに社協が移転を計画しておるわけでございますけれども、駐

車場の対策ということで今ご質問をいただきました。ありがとうございます。

河井議員さん、今ご質問いただいたとおりでございまして、あの施設の今区画をさ

れている駐車スペースが大体10台ございます。社協の公用車が10台ちょっとございま

す。それと、社協に来るお客さん等を考えますと、近くに駐車場を確保する必要があ

るだろうということで今検討、調査を実施しているところでございまして、ご心配い

ただいておりますごみステーションの問題、それから朝の子供の見守りの問題、これ

については遺漏のないように考えていきたいと思っておりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。

〇青柳賢治議長 ほかに。

第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） １点だけお聞きします。

提案理由の中で、閉館に伴いということなので、その関係からちょっと質問します

が、この前もやすらぎのほうの質問も、お風呂の関係も一般質問でさせていただきま
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したですが、高齢者の居場所というのが何か徐々に少なくなってしまうのではないか

なと、そんな危惧をします。そういう面から、利用者が少ないというのは、それは利

用者のニーズに合っていないから減るという部分もあるというふうに思うのです。で

すから、そういう面を考えて、より高齢者が利用しやすい施設というのも実際必要だ

というふうに思います。

そういう面から、町長の考えの中では、この高齢者に対するそういう施設的なもの、

何課別な考えがあるのかどうか。私とすると下がっているように思うので、この機会

にお聞きできればというふうに思いますが、よろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 高齢者の居場所づくりということでございます。

一番今高齢者に行政として必要なものというのは、自分のおうちの中にいる人たち

をいかに外に引っ張り出せるかということだと思うのです。ですから、いろんな趣味

を生かしていただいたり、体を動かしていただいたり、仲間と交流を図っていただい

たりというような場所が、今議員さんおっしゃるように必要になってくるわけです。

しかし、実際問題として、地域の中で人口が減っていくという中だと、なかなか一つ

の狭いエリアの中で集会所としたり、あるいは集まっていたりする場所に集まってく

る人数というのは少なくなっておるかもしれないのです。しかし、そういう少なくな

るからといってなくすという考え方は、私は全く持っておりませので、逆に近くのと

ころで寄りやすいようなところにそういう場所をどうにかつくっていけないかという

ふうに考えております。

この一般質問の答弁の中でも、嵐山町を守りたいという、そういう強い気持ちを皆

さんが持ってご意見をいただいたりする中で、そういう高齢者に対しても、あるいは

地域を守るにしても、嵐山町をどうにかしたいという気持ちを生かした中で、どうに

か高齢者に居場所づくりというものを、今まで以上な視点、考え方を持ってふやして

いけないか。それには、ただそれだけという機能ではなくて、ほかのものもついた形

の複合的な施設というふうになっていけばどうなのかなというようなことも思ってお

りまして、お年寄りだけというところにお母さんたちの手が忙しいところであれば、

子供たちの見る場所みたいなものは一緒にできないかとか、あるいは空き家対策とい

うようなことも考えたりできないかとか、いろんなことをそこのところでいろんな文
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化、嵐山町のいわゆる文化、生活、そういうようなものの展示ができれば展示、交流

ができれば交流、広い意味で、ただ居場所づくりということだけでなくて、いろんな

機能を持ったそういう集まる場所が今後は必要なのか。そして、それを町民みんなで

支えながらつくっていくということがさらに必要になっていくのかなというふうに、

今議員さんおっしゃるようなお年寄りの集まる場所、話し合う場所、そういうような

よりどころといいますか、地域の集まりやすいようなところというのは今後もふやし

ていく必要があるというふうに考えています。

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより議案第52号 嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例の一部を改

正することについての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇青柳賢治議長 挙手多数。

よって、本案は可決されました。

◎議案第５３号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第８、議案第53号 嵐山町ステーションホールアイプラザ設置及

び管理条例を廃止することについての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第53号につきまして提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第53号は、嵐山町ステーションホールアイプラザ設置及び管理条例を廃止する

ことについての件でございます。嵐山町ステーションホールアイプラザの施設につい

て、町の子育て支援拠点として利用形態を変更するため、本条例を廃止するものであ

ります。

なお、細部説明は省略をさせていただきます。
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以上をもちまして説明を終えさせていただきます。

〇青柳賢治議長 提案理由が終わりましたので、質疑を行います。

第８番、河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） １点、お聞きいたします。

先ほどやすらぎが一応変更になりまして、今度なごみがなくなったわけですけれど

も、ステーションアイプラザに子育ての中心が移ると。今、やすらぎで子育ての関係

で幾つか使っていたものがあるのですね。おばあちゃんちとか何とかというので、そ

れがかなりを厨房を使って、子供たちのおやつや何かをつくって、お母さん方と一緒

に見守りをしているというのがあるのだそうですけれども、ここが今度はステーショ

ンアイプラザになると、厨房がどうなるのか、その辺のところがやれるのかどうかで

かなり変わってくるのだけれども、そこのところはちょっと。まだ図面も何も出ませ

んから、わからないのですけれども、そういうものができるのかどうかだけを聞いて

おきたいという、私もお伺いをされたので、ちょっとそれはお答え願いますでしょう

か。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 なごみの関係でございますので、私のほうからお答えを

させていただきたいと思います。

今議員さんお話のとおり、現在のなごみの施設を使いまして、子育てサロン、こう

いったものが定期的に行われております。こういった現在行われている子育てサロン

につきましては、施設の改修を行った上で、４月以降、現行の施設におきまして引き

続き実施を行うということで、社会福祉協議会のほうでは進めているというふうに聞

いております。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 第８番、河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） そうすると、今の喫茶店や何かを使ったものは全然使われず

に、そういうものにはこの形でまた元に戻せると。アイプラザのほうに、町社協と一

緒にそういう形ができるという形になるということで了解していいのですか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

中嶋地域支援課長。
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〇中嶋秀雄地域支援課長 今パステルさんで喫茶コーナーをやっていただいているわけ

ですけれども、そちらとその奥の会議室、こちらを一体的に利用して、子育ての支援

拠点という形に改修を行うということになっておりまして、厨房といいましょうか、

ああいった施設に関しては、器材等を取るというような形になろうかと思います。

〇青柳賢治議長 答弁。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 私のほうから１点申し上げたいと思います。

先ほど、今なごみで行われている子育てサロンについては、引き続き現行の施設と

いうふうに申し上げました。確かに子供さんたちにおやつをつくってということを、

今のなごみの施設内に厨房があるわけでございますが、そちらをお使いをいただいて

つくっていただいて、子供さんたちに出していただいているということが行われてい

るというふうに伺っております。そうしたことも継続して、今のなごみの施設の厨房

を使って、また改修を行った施設を使って、引き続き子育てサロンを今のなごみで行

っていくということでご理解いただければというふうに思います。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより議案第53号 嵐山町ステーションホールアイプラザ設置及び管理条例を廃

止することについての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇青柳賢治議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

議案審議の途中ですが、この際暫時休憩いたします。午後の再開の時間は１時30分

といたします。

休 憩 午後 零時０１分
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再 開 午後 １時２９分

〇青柳賢治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◎議案第５４号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第９、議案第54号 平成26年度嵐山町一般会計補正予算（第５号）

議定についての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第54号につきまして提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第54号は、平成26年度嵐山町一般会計補正予算（第５号）議定についての件で

ございます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,584万9,000円を増額し、歳入歳出予算の

総額を62億2,179万円とするものであります。

このほか、地方債の追加が１件、廃止が１件、変更が３件であります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして説明を終えさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

井上総務課長。

〔井上裕美総務課長登壇〕

〇井上裕美総務課長 それでは、議案第54号の細部につきましてご説明申し上げます。

６、７ページをごらんください。第２表、地方債補正でございます。追加が１件で

ございまして、子育て支援拠点整備事業、限度額510万円につきましては、アイプラ

ザの改修整備費でございます。

次の廃止でございますが、社会資本総合整備計画事業、限度額600万円につきまし

ては、備考欄にございますように、対象事業が防災安全交付金事業として交付決定さ

れたことにより、廃止するものでございます。

変更は３件ございまして、狭隘道路整備等促進事業、限度額490万円につきまして

は、補助内示額の変更に伴いまして40万円増額し、補正後の限度額を530万円とする
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ものでございます。

次ページの防災安全事業4,565万円でございますが、同様で350万円増額し、補正後

の限度額を4,910万円とするものでございます。

学校教育施設等整備事業1,950万円につきましては、240万円減額となりまして、補

正後の限度額を1,710万円とするものでございます。

14、15ページをお願いします。歳入でございますが、第１款町税、固定資産税の現

年課税分4,000万2,000円の増額でございますが、調定見込み額が土地で700万円、償

却資産で3,000万2,000円の増加見込みでございます。

その下の保育料負担金369万4,000円の減額及び幼稚園保育料156万7,000円の減額に

つきましては、保育料負担金の確定見込み及び減免対象児童の増加に伴うものでござ

います。

14款国庫支出金の障害者自立支援給付費負担金2,185万9,000円の増額から、下にご

ざいます児童手当国庫負担金91万2,000円の減額につきましては、それぞれの事業の

実績見込みに伴いまして増減をするものでございます。

14款国庫支出金の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金185万3,000円につきま

しては、菅谷地内にあります小規模福祉施設のスプリンクラー、これを整備する事業

に交付されるものでございます。

がん検診推進事業費補助金117万2,000円の減額につきましては、国の制度改正に伴

いまして、子宮がん、乳がん検診分を、下にございます働く世代の女性支援のための

がん検診推進事業補助金120万7,000円として組み替えるものでございます。

16、17ページをお願いします。狭隘道路整備等促進事業交付金45万3,000円の増額

から、幼稚園就園奨励費補助金26万6,000円の増額につきましては、交付金の確定及

び実績見込みによるものでございます。

社会保障・税番号制度システム整備費補助金98万1,000円につきましては、社会保

障・税番号制度導入に伴い、全国に２カ所設置する中間サーバーの整備に要する負担

金に対し交付されるものでございます。

第15款県支出金の県負担金につきましては、それぞれの事業の実績見込みに伴いま

す増減でございます。

18、19ページをお願いします。特別保育事業費補助金1,131万円の増額でございま

すが、一時預かり事業等子育て支援サービス県補助分の復活及び子育て支援拠点緊急
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整備事業に要する経費でございます。

その下の市町村有施設再生可能エネルギー等導入事業補助金55万円につきまして

は、玉ノ岡中学校の屋上に設置されます太陽光発電の測量設計費用でございます。

第17款寄附金の一般寄附金20万円でございますが、１人の方からのふるさと納税寄

附金でございます。

スポーツ振興に関する指定寄附として121万円でございますが、地域のスポーツ振

興のための寄附金といたしまして、１人の方から100万円、企業４社から21万円でご

ざいます。

第18款繰入金、財政調整基金繰入金として1,000万円でございます。取り崩し後の

財政調整基金残高は３億8,393万1,000円となるものでございます。

ふるさとづくり基金繰入金100万円は、中学校自転車通学用ヘルメットの購入に充

当するものでございます。

第21款町債でございますが、子育て支援拠点整備事業債510万円につきましては、

アイプラザの工事費及び備品購入費として起債するものでございます。

狭隘道路整備等促進事業債40万円、次のページをお願いします。防災安全事業債

350万円、社会資本総合整備計画事業債600万円の減額、学校教育施設等整備事業債

190万円の減額、埼玉県ふるさと創造貸付金50万円の減額につきましては、それぞれ

事業費の変更及び確定に伴いますものでございます。

22、23ページをお願いします。歳出でございますが、人事院勧告のプラス改定に伴

いまして、各課にわたり給料及び職員手当が増額となっております。給料の遡及支給

分を含む増額は、先ほどの条例改正で申し上げましたが、133万1,000円、期末手当が

127万4,000円、勤勉手当が723万5,000円、通勤手当が42万2,000円、総額は1,026万

2,000円となるものでございます。また、10月１日から時給1,000円以下の臨時職員の

賃金を50円増額しておりますので、その点についてもよろしくお願いをいたします。

それでは、第２款総務費、一般職給与費等の給料につきましては、313万5,000円の

減額となっておりますが、人勧分としては16万1,000円の増額でございますが、衛生

組合に派遣した職員の給料が当初予算に計上してあったため、それを減額したもので

ございまして、差し引き313万5,000円の減額となったものでございます。

24、25ページをお願いします。住民税情報システム運用管理事業の電算委託料86万

4,000円は、国保の制度改正に伴います給付システム改修費用でございます。
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その下の中間サーバープラットホーム利用負担金98万1,000円につきましては、社

会保障・税番号制度に関する地方公共団体の中間サーバープラットホーム、これを全

国２カ所に設置することに対する負担金でございます。

普通財産管理事業の下のほうでございますが、工事請負費180万4,000円でございま

すが、広野のマレットゴルフ場を追加整備する経費でございまして、主なものは設置

費用100万円でございます。

ふるさとづくり基金積立金20万円でございますが、１人の方からいただいたふるさ

と納税寄附分をふるさとづくり基金に積み立てるものでございます。

26、27ページをお願いします。真ん中辺の地区集会所等補助事業の地区集会所等補

助金60万8,000円でございますが、千手堂２区集会所のパッケージエアコンの入れか

えに伴います２分の１補助でございます。

30、31ページをお願いします。第３款民生費、介護給付・訓練等給付事業の扶助費

4,371万8,000円の増額でございますが、利用実人数の増加に伴います利用延べ日数の

増加によるものでございます。

介護保険関連施設なごみ管理事業につきましては、12月31日をもって活き活きふれ

あいプラザなごみを閉館するため、減額するものでございます。

地域介護福祉空間整備等施設整備補助事業の補助金185万3,000円につきましては、

先ほどちょっと申し上げましたが、菅谷地内にございます地域生活サポートホームた

んぽぽのスプリンクラー等の整備費用の補助でございます。

32、33ページをお願いします。後期高齢者医療保険事業の後期高齢者医療広域連合

負担金1,545万7,000円につきましては、事務費及び療養給付費の確定によるものでご

ざいます。

34、35ページをお願いします。子育て支援拠点整備事業の工事請負費500万3,000円

及び備品購入費300万円につきましては、ステーションホールアイプラザの子育て拠

点施設として整備するための経費でございまして、エアコンの改修費用及び事務用品

等でございます。

保育所保育事業の保育所保育実施委託料631万9,000円の減額につきましては、予算

ベースに比較し、対象児童数の減及び年齢別児童数の確定によるものでございます。

36、37ページをお願いします。第４款衛生費、一番下でございますが、水質等調査

事業の水質・騒音・悪臭調査業務委託料49万6,000円でございますが、越畑及び広野



- 273 -

地区の住民の皆さんの要望に基づき、関越自動車道の騒音を測定する費用でございま

す。調査後、結果が悪かった場合には、ネクスコ東日本へ対応を依頼するものでござ

います。

38、39ページをお願いします。第７款商工費、マスコットキャラクター等維持管理

事業の消耗品費51万9,000円につきましては、むさし嵐丸の新デザインのクリアファ

イル6,000枚を作成するものでございます。

40、41ページをお願いします。第８款土木費、生活道路整備事業の測量設計委託料

90万5,000円は、鎌形75号線の測量設計経費の増額でございます。工事請負費59万

4,000円につきましては、町道越畑４号線の側溝整備工事でございます。

一番下の交通安全施設管理事業の工事請負費85万3,000円につきましては、点字シ

ートの設置工事、これが２カ所でございまして、なごみ交差点に音声信号が設置され

ることに伴うもの及び杉山地内の１─22号線の交差点でございます。

42、43ページをお願いします。下のほうでございますが、都市下水路管理事業の水

質分析調査委託料29万4,000円でございますが、川島川及び新田沼都市下水路から15検

体採取をし、大腸菌の調査をするものでございます。

44、45ページをお願いします。第10款教育費、教育委員会事務局総務事業の消耗品

費142万5,000円につきましては、自転車通学用ヘルメット475個を購入するものでご

ざいまして、菅谷中学校分として268個、玉ノ岡中学校分として197個、予備のものが

10個でございます。

46、47ページをお願いします。小学校費の小学校施設改修事業の工事請負費89万

1,000円の減額になっておりますが、各小学校エレベーター安全装置取りつけ工事、

これにつきましては、218万7,000円の減額となっておりますが、その下にございます

七郷小学校給食配膳室シャッター取りかえ工事、これが126万9,000円の増額でありま

して、これを差し引きいたしますと89万1,000円の減額となったものでございます。

中学校費の中学校施設改修事業の測量設計委託料55万円につきましては、市町村有

施設再生可能エネルギー等導入事業補助金でございまして、平成26年度は太陽光パネ

ルを設置する事業でございますが、平成26年度は測量設計を行うものでございます。

48、49ページをお願いします。幼稚園費の嵐山幼稚園改修事業の工事請負費306万

8,000円でございますが、グラウンド整備工事の実績、これが16万2,000円ほどの減額

でございますが、その下にございます漏水による給水管の布設替え工事、それと舗装
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工事、これが323万円ほどの増額となりまして、差し引き306万8,000円の増額となっ

ております。

52、53ページをお願いします。第12款公債費の長期債元金償還事業166万7,000円及

び長期債利子償還事業342万1,000円の減額でございますが、平成25年度実績に基づき、

地方債の元金及び利子償還に要する経費でございます。

第13款予備費でございますが、28万8,000円を増額いたしまして、補正後の額を

2,257万円とするものでございます。

54ページ以降につきましては、ご高覧をいただきたいと思います。

以上、細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） まず、25ページの下段のところにあります広野マレットゴル

フ場を追加整備する経費ということで、先ほどの説明の中で整地するための費用だと

いうお話がございましたが、内容のほうをもう少し詳しい内容がわかれば教えていた

だきたいと思います。

それと、37ページ、越畑及び広野地区の要望に基づき、関越自動車道の騒音の測定

の費用ということですが、これ苦情はどこから出たのか、教えていただきたいと思い

ます。

それと、49ページの再生可能エネルギー、今回は設計委託料が55万ということなの

ですけれども、現時点で何キロワットのものを設置するのか、おわかりであれば教え

ていただきたいと思います。

それと、51ページの真ん中のところになりますが、図書館の光熱水費、今回51万

8,000円の追加がございましたが、この内容をお伺いしたいと思います。

以上４点です。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 それでは、25ページのマレットゴルフ場の関係のご質問について

お答えいたします。

先ほどちょっと整地費用で100万円というふうにお話を申し上げました。まず、左

の財源内訳を見ていただきたいと思いますが、121万円は、先ほどちょっと申し上げ
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ました、個人の方が100万円の寄附をされたと。それから、企業４社が21万円の寄附

をしていただきました。このマレットゴルフ場を整地するための費用ということで指

定寄附をされたものでございます。議員ご存じだと思いますが、マレットゴルフ場を

これから今つくっているわけでございますけれども、大分傾斜がきつい土地でござい

まして、ちょうど真ん中あたりから急に下がるような急傾斜地でございまして、その

部分を整地しながら、マレットゴルフ場がうまく造成できるような形に整地をするも

のでございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 続いて、大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 私からは、騒音測定の関係でお答えいたします。

どこから苦情が出たのかというお話でございますが、広野２区の区長さんのほうか

ら町のほうへ要望書という形で上がっております。それから、越畑地区につきまして

は、越畑１区の区長さんからやはり町のほうへ要望書という形で上がったものでござ

います。

以上です。

〇青柳賢治議長 次に、簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

玉ノ岡中学校の設計の関係でございますけれども、これから詳細設計をしていくわ

けでございますけれども、聞くところによると、うろ覚えで大変申しわけないのです

けれども、17キロワットぐらいのものを想定しているかと、このように考えておりま

す。

以上です。

〇青柳賢治議長 最後に、植木文化スポーツ課長。

〇植木 弘文化スポーツ課長 図書館の光熱水費でございますけれども、この春から夏、

秋にかけての実績値に基づきまして、年度内の見込みで補正をさせていただいたもの

でございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 25ページのマレットゴルフの件は、確かにあそこ、くぼみが

あったりして、整地するということで今わかったのですけれども、道もすごく勾配が
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きつくて、非常にちょっと危険なところだなと思っているのですけれども、マレット

ゴルフの整地の中には、道というものは新たに増設するような予定というのはないの

か、確認をしたいと思います。

それと、37ページの騒音の件は、では広野と越畑から要望があったということで確

認できましたので。これから騒音の検査をするのでしょうか。いつごろ予定されてい

るのか、一応確認しておきたいと思います。

あと、学校のほうは17キロワットということで、これは今ですと１キロワット幾ら

で売電できるのか、おわかりでしたら教えていただきたいと思います。

あと、光熱水費のほうは、では最初の当初予算のほうの見込みが少し甘かったとい

うことでよろしいのか、確認をしたいと思います。

以上です。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 お答えをいたします。

マレットゴルフ場の関係でございますけれども、道とおっしゃったのは、関越自動

車道の側道ということで理解してよろしいでしょうか。側道につきましては、今改修

する予定はございません。

以上です。

〇青柳賢治議長 続いて、大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 いつごろからするのかというお尋ねでございますが、これか

ら議会で議決をいただきましたら、契約をいたしまして、12月から１月にかけて実施

を予定しております。

以上です。

〇青柳賢治議長 植木文化スポーツ課長。

〇植木 弘文化スポーツ課長 ご指摘のとおり、当初の予定よりも、図書館の利用状況

もふえておるということもございますが、予定よりもふえてしまったということでご

ざいます。

以上です。

〇青柳賢治議長 簾藤こども課長、答弁を求めます。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 大変失礼いたしました。
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先ほど17キロワットぐらいだろうというふうなお話でございますとお答えをさせて

いただきましたけれども、大体10キロワット程度ということで訂正させていただきた

いと思います。

それから、この施設につきましては、防災時の非常用電力の供給ということでござ

いまして、工事内容といたしますと、太陽光パネルの設置、蓄電池の設置等でござい

まして、売電という考え方は今のところしてございません。通常ですと、学校の電力

を供給するという形になるかと思います。

以上です。

〇青柳賢治議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） では、25ページの件だけお伺いしますが、道路の件はやらな

いということはわかっているのですけれども、整地をする中に新たに別の道をつくる

というようなお考えはあるか、そこだけ再度確認したいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 お答えいたします。

敷地内にということだと思いますが、新たな道をつくる予定はございません。

〇青柳賢治議長 ほかに。

第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） 質問させていただきます。

２点ほどなのですけれども、39ページの農業振興事業の中に、電算委託料で遊休農

地分類基準の変更に伴いと書いてありますが、通常私なんかは遊休農地というと耕作

放棄地も含まれるかというふうに思うのですが、耕作放棄地も含んだ分類基準が変更

になるのでしょうか。それが１点と。

次は、51ページの社会教育事業、子ども110番のプレートということで、その後に

むさし嵐丸ステッカーを作成するための経費を補正するということでございますけれ

ども、今掲示プレートというのがありますけれども、それのことではなくて、何か新

たにステッカーをつくるということなのでしょうか。すみません。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 私のほうからは、遊休農地の分類の関係ということでござい
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ますが、区分の変更ということでございまして、以前は遊休農地につきましては緑判

定、黄色判定、赤判定というような形で、緑判定につきましてはすぐ耕作できるよう

な土地、黄色判定につきましては機械を入れて復元ができるような土地、赤判定につ

きましては原野化しているような土地ということで、緑、黄色、赤の３つに分かれて

いたのですけれども、その区分が変わりまして、緑と黄色につきましてはＡ判定、そ

れから、赤の土地につきましてはＢ判定というふうな形に変わりましたので、地図情

報のシステムを新しい２区分に変えるというふうなものでございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 続いて、植木文化スポーツ課長。

〇植木 弘文化スポーツ課長 子ども110番のステッカーの関係でございますが、プラ

スチックのこのくらいのＡ４版ぐらいのプレートがございます。学校あるいはＰＴＡ

を通じて鋭意交換をさせていただいたり、新規に設置をしていただいたりしていると

ころでございますけれども、もう少し見やすく、目立つような工夫はできないかとい

うご指摘をいただいております。それで、むさし嵐丸のシールのようなものをつくり

まして、それをそのプレートの上に張るという方法で、少し目立つような工夫をして

みたいということで、そのプレートに張るステッカーということでございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） 農業振興事業のほうの関係ですけれども、緑と黄色をＡ、赤

をＢということで、赤については、これは耕作不可能だろうということでしょうから、

遊休農地というより耕作放棄地という感じになると思うのですが、その遊休農地、緑

と黄色を遊休農地として特に押さえて、そこの改善を何か図っていくというような含

みがあるのでしょうか。その点だけ、１点だけ聞きたいと思います。

それと、プレートについては、今まで私が見ても、何か見づらいなというふうな感

じを持っていたので、いい政策ではないかなというふうに思います。ぜひ進めてくだ

さい。１点だけ質問します。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 この区分を２つに分けたということで、直接的にそういった

何かの対策をとるということではございません。
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以上です。

〇青柳賢治議長 ほかに。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 何点か質問するのですけれども、まず15ページの固定資産

税のうちの償却資産が3,300万ですか、ふえたのですけれども、これは当初では計算

できなくて、本年度に新たな機械を入れたところが何社かあったというふうに考えて

よいのか、伺いたいと思います。

それから、同じページなのですが、保育料負担金と幼稚園保育料がそれぞれ減額に

なっていて、そして35ページの保育料の委託料が629万2,000円、やっぱり減額になっ

ています。これは子供の子育て世代の人たちの所得が減額になっているということな

のか、それとも別のところに、ほかのところを利用するようになっているのか、その

点について伺いたいと思います。

それから、19ページのふるさとづくり基金で払い出して、中学校用自転車のヘルメ

ットを購入するということで、それが45ページにも掲載されているわけですけれども、

この中学校用自転車のヘルメットというのは、今後これから嵐山町ではヘルメットと

いうのは子供たちに支給していくという形になっていくのかどうか、伺いたいと思い

ます。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

中西税務課長。

〇中西敏雄税務課長 償却資産のことですが、当初予算を見積もるときには、いずれに

しても償却資産は減価をしていきますので、減っていくわけですね。当初は、恐らく

設備投資はないだろうということで、その減価分だけ見込んで予算を組みました。と

ころが、当初を通って調定が上がってきたときには、ある程度設備投資もあったとい

うことで、ご理解をいただきたいと思います。

〇青柳賢治議長 続いて、簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えいたします。

まず、保育料の負担金の減でございますけれども、当初の見込みより50人ばかり減

っていると。したがって、金額も369万4,000円ですか、減額をさせていただくという

ことでございますけれども、特にほかに行っているということではなくて、細かく言

いますと、ゼロ歳とか１歳、２歳、３歳、そういった積算をした当初予算を組んだわ
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けでございますけれども、結果的にふえている階層もありますし、減っている階層も

もちろんございまして、結果的に見込みとして50人の減を今見込んでいるということ

でございます。

それから、幼稚園の保育料の関係でございますけれども、ご案内のとおり、町立の

幼稚園でございまして、ただいま80人のお子さんたちが学んでおるわけでございます

けれども、就園奨励費の補助金が国の制度の中で今まで以上に該当がふえたという内

容でございまして、80人中、何らかの形で就園奨励費の補助金対象になる方が38人い

らっしゃると。今年も就園奨励費、今まで以上にというのも、今まで幼稚園に行って

いるお子さんを第１子、第２子、第３子、そういう見方をしてたのですけれども、小

学校の３年生までに行っているお子さんがいた場合、例えばお兄ちゃんが小学校２年

生で、１人幼稚園に行っているといったときに、第２子という区分になろうか。そう

いったことで、人数的もかなりふえてございます。

それから、中学校のヘルメットの関係でございますけれども、今後通学と、あと中

学校全員にかぶっていただきたいということでございます、簡単に言いますと。通学

または部活動や何かで学校でやっている場合に、遠征なんかに行く場合もございます。

そういったときには必ずかぶっていただきたいということで、来年度から着用を義務

づけるというか、していきたいと。次年度からは、中学生に限って支給していくと。

ですから、新１年生、中学１年生の子には毎年支給するということで考えております。

以上です。

〇青柳賢治議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 保育料の50人の減少というのは、延べで50人ということで

いいのですね。そうすると、４人ぐらいの子供さんを実質よりも少なく見込みがあっ

たというふうに考えてよろしいのでしょうか。

それと、中学校のヘルメットについていなのですが、これ全員着用という形になっ

てくると、かなり強制力のあるものになってきますが、それについては実際に学校の

ほうからの希望でこうなってきたのか、何か子供さんのほうで中学校の自転車事故が

あったのか、その点について伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。
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まず、保育料の関係でございますけれども、延べ人数でのことで50人の減というこ

とでございます。

それから、ヘルメットの関係でございますけれども、昨年度の例で言いますと、大

した事故には本当にならなくてよかったのですけれども、通学と下校のときに自動車

との接触、本当に軽くて済んで、不幸中の幸いだったのですけれども、そういった現

実がございますし、今自転車の事故というのが、中学に限らず多くなってきているの

はご案内のとおりだと思います。そういった中で、近隣の中学校も着用しているとい

う状況を見ながら、より安全に子供たちを守りたいということで、中学校長さんのご

理解をいただきながら進めさせていただきたいと思います。なかなか中学生ぐらいに

なりますと、髪の毛が乱れるとか、いろいろあるのかと思うのですけれども、地域の

皆さん、学校の指導、家庭の指導、そういったもので守っていきたいと、このように

考えております。

以上です。

〇青柳賢治議長 ほかに。

第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 31ページの一番上の介護給付・訓練等の給付事業ですが、補

正額が4,300万ですから、非常に大きいなと思ったのですが、利用者の増ということ

です。そういう理由でしたけれども、何人くらいふえたのか、伺いたいと思います。

それから、43ページの水質検査なのですが、川島川と新田沼都市下水路の水質を検

査すると。ここを検査する理由を伺いたいのと、仮にこれ15検体というふうに前聞い

ているのですけれども、その中で数値が基準より超えていたと、そういったものに対

してはどういう対処をしていくのかを伺いたいと思います。それだけです。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

介護給付・訓練等給付事業でございますけれども、この事業に関しましては内容が

事業種目としてかなり多い事業なわけですけれども、その中での主なものとして就労

継続支援Ｂ型事業というのがございまして、こちらのほうの事業者が約13名ほどふえ

てきております。それと、短期入所、ショートステイですね、こちらのほうも利用者

が若干ふえておりまして、全般的種目が、いろいろな種目多いわけですけれども、少
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しずつでも利用者が伸びている状況でございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 新井上下水道課長。

〇新井益男上下水道課長 お答えをいたします。

川島川と市野川との合流点付近の水質検査につきましては、決算時等におきまして

も大腸菌群数の数値が高いというようなことがありました。なかなか場所の特定とい

うか、発生原因の特定が難しいかと思うのですけれども、川島川と市野川の合流点か

ら上流域、川島川をさかのぼりまして、その上流域は新田沼都市下水路というところ

になるわけですけれども、それぞれの合流点のポイントを絞り込みまして、水質検査

を実施していきたいというふうに思っております。

なお、環境農政課のほうで河川の水質検査を毎年実施しておりますけれども、その

今年度最後のときに、同じ日にあわせて、河川の水質検査とあわせて都市下水路の水

質検査を実施して、できたら原因の特定につなげられたらいいかなというふうに思っ

ております。公共下水にまだ接続推進を毎年しておりますけれども、アパート等も含

めて、なかなか公共下水に接続ができていないお宅がありますので、そういうものに

つなげていけたらというふうに考えております。

以上です。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 すみません。ちょっと今補足をさせてもらいます。

その検査場所に関しては私のほうで指示をして、今の答弁のとおりなのですけれど

も、そのほかにあれしているのは、ＰＦＩの事業が始まりました。それで、それらに

ついてやったところが、どういうふうに変わっているのかというのがわからないわけ

ですよ、今までと同じだと。だから、その数値がちょっと気になるようなところはふ

やして、それで数値が変わっていくのか、変わっていかないのかというようなことが

わかるようにということで、以前より２カ所ですか、３カ所ですか、数値の検査場所

をふやしているわけです。それは、そういう状況でございます。

〇青柳賢治議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そうですか。では、川島川の件はよろしく調査していただい

て、もし出た場合、原因をしっかり突きとめていただけるように努力していただきた
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いと思います。

介護の関係ですが、就労支援が13人、ショートステイ、ちょっと人数はわからなか

ったかな。それで4,300万円もふえてしまうのかなというふうに思うのですが。ほか

にいろいろ細かいのがあって総額でなると、そういうことなのですかね。ちなみに、

就労支援というのは１人当たりどのくらいかかるかというのはわかるのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 すみません。ちょっと資料が手元にございません。申し

わけございません。

〇青柳賢治議長 では、後ほどよろしいですか。

ほかに。

第12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） それでは、質問をさせていただきます。

まず、ページで言いますと、36ページでステーションホールの関係です。子育て支

援の拠点になるということですけれども、工事費あるいは備品ということで800万ち

ょっとぐらい計上されています。エアコンか事務用品ということでしたけれども。ま

ず、エアコンについてはどの程度のものを何台ぐらい、事務用品だけではちょっとわ

かりませんので、もう少し細部についてお尋ねさせていただきます。

それと、37ページを先に、すみません。次のページになります。先ほど質問等が出

ておりましたけれども、騒音の関係になってくるかなと思いますが、越畑と、それか

ら広野ということで、区長さん要望で出ているということでしたけれども、現時点で

はこの２カ所の測定の費用を提示してあるということですが、このほかにも出ていて、

何カ所ぐらいが対応をしていく予定なのか。越畑が１だか、広野が１だかわかりませ

んので、お願いいたします。

もう１点、すみませんが、51ページになりますけれども、先ほど長島議員さんのほ

うからも出ましたけれども、ナンバープレートの関係になりまして、むさし嵐丸のス

テッカーを、シートというようなものをつくって張るというようなことでしたけれど

も、これはどのくらいのものを何枚ぐらい用意して、プレートのほうに枚数が全部張

り切るということができるようなシートをつくるということでしょうか、お尋ねしま

す。
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〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

まず、工事請負費の中でエアコンということでございますけれども、ちょっと容量

的にはこれからまた検討させていただきたいと思うのですけれども、アイプラザは平

成14年の４月からオープンされたと思うのですけれども、それ以来エアコンが経年劣

化して、よく調査しましたところ、もう壊れたら部品がないというような状況の中で、

あそこのところで壊れた場合、もうどうにもならないということで、台数は６台を今

予定してございます。容量につきましては、ちょっと今後の課題ということでお願い

したいと思います。

それから、備品購入費が300万でございますけれども、大きく分けますと、事務用

品とプレイルームの用品という内容になるかと思います。事務用品といたしますと、

カウンターだとか椅子、机等々でございます。それから、プレイルームの中では、ご

案内のとおり、ソフトビニールのボックスというのですか、それを積み上げて、大き

く囲うもの、それが主なものになるかと思います。それは乳幼児の遊び場として用意

したいと。それから、それ以上のお子さんにつきましては、カーペットの組み合わせ

の中で冷たくないように、30枚ほどがメーンになるかと思うのですけれども、敷いた

上で遊んでいただきたいと。それから、細々としたものになるかと思うのですけれど

も、ホワイトボードとかファクシミリとか、そういったものの一般的な事務に必要な、

パソコン等々も含めた金額で300万円をお願いするというものでございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 関越関係の騒音で、ほかには要望等はないのかというお話で

ございますが、先ほど越畑１区の区長さん、それから広野２区の区長さんから出され

た要望ですというお話をさせていただいたのですけれども、関越関係の騒音について

の要望等はほかにはございません。

以上です。

〇青柳賢治議長 植木文化スポーツ課長。

〇植木 弘文化スポーツ課長 子ども110番のプレートでございますが、多少の出入り

はあるのですけれども、現在配布済みの枚数が、こちらで把握しているものが342枚
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ございます。これから配布するもの、あるいは在庫を含めますと734枚ございまして、

合計いたしますと1,100枚弱になるかと思うのですけれども、ステッカーにつきまし

ては1,100枚を用意させていただきまして、全てに張る対応をさせていただくという

ものでございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 第12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） そうしますと、私ちょっと勉強不足ということになると思う

のですけれども、ステーションホールプラザがあそこは大きな場所になって、子育て

の関係に拠点になってくるということですけれども、申しわけないのですけれども、

平米数から追っていくと、どのくらいの子供さん、親御さんというか、方たちが満杯

といいましょうかね、なってくると、可能なのかなというのが。そのくらい、入り切

れないぐらい来ていただくことが何よりもにぎやかになっていいのかなと思っていま

すけれども、少し私もその辺がわかっていませんので、もしお答えできるようでした

らば、おおよそというか、現時点ではこのくらいのことを考えているとか、ある程度

はあそこ人が集まるということは、消防法とか、何かいろいろそういうものが関係し

てくるということがあるようでしたら、お答えいただければと思っています。

それから、プレートの関係、110番の関係になってきますけれども、ではこの補正

の予算が通りますと、すぐに発注をして対応をしていくという考え方でよろしいでし

ょうか。約1,000枚ということですから、間に合ってくるのだというお話でしたので、

その点を確認させていただきます。

ちょっと戻ってすみませんが、騒音の関係なのですけれども、区長さんからの要望

が出ているということは、先ほどの畠山議員さんのほうからのでわかりましたけれど

も、私はそれはわかりましたけれども、例えば越畑から１カ所、あるいは広野から１

カ所なのですか、それともそのほかから出ているのでしょうかというふうに尋ねたつ

もりでしたけれども、申しわけないですが、もう一度その辺のところを確認の意味で

ご答弁いただければと思いますので、お願いします。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えさせていただきたいと思います。

まず、１点目のエアコンの大きさでございますけれども、３相の200ボルトの６馬
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力というものを６基していきたいと、このようには考えております。

それから、人数でございますけれども、午前中ですか、お話があったとおり、あそ

こをワンフロアに全て取っ払って、先ほどお話ししたように、乳幼児のところと、そ

れ以上のお子さんを分けて、けがのないように。分けてというのは、遊ぶエリアを分

けてということでございます。中を仕切るとかではなくて、ワンフロアでやっていく

という中で、面積的には235.2平方メートルございますので、確かに何人遊べるかと

か、そういうのはちょっと計算上はないのですけれども、お子さんないし保護者の方

等かなり入れるのではないかと、面積的には感じております。

それから、消防法はどうなのかというお尋ねでございますけれども、これも消防に

も協議をしながら安全を期していきたいと、このように考えております。

以上です。

〇青柳賢治議長 大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 越畑１区の区長さんから出された要望でございますが、場所

については１カ所でございます。それから、広野２区の区長さんから出された要望書、

これにつきましても場所については１カ所でございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 植木文化スポーツ課長。

〇植木 弘文化スポーツ課長 子ども110番のプレートに張るステッカーにつきまして

は、大体直径で20センチ弱ぐらいの円形のステッカーを考えておりまして、デザイン

等につきましては今準備を進めているところでございます。議決をいただければ、直

ちに発注をさせていただきたいというふうに考えております。

以上です。

〇青柳賢治議長 ほかに。

では、先ほどの川口議員の介護給付・訓練給付に関する質問について答弁を求めま

す。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えいたします。

先ほどの川口議員さんからのご質問ですけれども、就労継続Ｂ型の関係なのですけ

れども、13名ふえているというお話をさせていただきました。そちらでまた計算をし

ますと、１人頭約14万3,000円で、それで12カ月分ということになりまして、2,230万
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8,000円という金額になります。これが一番大きな額でございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔「反対討論」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 それでは、第13番、渋谷登美子議員。

〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） 渋谷登美子です。一般会計補正予算（第５号）について反

対討論いたします。

本予算書では、臨時職員さんの賃金が時給が50円アップということでとてもよかっ

たと思っております。ですけれども、議員報酬55万2,000円、特別職の報酬が22万

7,000円、教育長の期末手当になりますが、これは９万9,000円がこの中に含まれてお

り、私はこのようなものは、今の日本の現状から決してよいことではないというふう

に考えますので、このことについては、一般会計補正予算の第５号については反対い

たします。

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより議案第54号 平成26年度嵐山町一般会計補正予算（第５号）議定について

の件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇青柳賢治議長 挙手多数。

よって、本案は可決されました。

議案審議の途中ですが、この際暫時休憩いたします。再開の時間を２時40分とさせ

ていただきます。

休 憩 午後 ２時２７分
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再 開 午後 ２時４０分

〇青柳賢治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◎議案第５５号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第10、議案第55号 平成26年度嵐山町下水道事業特別会計補正予

算（第３号）議定についての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第55号につきまして提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第55号は、平成26年度嵐山町下水道事業特別会計補正予算（第３号）議定につ

いての件でございます。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,295万8,000円を減額し、歳入歳出予算

の総額を６億1,952万円とするものであります。

このほか町債の変更が１件であります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして説明を終えさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

新井上下水道課長。

〔新井益男上下水道課長登壇〕

〇新井益男上下水道課長 それでは、議案第55号の細部説明をさせていただきます。

補正予算書の65ページをお願いいたします。表第２の地方債の補正でございますが、

浄化槽市町村整備事業債は1,870万円の減額をし、補正後の限度額を2,940万円とする

ものでございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては変わりありません。

補正予算書72、73ページをお願いいたします。歳入ですが、第１款分担金及び負担

金、１項１目浄化槽事業分担金の減額でございますが、浄化槽設置者が浄化槽事業費

の一部、10％を負担する分担金につきまして、新築、増改築分につきましては予定し

ていた基数より５基の増加を見込んでおりますが、転換分につきましては予定してい

た基数より30基の減少見込みに伴いまして、全体では25基の減少と見込み、減額補正

をお願いするものでございます。
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第３款国庫支出金の１項１目浄化槽整備事業国庫補助金の循環型社会形成推進交付

金は、浄化槽整備予定基数の減少見込みに伴いまして、2,228万3,000円の減額をお願

いするものです。補正後の額を2,947万8,000円とするものです。

第４款県支出金、１項１目浄化槽整備事業費補助金浄化槽整備事業奨励交付金です

が、県費の補助対象であります転換分の設置基数が、今年度の当初予定基数より30基

の減少とする見込みに伴いまして900万円の減額を行い、補正後の額を1,500万円とす

るものでございます。

第８款町債ですが、１目下水道事業債の浄化槽市町村整備事業債につきましては、

町管理型浄化槽事業の実績見込み基数の減少に伴いまして1,870万円の減額を行い、

補正後の額を5,230万円とするものでございます。

74、75ページをお願いいたします。歳出ですが、第１款公共下水道費、１項１目一

般管理費につきましては、職員の給与等及び臨時職員の賃金を補正するものでござい

ます。

次に、第２項公共下水道事業費、２目維持管理費の内容ですが、下水道使用料徴収

委託料の26万6,000円の増額は、公共下水道への接続かえ件数の増加に伴うものでご

ざいます。

次に、維持管理費の工事請負費351万円の増額は、花見台ナンバー４のマンホール

ポンプの老朽化に伴いまして、マンホールポンプ１台の入れかえ工事を行う内容でご

ざいます。

次に、負担金の市野川流域維持管理負担金の580万1,000円の増額は、下水道使用料

の使用実績の増加に伴いまして、維持管理負担金の増額をお願いするものでございま

す。

76、77ページをお願いいたします。第２款浄化槽費、２項１目建設事業費ですが、

町が購入する浄化槽基数の減少見込みによりまして公有財産購入費を2,974万7,000円

減額するとともに、19節浄化槽の配管費及び撤去費の補助金につきましても800万円

の減額を行い、建設事業費としましては3,774万7,000円の減額をお願いするものでご

ざいます。

２目維持管理費は、浄化槽保守管理委託料の実績見込みに伴いまして、847万6,000円

の減額をお願いするものでございます。

第４款予備費につきましては、不足する一般財源につきまして予備費から1,528万
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8,000円の充当を行い、補正後の予備費の額を1,038万7,000円とするものです。

補正予算書80ページ、81ページ以降に掲載してあります給与費明細書等につきまし

ては、後ほどご高覧をお願いいたします。

補正予算書82ページをお願いいたします。地方債に関する調書でございますが、表

の横列２列目、前年度末現在高見込額の合計欄でございますが、30億9,667万7,000円

でございます。表の右側の当年度、本年度末現在高見込額は、29億6,399万9,000円と

なる見込みでございます。

以上をもちまして細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 合併浄化槽の減少見込みというのですか、新築、増築が５

基の予定、５基増の予定で、そして入れかえというのですか、それが30基の減という

ことで、では入れかえというのですか、既存のものをかえていくときにどのような課

題があって、なかなか皆さんがかえていかないというか、そういうふうな課題につい

てはある程度把握していらっしゃるか、伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

新井上下水道課長。

〇新井益男上下水道課長 お答えいたします。

転換浄化槽につきましては、特に単独浄化槽から合併浄化槽へ転換する浄化槽と、

それからくみ取りトイレから合併浄化槽へ転換するケースと、転換につきましては２

つのケースが考えられるわけですけれども、特に進んでいないという状況を申し上げ

ますと、くみ取りトイレから合併浄化槽への転換、これが当初計画したときに比べま

すと少ないかなというふうに考えております。

実績につきまして申し上げますと、くみ取りトイレからの転換基数ですけれども、

平成24年度が11基、平成25年度も11基ということで、当初160基以上該当するくみ取

りトイレがありましたが、24年度、25年度、26年度につきましては現在まで２基の転

換しか進んでおりません。なかなかくみ取りトイレからの転換が進んでいないという

ふうに感じております。

この原因というのですか、直接的にお話を聞いたわけではありませんが、くみ取り

トイレのお宅の方というのは、割かし年齢構成でいきますと高齢の方が多いのかなと
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いところと、それからトイレだけかえればいいということではなくて、リフォームを

しながらトイレもかえないといけないという部分がありまして、水洗化するのに水回

りを一緒に直さなければならないということがありまして、そこの費用もかかること

から、なかなか転換が進んでいかないのかなというふうに感じております。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより議案第55号 平成26年度嵐山町下水道事業特別会計補正予算（第３号）議

定についての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇青柳賢治議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎議案第５６号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第11、議案第56号 平成26年度嵐山町水道事業会計補正予算（第

２号）議定についての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第56号につきまして提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第56号は、平成26年度嵐山町道事業会計補正予算（第２号）議定についての件

でございます。収益的収入及び支出の予定額につきましては、事業収益を281万1,000円

増額し、総額を５億4,966万4,000円とし、事業費用を228万4,000円増額し、総額を５

億1,728万1,000円とするものであります。

また、資本的収入及び支出の予定額につきましては、資本的支出を744万4,000円増
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額し、総額を３億853万2,000円とするものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして説明を終えさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

新井上下水道課長。

〔新井益男上下水道課長登壇〕

〇新井益男上下水道課長 それでは、議案第56号の細部説明をさせていただきます。

補正予算書95ページをお願いいたします。平成26年度嵐山町水道事業会計予算執行

計画補正（第２号）によりご説明させていただきます。収益的収入及び支出の収入で

すが、第１款事業収益、２項営業外収益、３目消費税還付金ですが、借受消費税より

仮払消費税の額が多いため、差額を消費税還付金として増額補正をするものでござい

ます。３目消費税還付金の補助後の額を348万1,000円とするものです。

次に、支出ですが、第１款事業費用、１項営業費用、１目原水及び浄水費と、２目

配水及び給水費及び４目総がかり費の各目の人件費に関する補正の内容は、給料等の

改定に伴い予算の補正を行うものでございます。

補正予算書96ページをお願いいたします。４目総がかり費、13節委託料43万2,000円

の増額の内容ですが、平成27年度からコンビニ収納を導入する予定で現在準備を進め

ております。コンビニ収納を導入するには、現在の料金システムを整備する必要があ

りまして、料金システム改修費用をお願いするものでございます。

97ページをお願いいたします。資本的収入及び支出ですが、資本的収入につきまし

ては補正がございません。

支出でございますが、１款資本的支出、１項建設改良費、１目事務費の人件費に関

する補正の内容は、給料等の改定に伴い予算の補正を行うものでございます。

５節委託料ですが、水道施設の老朽化に伴う耐震化施設への更新を検討するための

基礎調査等を行う予算でございます。

２目浄化槽施設費ですが、第１浄水場に現在あります倉庫が老朽していることから

取り壊し、新たに導入しました給水タンクを格納しておく施設、給水タンク格納庫の

工事費用につきまして100万円の増額をお願いするものでございます。

92ページ、93ページをお願いいたします。平成26年度嵐山町水道事業予定貸借対照

表ですが、資産の部、１、固定資産の（１）有形固定資産のイ、土地から、リの建設
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仮勘定までの有形固定資産合計額40億1,072万432円となります。（２）無形固定資産

の合計が68万5,900円となり、固定資産の合計は40億1,140万6,332円となります。

２、流動資産ですが、（１）現金預金から（６）前払金までの流動資産合計は11億

1,790万6,397円となります。資産の部におきまして、１の固定資産合計と２の流動資

産合計を合わせた資産合計は51億2,931万2,729円となります。

続きまして、93ページ、負債の部でございますが、３、固定負債としまして、（１）

企業債と（２）リース債務及び（３）引当金に区分されております。固定負債合計は

５億6,954万4,309円となります。

４の流動負債ですが、（１）企業債から（７）浄化槽使用料までの流動負債合計は

4,833万4,187円となります。

５の繰延収益ですが、（１）長期前置金と（２）長期前置金収益化累計額の繰延収

益合計は８億5,140万5,370円となります。負債合計は14億6,928万3,866円となります。

次に、資本の部ですが、６の資本金ですが、（１）固有資本金と（２）組入資本金

の資本金合計は22億381万3,769円となります。

７の剰余金ですが、（１）資本剰余金は、イの受贈財産評価額からチの国庫補助金

までの資本剰余金合計額が２億2,238万7,661円となります。（２）利益剰余金は、イ

の減債積立金からニの当年度未処分利益剰余金までの利益剰余金合計額が12億

3,382万7,433円となります。（１）資本剰余金合計と（２）利益剰余金合計を合わせ

た剰余金合計額が14億5,621万5,094円となります。

６の資本金合計と７の剰余金合計を合わせた資本合計は36億6,002万8,863円となり

まして、負債資本合計が51億2,931万2,729円となりまして、資産合計と一致するもの

でございます。

89ページ、水道事業予定キャッシュフロー計算書及び90ページの給与費明細書のご

説明につきましては、省略をさせていただきます。

以上で細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 97ページの水道施設更新の関係で基礎調査等業務委託、これ

耐震調査をするのだというご説明でしたが、具体的にどこの施設を調査するのか、伺

えればと思います。



- 294 -

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

新井上下水道課長。

〇新井益男上下水道課長 お答えいたします。

水道施設更新に伴う基礎調査ということでございまして、第１配水池につきまして

は設置年度が昭和49年３月から稼働しておる有効水量2,000立法メートルの施設でご

ざいますが、平成20年度に実施しました耐震診断の結果、所定の耐震性能を満足して

いない結果ということになっております。また、昭和49年設置以降、手を加えており

ませんで、老朽化も多分に進んでいることから、この施設を含めた水道施設全体の今

後人口減少の中でどのような施設としていったらいいかということを含めた検討する

に当たりまして、基礎調査を実施したいというふうに思っております。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより議案第56号 平成26年度嵐山町水道事業会計補正予算（第２号）議定につ

いての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇青柳賢治議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎議案第５７号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第12、議案第57号 嵐山町都市計画マスタープラン改定について

の件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕
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〇岩澤 勝町長 議案第57号につきまして提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第57号は、嵐山町都市計画マスタープラン改定についての件でございます。都

市計画法第18条の２第１項の規定に基づき、嵐山町都市計画マスタープランの改定を

行うことについて、嵐山町議会基本条例第11条第２項の規定により、議会の議決を求

めるものでございます。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして説明を終えさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

根岸まちづくり整備課長。

〔根岸寿一まちづくり整備課長登壇〕

〇根岸寿一まちづくり整備課長 それでは、議案第57号の細部説明をさせていただきま

す。

議案第57号の参考資料をごらんください。まず、１ページをお開きいただきたいと

思います。マスタープランの改定理由を記入させていただいております。中段でござ

いますが、一方からの後になります。「一方、まちづくりを取り巻く社会経済状況は

変化し、人口減少社会への移行、少子高齢化の急速な進行、環境エネルギー問題の深

刻化、東日本大震災を契機とした防災に対する意識の高まり、地方分権の進展など、

社会情勢は大きく変化しました。本町においても、第５次総合振興計画の策定をはじ

め、関越自動車道嵐山小川インターチェンジの開通、土地区画整理事業等に関する事

業の見直しなども行われてきました。こうした動向を踏まえ、本町では取り巻く環境

の変化に的確に対応するとともに、上位計画に即した計画としていくため、今回嵐山

町都市計画マスタープランの一部改定を行うことといたしました」。以上が改定の理

由でございます。

続きまして、７ページをお開きください。７ページから13ページまでが嵐山町の概

況でございます。この概況につきまして、文言、数字、表等、現状の数値等に変えさ

せていただいてございます。

続きまして、15ページをお開きください。都市づくりの理念と基本目標でございま

す。最初に、（１）の都市づくりの基本理念でございますが、上から２行目、平成13年

度からを削除いたしまして、新たに「第５次総合振興計画の策定に当たって実施され

た住民意識調査でも、生活環境の総合評価における満足度の第１位は身近な緑の豊か
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さとなっています」ということで、こちらを新たに入れさせていただきました。

続きまして、下の（２）の将来都市像でございます。これにつきましても、第５次

嵐山町総合振興計画にあわせまして、「豊かな自然 あふれる笑顔 心の通いあうま

ち らんざん」といたしました。

続きまして、17ページをごらんください。将来都市構造の部でございます。（１）

の都市機能拠点のうち、１）の商業拠点でございます。この中、２行目の「土地区画

整理事業」のところを「中心市街地活性化事業」と変えさせていただきまして、「既

成商店街の再生を目指すとともに」と変更させていただいてございます。

続きまして、一番下、（３）、工業拠点でございますが、一番最後の行、「吉田越畑

地区」の後に、「及び川島地区」と入れさせていただきました。

次のページ、18ページをごらんください。上から２行目でございます。「吉田越畑

地区では、引き続き周辺の自然環境と調和を図りつつ、工業及び流通系企業の立地促

進と産業基盤の維持向上を図ります。さらに、川島地区では、新たな工業地の創出に

向けて面整備を進めます」と入れさせていたしました。

続きまして、19ページでございます。（３）の土地利用ゾーンの１）の既成市街地

ゾーンでございますが、「商店街として」の後をちょっと修正させていただきまして、

「将来のにぎわいが衰えつつある武蔵嵐山駅西口周辺では、中心市街地活性化事業等

により商店街の再生を図り」と修正をさせていただきました。

続きまして、20ページをごらんください。２）の市街地ゾーンでございます。上か

ら２行目のところに、「広域的な交通利便性の向上に伴う地区の優位性を生かした新

たな工業拠点の創出に向けて、面的整備による工業系市街地の整備を進めます」と変

更させていただきました。

続きまして、21ページの部分でございますが、中ほどの右側でございます。青の点

線の丸が記入されておりますが、これが川島地区の工業系ということで入れさせてい

ただいております。

続きまして、23ページをごらんください。将来都市フレームでございます。こちら

につきましては、第５次総合振興計画との整合性をあわせて、表を変更させていただ

いてございます。

続きまして、25ページをごらんください。都市づくりの方針でございます。下の２）

の商業地の駅前商業地でございます。「武蔵嵐山駅中心に広がる」というやつを、「武
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蔵嵐山駅西口周辺」と変えさせていただきまして、「土地区画整理事業」を削除して、

「中心市街地活性化事業」と変更させていただいています。

26ページをごらんください。３）の工業地でございます。新たに「川島地区北側で

は、新たな工業地として周辺地区と調和を取りながら、面的整備を進めて企業誘致を

推進します。越畑吉田地区については、工業、流通系施設の誘致を促進します」とい

う文言を入れさせていただきました。

27ページの土地利用方針図ですが、先ほどと同じ、中ほどの川島地区のところを工

業地ということで着色をさせていただいております。

続きまして、31ページをごらんください。道路整備方針図でございます。中段右側

に町道１―８号線が当初は破線になっておりましたが、整備が終わりましたので、実

線に変更させていただいております。

続きまして、37ページをごらんください。河川、下水道等の整備方針の中の２）の

下水道の整備でございます。上から４段目のところを修正させていただいています。

「公共下水道の計画区域では、嵐山駅生活排水処理基本計画に基づき、引き続き嵐山

町ＰＦＩ事業、町管理型合併浄化槽の設置等により、効率的な排水整備を推進します」

と変更させていただいております。

続きまして、３）の上水道の整備でございます。ここにつきましては、文言全て変

更させていただきまして、「将来にわたり安全で安心な水を安定供給していくため、

水需要の動向を十分に踏まえながら、接続可能な水道運営と水道施設の耐震化等の整

備、更新を計画に進めていきます」と変更させていただきました。

続きまして、41ページをごらんください。都市景観の形成方針の中の２）、歴史的

景観の保全のところでございますが、「菅谷館跡」の後に「杉山城」と入れさせてい

ただきました。

続きまして、43ページをごらんください。都市景観の形成方針図でございます。新

たに５番の小千代山及び６番の金皿山を表に入れさせていただきまして、図面の中に

５番、６番と入れさせていただきました。

続きまして、44ページをごらんください。自然環境の保全方針の１）の水と緑の豊

かな自然環境の保全活用でございます。この最後のところに、「小千代山及び金皿山

は、緑地保全制度に基づき、引き続き良好な自然環境を保全します」と新たに入れさ

せていただきました。
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続きまして、49ページをごらんください。北部北地区の図面になっております。こ

の中で中段左側、新たに関越自動車道と県道深谷嵐山線の交差している部分、それと

もう少し熊谷に寄った部分でございますが、自然環境と調和した新たな工業流通団地

の整備ということで、色を着色させていただいてございます。

続きまして、53ページをお開きください。地域環境形成に関する方針の景観でござ

います。一番下に、新たに「金皿山は保全地域の指定に基づき、引き続き良好な自然

環境を保全します」と追加させていただきました。

続きまして、55ページをごらんください。図面の中ほどのところに、新たに金皿山

を入れさせていただきまして、広野２区のところにつきましては、専用住宅地という

ことで着色の変更をさせていただいております。

続きまして、58ページをごらんください。３）、地域づくりの方針の工業地のとこ

ろでございます。２番目の四角の文章を消させていただきまして、新たに「川島地区

の北側は、本町の産業基盤の強化を図るため、周辺の自然環境へ配慮しつつ、新たな

工業地として面的整備を進めます」と入れさせていただきました。

続きまして、その下の交通施設のところでございます。２番目の四角のところの最

後に、「また、川島地区の面的整備にあわせて計画線の変更を計画します」と入れさ

せていただきました。

続きまして、次の59ページでございます。公園緑地の一番上でございます。「川島

北地区においては面的整備を進め、工業地における施設緑地の整備に努めます」と変

更させていただきました。

続きまして、その下の河川、下水道等でございます。土地区画整理事業の導入を削

除いたしまして、「川島北地区においては面的整備にあわせ」と修正をさせていただ

いております。

続きまして、61ページの図面をごらんください。中ほど右側になりますが、関越自

動車道の少し左側になります。こちら面的整備による新たな工業用地の形成というこ

とで、川島北地区のところを流通工業地形の着色をさせていただいてございます。

続きまして、64ページをごらんください。土地利用に関する方針の中の商業地でご

ざいます。「土地区画整理事業」を削除いたしまして、「中心市街地活性化事業」と変

更させていただいております。

それと、一番下の交通施設でございますが、上の四角の「関越自動車道インターチ
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ェンジの開設」と書いてございますが、開設が終わりまして、バイパスも４車線にな

りましたので、削除させていただいてございます。

続きまして、66ページをごらんください。景観の部でございます。まず、最初の１

番目の四角ですが、「駅西口周辺」と入れさせていただきまして、その後に「本町の

玄関口にふさわしい個性豊かな景観拠点の形成に向けて道路整備等とともに」と変更

させていただきまして、「敷地内の緑化」の後に「安全で快適な歩行空間の整備を進

めていきます」と修正させていただきます。

続きまして、上から３番目の四角ですが、「住宅地においては」ということで新た

に入れさせていただきまして、「緑化等」に変更をさせていただきました。

一番最後の四角でございますが、新しく「小千代山は特別緑地保全地区の指定に基

づき、引き続き良好な自然環境を保全します」と追加をさせていただきました。

67ページの図面をごらんください。先ほど新たに入れました小千代山につきまして

図面の中に文言を入れさせていただきまして、特別緑地保全地区の指定に基づく里山

の保全ということで吹き出しをつけさせていただいております。

続きまして、71ページをごらんください。同じく図面でございます。こちら、右上

の学校、都幾川の少し下、大蔵館跡の上に向徳寺を入れさせていただきまして、大蔵

館跡の右側に源義賢の墓を追加させていただいてございます。

続きまして、75ページをごらんください。（３）の重点プロジェクトでございます。

まず、上の土地利用市街地整備の四角の中でございますが、川島地区北側における低

層住宅地を工業地と変更いたしまして、「市街化区域への編入、都市計画道路の整備」

と直させていただいています。その下、「越畑吉田地区における流通工業系企業の誘

致」を新たに入れさせていただいております。交通施設のところですが、インターチ

ェンジの整備が終わりましたので、これは消させていただきまして、県道深谷嵐山線、

旧国道254と修正をさせていただいています。国道254沿いバイパスの４車線化につき

ましても終わっておりますので、消させていただいております。一番下、都市計画道

路の関係でございますが、３―５―23平沢川島線と追加をしているものでございます。

以上、細部説明とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） この都市計画マスタープランは、緑地の保全と、そして歩
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行者の安全ということが重点的に出ていて、とても今までと違っていいのかなという

ふうに思っているのですが、駅西側の、これ何ページになるのか、ちょっと今いっぱ

い印つけてあれしたのですけれども、駅西側の歩行者の安全というのは、よくヨーロ

ッパなどでは市街地の中には車を入れないような形の規制をするとか、一定のところ

には駐車場をつくって、そこから中に入らないようなことをするというのがヨーロッ

パの各地で行われていて、日本でもそういったものが求められているところもあるわ

けなのですが、それについてはこの中ではそこまでは踏み込まないということなのか、

その点について伺いたいと思うのです。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

根岸まちづくり整備課長。

〇根岸寿一まちづくり整備課長 お答えいたします。

今回のマスタープランでは、そこの細かいところまでは踏み込んでございません。

よろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） そうしますと、これ交通の問題ともかかわってくるわけな

のですけれども、これは今後も、駅西などを特に見ていますと、どうしても駐車場を

整備して、そこから中に入ってこないというやり方というのは一つ必要になってくる

かなと思うのですが、今回の都市計画マスタープランなので、そこは出てこないわけ

なのですけれども、そういった協議みたいなのはどこでやって、やっていくのかやっ

ていかないのか、そういったことも含めて、一度まちづくりの方針として伺いたいと

思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

根岸まちづくり整備課長。

〇根岸寿一まちづくり整備課長 32ページをちょっと見ていただきたいと思いますが、

３）で交通環境というところがございます。そこの②で駐車駐輪対策の推進というも

のがございます。その中に一番下になりますが、住民と調整を図りつつ、駐車場、駐

輪場等の整備を進めますということで一応記入してございます。今後、一応このよう

な形でまた地元等とも協議を進めながら、駐車場、駐輪場等を整備するような形にな

っていくと思います。

それで、現在は埼信さんの駐車場の反対側というのですか、ガソリンスタンドさん
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の脇に町の土地がございまして、そこに車を止めていただいて、なるべく歩いてきて

いただくような形では、そういう駐車場がありますかと聞かれた場合には、そういう

お話を現在させていただいております。

以上です。

〇青柳賢治議長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより議案第57号 嵐山町都市計画マスタープラン改定についての件を採決いた

します。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇青柳賢治議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎議案第５８号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第13、議案第58号 埼玉中部資源循環組合の設立についての件を

議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第58号につきまして提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第58号は、埼玉中部資源循環組合の設立についての件でございます。平成27年

４月１日から、東松山市、桶川市、滑川町、嵐山町、小川町、吉見町、ときがわ町及

び東秩父村の可燃ごみ及び粗大ごみの処理施設の建設及び管理運営、並びにこれに附

帯する事務を共同処理するため、埼玉中部資源循環組合を設立することについて協議

したいので、地方自治法第290条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでござい

ます。
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なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして説明を終えさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

大塚環境農政課長。

〔大塚 晃環境農政課長登壇〕

〇大塚 晃環境農政課長 それでは、議案第58号につきまして細部説明をさせていただ

きます。

議案書と参考資料、一部事務組合の概要をあわせてごらんいただきたいと思います。

第１条、組合の名称ですが、埼玉中部資源循環組合とするものです。

第２条、組合の構成ですが、東松山市、桶川市、滑川町、嵐山町、小川町、吉見町、

ときがわ町及び東秩父村の２市５町１村をもって組織するものです。

第３条、組合の共同処理する事務ですが、可燃ごみ及び粗大ごみの処理施設の建設

及び管理運営、並びにこれに対する事務を共同処理いたします。ただし、組合設立の

際、現に構成団体及び構成団体の一部が加入する一部事務組合がそれぞれ設置してい

る施設に関するものは除くというもので、東松山市、桶川市、小川地区衛生組合、中

部環境保全組合が設置するごみ施設がこれに当たります。

第４条、組合の事務所の位置ですが、吉見町内に置くというものです。

第５条、組合の議会の組織ですが、定数は20人とし、構成団体の定数を東松山市３

人、桶川市３人、滑川町２人、嵐山町２人、小川町３人、吉見町３人、ときがわ町２

人、東秩父村２人とするものです。

第６条、第７条は、組合議員の選出方法等で、構成団体の議会がその議員の中から

選出するというものです。

第８条ですが、組合議員の任期は、構成団体の議会の任期とするものです。また、

組合議員が構成団体の議員でなくなったときは、その職を失職するというものです。

第９条ですが、組合議会に議長及び副議長を置くというものです。第２項、議長及

び副議長は、組合議員の中から議会において選挙するというものです。第３項、議長

及び副議長の任期は、組合議員の任期とするというものです。

第10条ですが、組合に管理者１人、副管理者７人を置くというものです。第２項、

管理者は、構成団体の長の互選により選出するというものです。第３項、副管理者は、

管理者の選出された町村を除く構成団体の長をもって充てるというものです。
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第11条、管理者及び副管理者の任期ですが、構成団体の長にある期間とするもので

す。

第12条、管理者の職務権限ですが、組合を統括し及び代表し、並びに組合の事務を

管理し及び執行するというものです。第２項、副管理者は管理者を補佐し、管理者に

事故があるときまたは欠けたときは、あらかじめ管理者が定めた順序に従い、その職

務をするというものです。

第13条、組合ですが、組合には会計管理者、その他の職員を置くというものです。

第２項、職員の定数は組合の条例で定めるというものです。

第14条、監査委員ですが、組合に監査委員２名を置くというものです。第２項、監

査委員は、管理者が組合議会の同意を得て識見を有する者及び組合議員のうちからそ

れぞれ１人を選任するというものです。第３項、監査委員の任期は、識見を有する者

のうちから選出された者は４年とし、組合議員のうちから選出した者にあっては組合

議員の任期によるというものです。

第15条、経費の支弁の方法ですが、組合の経費は財産より生ずる収入、使用料、手

数料、その他の収入をもって支弁し、なお不足があるときは別表の割合をもって構成

団体が負担するというものです。別表の内容でございますが、区分は施設の供用開始

前と供用開始後に区分されます。負担区分は、構成団体で均等に負担する均等割、構

成団体の人口に応じて負担する人口割、搬入したごみの量に応じて負担する搬入量割

の３つの負担区分になります。負担割合は、区分の施設の供用開始前までの経費につ

きましては、均等割10％、人口割90％とするものです。施設の供用開始以降の経費に

つきましては、均等割５％、人口割15％、搬入量割80％とするものです。第２項、前

項の規定によりがたい事由が生じたときは、組合議会の議決を経て別に定めるという

ものです。

第16条、地方自治法の準用についてですが、この規約に定めのないものについては、

地方自治法中、市に関する規定を準用するというものです。

最後に、附則でございますが、１といたしまして、この規約の施行期日は平成27年

４月１日からとするものです。

また、次の規定については、埼玉県知事の許可のあった日から施行するというもの

です。準備行為で、規約施行前においても、埼玉県知事の許可の日以降から組合議員

の選挙、管理者の選任などの準備行為が行われるように規定するものです。また、こ
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の規約のほかに、構成団体はごみ処理の広域化の実施に当たり、この規約に規定でき

ない内容については協定書を締結することになっております。

以上、細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 第４条に、組合事務所の位置は吉見町内と書いてあるのです

けれども、焼却施設の場所が書いていないわけです。協議会では決定をしたわけです

けれども、それを書いていないのはどういう理由なのか、伺いたいと思います。

それから、第５条で東松山市、桶川市、小川町が３人、吉見町も３人になっている

わけです。これは人口２万人が、２万になるか、３万になるかの区分になるという理

解でよろしいのでしょうか。

それと、これで組合が設立されますと、議会はいつごろ開かれるのか、わかりまし

たら伺いたいと思います。

それと、この別表15条の均等割100分の10、人口割100分の90、これはこの新年度に

なって早々というか、支払う金額ですよね、もう既におよその金額は、嵐山町の支出

の金額というのはわかって、もう出る金額ではないかなと思うのですが、伺いたいと

思います。

以上です。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 初めに、第４条の組合の事務所の位置でございますが、これ

につきましては、ごみ処理基本計画、ごみ処理基本構想の中では、一応事務所の処理、

施設の場所はうたわれておりますが、まだそちらのほうに正式に決まったわけでござ

いません。これから正式に決まるわけですので、それまでの間は吉見町内ということ

で、このように表記させていただいているものでございます。

それから、５条の組合議員の人数でございますが、これにつきましては市につきま

しては３人、それから小川町が３人、吉見町が３人ということでございますが、人口

の多いところ、それからあと吉見町につきましては施設が建築されるところというこ

ともございますので、そういった人数ということでございます。

それから、議会はいつ開かれるのかということでございますが、先ほど附則のほう
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で準備行為というところでちょっとお話させていただいたのですけれども、組合が設

立される前におきましても、組合議員の選出だとか管理者の選出については、埼玉県

知事の許可があった後はできるということでございますもので、できる準備を全部進

めまして、４月早々に臨時議会が開かれるということで伺っております。

それから、あと別表の今年度、27年度の負担の関係でございますが、27年度の総事

業費のほうがまだちょっとわかっておりませんので、具体的に嵐山町の負担が幾らに

なるかというのはわからないのですけれども、総事業費がわかれば、この供用開始前

の負担区分ということで、均等割10％、人口割90％で算出した金額になるということ

でございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 組合事務所、焼却施設の場所が正式に決まっていないと。そ

うすると、反対者がいて、地権者の中にも反対をしている人がいるわけです。ですの

で、ここが決まらないということもあるわけですね。そういうこともあるわけですね。

そういう場合も見越して、私はこれ書いていないのかなというふうに思ったのですけ

れども、そういう理解でよろしいのでしょうか。ちょっとその辺を確認しておきたい

と思います。

それから、議会の関係なのですが、４月早々に議会を開くというと、桶川はちょっ

と私わからないのですが、吉見、東松山、滑川町は一斉選挙ですね。ですので、仮に

組合議員に３月議会で選ばれても、またその方がかわるということがあり得るわけで

す。余りいい議会の開催ではないなというふうに思うのです。継続して２年でしたか、

任期は。ですので、ちょっとその辺も伺っておきたいというふうに思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 場所が記載していないのは、そういった反対があってできな

いからではないかなという、そういうものを見越してという、そういうことではござ

いませんで、まず地権者については25人いらっしゃるわけなのですけれども、事務局

と吉見町の副町長さんのほうで４月に挨拶回りに行って、それから９月には全体の計

画だとかスケジュールを説明に行ったということで、まだ用地交渉にも行っているわ

けでもございませんので、そういったことはございません。
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それから、あと議会のほうの関係なのですけれども、川口さんおっしゃられたとお

り、埼玉県知事の認可がおりた時点で組合議員の選出だとか管理者の選出、できるこ

とは全部やって、４月になりましたら臨時議会ということで、そういうことになりま

すので、古い議員さんが組合議員に選出されて、また統一選挙の後かわるということ

も、そういったこともございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） それで、事務所のあれで焼却施設の関係なのですけれども、

正式に決まっていないからだということで今ご説明があったわけですけれども、正式

に決まっていない場所を、ちょっとある方は、それが組合事務のこの規約を決めてい

く段階になって、それは瑕疵がある規約になるのではないかというふうにおっしゃっ

ている方がいるのです。その辺は、法的なことは大丈夫なのかどうか、ちょっと確認

をしておきたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 川口さんのご質問でございますが、そういったことについて

も特に法律的には問題ないかと思います。

以上です。

〇青柳賢治議長 ほかに。

第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） この組合が４月１日から発足になるということで、今の課長

の答弁ですと、処理場はまだ決まっていないのだと。ということは、今度どういう過

程でそこを決めていくのですか。

今まで建設検討委員会のほうで用地選定をしてきました。してきたわけですけれど

も、これで中部の循環型組合が４月１日から施行になるということでは、用地選定を

また白紙に戻すということになるわけですか。どういう形でその場所の用地選定をこ

れからやっていくのか、そこのところをお聞きしておきたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 用地が決まっていないということではなくて、事務所の場所
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が決まらないということを申し上げました。用地全体につきましては決まっておりま

す。

以上です。

〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 先ほどの答弁は、事務所の所在地が決まっていないというこ

となのですか。では、今施設そのものは反対をしている。要するに住民合意が得られ

ていないという中で、その処理場の場所、どういうふうにこの４月からできる循環型

組合の中で、住民合意が得られていないその建設用地をどう進めようとしているので

すか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えをさせていただきます。

前々からお話をしていますように、組合、この組織ができ上がらないわけですから、

何も決まってのです。それで、こういう方法でいこうではないかということで、準備

の会でやってきているわけです。その準備の会の窓口というか、事務局を吉見町に置

いている。吉見町の町長を中心としたところでやっていただいているということです

ね、それが１つ。ですから、会ができていない、組織ができていないということです。

その組織をつくっていこうということで、ここのところでこの構成の市町村が今議会

にお願いをしているとこです。これができると、それをもって準備して始めましょう

ということになるわけです。

それで、そこのところで今説明があったように、全て決まっていく、議会が決まる。

そして、ここのところで場所を決めようということが、今までの準備段階で粛々と選

定の方法、基準に沿ってやってきた場所があります。それで、そこのところは準備段

階の組織の人たちが直接回って丁寧な説明をしながら、もしそういうときになったら

お願いをしますという説明をしているとこでございます。

ですから、組織がきちんと決まりましたらその場所も決まるし、それからこの組織

の拠点になるところも決まりますし、そういうことでございます。この議会で、この

12月の議会に皆お願いをしているわけですので、各市、町、村の議会の中でご同意が

いただければ、この線に沿って進んでいくということでございます。

〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。
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〇10番（清水正之議員） 少なくも10条で、管理者及び副管理者の設置及び選任方法と

いうのが10条で規定をされているわけですけれども、町長そのものも副管理者になる

のでしょうけれども、今度その責任の一翼を担うということなのだと思うのです。

現実の問題として、今町長何も決まっていないんだという話。嵐山町の負担割合は

決まっていますけれども、ごみの運搬量がどうなるのか、費用負担がどうなって、自

分のところがどうなるのかというのは全くわからないまま進んでくる。吉見の中では、

地権者の要するに住民合意がとれないで、土地の選定そのものも進まないというか、

強引に進めるのでしょうけれども、そういう状況になってきていると。そういう面で

は、この副管理者、恐らく副管理者になるのだと思いますけれども、その責任の一翼

を今度は嵐山町長も担うというふうになるのだと思うのです。そういう状況で果たし

ていいのかというのは、今度は嵐山町の住民の中からも問われてくるというふうに思

うのですけれども、そういう点では１つは嵐山町の住民が費用負担だけでなくてどう

いう、運搬の経路だって変わってくるだろうし、小川地区衛生組合の傘下のところが

今ある場所まで果たして行くことによるコストというのはどのくらい上がるのかとい

うものも算定されていない状況で、ごみの運搬に対する費用負担がどうなるのか。こ

れは、ここにある算定基準、負担区分の中には出てこない部分ですね。それを、では

どう嵐山町は扱うのか。

また、副管理者としての責任の中で、住民合意をとっていない土地、用地の関係で、

どう嵐山町の住民に説得をするのか。少なくも前回の中でも、一般質問の中でも、町

長は今まで住民合意をとらないで公共建設というものをやってきたことはないわけで

すけれども、そういうふうに答弁しましたけれども、今回はそういうことではない。

それは、公益という立場の一翼になるのかもしれないですけれども、そういう点での

町長の責任というのはどうとっていくのですか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えいたします。

今合意ができなければというお話がありましたけれども、合意ができなければ進ま

ないわけです。その合意を皆さんが目指して、それでゴールを今進もうと、一致団結

して意見を合わせて、それでしかも早く、できるだけ早くつくっていこうということ

で、みんな気持ちを一つにしていこうということでございます。ですから、場所が決
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まらない、何が決まらない。ですから、この方向で決めていこうということは合意に

もあるわけです。それで、それを正式に決まったら、正式にお願いに行く。まだ何も

決まっていないことをお願いはできないわけですから、決まったらお願いに行く。そ

ういう段階でございます。

〇青柳賢治議長 ほかに。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） この議案の前には、中部資源循環組合の設立の前には、埼

玉中部広域清掃協議会のごみ処理基本計画と新ごみ処理施設構想整備というのがある

わけなのですが、この施設整備構想とごみ処理基本計画というのは議会でも議決しな

いでもいいみたいですし、どこの議会でも議決しないでもいいみたいですし、中部資

源組合の循環組合が例えば設立したとしても、それは議会議決でもないように思うの

ですけれども、その点についてはどのようなものか、伺いたいと思います。これはど

のような位置づけになってくるのか。パブリックコメントをとって、そしてこの構想

をつくり直したわけですね。その構想をつくり直したわけなのですけれども、それは

皆さんの協議会だけのものであって、それ以上のものではなくて、この中部資源循環

組合の基礎になるものなのですけれども、それはどのような位置づけになってくるの

か、伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 中部広域清掃協議会のごみ処理基本計画とごみ処理施設整備

構想でございますが、これにつきましてはこれから発足する埼玉中部資源循環組合の

ごみ処理の基本、それから施設整備の基本となるものでございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） そうすると、これに関しましては各議会も議決もしないで、

そしていきなりこの中部資源組合の設立についての議案が出てきたということです

ね。そして、ここの中に、構想の中には、既に吉見町の大串地区に焼却場の場所が決

まっているわけです。その焼却場の場所につきましては、ごみ焼却場についての再考

のお願いというのが各議員に来ておりまして、先日の一般質問でも出しましたが、時

期を見て裁判を起こすように準備を進めております。裁判になりますと、２市５町１
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村の皆様からの血税を無駄遣いすることになりますから、議員の皆様、どのようにお

考えでしょうかというふうになっているわけなのですけれども、これは時期を見てと

いうのは、協議会であると被告になるほうがもう一回名前を変えなくてはいけないで

すね、提訴したときに。そのために、私は中部資源循環組合が設立されて、管理者と

副管理者の名前がはっきりしてきて、その段階でこの訴訟が提訴されるのだろうなと

いうふうに思っているのです。そういうふうに読んでいます。そうすると、ここのと

ころでは、もう目に見えてこの組合の設立の運行が難しいということが私は感じられ

るのですけれども、これは皆さんがもうこれだけのことを出しているということ、そ

れぞれの副管理者も議員も知っているわけですね。それで、なおかつこういった議案

が、それ以前にもう少し合意をとるために動いていたということもなくあるわけです

よ。これについては、ではこれこのままでいくのだったら強制収容という形が出てく

るのですか、この土地に関して。そういうふうな処分場の権限というのが中部資源環

境組合の中にはあるのかどうか、伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 渋谷さんお話で、組合が設立した時点で裁判なりが起こされ

るのではないかというようなお話かと思うのですけれども、まだ仮の話なので、ちょ

っと何ともお答えできないのですけれども、いずれにしてもそういった提訴が起きた

場合には、組合としてもそういった形で皆様にご理解いただくしかないかなというふ

うに感じております。

以上です。

〇青柳賢治議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） すみません。今の質疑の中では、強制収容はどういうふう

になっていくのかということを伺っているわけで、多分差しとめ訴訟がこれで起きる

んだろうなというふうに感じるのです。仮処分申請、差しとめの仮処分が出されて、

そしてこうなってくるのだろうなというのが目に見えているわけなのですけれども。

私は、ちょっとこれ幾ら何でも組合設立が早過ぎるなというふうに思っているです。

もしこの構成自治体でやるとしても、今の段階のところでは必ず提訴されるというふ

うのはもう皆さんのところに来ているわけで、それを全く何も行わないで、それでこ

のごみ処理基本構想で進めていくということなのですけれども、これでやったら提訴
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される。提訴される前の手は打っていないということですね。それについて、強制収

容という形のものがあるのかどうか、伺いたいと思うのです。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 この協議会の幹事会、調整会議、それから市町村長の会と、こうい

うふうに３段階にあるわけなのですけれども、強制収容の施設なのかどうなのか、そ

ういう話は一切聞いておりません。

それから、今地権者25名というふうなお話を課長申し上げたのですけれども、地権

者と同様に反対運動にかかわっている方が２家族３人というふうに伺っていますけれ

ども、いらっしゃると。その方にも、一緒に今２回地権者の説明に行っているという

ことなのですけれども、理解を得るべく丁寧な説明を続けているというふうなことで

ございまして、何とかご理解を得られるように、吉見町サイドでいろいろ説明をさせ

ていただいて、努力をしているというふうな段階でございます。

〇青柳賢治議長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔「反対です」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 それでは、第13番、渋谷登美子議員。

〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） 議案第58号 埼玉中部資源循環組合の設立について反対い

たします。

これは、いろいろこの新構想を見ましても、無理がある施設ではないかなと感じま

す。特に東秩父村から吉見町まで運ぶ。嵐山から吉見町まで運ぶ。そういった距離的

なものを考えると、いずれ破たんしていくように思います。しかも、それもどの程度

の金額がかかるか、全く予測されていないものです。さらに言えば、この吉見町の大

串地区に関しては、30年前に１度差しとめの訴訟をして、そしてそれで和解案になっ

て、それがなくなっている場所です。それで、つくらないということが和解条項にな

っているわけなのですけれども、それが今度は前の団体と違うからここでやることに

何も問題がない。しかも、科学的な技術も進んでいるので、そこで問題がないという
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ふうな形なのですけれども、では実際に原告という、１度そこにあったものというの

は条件は変わらないわけですし、それを無理に続けていた段階でどのような形が起き

てくるかわからない。

私は、この埼玉中部資源循環組合に関しての焼却施設の全ての構想を一遍ゼロに戻

して、小川地区衛生組合の中でどのようなことが本当に必要なのか。資源焼却場をつ

くるならば、小川地区衛生組合の中でもう一度協議して、その中で話し合ってみてい

って、それでも不足であるというのであるならば、東松山市、桶川市、吉見町も含め

て考えていくべきものではないかと思います。

今の国の基準では、100トン以上の焼却炉でなければ補助金が出ないというふうな

形になっていますから、広域的な処理を行うのが国の構想です。ですけれども、この

ような形でやっていくならば、過疎地の市町村はうんと遠くまで持っていかなくては

いけない形になっていきます。これは、実際には今の低炭素循環型社会をつくってい

く、日本のこれからの必要なものとは全く違うものになっていくと考えられ、今現在

の埼玉中部資源循環組合に関して、嵐山町は小川地区衛生と一緒に考えているわけで

すけれども、もう一回ゼロから構想をつくり直すべきだと思い、今回に関して反対い

たします。

〇青柳賢治議長 第９番、川口浩史議員。

〔９番 川口浩史議員登壇〕

〇９番（川口浩史議員） この件に関しましては何回か、再三といいますか、反対をし

てきておりますが、改めてこういう議案が出ましたので、反対討論をしたいと思いま

す。

ここに新ごみ処理施設だよりがあります。埼玉中部広域清掃協議会の新井保美会長

は、丁寧な説明と積極的な情報の発信に取り組みますという表題で新井会長の挨拶が

載っております。第１号ですので、新井会長の挨拶です。しかし、この方に丁寧な説

明ができるのか、私は大変疑問であります。というのは、10月22日の埼玉中部広域清

掃協議会を私は傍聴いたしましたが、会議は40分以上もおくれての開会でした。公的

な会議でありますから、たとえ５分おくれても説明があるものです。しかし、この会

議は何の説明もなく始まり、何の説明もなく終わりました。私は、これは何という会

議だと思い、新井会長に説明がないのはまずいのではないかと聞きました。ところが、

新井会長は協議会運営に口出しするなと強い口調でおっしゃったのです。反対側の人
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を見るとむかむかするのでしょう。とても丁寧な説明ができる方ではないと感じたわ

けであります。このことを最初にお話させていただきました。

新焼却施設の建設場所は、本年３月26日の協議会において、埼玉中部環境保全組合、

以下中部環境と申します。中部環境が運営する隣接地に決定しました。この隣接地は、

中部環境の焼却施設が建設される際、裁判所の和解勧告に基づいて、建設反対の裁判

を起こした住民と中部環境との間で、第10項に、債務者は吉見町飯島新田地区、同町

江和井地区、同町荒子地区、同町大串地区及び川島町内にごみ処理施設を新設または

増設しないと明記された場所です。地元住民はこの事項があることから、仕方なく和

解に応じた経緯があります。その場所に再びごみ処理施設を建設することを決定した

のです。

中部環境とこれに反対した住民側の双方が裁判所の和解を受け入れ、ごみ処理施設

を新設または増設しないことを条件に現焼却施設が建設された経緯を考えるならば、

協議会が同地区に新たな焼却施設を建設することは、この和解を反故にし、協定に違

反し、信義に背くものであると言わざるを得ません。いわゆる信義誠実の原則、信義

則は、司法関係の基本原則、民法第１条の２項にあります。基本原則であり、債権関

係を支配する大原則です。中部環境の管理者である吉見町の新井保美町長と住民との

間の現実の和解協定における信義であり、誠実であるから、協定の当事者は互いに相

手の信頼を裏切らないように誠意を持って行動する義務を有しております。したがっ

て、今回の協議会の決定は住民の行政への信頼を失墜させることになり、到底住民側

の納得を得られるものではないと考えます。

地方行政は、何より住民福祉や暮らしを守ることを最大の責務としています。住民

が主人公であるはずです。今協議会が進める広域の焼却施設建設は、何より関係地権

者及び地元住民の合意を尊重して進めることが大前提であり、住民合意のない建設の

強行は、今日の憲法のもとであり得ないはずです。

地元住民との合意について、平成25年９月19日付の協議会新井会長宛に、宮澤正紀

氏以下３名を発起人とする一般廃棄物処理熱回収施設の建設について、これは要望書

ですが、提出されました。これには、飯島新田地区を含む関係７名の区長の署名が付

されております。この要望書は、新ごみ処理施設の建設を要望する内容ではなく、余

熱を利用した健康増進施設の併設を要望するとの内容であったため、多くの住民が賛

同の署名に応じたものでした。この署名率は、加入世帯の88.2％に及んでおります。
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ところが、この署名が新ごみ処理施設建設の誘致に賛同した署名であるかのように見

なされたため、多くの署名者が署名の撤回を申し出た結果、現在住民多数の賛成を得

ていない事態になっています。また、大串地区を含む飯島新田においては、現在住民

の７～８割が新ごみ処理施設建設に反対しているという状況だということでありま

す。

このように住民の合意が得られていない状況の中で、本年７月１日から７月31日に

かけて、協議会はごみ処理基本計画と新ごみ処理施設整備構想に関するパブリックコ

メントの実施を強行いたしました。このパブリックコメントの正当性を疑う声が、関

係住民から上がってくるのも当然であります。しかも、パブリックコメントに寄せら

れた住民の意見や懸念、不安に対する協議会の説明、考え方は、誠意を持って答えた

ものになっておりません。例えば焼却残渣の処理問題について協議会の考え方は、新

施設から出る焼却残渣は、現段階では資源化を考えています。仮に最終処分するとし

ても、構成市町村と別途協議することとなりますというものです。基本計画に当然盛

り込まれるべき焼却残渣の処理問題が、将来の問題に棚上げされています。

また、桶川市の隣接の北本市を通ってごみの搬入をすることに対する住民の懸念が

表明されていますが、協議会の考え方は、桶川市に対する意見であり、回答する立場

にありませんが、協議会としては残渣を遠隔地に運んでいる事例もあり、問題ないも

のと考えていますというものであり、懸念を払拭する説明とは言えません。

さらに、パブリックコメントに対する疑問もあります。それは、意見募集のもとと

なるものに誤りがあったことです。これは、他の資料の誤りとは意味が違います。他

の資料の誤りは単なる訂正で済みますが、意見募集のもととなる計画と構想の中の誤

りは訂正だけでは済みません。意見を寄せた住民は、当然のことながら計画並びに構

想を読み、意見を寄せているのであって、そこに誤りがあった以上、寄せられた意見

の趣旨が違うことがあり得るのです。

このようにパブリックコメントが寄せられた意見にきちんと答えていないだけでな

く、計画構想に誤りがあったわけで、それをもとに建設され、運用されることは、瑕

疵のある事業であると言わざるを得ません。このようにごみ処理施設などのニンビー

施設の建設に当たっては、住民の合意を醸成しながら進めるべきです。これを無視し

て強引に進めれば、必ずや禍根を残すことになると考えます。

私は、これまでのようなやり方で現焼却施設の隣接地に関係住民の合意のない新た
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な焼却施設を建設することを認めることはできないことを申し上げて、反対討論を終

わります。

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより議案第58号 埼玉中部資源循環組合の設立についての件を採決いたしま

す。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇青柳賢治議長 挙手多数。

よって、本案は可決されました。

この際、暫時休憩いたします。再開の時間を４時25分といたします。

休 憩 午後 ４時１３分

再 開 午後 ４時２５分

〇青柳賢治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◎議案第５９号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第14、議案第59号 嵐山町・小川町適応指導教室に関する事務の

委託についての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第59号につきまして提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第59号は、嵐山町・小川町適応指導教室に関する事務の委託についての件でご

ざいます。

小川町、滑川町、嵐山町、ときがわ町及び東秩父村が共同で処理する適応指導教室

に関する事務のうち、嵐山町が処理すべき事務の管理及び執行を小川町に委託するこ

とについて協議したいので、地方自治法第252条の14第３項に基づいて準用する同法

第252条の２の２第３項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして説明を終えさせていただきます。
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〇青柳賢治議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

簾藤こども課長。

〔簾藤賢治教育委員会こども課長登壇〕

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 議案第59号 嵐山町・小川町適応指導教室に関する

事務の委託に関する規約についてご説明させていただきます。

まず、適応指導教室の経過についてご説明させていただきます。平成16年度に県の

委託事業として、広域適応指導教室の設置及び運営に関する調査研究としてスタート

し、県と小川町が調査研究委託契約を結び、構成市町村で協定書を取り交わし、嵐山

町地内で実施していまいりました。

目的といたしましては、不登校児童生徒の支援を中心に、学校や地域の要請に応え

るとともに、地域の教育力向上に寄与するということでございます。県の指導がござ

いまして、小川町で開設しておりますこの教室の移転を契機に、法的根拠に基づいた

安定的な運営を確保するため、本議会に上程するものでございます。

ちなみに構成市町村といたしますと、嵐山町、小川町、滑川町、ときがわ町、東秩

父村の４町１村でございます。

また、本町から当教室に通っております子供は、児童１名、生徒１名が協定に基づ

く手続をとり、通っております。なお、教室を見学に行ったり、体験的に行ったりし

ている子供たちも数人おります。

今後の事務の流れといたしますと、12月議会に構成町村が議決案件としてそれぞれ

上程し、議決をいただき、協議規定を定め、告示、知事宛委託の届け出を行い、平成

27年４月１日より施行という予定でございます。平成22年度に一般旅券の事務を東松

山市に委託いたしました手続と同様となります。

それでは、規約の内容についてご説明させていただきます。まず第１条、委託事務

の範囲でございますが、嵐山町が処理すべき事務の管理及び執行を小川町に委託する

ということになります。

第２条は、管理及び執行の方法で、小川町の条例、規則及びその他の規定の定める

ところによるものとするものでございます。

次に、第３条、経費の負担でございますが、経費の50％を町村の均等割とし、残り

の50％を前年度10月１日現在の総児童生徒数割とするものでありまして、今までの負

担金と同様でございます。ちなみにここ数年の予算を見ますと、児童生徒数割の関係
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で滑川町だけが増額になっており、他の３町１村につきましては年々軽減となってお

ります。今年度の本町の負担金につきましては、町村均等割額が30万円、児童生徒割

額が35万5,000円の計65万5,000円となっております。

この教室の平成26年度の収支予算でございますが、歳入は市町村の負担金として

300万3,000円、歳出といたしましては指導員、補助員各１名の報酬として268万

1,000円、需用費としてコピー料金、教科書、指導書等々でございまして25万円、使

用料及び賃借料としてコピー機リース代として72万円の計300万3,000円となっており

ます。

第４条以下、予算への計上、決算の場合の措置、管理状況の報告、連絡会議、条例

等の開催の場合の措置、協議となっております。

それから、附則で平成27年４月１日から施行する等を定めてございます。

大変ざっぱくな説明でございますけれども、以上で細部説明とさせていただきます。

よろしくお願い申し上げます。

〇青柳賢治議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 第８条の３項ですけれども、前項の規定による通知があっ

た場合は、嵐山町長は直ちに当該条例等を公表しなければならないというふうになっ

ているわけなのですが、嵐山町・小川町適応指導教室に関する事務の委託に関する規

約になっているわけですが、これ小川町のほうでは適応指導教室にかかわる条例が制

定されているということなのでしょうか。嵐山町には、それはないわけなのですけれ

ども。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

これから条例も制定するということを聞いております。

以上です。

〇青柳賢治議長 13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） そうしますと、この条例制定に関してはどのような経過で

ここに条例が出て、委託についてということなのですけれども、どういうふうな事情

というか、経過でここに出てきたのか、伺いたいと思います。議案として。
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〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

先ほどもちょっと触れたかと思いますけれども、以前から県の指導で広域の規定に

することを求めておったわけでございます。しかしながら、今まで16年から続けてお

ったのは、お互いの協定ということで実施していまいったわけでございますけれども、

今回小川町の教室自体が、今まで多分前の登記所と言われいてたところに開設をして

たのだと思います。それが、今回小川町の事情によりまして、武道館の近くというの

ですか、高谷の。そちらのほうに移るということで、そこに移るに当たって、いい契

機だからということで、県のほうの指導もあって、こういった運びになったというこ

とが経過として言えるかと思います。

以上です。

〇青柳賢治議長 13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） すみません。私１度、今の適応教室に行ったことがあるの

ですけれども、それは駅からも近く、場所的にはとても子供たちにとって通学しやす

いといいますか、通級しやすいというか、そういった場所で、またひっそりとしたと

ころであったので、とてもいいなと思っていたのですが、今回のその新たな場所とい

うのはどのような場所で、そして嵐山町の子供たちは通級しやすいような場所になっ

ているのかどうか。ほかの市町村です。町村も、通級しやすい場所になっているのか

どうか、伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

日赤の裏というのですか、県道がございますね、あの嵐山町を通っている。日赤か

ら何メートルというのかな、そんなにたたない距離で武道館が今あると思うのですけ

れども、そこの前の施設を開設して行うということになるかと思います。今までの駅

からのことで考えますと、若干遠くなるのは否めないということになるかと思います。

以上です。

〇青柳賢治議長 ほかに。

第９番、川口浩史議員。
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〇９番（川口浩史議員） 今の件なのですが、日赤の近くに、私も大体の場所を聞いた

のですけれども、どういうふうに通うのか、１点は。伺いたいと思うのです。

それと、費用負担の関係なのですが、ちょっと資料をほかの議員からもらったので

すけれども、ちょっと嵐山のほう出ていないので。嵐山は若干減るのです。滑川町が

ふえるとおっしゃったのですが、滑川町は結構減るのです。嵐山は２万2,000円の減

額、滑川町は13万3,000円の減額になるというふうにこの資料にあるのですけれども。

先ほどふえるとおっしゃったので、この表が間違っているのかどうかと思いまして、

ちょっとそれ確認です。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

１点目でございますけれども、それぞれ今までもそうだと思うのですけれども、確

認はちょっとそこまでしていないのですけれども、保護者の方が、ただ実際にでは毎

日行かれているかというと、なかなか実態としては通っていないというのが実態です。

年間を通じて何日かというのがお二人、小学生、中学生それぞれ行っているのですけ

れども、トータル的には毎日行っている状態ではない。毎日のように行くようになっ

たら、なれれば、学校のほうに通学できるようにはなると思うのですけれども、一概

にいかないというのが現状でございます。

それから、費用負担の話でございますけれども、多分ときがわ町と滑川町で違うの

かなと思います。私どもの資料でいきますと、滑川町が児童生徒数の総割の関係でこ

こ何年かふえて、ほかの町村につきましては若干ずつ、２万円ぐらいだと思うのです

けれども、減っているという資料でお話を申し上げた次第です。

以上です。

〇青柳賢治議長 ほかに。

〔何事か言う人あり〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより議案第59号 嵐山町・小川町適応指導教室に関する事務の委託についての
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件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇青柳賢治議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎請願第２号の委員長報告、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第15、請願第２号 消費税をこれ以上上げないよう求める請願書

についての件を議題といたします。

本件につきましては、総務経済常任委員会に付託してありますので、委員長から審

査経過並びに審査結果の報告を求めます。

吉場総務経済常任委員長。

〔吉場道雄総務経済常任委員長登壇〕

〇吉場道雄総務経済常任委員長 では、報告いたします。

嵐山町議会議長、青柳賢治様。

総務経済常任委員長、吉場道雄。

請願審査報告書

本委員会に平成26年12月３日付託された請願を審査した結果、下記のとおり決定し

たので、会議規則第94条の規定により報告いたします。

記

受理番号、請願第２号。

件名、消費税をこれ以上上げないよう求める請願書。

審査の結果、不採択とすべきもの。

それでは、審査経過について報告いたします。今議会において、総務経済常任委員

会に付託を受けました請願第２号 消費税をこれ以上上げないよう求める請願書につ

いての審査経過及び結果について報告をいたします。

本委員会は、12月８日午前８時から総務経済常任委員会を開会いたしました。付託

審議に当たりました請願２号 消費税をこれ以上上げないよう求める請願書について

であります。当日は、説明員として請願紹介議員、川口浩史議員、請願提出者、新日

本婦人の会嵐山班、高橋たね子様の出席のもとに、請願の趣旨について説明を受けま
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した。

消費税増税分は全て社会保障に使われているのではなく、５兆円のうちの１割、

5,000億円である。また、消費税は法人３税の減税になっているなどの説明を受けま

した。

そして質疑を受け、審議に入りました。主な意見として、消費税だけ上げて、国の

財政再建ができるとは思っていない。いろんな見直しをし、改善を図って、１年半で

財政再建をしっかりし、消費税を上げる。社会保障は景気のよいときはよいが、10年、

20年先を考えた場合、消費税は安定財源である必要である。日本の税制は、所得によ

って税金を払うのが当たり前。１億円を境に税金が下がる。大企業に対する優遇措置

は、消費税で賄われているなどの意見が出されました。

また、委員の中から、部分採択にしてくれとの意見があったが、決をとり、一括採

択することになりました。

そして採決に移り、採決の結果、請願第２号 消費税をこれ以上上げないよう求め

る請願書についての件を、賛成少数により不採択といたしました。

以上で報告を終わります。

〇青柳賢治議長 委員長報告が終わりましたので、質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔「委員長に対しての討論になるんですか」

と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 そういうことですよ。

〔「じゃあ、反対です」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 反対。

第13番、渋谷登美子議員。

〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） 消費税10％に上げることに関しての請願の不採択に反対い

たします。

消費税は、導入後24年間で47兆円の輸出企業に対しての還付金がありました。それ

は、消費税納税申告額が244兆円の20％に当たります。そして、この消費税が今現在
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どのように使われているか、全くわかっていません。社会保障に使われているという

ことはないと考えられます。今現在のあり方で、どのようにして社会保障に使ってい

くかということを考えずに消費税を上げていく。10％にしていく。そして、軽減税率

を入れれば、消費税を上げてもよいなんていうことはもう難しいことで、社会保障の

あり方と税のあり方を根本から考え直さなくてはいけないくらい、日本は立ちいかな

い状況になっています。

しかも、それが今現在の消費税は社会保障に使われているのではなく、国防に使わ

れています。そういった状況を議員の皆さんが全くわからずに、このような審査をし

ていること自体が問題であると思い、この請願審査の不採択には反対いたします。

〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。

〔10番 清水正之議員登壇〕

〇10番（清水正之議員） 日本共産党の清水正之です。消費税をこれ以上上げないよう

求める請願、不採択という委員長報告について反対をいたします。

今年４月、消費税８％の増税は、日本経済を深刻な危機に突き落としました。家計

消費や住宅投資など、内需の落ち込みによってＧＤＰは２期連続マイナスとなりまし

た。景気悪化は駆け込みの反動で、夏には回復するという政府の言いわけは、完全に

打ち砕かれました。安倍首相は、増税が個人消費の打撃になることを認め、10％の増

税の１年半先送り実施を表明せざるを得なくなったことは、みずからの経済失政を認

めたものです。今の景気悪化は、円安にる物価上昇に加え、消費税増税を強行した結

果であり、増税不況にほかなりません。日本経済を深刻な不況に陥れた安倍政権と、

増税政策の責任は重大です。３党合意で増税を進めた自民党、公明党、民主党にもそ

の責任はあります。

今回の消費税増税ほど、道理の立たないものはありません。社会保障のためと言い

ながら、医療費を上げる。年金は連続削減。介護サービスは取り上げる。あらゆる分

野で社会保障は悪くなるばかりです。財政再建のためと言いながら、大企業には今政

府が言っているだけでも2.5兆円、財界の要求どおりなら５兆円もの大減税をばらま

こうとしています。安倍首相は、１年半の先送りをした後には、景気はどうなってい

ようと消費税を10％にすると言明しました。

私たち日本共産党は、消費税に頼らず財源を確保するために、２つの改革を提案を

しています。その１つは、富裕層や大企業への優遇を改め、能力に応じた負担の原則
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を貫くという税制改革を進めることです。もう１つは、大企業の内部留保の一部を活

用し、国民の所得をふやす経済改革で税収をふやすことです。この２つを実施するこ

とで、消費税に頼らない財政再建ができます。したがって、委員会の審査結果、不採

択ということに対して反対をいたします。

◎会議時間の延長

〇青柳賢治議長 本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長します。

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

本件に対する委員長報告は不採択とすべきものであります。

これより委員長報告につきまして採決いたします。

委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇青柳賢治議長 挙手多数。

よって、請願第２号は委員長報告のとおり不採択とすべきものと決しました。

◎請願第３号の委員長報告、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第16、請願第３号 年金削減の中止に関する意見書の提出を求め

る請願書についての件を議題といたします。

本件につきましては、文教厚生常任委員会に付託してありますので、委員長から審

査経過並びに審査結果の報告を求めます。

川口文教厚生常任委員長。

〔川口浩史文教厚生常任委員長登壇〕

〇川口浩史文教厚生常任委員長 請願第３号 年金削減の中止に関する意見書の提出を

求める請願につきまして審査を行いましたので、審査結果並びに報告を行いたいと思

います。

初めに、審査経過から申し上げます。昨日、202会議室におきまして、文教厚生常

任委員会を請願の審査をするために開きました。当日は、紹介議員の清水正之議員、

請願提出議員の鞍貫ミキさん及び熊井昌男さんが説明員として出席しました。

初めに、清水議員から、町民の多くは年金の繰上請求をしているのではないか。繰
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上請求をすると減額率が42％にもなり、生活設計にも響きます。町民からのアンケー

トが次のようにあったと。67歳の方、ひとり暮らしで生活していていますが、収入は

年金だけですと、年金を頼りにしている方の声を紹介して終わりました。

続いて、熊井昌男さんから、高齢者のほとんどは年金だけで暮らしている。その年

金が３年連続で引き下げられることになりました。一方、消費税が８％に上がり、ま

た円安により物価が上昇しています。年金は、マクロ経済スライドで毎年１％程度引

き下げることにより、10年で１割、25年で２割も削減されてしまうわけですという説

明がありました。

続いて、質疑では、問い、10年で１割、25年で２割になるというのは、マクロ経済

スライドがない場合のことか。答え、物価上昇の率により、１％前後低い率で支給さ

れるのがマクロ経済スライドです。マクロ経済スライドにより、10年で１割、25年で

２割減額されてしまうわけです。

問い、国民年金以外の年金も影響があるのか。答え、国民年金の基礎部分が影響す

るので、他の年金も基礎部分は一緒だから影響する。以上のような質疑がありました。

続いて審議に入りました。年金制度の持続可能なために痛みは仕方ないことだ。た

だ、弱い高齢者には給付制度の充実が必要だという意見がありました。

一方で、消費税の引き上げで高齢者は苦しんでいる。その上で年金削減を考えるべ

きだという意見などがありました。

続きまして、採決を行いました。その結果、反対４人、賛成２人であり、請願第３

号 年金削減の中止に関する意見書の提出を求める請願は不採択になりました。

採決終了後に、賛成者から少数意見の留保をしたい旨の申し出がありましたので、

私は各委員に伝え、委員会を終了いたしました。

なお、お配りしました請願審査結果はご高覧いただきますようお願いを申し上げま

して、ご報告と結果を終わります。

〇青柳賢治議長 委員長報告が終わりましたので、質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。ご苦労さまでした。

次に、本委員会において、渋谷登美子委員から会議規則第76条第２項の規定によっ

て、少数意見報告書が提出されております。

少数意見の報告を求めます。
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渋谷登美子委員。

〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） それでは、少数意見報告書を読み上げます。

提出者は渋谷登美子、私で、賛成者は河井勝久議員です。

12月８日の文教厚生常任委員会において、留保した少数意見を次のとおり、会議規

則第76条第２項の規定により報告します。

記

１ 請願第３号 年金削減の中止に関する意見書の提出を求める請願

２ 意見の要旨

年金削減の中止に関する意見書の提出を求める請願は、不採択の結果です。し

かし、年金は２階建てになっています。２階建て部分の厚生年金部分と共済年金

部分と、基礎年金部分に分かれています。基礎年金部分の国民年金のみの方も多

くいます。

かつて、最低保障年金制度確立の議論がありました。それは、基礎年金部分に

上乗せして、２階建て部分の平準化をすることでした。

現在の年金削減は、年金財政が破たんしないように給付を削減して年金財政の

バランスを保つ仕組みになっています。基礎年金部分の削減はいつまで続くかわ

からない状態です。すべての人に等しくするためという理由で、基礎年金部分の

削減は、高齢者の生活の基盤を崩壊させます。したがって、基礎年金部分の削減

はただちにやめるべきです。年金削減の前に、最低保障年金制度の確立が必要で

す。

〇青柳賢治議長 少数意見の報告が終わりましたので、質疑を行います。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

では、第10番、清水正之議員。

〔10番 清水正之議員登壇〕

〇10番（清水正之議員） 日本共産党の清水正之です。年金削減の中止に関する意見書

の提出を求める請願について、委員会報告は不採択というものです。

実は、審議が始まる前に請願、私紹介議員をやったわけですが、大した質問もなく、
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わずか１人の委員さんから質問があっただけということで、私不採択ということで、

非常に残念に思っています。

年金は、将来の人生設計、生活保障にとって、積み立て支給が受けられる制度です。

その年金が今年々切り下げられ、将来の生活設計ができなくっています。先ほど委員

長のほうからも住民アンケートの声が紹介されましたけれども、改めてここで紹介を

したいというふうに思います。

76歳のひとり暮らし、アパートで暮らしています。収入は年金のみなので、生活が

大変です。年金生活者であるが、天引きされる項目がやたらとふえていると、何とか

ならないかということです。年々年金が切り下げられてきて、この先どうなるのだろ

うと不安になる、ひとり暮らしですので、この少ない年金がますます減って、ますま

す下がったらと考えてしまいます。現在70歳、年金も少なくる一方で、将来の設計の

生活の予定も立たずにいます。国民年金では、介護保険料を引くとわずか４万円ぐら

いしか残りません。これでは生活ができなくなるという声が出ています。これは、嵐

山町に住む住民の声です。

こうした生活不安が、受給者の中にも多くあります。高齢者の収入は年金のみです。

こうしたことを考えても、年金の引き下げは許せません。むしろ最低保障も含めて、

年金の充実こそを行うべきだと考えます。

以上、反対討論といたします。

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

本件に対する委員長報告は不採択とすべきものであります。

これより委員長報告につきまして採決いたします。

委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔可否同数〕

〇青柳賢治議長 採決の結果、賛成、反対が同数でございます。

したがって、本件は地方自治法第116条第１項の規定により、議長裁決いたします。

請願第３号について、議長は不採択と裁決いたします。

〔何事か言う人あり〕

〇青柳賢治議長 いや、そうではないですよ。だから、委員長報告のとおりだから。

〔「委員長報告に対して不採択っていうこと

でしょ」と言う人あり〕
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〇青柳賢治議長 暫時休憩いたします。

休 憩 午後 ５時０３分

再 開 午後 ５時０７分

〇青柳賢治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

よって、請願第３号は委員長報告のとおり不採択とすべきものと決しました。

〔「計算に入ってない。可否同数で議長裁定

により不採択」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 それは、先ほど申し上げました。

〔何事か言う人あり〕

◎議員派遣の件について

〇青柳賢治議長 日程第17、議員派遣の件を議題といたします。

お諮りします。議員派遣の件については、嵐山町議会会議規則第122条の規定によ

って、お手元に配付したとおり派遣したいと思いますが、これにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 異議なしと認め、よって議員を派遣することに決定しました。

なお、結果報告については、議長の諸般の報告の中で報告いたします。

◎閉会中の継続調査の申し出について

〇青柳賢治議長 日程第18、閉会中の継続調査の申し出についての件を議題といたしま

す。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり特定事件として調査することにご異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 ご異議なしと認めます。

よって、特定事件として調査することに決しました。

◎日程の追加
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〇青柳賢治議長 ここで、日程の追加についてお諮りいたします。

発言取消の申出についての件、発委第２号 35人学級見直しをやめ、さらなる少人

数学級を求める意見書の提出についての件、発議第23号 ネオニコチノイド系農薬の

使用規制を求める意見書の提出についての件、発議第24号 集団的自衛権の行使容認

の閣議決定の撤回を求める意見書の提出についての件、発議第25号 特定秘密保護法

の施行に反対し廃止を求める意見書の提出についての件及び発議第26号 原発再稼働

に反対する意見書の提出についての件につきまして、日程に追加し、議題といたした

いと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 ご異議なしと認めます。

よって、本件を日程に追加し、議題とすることに決しました。

◎発言取消の申出について

〇青柳賢治議長 日程第19、発言取消の件を議題といたします。

第13番、渋谷登美子議員から、12月４日の会議における発言について、会議規則第

64条の規定によりお手元に配付した発言取消申出書のとおり発言を取り消したいとの

申し出がありました。これを許可することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 異議なしと認めます。

よって、渋谷登美子議員からの発言取り消しの申し出を許可することに決しました。

◎発委第２号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第20、発委第２号 35人学級見直しをやめ、さらなる少人数学級

を求める意見書の提出についての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。川口文教厚生常任委員長。

〔川口浩史文教厚生常任委員長登壇〕

〇川口浩史文教厚生常任委員長 文教常任委員会から、35人学級見直しをやめ、さらな

る少人数学級を求める意見書の提出について、提案理由並びに意見書を申し上げたい

と思います。

提案理由でございますが、財務省は過日、公立小学校１年生の35人学級を40人学級
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に戻すことを示しました。理由は、いじめの数などが余り変わらないというものであ

りました。これは、35人学級を続けてもいじめの数が減っていないということであり

ます。しかし、いじめの数は、滋賀県大津市のいじめ自殺件数の前と後では認知の仕

方が違います。したがって、これをもって減っていないというのは早計であるという

ことであります。また、35人学級にして数年で結論づけるのも早過ぎる結論でありま

す。

したがいまして、以上のことから意見書を提出するものであります。

裏面を開いていただきたいと思います。

意見書の朗読をいたします。

35人学級見直しをやめ、さらなる少人数学級を求める意見書

財務省は、現在行われている公立小学校１年生の35人学級を40人学級に戻すよう文

部科学省に求める方針を財政制度等審議会に示したが、小学校でのいじめの認知数や

不登校、暴力行為の件数に占める小学校１年生の割合が35人学級導入前後でほとんど

変わらないことから効果がないと結論づけるのはあまりにも強引で乱暴である。また、

日本のＧＤＰに占める教育への公的支出は経済協力開発機構加盟国の中で５年連続で

最下位であることから、35人学級を維持し、さらに少人数学級を進めるべきである。

埼玉県においては、県独自で小学校２年生まで35人学級の教員配置を行っている。

しかし、子ども数によって、２年生から３年生に学年が進むと、学級人数が増える場

合もあり、子ども達の学校生活の混乱がある。子どもの少子化により、各学校への教

員の配置人数が少なくなっており、現状に対応できず、学級崩壊寸前の学校運営にな

らざるを得ないことがある。

よって嵐山町議会は、下記事項を講ずるよう強く求めるものである。

記

１ 小学校１年生の35人学級を堅持すること

２ 小学校２年生、３年生も35人学級を進めること

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成26年12月

埼玉県比企郡嵐山町議会議長 青 柳 賢 治

送り先は、衆参の両院議長、内閣総理大臣をはじめ関係各大臣でございます。

以上です。
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〇青柳賢治議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより発委第２号 35人学級見直しをやめ、さらなる少人数学級を求める意見書

の提出についての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇青柳賢治議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎発議第２３号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第21、発議第23号 ネオニコチノイド系農薬の使用規制を求める

意見書の提出についての件を議題といたします。

提出者から提案説明を求めます。

渋谷登美子議員。

〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） それでは、ネオニコチノイド系農薬の使用規制を求める意

見書の提出について説明いたします。

ＥＵやアメリカでも一時的規制が始まったネオニコチノイド系の農薬の一種クロチ

アニ農薬の基準の緩和は許されないことです。ネオニコチノイド系の農薬は、ミツバ

チをはじめとする農作物の受粉を担う生物に与える悪影響が国内でも判明していま

す。子供の脳や発達神経に影響を与える可能性があります。食卓の未来と安全を守る

ために、本意見書を提出するものです。

意見書の内容ですが、読み上げます。

ヨーロッパや韓国、そしてアメリカでもいくつかの州でミツバチに対して強い毒性

をもつネオニコチノイド系農薬の使用規制に着手している。1990年代から有機リン系

農薬に代わって農業のみならず家庭でも使われるようになったネオニコチノイド系農
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薬は、農作物の内部に浸透して植物のあらゆる組織で殺虫効果を発揮する「浸透性農

薬」であり、残効性が高いためこの10年間で約３倍と使用量が急増している。毒性は

昆虫の中枢神経にある主要な神経伝達物質であるアセチルコリンの働きを阻害し、死

に至らしめるものである。散布回数を減らせるため「減農薬栽培」に広く用いられて

いるが、昆虫のみではなくヒトの脳への影響も懸念され、前述のＥＵ諸国及び米国で

は食品中の残留農薬基準値もきわめて厳しく設定している。ネオニコチノイド系農薬

の残留基準は、きゅうりではＥＵの基準は0.02ｐｐｍに対し我が国は２ｐｐｍ、茶葉

は、ＥＵの基準が0.7ｐｐｍに対して５ｐｐｍ、トマトはＥＵ基準0.5ｐｐｍに対して

３ｐｐｍと、数10倍から100倍まで基準が緩く、人体への影響が大きい。

農林水産省などの調査でもネオニコチノイド系農薬がミツバチの大量死に関連して

いることがわかってきた。ヨーロッパでは、さらなる調査研究が必要であるとしなが

らも、被害の拡大を防ぐために昨年、まず暫定的に使用を制限し、２年間調査を行う

という方法をとっている。我が国においても予防原則に基づいてネオニコチノイド系

農薬の使用規制と残留基準の引き上げの撤回を求める。

記

１ クロチアニジンなどネオニコチノイド系農薬の残留基準の緩和をやめ、ＥＵと

同様に厳しくすること

２ ネオニコチノイド系農薬をはじめ、ミツバチなどの花粉を媒介する他の生物へ

の毒性の高い農薬の使用規制をすること（イミダクロプリド、チアメトキサム、

クロチアニジン、ジノテフラン、フィプロニル、クロルピリホス、シペルメトリ

ン、デルタメトリンを含む）

３ 有機農業や自然農法など、毒性の強い化学合成農薬に依存せず、生態系に調和

した農業の環境的、社会的価値を評価し、支援を強化すること

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣、厚生労働大臣

です。

〇青柳賢治議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） ちょっとここに書かれていることについて質問したいのです

が、このミツバチの回帰現象が、帰ってくる本能というものが、何か最近崩れている
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ような話を聞きます。それは、やっぱりこの農薬によって引き起こされるということ

が多いのでしょうか。それだけでとりあえず結構です。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） これは、ミツバチは完全にこのネオニコチノイド系農薬で

巣に帰れなくなって、何か神経が、動く神経伝達のところがこの農薬で損傷されると

いうことで、それが人間の神経伝達の構造によく似ているということです。

〇青柳賢治議長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔「賛成」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 では、第１番、森一人議員。

〔１番 森 一人議員登壇〕

〇１番（森 一人議員） １番議員、森一人です。ネオニコチノイド系農薬の使用規制

を求める意見書について賛成討論いたします。

農薬としての法規制は、１日摂取許容量など規定がありますが、日本は欧米に比べ

かなり緩いと思います。汚染の高い食品の組み合わせにより、一日の摂取許容量を超

える可能性も否めません。

人体に取り込まれたネオニコチノイドは、人の意識や自律神経をつかさどる脳の扁

桃体に存在する神経伝達物質の一部に作用するため、動悸、手の震え、物忘れ、不眠、

鬱など、さまざまな症状となってあらわれます。また、人の記憶をつかさどる脳の海

馬や免疫をつかさどるリンパ球に存在する神経伝達物質の一部に作用し、記憶障害や

免疫機能の障害、例えばぜんそく、アトピー性皮膚炎、じんましん、アレルギー性疾

患、帯状疱疹などの誘因となります。

人の脳の発達は、多種類のホルモンや神経伝達物質によって調整され、数万の遺伝

子の複雑精緻な発現によって行われます。それを阻害するものとして化学物質の危険

性があり、ネオニコチノイド系農薬類は環境化学物質の中でも特に神経系を攪乱し、

子供の脳発達を阻害する可能性が高いです。

農薬は、使い方を誤ればみずからの健康を損なうばかりでなく、周辺の住民、特に
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化学物質に対する感受性が高いぜんそくの人や化学物質過敏症の人、妊婦や子供たち

に健康被害を与えることがあります。生態系や子供の将来につながる重要課題として、

農薬については予防原則を適用し、危険性の高いものは使用を停止するなどの方策が

必要だと思います。

以上のことから、この意見書に対し賛成いたします。

〇青柳賢治議長 第８番、河井勝久議員。

〔８番 河井勝久議員登壇〕

〇８番（河井勝久議員） 意見書の提出に賛成をいたします。

ネオニコチノイド系農薬の使用が今問題となっております。日本は緑の多い国であ

り、古来からその昆虫の生息する自然も豊かであります。昆虫の媒介する植物の成長

も欠かせません。今ニホンミツバチが減少し、絶滅種になる可能性について、農業生

産を行うイチゴ、ミカン、ナシ、リンゴ、ナタネ業者等大変危惧しており、ミツバチ

業者も大変な状況であると言われております。ミツバチは、チョウ、鳥を媒介とする

花粉受粉交配を必要とする日本の農業を守るためにも、毒性の高い農薬を規制する意

見書の提出に賛成するものであります。

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより発議第23号 ネオニコチノイド系農薬の使用規制を求める意見書の提出に

ついての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇青柳賢治議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎発議第２４号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第22、発議第24号 集団的自衛権の行使容認の閣議決定の撤回を

求める意見書の提出についての件を議題といたします。

提出者から提案説明を求めます。

渋谷登美子議員。

〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） それでは、集団的自衛権の行使容認の閣議決定の撤回を求
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める意見書の提出について提案理由を説明します。

７月１日より、日本は戦争をしない国から戦争できる国になりました。亡くなった

80代の方は、日本は今真珠湾攻撃と大差ないと言っていました。私も今の日本の状態

は、戦争にいつ突入するかわからない、そのような時代に入っていても多くの人は気

づこうとしない。とても危険なことであると不安です。国会審議をして、国民投票を

行う。そういう適正な手続を踏んで、初めて立憲主義が成り立つのです。憲法は、時

の権力の暴走を許さない。その憲法さえ勝手に自分で変えていくことができると考え

ることを許す恐ろしさがあります。そういう冷静な歴史観を地方議会は持つべきです。

少なくとも地方議会では中央集権の暴走を止めることができます。もっと人々はリベ

ラルにならなくてはいけません。

以上のことから、本意見書を提出するものです。

集団的自衛権の行使容認の閣議決定の撤回を求める意見書

11月21日、突然解散した安倍内閣は、７月１日、集団的自衛権行使容認の解釈改憲

の閣議決定を強行した。閣議決定は憲法９条のもとでは海外での武力行使は許されな

いという歴代政府見解を転換し、海外で戦争する国への道を開いた。

国会の議論、承認、国民投票を通して変えるべき内容を一内閣の考えで覆すことは、

立憲主義破壊である。

集団的自衛権による武力行使は限定的なものとの政府の説明とは反対に、閣議決定

の内容は際限なく武力行使が拡大できるものとなっている。国連安全保障理事会の決

定に基づいて行われる軍事行動への参加も明示的には否定されていない。

自衛隊は海外で武力行使しないという原則が覆され、自衛隊が海外で殺し、殺され

ることになる。海外での武力行使は、我が国への武力攻撃にもつながる。

我が国は、第２次世界大戦参戦への反省から日本国憲法を制定した。しかし、安倍

内閣は憲法改正に必要な適正手続きを無視する暴挙で、閣議決定をもとに、自衛隊法、

周辺事態法や国際平和協力法など関連する法律の「改正」を行い、日米防衛協力のた

めの指針（ガイドライン）の再改定によって日本を「戦争する国」にしようとしてい

る。

恒久平和主義・平和的生存権を保障した憲法前文と戦争放棄・戦力の不保持を定め

た憲法第９条に基づいて日本の安全保障を図る政策を追求すべきである。

嵐山町議会は、安倍内閣の閣議決定による解釈改憲で、海外での武力行使に対する



- 335 -

憲法９条の縛りを解き、日本を「海外で戦争する国」にする集団的自衛権の行使容認

の撤回を求める。

以上、地方自治法99条により意見書を提出します。

平成26年12月

提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣です。

〇青柳賢治議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

反対からいきます。

第２番、大野敏行議員。

〔２番 大野敏行議員登壇〕

〇２番（大野敏行議員） ２番議員、大野敏行です。集団的自衛権の行使容認の閣議決

定の撤回を求める意見書に反対をいたします。

国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について、

平成26年７月１日、閣議決定に基づき、いかなる事態に対しても国民の命と平和な暮

らしを守り抜くため、平時から切れ目のない対応を可能とする安全保障法制を速やか

に整備し、我が国の主権と領土、領海を守り抜くため、尖閣諸島周辺海域での外国航

船への対応、遠方離島周辺地域での国外、外国漁船の不法行為に対する監視、取り締

まり体制の強化等、海上保安庁、水産庁の体制強化をするとともに、国境確定の規定

と遠隔離島における自衛隊の支援は欠かせないものと思います。

小笠原諸島における中国漁船の不法なアカサンゴの密漁に、何と情けない日本国の

対応であったか。日本の漁船に体当たりをしてきた中国船すら取り締まりができない

状況でした。

日本は、独自での防衛力はたかが知れています。日米同盟による安全保障体制の抑

止力に委ねるところが大でありますが、この先力をつけてきた北東アジアの周辺国か

ら攻撃を受けないよう、自国の存立を全うし、国民の命と暮らしを守るための必要最

小限度の武力行使は認められる。また、国際法上集団的自衛権の行使は認められてい

る。そして、戦闘を目的とした海外派兵はしないと安倍総理は明言しております。

よりまして、私は集団的自衛権の行使は必要であり、本意見書の提出に反対します。
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〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。

〔10番 清水正之議員登壇〕

〇10番（清水正之議員） 日本共産党の清水正之です。集団的自衛権の行使容認の閣議

決定の撤回を求める意見書について賛成をいたします。

安倍政権は、国民多数の反対の声を踏みつけにして、集団的自衛権行使容認する閣

議決定を強行しました。憲法９条の破壊、戦後日本の国のあり方を根底から覆す歴史

的暴挙です。

集団的自衛権の実現の危険はどこにあるのか。2001年のアフガニスタン報復戦争、

2003年のイラク侵略戦争のような戦争をアメリカが起こした際に、従来の海外派兵に

あった武力行使はしない、戦闘地域には行ってはならないという２つの歯どめを外し、

自衛隊が従来の戦闘地域まで行って軍事活動をすることになる。そうなれば、自衛隊

は攻撃対象となります。攻撃されたらどうするのか。安倍首相は武器を使用をすると

認めました。自衛隊が武器を使用すれば相手はさらに攻撃し、自衛隊はさらに反撃す

ることになります。それは、戦闘活動そのものです。集団的自衛権の行使とは、日本

の国を守ることでも、国民の命を守ることでもありません。

安倍首相は、海外での戦闘に参加することは決してないと繰り返していますが、首

相がどうごまかそうとも、アフガン、イラク戦争のような戦争で自衛隊が米軍と肩を

並べ戦争を行う。海外で戦争をする国づくりこそ、その正体です。

今北東アジアの平和と安定をどう守っていくかが話されました。北東アジアには、

さまざまな緊張や紛争の火種があります。しかし、それに対してもっぱら軍事で構え

たら、軍事対軍事の悪循環に陥ってしまいます。何よりも今大切なものは、憲法９条

の精神に立った外交戦略を確立することだと考えます。このことによって、日本の安

定、安全が守られる、こう信じています。

よって、集団的自衛権の行使容認の閣議決定の撤回を求める意見書について賛成を

いたします。

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより発議第24号 集団的自衛権の行使容認の閣議決定の撤回を求める意見書の

提出についての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手少数〕



- 337 -

〇青柳賢治議長 挙手少数。

よって、本案は否決されました。

◎発議第２５号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第23、発議第25号 特定秘密保護法の施行に反対し廃止を求める

意見書の提出についての件を議題といたします。

提出者から提案説明を求めます。

渋谷登美子議員。

〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） 特定秘密保護法案の施行に反対し廃止を求める意見書の提

出について提案理由をお話します。

特定秘密保護法は、あす12月10日に施行されます。この法律が施行されると、私た

ちは知る権利や表現の自由が脅かされます。政府の持つ情報は、基本的に国民の財産

ですから、可能な限り開示されなければならず、国民は豊富で正確な情報にアクセス

できて、初めて国のあり方や政府の方針について正しい判断ができます。

ところが、あす施行の秘密保護法は全く逆の立場から、国民から多くの情報を隠ぺ

いしようとするものです。これは、国民主権の原理に反し、基本的人権を侵害し、恒

久平和をないがしろにするものであり、到底容認できず、直ちに廃案にすべきもので

あります。

以上のことから、本意見書を提出するものです。

では、意見書案を読みます。

特定秘密保護法の施行に反対し廃止を求める意見書

本年12月10日、特定秘密保護法は施行される予定である。10月14日秘密保護法施行

令及び特定秘密の指定及びその解除並びに適正評価に関し統一的な運用を図るための

運用基準が閣議決定された。閣議決定された施行令、運用基準は情報保全諮問会議が

作成した素案に対して、２万3,820件ものパブリックコメントが寄せられたにもかか

わらず、ほとんど素案と変わらず、施行令・運用基準が決定された。

10月14日の特定秘密保護施行令及び運用基準の閣議決定より、集団的自衛権の行使

容認が、国民のわからないところで決定、行使されることが現実のものとなってきて

いる。７月１日の閣議決定では、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力行使
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が発生し、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底か

ら覆される明白な危険がある場合」に武力行使されることになるが、10月14日に閣議

決定された運用基準によると、秘密指定されうる事項として「自衛隊の運用又はこれ

に関する見積もり若しくは計画若しくは研究であって、アメリカ合衆国の軍隊との運

用協力に関するもの」が明記されたほか、「外国の政府等との交渉又は協力方針また

は内容のうち ａ国民の生命及び身体の保護 ｃ海洋、上空等における権益の確保

ｄ国際社会の平和と安全の確保（我が国及び国民の安全に重大な影響を与えるものに

限る）」「テロリズムの防止に関して収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要

な情報または外国の政府もしくは国際機関からの情報」が明記されている。

以上のように武力行使の要件に該当するかどうかの根本的な情報が秘密指定され、

国民や国民の代表である国会に明らかにされないまま「我が国の存立が脅かされ、国

民の生命、自由及び幸福追求の検知が根底から覆される明白な危険がある場合」とし

て武力行使が決定・行使される危険がまさに現実のものになっている。

嵐山町議会は、このような秘密保護法ならびに施行令・運用基準を即刻廃止するよ

うに求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

提出先は、内閣総理大臣と総務大臣と法務大臣です。

〇青柳賢治議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔「反対」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 第11番、安藤欣男議員。

〔11番 安藤欣男議員登壇〕

〇11番（安藤欣男議員） 第11番議員、安藤欣男ですが、特定秘密保護法の施行に反対

し廃止を求める意見書（案）に反対の立場で討論を行います。

本意見書を見ますと、10月14日、閣議決定された特定秘密保護法施行令及び特定秘

密の指定及びその解除並びに適正評価に関しての運用基準が、情報保全諮問会議が作
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成した素案に２万3,820件ものパブリックコメントが寄せられたが、素案と変わらな

いと。また、このことが集団的自衛権の行使容認が国民のわからないところで決定、

行使されることが現実のものとなったとしております。

しかるに、国民や国会に明らかにされないまま行使される危険があるので、特定秘

密保護法並びに施行令、運用基準を即刻廃止するよう求めるとしているものでありま

すが、そもそも特定秘密保護法と集団的自衛権行使、自衛権の限定的容認は別々の法

であります。集団的自衛権の行使容認は、我が国の存立が脅かされる明白な危険があ

る場合、国会の議決によって承認されなければ、発動されるものではありません。こ

のことは、一定の大きな歯どめがあるということでもございます。国民が知らないと

ころで武力行使が決定されるということはないと信じています。

〔「信じているんですね」と言う人あり〕

〇11番（安藤欣男議員） そうです。特定秘密保護法の施行は、国家間の秘密とされる

ものの取り扱いについて施行基準が必要であるがために、秘密保護法施行令及び特定

秘密の指定及びその解除並びに適正評価に関する運用基準が定められるものでありま

して、特定秘密保護法の施行にはなくてはならないものであります。これは当然であ

ります。

そもそも特定秘密保護法の内容は、特定秘密を保持する立場のものへの規制である

と理解するところであります。運用基準を設け、秘密指定される事項を決めて、特定

秘密保護法が施行されることは、当然でありまして、本意見書の提出に反対するもの

であります。

以上です。

〇青柳賢治議長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより発議第25号 特定保護法案の施行に反対し廃止を求める意見書の提出につ

いての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手少数〕

〇青柳賢治議長 挙手少数。

よって、本案は否決されました。
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◎発議第２６号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第24、発議第26号 原発再稼働に反対する意見書の提出について

の件を議題といたします。

提出者から提案説明を求めます。

渋谷登美子議員。

〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） 原発再稼働に反対する意見書の提出について、提案理由を

述べます。

政府自民党は、福島原発事故は全く収束しておらず、海洋への汚染が深刻になって

いるにもかかわらず、原発再稼働を進めている。私たちは、子供たちに少しでも安心

できる地球を残さなくてはなりません。もうこれだけの原発を日本につくってしまい、

間に合わないという思いは強いのです。それでも、子供たちや次に生まれてくる生命

に対して、少しでも危険のない地球を残していくのが私たち大人の使命です。

以上のことから、本意見書を提出するものです。

原発再稼働に反対する意見書を読み上げます。

2014年９月15日、日本は国内すべての原発を停止して１年を迎えた。しかし、これ

に先立つ９月10日、原子力規制委員会は、九州電力川内原発の再稼働適合審査書を決

定した。

2011年３月11日の東日本大震災をきっかけにして今、日本は火山の活動期に入って

いる。それは、９月27日の御嶽山の噴火に象徴される。

火山活動は、風向きや地形、地震や台風によって複合災害が起きる。その上に現在

稼働していない原発が稼働している場合、放射能被曝は避けられない事態となる。

１年間、日本は原発からの電力に頼らず、それによる大規模な停電もなく生活して

いる。

福島原発事故が証明するように原発はいったん事故を起こせば、地域的にも時間的

にも広範な被害を周囲に及ぼす。福島原発事故では、炉心溶融を起こし、事故後の汚

染水対策も未だに講じられておらず、海洋汚染は広がっている。

政府は新しい規制基準を満たせば安全として、川内原発適合審査書を決定したが、

福島原発事故が収束しておらず、火山国の日本列島では、地球規模で、将来にわたり
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生命の危険がありすぎる。

よって、嵐山町議会は国内の原発すべての再稼働に反対する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣です。

〇青柳賢治議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔「反対」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 第６番、畠山美幸議員。

〔６番 畠山美幸議員登壇〕

〇６番（畠山美幸議員） 原発再稼働に反対の立場から討論をいたします。

川内原発の再稼働については、原子力規制委員会が策定した基準にのっとり審査し

た結果、再稼働が認められました。ただし、最終稼働については、地域住民の意見を

吸い上げた結果、再稼働することに至ったのです。政府は、この結果を踏まえて、各

自治体の避難計画を支援することが重要になる。

よって、遠く離れた当町において、このようなプロセスを経て至った結果について、

口を挟むようなことを慎みたいと思うことで、反対の立場で討論いたします。

〔何事か言う人あり〕

〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。

〔10番 清水正之議員登壇〕

〇10番（清水正之議員） 日本共産党の清水正之です。原発再稼働に反対する意見書に

ついて賛成をいたします。

全国の原発再稼働の突破口として、九州電力川内原発の再稼働を進めようとしてい

ます。しかし、巨大噴火への備えがありません。まともな避難体制もありません。再

稼働に当たって、周辺30キロ圏の市町村は事故の避難計画の策定を義務づけられてい

るのに、政府は周辺自治体の首長や議会の意見を聞き、同意を求めることすら拒否し

ています。噴火は予知できるという新たな安全神話と無責任な避難体制、住民の意見

を聞く耳すら持たない危険で乱暴な原発再稼働を許すわけにはいきません。

福島原発の大事故から３年８カ月がたちますが、今でもなお12万人を超える人たち
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がふるさとに戻ってこられず、避難生活を余儀なくされています。福島原発は、事故

の収束もできず、原因究明すらできていません。こんなもとで、原発再稼働など論外

であります。

したがって、原発再稼働に反対する意見書について賛成をいたします。

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより発議第26号 原発再稼働に反対する意見書の提出についての件を採決いた

します。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手少数〕

〇青柳賢治議長 挙手少数。

よって、本案は否決されました。

◎町長挨拶

〇青柳賢治議長 これにて本議会に付議された案件の審議は全て終了いたしました。

ここで、町長から発言を求められておりますので、これを許可します。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議長のお許しをいただきましたので、平成26年第４回定例会の閉会に

当たりまして、一言お礼の挨拶を申し上げます。

今期定例会は12月３日に開会をされ、本日までの７日間にわたり、極めて熱心なご

審議を賜り、提案をいたしました平成26年度一般会計補正予算をはじめとする諸議案

を全て原案のとおり可決、ご決定を賜り、まことにありがとうございました。

議案審議並びに一般質問等を通じてご提言のありました諸問題につきましては、十

分検討いたしまして対処する所存でございます。

さて、我が国は、人口減少、超高齢化、地方衰退という避けては通れない問題に直

面をしております。先月21日には、まち・ひと・しごと創生法をはじめとする地方創

生関連２法案が国会において可決、成立をし、この待ったなしの課題の打開に大きな

一歩が踏み出されたと思います。

本町におきましても、駅周辺のにぎわいづくりや定住促進、子育て環境の整備、さ

まざまな問題に知恵を絞り、魅力と活力あふれた嵐山町を実現するため、全力を傾注
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する所存でございます。

さて、寒さもひとしお厳しくなっていまいりました。今年はインフルエンザの流行

が例年に比べ１月早いとのことでございます。議員各位には、どうかご自愛をいただ

き、ご健勝にて越年をされ、来たるべき新年におかれましても、引き続きご活躍され

ますように心からご期待を申し上げる次第でございます。

平成27年が、嵐山町と嵐山町民にとりまして明るく希望に満ちた年となりますよう

ご祈念を申し上げまして、閉会に当たりまして御礼の挨拶といたします。まことにあ

りがとうございました。（拍手）

◎議長挨拶

〇青柳賢治議長 次に、本職から挨拶申し上げます。

去る12月３日から開会以来、本日まで７日間にわたり、補正予算をはじめとしまし

て町政の諸案件を、議員各位の終始極めて真剣な審議により、提案されました全ての

案件を議了することができました。これもひとえに議員各位の協力のたまものと深く

感謝申し上げますとともに、衷心より厚くお礼申し上げます。

また、町長をはじめ執行機関の各位におかれましては、審議の間、常に真摯な態度

をもって審議にご協力いただき、そのご労苦に対しまして厚くお礼を申し上げます。

そして、今定例会、議員各位から一般質問あるいは質疑などの意見、要望につきまし

ては、今後の町政執行に際しまして、十分反映されますよう要望するところでござい

ます。

今年も２月の関東甲信地方の大雪から、広島の大雨による土砂災害、御嶽山の噴火

など、数多くの自然災害が発生いたしました。幸いにいたしまして、我が嵐山町が大

きな災害に遭うこともなく過ごしてくることができました。

寒さもますます厳しくなっていまいります。くれぐれもご自愛をいただき、ご健勝

にて輝かしい新年を迎えられますよう、心からご祈念を申し上げまして、閉会の挨拶

といたします。大変ありがとうございました。（拍手）

◎閉会の宣告

〇青柳賢治議長 これをもちまして、平成26年嵐山町議会第４回定例会を閉会いたしま

す。
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ご苦労さまでした。

（午後 ５時５９分）
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。

平成 年 月 日

議 長

署名議員

署名議員
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